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【 市の現況資料 】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

１ 災害、危険箇所等 

１－１ 飯塚市の風水害 

（１）災害をもたらした気象事例（福岡県） 

災害発生日 

災害名称 
種別 

人的被害 建 物 被 害 耕 地 被 害 

年 月／日 

死者･

行方不

明者 

負傷
者 

被害 
地帯 

全壊 半壊 
床上 
浸水 

床下 
浸水 

流失 
埋没 

冠水 

人 人 世帯 棟 棟 棟 棟 ha ha 

S20 9/17～18 枕崎台風 87 61 
 

1,820 1,669 4,375 16,179 27,028 8 

S20 10/8～11 阿久根台風 5 2 
 

43 17 706 2,437 
 

1,349 

S24 8/13～19 ジュディス台風 7 39 
 

118 298 10,927 28,375 546 31,152 

S25 9/13～15 キジア台風 6 3 
 

165 285 2,695 6,913 322 5,833 

S26 7/7～17 
低気圧によ
る豪雨 

8 4 
 

12 31 2,681 2,760 187 35,110 

S26 10/13～15 ルース台風 10 2 
 

46 108 798 3,366 376 2,687 

S28 6/4～8 
梅雨前線及

び台風第2号 
13 3 

 
14 2 424 5,326 97 9,617 

S28 6/25～29 
西日本水害
(梅雨前線
豪雨) 

286 1,402 
 

2,150 2,819 92,532 119,127 22,908 54,470 

S29 9/26～27 洞爺丸台風 8 13 997 51 98 1,264 9,244 180 5,147 

S30 4/14～18 前線豪雨 1 12 251 4 3 339 4,355 14 4,120 

S30 7/6～8 
梅雨前線降
雨 

2 1 1,168 7 4 1,192 6,186 94 7,018 

S30 
9/26～
10/1 

台風第 22
号 

8 25 1,265 174 313 435 2,074 16 970 

S31 8/16～18 台風 9号 4 41 2,096 315 726 706 2,613 5 762 

S32 7/2～5 
梅雨前線豪
雨 

4 1 527 7 13 527 4,542 2 11,085 

S34 7/13～16 
梅雨前線豪
雨（台風第
5号） 

24 58 4,586 103 81 4,281 14,674 1,611 9,994 

S37 7/1～9 
梅雨前線に
よる大雨 

4 11 
 

30 29 3,656 23,291 23,490 
 

S38 6/29～7/2 
梅雨前線豪
雨 

18 10 1,138 45 50 10,279 28,745 339 9,078 

S41 6/30～7/2 
梅雨前線降
雨  

12 495 5 10 478 6,823 2 191 

S42 7/8～10 
梅雨前線豪
雨（42 年 7
月豪雨） 

2 2 365 1 6 343 7,365 36 3,362 

S44 
6/28～7
月上旬 

梅雨前線に
よる大雨  

20 1,146 3 8 1,135 8,326 1,379 1,225 

S46 7/21～23 豪  雨 2 2 964 12 9 943 4,215 215 5,425 

S47 7/3～6 豪  雨 7 9 797 10 23 764 12,861 207 15,556 

S47 7/9～13 豪  雨 4 31 3,696 48 180 3,468 19,071 747 21,362 

S48 6/26～27 大  雨 4 6 264 2 5 257 3,808 657 10,498 

S48 7/30～31 大  雨 28 64 9,112 116 173 8,828 27,143 327 2,628 

S51 9/10～13 
台風第 17
号による風
水害 

2 12 661 27 87 547 7,605 104 2,025 

S52 6/9～10 
梅雨前線に
よる災害  

3 253 5 2 246 2,454 21 1,140 

S54 6/27 
梅雨前線に
よる災害 

7 41 4,475 34 49 4,392 16,998 973 34,385 

S55 7/30 
梅雨前線の
停滞による
大雨災害 

1 5 240 5 9 226 5,224 110 14,249 

S55 8/28～31 
前線の停滞
による大雨
災害 

8 28 2,321 44 65 2,321 10,969 404 12,363 

S56 6/25～7/7 
S56.6.25～
7.7 にかけ

4 45 1,514 16 44 1,442 5,973 150 7,475 
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災害発生日 

災害名称 
種別 

人的被害 建 物 被 害 耕 地 被 害 

年 月／日 

死者･

行方不

明者 

負傷
者 

被害 
地帯 

全壊 半壊 
床上 
浸水 

床下 
浸水 

流失 
埋没 

冠水 

人 人 世帯 棟 棟 棟 棟 ha ha 

ての梅雨前
線(大雨災
害) 

S57 7/10～25 
昭和 57年 7
月豪雨    

1 1 273 4,447 6 3,844 

S58 7/15～17 
梅雨前線に
よる大雨      

207 2,640 6 
 

S60 6/21～7/6 
梅雨前線に
よる大雨 

3 13 
431 

(1,185) 
6 74(65) 351 4,124 108 19,126 

H2 6/28～7/3 
梅雨前線豪
雨被害          

H11 6/23～7/3 豪雨災害 2 重傷 3 290 7 6 1,273 4,890 77 2,534 

H15 7/18～19 
集中豪雨災
害 

死者 1 
重傷

10 
3,415 26 半壊 56 3,472 3,489 73 1,053 

H21 7/24～8/6 
平成 21年 7
月中国・九
州北部豪雨 

10 
重傷 9 

軽傷 9 
1,522 13 

半壊 11 
一部 70 

1,319 4,157 93.1 1,763.5 

H24 7/13～8/6 
平成 24年 7
月九州北部
豪雨 

死者 4 
重傷 8 

軽傷 9 
1,583 70 

半壊 
432 
一部
117 

1,085 4,678 445.3 3,347.2 

注）福岡県主要自然災害被害統計（昭和 20年以降）、床下浸水 2,000 件以上を抜粋 
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（２）飯塚市の被害状況（H13～H15） 

年 H11（飯塚地区のみ） H13 H15 

月 日 6/29～30 7/2～3 
計 

6/19～25 
計 

7/1 7/11 

気 象 集中豪雨 集中豪雨 豪雨 大雨 大雨 

人 

的 

被 

害 

死者         

行方不明者         

負傷者 
重症        

軽傷        

住 

家 

被 

害 

全壊 

棟 1  1     

世帯 1  1     

人 1  1     

半壊 

棟 1  1     

世帯 1  1     

人 4  4     

一部損壊 

棟        

世帯        

人        

床上浸水 

棟 24  24 15 15   

世帯 24  24 21 21   

人 63  63 52 52   

床下浸水 

棟 247 12 259 129 129  6 

世帯 247 12 259 126 126  6 

人 614 29 643 258 258  12 

非 

住 

家 

公共施設 棟      1  

その他 棟 1  1     

田 
流出埋没 ha 5.00  5.00 10.11 10.11   

冠水 ha 100.00  100.00 109.00 109.00   

畑 
流出埋没 ha    0.38 0.38   

冠水 ha 1.00  1.00 39.10 39.10   

文化施設 箇所 3  3 2 2   

医療機関 箇所        

道路 箇所 62  62 45 45 1 12 

橋梁 箇所 1  1    1 

河川 箇所 69  69 36 36  1 

砂防 箇所        

清掃施設 箇所        

崖崩れ 箇所 100 8 108 29 29 1 2 

鉄道不通 箇所        

航空機被害 機        

水道 戸 40  40     

電話 回線        

電気 戸        

ガス 戸        

ブロック 箇所 3  3     

り災世帯 世帯 3  3 21 21   

り災者数 人 7  7 52 52   

資料：福岡県災害年報 
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（２）飯塚市の被害状況（H15～H17） 

年 H15 H16 H17 

月 日 7/18～19 
計 

6/25～27 9/6～7 
計 

 
計 

気 象 集中豪雨 大雨 台風 18号 大雨 

人 

的 

被 

害 

死者         

行方不明者         

負傷者 
重症 2 2      

軽傷        

住 

家 

被 

害 

全壊 

棟 7 7      

世帯 7 7      

人 23 23      

半壊 

棟 10 10  1 1   

世帯 8 8  1 1   

人 22 22  1 1   

一部損壊 

棟 39 39      

世帯 39 39      

人 111 111      

床上浸水 

棟 1,976 1,976      

世帯 2,146 2,146      

人 4,745 4,745      

床下浸水 

棟 1,392 1,398      

世帯 1,445 1,451      

人 3,419 3,431      

非 

住 

家 

公共施設 棟  1      

その他 棟 129 129      

田 
流出埋没 ha 16.60 16.60      

冠水 ha 761.00 761.00      

畑 
流出埋没 ha        

冠水 ha 29.00 29.00      

文化施設 箇所 15 15      

医療機関 箇所 36 36      

道路 箇所 227 240 2  2   

橋梁 箇所 5 6      

河川 箇所 139 140 10  10   

砂防 箇所        

清掃施設 箇所 1 1      

崖崩れ 箇所 402 405 3  3   

鉄道不通 箇所 2 2      

航空機被害 機        

水道 戸 6,355 6,355      

電話 回線        

電気 戸 259 259    400 400 

ガス 戸 973 973      

ブロック 箇所 18 18      

り災世帯 世帯 2,084 2,084      

り災者数 人 4,608 4,608      

資料：福岡県災害年報 
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（２）飯塚市の被害状況（H18～H21） 

年 H18 H20 H21 

月 日 9/17～18 
計 

6/19～22 8/4～17 
計 

6/29～7/1 7/24～8/6 

気 象 台風 13号 大雨 大雨 大雨 中国・九州北部豪雨 

人 

的 

被 

害 

死者        1 

行方不明者         

負傷者 
重症        

軽傷        

住 

家 

被 

害 

全壊 

棟       2 

世帯       5 

人       9 

半壊 

棟        

世帯        

人        

一部損壊 

棟       5 

世帯       5 

人       15 

床上浸水 

棟       406 

世帯       483 

人       1,020 

床下浸水 

棟       874 

世帯       902 

人       1,919 

非 

住 

家 

公共施設 棟       6 

その他 棟       452 

田 
流出埋没 ha       18 

冠水 ha       213 

畑 
流出埋没 ha       2 

冠水 ha        

文化施設 箇所 2 2     18 

医療機関 箇所       2 

道路 箇所       224 

橋梁 箇所        

河川 箇所   2 2 4 1 124 

砂防 箇所        

清掃施設 箇所        

崖崩れ 箇所      4 85 

鉄道不通 箇所       2 

航空機被害 機        

水道 戸        

電話 回線        

電気 戸        

ガス 戸        

ブロック 箇所       5 

り災世帯 世帯       488 

り災者数 人       1,029 

資料：福岡県災害年報 
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（２）飯塚市の被害状況（H21～H26） 

年 H21 H22 H24 H26 

月 日 
計 

6/28～29 7/11～16 
計 

7/13～8/6 
計 

8/21～22 

気 象 大雨 大雨 九州北部豪雨 大雨 

人 

的 

被 

害 

死者  1       

行方不明者         

負傷者 
重症        

軽傷        

住 

家 

被 

害 

全壊 

棟 2       

世帯 5       

人 9       

半壊 

棟        

世帯        

人        

一部損壊 

棟 5  1 1 1 1  

世帯 5  1 1 1 1  

人 15  6 6 1 1  

床上浸水 

棟 406  55 55 3 3  

世帯 483  55 55 3 3  

人 1,020  150 150 12 12  

床下浸水 

棟 874  152 152 28 28  

世帯 902  152 152 28 28  

人 1,919  355 355 44 44  

非 

住 

家 

公共施設 棟 6       

その他 棟 452  68 68    

田 
流出埋没 ha 18  6.00 6.00    

冠水 ha 213  247.00 247.00    

畑 
流出埋没 ha 2  1.00 1.00    

冠水 ha   9.00 9.00    

文化施設 箇所 18  6 6    

医療機関 箇所 2       

道路 箇所 224 1 689 690   1 

橋梁 箇所  1 3 4   1 

河川 箇所 125  94 94   1 

砂防 箇所        

清掃施設 箇所        

崖崩れ 箇所 89 1 36 37    

鉄道不通 箇所 2  3 3    

航空機被害 機        

水道 戸        

電話 回線        

電気 戸        

ガス 戸        

ブロック 箇所 5  5 5    

り災世帯 世帯 488  55 55    

り災者数 人 1,029  150 150    

資料：福岡県災害年報 
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（２）飯塚市の被害状況（H26～H30） 

年 H26 H27 H28 H30 

月 日 
計 

8/24～26 
計 

1/23～30 4/14～ 
計 

7/5～17 

気 象 台風 15号 大雪 熊本地震 平成30年㋆豪雨 

人 

的 

被 

害 

死者         

行方不明者         

負傷者 
重症       2 

軽傷  2 2 2 2 4 3 

住 

家 

被 

害 

全壊 

棟        

世帯        

人        

半壊 

棟       190 

世帯       190 

人       342 

一部損壊 

棟       1 

世帯       1 

人       1 

床上浸水 

棟       264 

世帯       264 

人       511 

床下浸水 

棟  3 3    317 

世帯  3 3    317 

人  6 6    709 

非 

住 

家 

公共施設 棟       2 

その他 棟       2 

田 
流出埋没 ha       12.6 

冠水 ha       697.0 

畑 
流出埋没 ha       18.4 

冠水 ha        

文化施設 箇所        

医療機関 箇所        

道路 箇所 1      75 

橋梁 箇所 1       

河川 箇所 1      44 

砂防 箇所        

清掃施設 箇所        

崖崩れ 箇所       38 

鉄道不通 箇所        

航空機被害 機        

水道 戸    11,950  11,950  

電話 回線        

電気 戸        

ガス 戸        

ブロック 箇所        

り災世帯 世帯       454 

り災者数 人       853 

資料：福岡県災害年報 
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（２）飯塚市の被害状況（H30～ ） 

年 H30 R 元 R2  

月 日 
計 

7/20～23 9/22～23 
計 

7/6～8 
計 

 

気 象 大雨 台風 17号 令和2年 7月豪雨  

人 

的 

被 

害 

死者         

行方不明者         

負傷者 
重症 2       

軽傷 3  1 1    

住 

家 

被 

害 

全壊 

棟        

世帯        

人        

半壊 

棟 190       

世帯 190       

人 342       

一部損壊 

棟 1 1  1    

世帯 1 1  1    

人 1 4  4    

床上浸水 

棟 264       

世帯 264       

人 511       

床下浸水 

棟 317    1 1  

世帯 317    1 1  

人 709    2 2  

非 

住 

家 

公共施設 棟 2       

その他 棟 2 2  2 1 1  

田 
流出埋没 ha 12.6       

冠水 ha 697.0       

畑 
流出埋没 ha 18.4       

冠水 ha        

文化施設 箇所        

医療機関 箇所        

道路 箇所 75    8 8  

橋梁 箇所        

河川 箇所 44       

砂防 箇所        

清掃施設 箇所        

崖崩れ 箇所 38       

鉄道不通 箇所        

航空機被害 機        

水道 戸        

電話 回線        

電気 戸        

ガス 戸        

ブロック 箇所        

り災世帯 世帯 454       

り災者数 人 853       

資料：福岡県災害年報 



9 

１－２ 飯塚市の土砂災害発生状況 
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163 がけ崩れ 2007 (Ｈ19) 7 6 - - 旧頴田町 鹿毛馬 - 2 
 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

164 がけ崩れ 2008 (Ｈ20) 6 21 - - 旧筑穂町 弥山 - 7 
 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

165 その他 2008 (Ｈ20) 6 21 - - 旧筑穂町 内野 - 
   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

166 その他 2008 (Ｈ20) 6 21 - - 旧筑穂町 内野 - 
  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

167 その他 2008 (Ｈ20) 6 21 - - 旧筑穂町 内野 - 
  

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

168 その他 2008 (Ｈ20) 6 21 - - 旧筑穂町 邪山 - 
  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

169 その他 2008 (Ｈ20) 6 21 - - 旧穂波町 太郎丸 - 
  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

170 その他 2008 (Ｈ20) 6 21 - - 旧飯塚市 建花寺 - 
  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

171 がけ崩れ 2009 (Ｈ21) 7 24 - - 旧筑穂町 弥山 - 30.0 
 

10.0
×

10.0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

172 がけ崩れ 2009 (Ｈ21) 7 24 - - 旧頴田町 勢田 - 50 2 270 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

173 がけ崩れ 2009 (Ｈ21) 7 24 - - 旧頴田町 勢田 - 50 2 270 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

174 土石流 2009 (Ｈ21) 7 24 - - 旧庄内町 多田 - 
   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

175 がけ崩れ 2009 (Ｈ21) 7 24 - - 旧筑穂町 内野 - 
   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

資料：福岡県（昭和 52年～平成 21年） 砂防課 
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１－３ 飯塚市の地震状況 

（１）地震災害状況 その１（1925 年以前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※間:ﾌﾟﾚｰﾄ間地震、内:ﾌﾟﾚｰﾄ内地震、線:構造線型地震(震源の位置や、被害地域より推測した)。 
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（２）地震災害状況 その２（1996 年以降） 

【日本付近で発生した主な被害地震】 

西暦 発生年月日 Ｍ 震央地名・地震名 人的被害 物的被害 
最大

震度 
津波 

1996 H8.3.6 5.5 
山梨県東部 

〔山梨県東部・富士五湖〕 
負 8 住家一部破損 86など 5  

1996 H8.8.11 6.1 秋田県内陸南部 負 16 
住家半壊 28 

一部破損 185など 
5  

1996 H8.12.21 5.6 茨城県南部 負 1 住家一部破損 82など 5弱  

1997 H9.3.3 5.5 伊豆半島東方沖 負 3 
住家一部破損 65 

崖崩れなど 
5弱  

1997 H9.3.16 5.9 愛知県東部 負 4 住家一部破損2など 5強  

1997 H9.3.26 6.6 鹿児島県薩摩地方 負 37 住家全壊 4 半壊 34 5 強  

1997 H9.5.13 6.4 鹿児島県薩摩地方 負 74 住家全壊 4 半壊 31 6 弱  

1997 H9.6.25 6.6 山口県北部 負 2 住家全壊 1 半壊 2 5 強  

1998 H10.9.3 6.2 岩手県内陸北部 負 9 道路被害など 6弱  

2000 H12.6.3 6.1 
千葉県北東部 

〔千葉県東方沖〕 
負 1 住家一部破損 30など 5弱  

2000 H12.6.7 6.2 石川県西方沖 負 3 住家一部破損1など 5弱  

2000 H12.6.8 5.0 熊本県熊本地方 負 1 住家一部破損5など 5弱  

2000 H12.7.1 6.5 新島・神津島近海 死 1 住家一部破損 15など 6弱 7cm 

2000 H12.7.15 6.3 新島・神津島近海 負 14 住家半壊 7など 6弱 7cm 

2000 H12.7.30 6.5 三宅島近海 負 1 住家一部破損1など 6弱 14cm 

2000 H12.10.6 7.3 

鳥取県西部 

平成 12年(2000 年) 

鳥取県西部地震 

負 182 
住家全壊 435 

半壊 3,101 など 
6強  

2000 H12.10.31 5.7 三重県中部 負 6 住家一部破損2など 5弱  

2001 H13.1.4 5.3 新潟県中越地方 負 2 住家一部破損 607など 5弱  

2001 H13.3.24 6.7 

安芸灘 

平成 13年(2001 年) 

芸予地震 

死 2 

負 288 

住家全壊 70 

半壊 774 など 
6弱  

2001 H13.4.3 5.3 静岡県中部 負 8 住家一部破損 80など 5強  

2002 H14.2.12 5.7 茨城県沖 負 1 非住家破損など 5弱  

2002 H14.10.14 6.1 青森県東方沖 負 2 なし 5弱  

2002 H14.11.3 6.3 宮城県沖 負 1 なし 5弱  

2003 H15.5.26 7.1 宮城県沖 負 174 
住宅全壊 2棟 

住宅半壊 21棟など 
6弱  

2003 H15.7.26 6.4 宮城県北部〔宮城県中部〕 負 677 
住宅全壊 1,276 棟 

住宅半壊 3,809 棟など 
6強  

2003 H15.9.26 8.0 

釧路沖〔十勝沖〕 

平成 15年(2003 年) 

十勝沖地震 

死 1 

不明 1 

負 849 

住宅全壊 116棟 

住宅半壊 368棟など 
6弱 255cm 

2004 H16.9.5 7.1 
紀伊半島沖 

〔三重県南東沖〕 
負 6 水道管破損など 5弱 63cm 

2004 H16.9.5 7.4 東海道沖〔三重県南東沖〕 負 36 住家一部破損2棟など 5弱 101cm 

2004 H16.10.6 5.7 茨城県南部 負 4 水道管破裂など 5弱  

2004 H16.10.23 6.8 

新潟県中越地方 

平成 16年(2004 年) 

新潟県中越地震 

死 68 

負4,805 

住家全壊 3,175 棟 

住家半壊 13,810 棟など 
7  

2004 H16.11.29 7.1 釧路沖 負 52 住宅一部破損4棟など 5強 13cm 

2004 H16.12.6 6.9 釧路沖 負 12 校舎一部破損など 5強  

2004 H16.12.14 6.1 留萌支庁南部 負 8 住宅一部破損 165棟 5強  
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西暦 発生年月日 Ｍ 震央地名・地震名 人的被害 物的被害 
最大

震度 
津波 

2005 H17.1.18 6.4 釧路沖 負 1 校舎一部破損など 5強  

2005 H17.2.16 5.3 茨城県南部 負 26 ブロック塀倒壊 5弱  

2005 H17.3.20 7.0 
福岡県西方沖 

〔福岡県北西沖〕 

死 1 

負1,204 

住家全壊 144棟 

住家半壊 353棟など 
6弱  

2005 H17.4.11 6.1 千葉県北東部 負 1 窓ガラス破損 5強  

2005 H17.4.20 5.8 
福岡県西方沖 

〔福岡県北西沖〕 
負 58 

住家一部破損 279棟 

建物火災 1件 
5強  

2005 H17.6.3 4.8 熊本県天草・芦北地方 負 2 なし 5弱  

2005 H17.6.20 5.0 新潟県中越地方 負 1 住家一部破損5棟など 5弱  

2005 H17.7.23 6.0 千葉県北西部 負 38 住家一部破損 12棟など 5強  

2005 H17.8.16 7.2 宮城県沖 負 100 
住家全壊 1棟 

住家一部破損 984棟 
6弱 13cm 

2005 H17.8.21 5.0 新潟県中越地方 負 2 なし 5強  

2005 H17.10.19 6.3 茨城県沖 負 2 なし 5弱  

2006 H18.4.21 5.8 伊豆半島東方沖 負 3 水道管漏水 6戸 4   

2006 H18.4.22 4.6 宮城県沖 負 1 なし 4   

2006 H18.5.15 4.5 和歌山県北部 負 1 ブロック塀倒壊など 4   

2006 H18.6.12 6.2 大分県西部 負 8 住家一部破損5棟 5弱   

2007 H19.3.25 6.9 

能登半島沖 

平成 19年（2007 年） 

能登半島地震 

死 1 

負 356 

住家全壊 686棟 

住家半壊 1,740 棟など 
6強 22cm 

2007 H19.4.15 5.4 三重県中部 負 13 住家一部破損 122棟 5強   

2007 H19.6.6 4.9 大分県中部 負 1 水道管漏水３戸 4   

2007 H19.7.16 6.8 

新潟県上中越沖 

平成 19年（2007 年） 

新潟県中越沖地震 

死 15 

負 346 

住家全壊 1,331 棟 

住家半壊 5,710 棟 

住家一部破損 37,633 棟など 

6強 32cm 

2007 H19.8.16 5.3 千葉県東方沖 負 1 なし 4   

2007 H19.8.18 4.8 千葉県南部 負 1 なし 5弱   

2007 H19.10.1 4.9 神奈川県西部 負 2 住家一部破損5棟 5強   

2008 H20.3.8 5.2 茨城県北部 負 1 なし 4   

2008 H20.4.29 5.7 青森県東方沖 負 2 なし 4   

2008 H20.5.8 7.0 茨城県沖 負 6 なし 5弱   

2008 H20.6.13 4.7 長野県南部 負 1 なし 4   

2008 H20.6.14 7.2 

岩手県内陸南部 

平成 20年（2008 年） 

岩手・宮城内陸地震 

死 17  

不明 6 

負 426 

住家全壊 30棟 

住家半壊 146棟など 
6強   

2008 H20.7.24 6.8 岩手県沿岸北部 
死 1 

負 211 

住家全壊 1棟 

住家一部破損 379棟 
6弱   

2009 H21.8.11 6.5 駿河湾 負 319 
住家半壊 6棟 

住家一部破損 8,672 棟 
6弱 36cm 

2009 H21.12.17 5.0 
伊豆半島東方沖 負 7 住家一部破損 278棟 

5弱   

2009 H21.12.18 5.1 5 弱   

2010 H22.2.27 7.2 沖縄本島近海 負 2 住家一部破損4棟 5弱 0.1m 

2010 H22.3.13 5.5 福島県沖 負 2 なし 4   

2010 H22.3.14 6.7 福島県沖 負 1 住家一部破損2棟 5弱   

2010 H22.5.1 4.9 新潟県上中越地方 負 1 
店舗（非住家）で 

ガラス数枚破損 
4   

2010 H22.7.4 5.2 岩手県内陸南部 負 1 なし 4   
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西暦 発生年月日 Ｍ 震央地名・地震名 人的被害 物的被害 
最大

震度 
津波 

2011 H23.3.9 7.3 三陸沖 負 2 
住家一部破損1棟など 

【平成 23年 3月 10日現在】 
5弱 55cm 

2011 H23.3.11 9.0 

三陸沖 

平成 23年東北地方太平洋

沖地震 

死 

19,729  

不明 

2,559 

負6,233 

住家全壊 121,996 棟 

住家半壊 282,941 棟 

住家一部破損 748,461 棟など 

【令和 2年 3月 1日現在】 

7 
9.3m 

以上 

2011 H23.3.12 6.7 長野県・新潟県県境付近 
死 3 

負 57 

住家全壊 73棟 

住家半壊 427棟など 

【平 29年 3月 31日現在】 

6強   

2011 H23.3.15 6.4 静岡県東部 負 80 

住家半壊 18棟 

住家一部破損 3,475 棟 

【平成 24年 9月 11日現在】 

6強   

2011 H23.4.1 5.0 秋田県内陸北部 負 1 
住家一部破損 1棟 

【平成 24年 9月 11日現在】 
5強   

2011 H23.4.7 7.2 宮城県沖 
死 4 

負 296 
なし 6強   

2011 H23.4.11 7.0 福島県浜通り 
死 4 

負 10 
なし 6弱   

2011 H23.4.12 6.4 福島県中通り 負 1 なし 6弱   

2011 H23.4.16 5.9 茨城県南部 負 6 なし 5強   

2011 H23.6.30 5.4 長野県中部 
死 1 

負 17 

住家半壊 24棟 

住家一部損壊 6,117 棟 
5強   

2011 H23.7.31 6.5 福島県沖 負 11 なし 5強   

2011 H23.8.1 6.2 駿河湾 負 13 住家一部損壊 15棟など 5弱   

2011 H23.8.19 6.5 福島県沖 負 2 なし 5弱   

2011 H23.11.20 5.3 茨城県北部 負 1 なし 5強   

2011 H23.11.21 5.4 広島県北部 負 2 なし 5弱   

2011 H23.12.14 5.1 岐阜県美濃東部 負 1 なし 4   

2012 H24.1.28 5.4 山梨県東部・富士五湖 負 1 なし 5弱   

2012 H24.3.1 5.3 茨城県沖 負 1 なし 5弱   

2012 H24.3.14 6.1 千葉県東方沖 
死 1 

負 1 
住家一部損壊 3棟など 5強   

2012 H24.3.27 6.6 岩手県沖 負 2 なし 5弱   

2012 H24.7.10 5.2 長野県北部 負 3 住家一部破損 9棟など 5弱   

2012 H24.8.30 5.6 宮城県沖 負 4 なし 5強   

2012 H24.12.7 7.3 三陸沖 
死 1 

負 15 
住家一部破損 1棟 5弱 98cm 

2013 H25.2.2 6.5 十勝地方南部 負 14 住家一部破損1棟 5強   

2013 H25.4.13 6.3 淡路島付近 負 35 

住家全壊 8棟 

住家半壊 101 棟 

住家一部破損 8,305 棟など 

6弱   

2013 H25.4.17 6.2 三宅島近海 負 1 なし 5強   

2013 H25.4.17 5.9 宮城県沖 負 2 なし 5弱   

2013 H25.8.4 6.0 宮城県沖 負 4 なし 5強   

2013 H25.9.20 5.9 福島県浜通り 負 2 住家一部破損 2棟 5強   

2013 H25.10.26 7.1 福島県沖 負 1 
なし 

【平成 25年 10月 26日現在】 
4 36cm 

2014 H26.3.14 6.2 伊予灘 負 21 住家一部破損 57棟 5強   
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西暦 発生年月日 Ｍ 震央地名・地震名 人的被害 物的被害 
最大

震度 
津波 

2014 H26.5.5 6.0 伊豆大島近海 負 15 なし 5弱 
 

2014 H26.7.5 5.9 岩手県沖 負 1 なし 5弱 
 

2014 H26.7.8 5.6 胆振地方中東部 負 3 なし 5弱 
 

2014 H26.7.12 7.0 福島県沖 負 1 なし 4 17 ㎝ 

2014 H26.9.16 5.6 茨城県南部 負 10 住家一部破損 1,060 棟 5弱 
 

2014 H26.11.22 6.7 長野県北部 負 46 

住家全壊 77棟 
住家半壊 137 棟 

住家一部破損 1,626 棟など 
【平成 27年 1月 5日現在】 

6弱 
 

2015 H27.5.25 5.5 埼玉県北部 負 3 なし 5弱 
 

2015 H27.5.30 8.1 小笠原諸島西方沖 負 8 なし 5強 
 

2015 H27.7.10 5.7 岩手県内陸北部 負 2 なし 5弱 
 

2015 H27.7.13 5.7 大分県南部 負 3 住家一部破損 3棟など 5強 
 

2015 H27.9.12 5.2 東京湾 負 11 非住家公共建物 1棟 5弱 
 

2016 H28.1.14 6.7 浦河沖 負 2 
非住家公共建物 1棟 

【平成 29年 2月 21日現在】 
5弱  

2016 H28.4.14 7.3 
熊本県熊本地方など 

平成 28年熊本地震 

死 273 

負2,809 

住家全壊 8,667 棟 
住家半壊 34,719 棟 

住家一部破損 162,500 棟など 
【平成 31年 4月 12日現在】 

7  

2016 H28.5.16 5.5 茨城県南部 負 1 
住家一部破損2棟 

【平成 29年 11月 9日現在】 
5弱  

2016 H28.6.16 5.3 内浦湾 負 1 住家一部破損3棟 6弱  

2016 H28.10.21 6.6 鳥取県中部 負 32 

住家全壊 18棟 

住家半壊 312 棟 

住家一部破損 15,095 棟など 

【平成 30年 3月 22日現在】 

6弱  

2016 H28.11.22 7.4 福島県沖 負 21 住家一部破損 9棟 

【平成 29年 11月 9日現在】 
5弱 144cm 

2016 H28.12.28 6.3 茨城県北部 負 2 
住家半壊 1棟 

住家一部破損 25棟 

【平成 29年 11月 9日現在】 

6 弱  

2017 H29.6.25 5.6 長野県南部 負 2 
住家全壊 1棟 

住家一部破損30棟 

【平成 30 年 1 月 30 日現在】 

5強  

2017 H29.7.1 5.1 胆振地方中東部 負 1 
なし 

【平成 29 年 7 月 10 日現在】 
5弱  

2017 H29.7.11 5.3 鹿児島湾 負 1 
住家一部破損 3棟 

【平成 30 年 1月 30日現在】 
5強  

2017 H29.10.6 5.9 福島県沖 負 1 
なし 

【平成 29 年 10 月 13 日現在】 
5弱  

2018 H30.4.9 6.1 島根県西部 負 9 

住家全壊 16棟 

住家半壊 58棟 

住家一部破損 556棟など 

【令和元年 8月 20日現在】 

5 強  

2018 H30.6.18 6.1 大阪府北部 死 6 

負 462 

住家全壊21棟 

住家半壊483棟 

住家一部破損61,266棟など 

【令和元年8月20日現在】 

6弱  

2018 H30.9.6 6.7 

胆振地方中東部 

平成 30年北海道胆振東部

地震 

死 43 

負 782 

住家全壊469棟 

住家半壊1,660棟 

住家一部破損13,849棟など 

【令和元年12月5日現在】 

7  

2019 H31.1.3 5.1 熊本県熊本地方 負 4 
住家一部破損60棟 

【令和元年8月20日現在】 
6弱  
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西暦 発生年月日 Ｍ 震央地名・地震名 人的被害 物的被害 
最大

震度 
津波 

2019 H31.2.21 5.8 胆振地方中東部 負 6 
住家一部破損19棟 

【令和元年12月5日現在】 
6弱  

2019 R1.5.10 6.3 日向灘 負 3 
なし 

【令和2年9月30日現在】 
5弱  

2019 R1.5.25 5.1 千葉県北東部 負 1 
なし 

【令和元年6月3日現在】 
5弱  

2019 R1.6.18 6.7 山形県沖 負 43 

住家半壊28棟 

住家一部破損1580棟 

【令和2年9月30日現在】 

6強 11 ㎝ 

2019 R1.8.4 6.4 福島県沖 負 1 
住家一部破損1棟など 

【令和2年9月30日現在】 
5弱  

2020 R2.3.13 5.5 石川県能登地方 負 2 
なし 

【令和2年3月23日現在】 
5強  

2020 R2.6.25 6.1 千葉県東方沖 負 2 
住家一部破損5棟など 

【令和3年2月26日現在】 
5弱  

2020 R2.9.4 5.0 福井県嶺北 負 13 
なし 

【令和2年9月11日現在】 
5弱  

2020 R2.9.12 6.2 宮城県沖 負 1 
なし 

【令和2年9月14日現在】 
4  

2020 R2.12.21 6.5 青森県東方沖 負 1 
なし 

【令和2年12月28日現在】 
5弱  

2021 R3.2.13 7.3 福島県沖 死 1 

負 187 

住家全壊69棟 

住家半壊729棟 

住家一部破損19,758棟など 

【令和3年3月29日現在】 

6強  

2021 R3.3.20 6.9 宮城県沖 負 11 
住家一部破損2棟など 

【令和3年2月9日現在】 
5強  

2021 R3.5.1 6.8 宮城県沖 負 4 
なし 

【令和3年5月10日現在】 
5強  

2021 R3.10.6 5.9 岩手県沖 負 3 
住家一部破損1棟 

【令和3年10月13日現在】 
5強  

2021 R3.10.7 5.9 千葉県北西部 負 49 
建物火災 1件など 

【令和3年11月26日現在】 
5強  

2021 R3.12.3 5.4 紀伊水道 負 5 
住家一部破損2棟 

【令和3年12月13日現在】 
5弱  

2022 R4.1.22 6.6 日向灘 負 13 
住家一部破損1棟 

【令和4年1月24日現在】 
5強  

注）人的被害と物的被害は総務省消防庁による 

資料：気象庁 HP（気象統計情報） 
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１－４ 飯塚地区の火災発生状況 

 

区 分 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 

火災件数（件） 71 72 78 39 37 

内

訳 

建物火災（件） 35 29 38 21 19 

林野火災（件） 0 0 4 0 0 

車両火災（件） 7 5 3 4 4 

その他火災（件） 29 38 33 14 14 

焼損棟数（棟） 57 37 55 31 27 

内

訳 

全焼（棟） 15 11 17 11 8 

半焼（棟） 3 1 1 1 2 

部分焼（棟） 15 11 8 5 12 

ぼや（棟） 24 14 29 14 5 

建物焼損床面積（㎡） 1,675 1,494 3,888 1,022 1,116 

建物焼損表面積（㎡） 78 29 101 20 180 

林野焼損面積（ａ） 18 0 426 0 0 

死者（人） 3 1 2 1 1 

負傷者（人） 7 3 8 5 11 

り災世帯（世帯） 28 18 29 16 19 

内

訳 

全損（世帯） 10 6 11 6 7 

半損（世帯） 3 1 0 0 3 

小損（世帯） 15 11 18 10 9 

り災人員（人） 61 41 69 31 30 

   

区 分 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 

飯

塚 

火災件数（件） 26 19 26 23 16 

建物焼損床面積（㎡） 952 552 1,010 704 387 

建物焼損表面積（㎡） 30 15 2 5 157 

頴

田 

火災件数（件） 4 4 7 1 6 

建物焼損床面積（㎡） 0 6 0 0 137 

建物焼損表面積（㎡） 0 2 0 0 1 

庄

内 

火災件数（件） 3 4 8 4 4 

建物焼損床面積（㎡） 127 0 101 51 0 

建物焼損表面積（㎡） 0 0 0 0 0 

穂

波 

火災件数（件） 8 7 8 7 8 

建物焼損床面積（㎡） 41 4 139 267 592 

建物焼損表面積（㎡） 16 7 5 13 22 

筑

穂 

火災件数（件） 4 11 7 4 3 

建物焼損床面積（㎡） 0 292 540 0 0 

建物焼損表面積（㎡） 0 1 0 2 0 

資料：「令和3年 火災統計」飯塚地区消防本部 
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１－５ 重要水防箇所（河川） 

県知事管理区間 重要水防箇所 （河川）                     令和 5年度 

飯塚県土整備事務所管内 

番 号 水系名 河川名 
左右

岸別 

延 長 

(m) 

位  置 重

要

度 

予想され

る事 態 
対水防工法 

市 郡 大  字 キロ杭位置 

1 0 － 2 遠賀川 穂波川 左右 420 

420 
飯塚 

阿恵 

長尾 

春ヶ井手井堰下流から汐

井川橋まで 
Ｃ 溢水 積 み 土 の う 工 

1 0 － 3 遠賀川 穂波川 左 640 飯塚 古門 
見定橋から古門堰上流

100m まで 
Ｂ 溢水 積み土のう工 

1 0 － 4 遠賀川 碇 川 左右 390 

340 
飯塚 平恒 

第二平垣橋から第一宮ノ

前橋 
Ｂ 溢水 積み土のう工 

1 0 － 5 遠賀川 碇 川 左右 360 

130 
飯塚 平恒 岩ヶ鼻橋から天神橋下流 Ｃ 溢水 積み土のう工 

1 0 － 6 遠賀川 内住川 左右 700 

2,100 
飯塚 内住 

九郎原橋下流から小林井

堰まで 
Ｃ 溢水 積み土のう工 

1 0 - 8 遠賀川 山口川 左右 600 

600 
飯塚 阿恵 

宮の前井堰から阿恵橋ま

で 
Ｂ 溢水 積み土のう工 

1 0 - 9 遠賀川 庄内川 右 300 飯塚 勢田 浮州橋下流 300m A 溢水 積み土のう工 

1 0 - 1 0 遠賀川 庄内川 右 400 飯塚 勢田 頴田大橋上流 400m A 溢水 積み土のう工 

1 0 - 1 1 遠賀川 鹿毛馬川 左 300 飯塚 勢田 庄内川合流点上流 300m Ｃ 溢水 積み土のう工 

1 0 - 1 2 遠賀川 鹿毛馬川 左右 300 

300 
飯塚 勢田 新勢田橋上流 300m Ａ 溢水 積み土のう工 

1 0 - 1 3 遠賀川 鹿毛馬川 左 1,050 飯塚 鹿毛馬 東光橋下流 1,050m Ｂ 溢水 積み土のう工 

1 0 - 1 9 遠賀川 建花寺川 左右 2,800 

2,800 
飯塚 伊岐須 

井手浦橋上流150mから水

江樋管まで 
Ａ 越水 積み土のう工 

1 0 - 2 0 遠賀川 熊添川 左右 1,190 

1,190 
飯塚 菰田 

南通橋下流から菰田水門

まで 
Ａ 溢水 積み土のう工 

1 0 - 2 1 遠賀川 椎の木川 左右 1,000 

1,000 
飯塚 鯰田 

福井橋下流から古川橋ま

で 
Ａ 溢水 積み土のう工 

1 0 - 2 2 遠賀川 新 川 左右 1,200 

1,200 
飯塚 立岩 

福本橋下流から鶴田橋ま

で 
Ａ 溢水 積み土のう工 

1 0 - 2 3 遠賀川 庄司川 左右 2,300 

2,300 
飯塚 柳橋 

庄司橋下流から柳橋橋ま

で 
Ｂ 溢水 積み土のう工 

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 
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国土交通大臣管理区間 重要水防箇所（河川） 

重要水防区域一覧表（Ｂランク 堤防：遠賀川水系）                 令和 5年度 

番号 河川名 地先名 
左右岸 

の区別 
位  置 

延長

(ｍ) 
備   考 水防工法 

36 遠 賀 川 飯塚市口原地先 左 26/100～26/700 600  越水 B 積み土俵 

37 遠 賀 川 
飯塚市口原地先 

飯塚市目尾地先 
左 26/900～27/700 800  越水 B 積み土俵 

38 遠 賀 川 飯塚市目尾地先 左 27/700～28/000 300 越水 B 積み土俵 

39 遠 賀 川 飯塚市目尾地先 左 28/000～28/100 100 越水 B 積み土俵 

40 遠 賀 川 飯塚市目尾地先 左 28/100～28/200 100 越水 B 積み土俵 

41 遠 賀 川 飯塚市目尾地先 左 28/200～28/700 500 越水 B 積み土俵 

42 遠 賀 川 
飯塚市目尾地先 

飯塚市中地先 
左 29/100～29/700 600  越水 B 積み土俵 

43 遠 賀 川 飯塚市片島地先 左 31/700～31/900 200  越水 B 積み土俵 

44 遠 賀 川 飯塚市吉原町地先 左 32/700～32/900 200  越水 B 積み土俵 

45 遠 賀 川 飯塚市菰田地先 左 33/300～33/500 200  越水 B 積み土俵 

46 遠 賀 川 飯塚市菰田地先 左 33/500～33/700 200  越水 B 積み土俵 

47 遠 賀 川 
飯塚市菰田東地先 

飯塚市鶴三緒 
左 34/100～34/960 860 越水 B 積み土俵 

87 遠 賀 川 飯塚市口原地先 右 24/700～24/900 200 越水 B 積み土俵 

88 遠 賀 川 飯塚市口原地先 右 24/900～25/100 200 越水 B 積み土俵 

89 遠 賀 川 飯塚市口原地先 右 25/700～25/900 200 越水 B 積み土俵 

90 遠 賀 川 飯塚市口原地先 右 26/500～26/700 200 越水 B 積み土俵 

91 遠 賀 川 飯塚市鯰田地先 右 27/900～28/100 200  越水 B 積み土俵 

92 遠 賀 川 飯塚市鯰田地先 右 28/100～28/500 400  越水 B 積み土俵 

93 遠 賀 川 飯塚市鯰田地先 右 28/500～29/700 1,200  越水 B 積み土俵 

94 遠 賀 川 飯塚市立岩地先 右 31/700～31/770 70 越水 B 積み土俵 

95 遠 賀 川 飯塚市立岩地先 右 31/770～31/900 130 越水 B 積み土俵 

96 遠 賀 川 
飯塚市芳雄地先 

飯塚市柏の森地先 
右 32/900～33/220 320  越水 B 積み土俵 

97 遠 賀 川 飯塚市柏の森地先 右 33/220～33/580 360  
越水 B 

堤体漏水 B 

シート張り 

積み土俵 

98 遠 賀 川 飯塚市柏の森地先 右 33/580～34/500 920 越水 B 積み土俵 

99 遠 賀 川 飯塚市鶴三緒地先 右 34/500～34/900 400 越水 B 積み土俵 

272 穂 波 川 
飯塚市吉原地先 

飯塚市飯塚地先 
左 0/000～0/100 100 

堤体漏水（法崩れＢ） 

基礎地盤漏水 B 

シート張り 

釜段工 

273 穂 波 川 飯塚市飯塚地先 左 0/100～0/500 400  

越水Ｂ 

堤体漏水（法崩れＢ） 

基礎地盤漏水 B 

シート張り 

釜段工 

274 穂 波 川 
飯塚市飯塚地先 

飯塚市若菜地先 
左 0/500～1/600 1,100 

堤体漏水（法崩れＢ） 

基礎地盤漏水 B 
シート張り 

釜段工 

275 穂 波 川 飯塚市若菜地先 左 1/600～2/100 500 堤体漏水（法崩れＢ） シート張り 

276 穂 波 川 飯塚市秋松地先 左 2/500～2/700 200 堤体漏水Ｂ シート張り 

277 穂 波 川 飯塚市楽市地先 左 3/100～3/300 200 堤体漏水 B シート張り 

278 穂 波 川 飯塚市太郎丸地先 左 4/900～5/300 400 
越水Ｂ 

堤防高Ｂ 

シート張り 

積み土俵 

279 穂 波 川 飯塚市太郎丸地先 左 5/500～5/700 200 堤体漏水 B シート張り 

280 穂 波 川 飯塚市太郎丸地先 左 5/700～5/760 60 
越水Ｂ 

堤防高Ｂ 
積み土俵 

282 穂 波 川 飯塚市菰田西地先 右 0/100～0/500 400 越水 B 積み土俵 

283 穂 波 川 飯塚市菰田西地先 右 0/500～0/700 200  越水 B 積み土俵 

284 穂 波 川 
飯塚市菰田西地先 

飯塚市徳前地先 
右 0/700～1/100 400 越水 B 積み土俵 

285 穂 波 川 

飯塚市楽市地先 

飯塚市天道地先 

飯塚市太郎丸地先 

右 3/900～5/300 1,400  越水 B 積み土俵 

286 穂 波 川 飯塚市太郎丸地先 右 5/300～5/760 460 越水 B 積み土俵 
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重要水防構造物（Ｂ：遠賀川水系）                         令和 5年度 

番号 河川名 名  称 地先名 
左右岸 

の区別 
位  置 備  考 

15 遠 賀 川 ふれあい橋 飯塚市・小竹町 - 25/290 許可工作物 

16 遠 賀 川 口ノ原橋 飯塚市 － 26/550 許可工作物 

17 遠 賀 川 鯰田鉄道橋（筑豊本線） 飯塚市 - 27/730 許可工作物 

18 遠 賀 川 鯰田鉄道橋（筑豊本線） 飯塚市 － 27/740 許可工作物 

19 遠 賀 川 鯰田大橋 飯塚市 - 28/820 許可工作物 

20 遠 賀 川 川島大橋（仮称） 飯塚市 － 30/308 許可工作物 

21 遠 賀 川 川島橋 飯塚市 － 30/550 許可工作物 

22 遠 賀 川 殿浦水管橋 飯塚市 － 30/900 許可工作物 

23 遠 賀 川 新飯塚橋 飯塚市 － 32/210 許可工作物 

24 遠 賀 川 嘉麻川橋 飯塚市 － 32/930 許可工作物 

25 遠 賀 川 嘉麻川鉄道橋(下流) 飯塚市 － 33/120 許可工作物 

26 遠 賀 川 嘉麻川鉄道橋(上流) 飯塚市 － 33/130 許可工作物 

27 遠 賀 川 光樹橋 飯塚市 － 34/520 許可工作物 

28 遠 賀 川 鶴三緒橋 飯塚市 － 34/750 許可工作物 

116 穂 波 川 東町橋 飯塚市 － 0/100 許可工作物 

117 穂 波 川 飯塚駅通橋 飯塚市 － 0/470 許可工作物 

118 穂 波 川 飯塚橋 飯塚市 － 0/620 許可工作物 

119 穂 波 川 徳前大橋 飯塚市 － 1/080 許可工作物 

120 穂 波 川 楽市橋 飯塚市 － 3/750 許可工作物 

121 穂 波 川 天道橋 飯塚市 － 4/560 許可工作物 

122 穂 波 川 萩原橋 飯塚市 － 5/040 許可工作物 

 

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 
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１－６ 災害危険河川区域 

 

級

別 
水系名 河川名 

左右 

岸別 

延長 

(ｍ) 

位       置 

市郡 大字 キロ杭位置 

一 遠賀川 八木山川 左 90 飯塚市 八木山 0K270～0K360、河原堰上流  

一 遠賀川 八木山川 右 30 飯塚市 八木山 1K650～1K680、五反田(2)井堰より上流 

一 遠賀川 八木山川 右 110 飯塚市 八木山 1K740～1K850、五反田(2)井堰上流 

一 遠賀川 八木山川 左 15 飯塚市 八木山 1K900～1K915  

一 遠賀川 八木山川 左 15 飯塚市 八木山 2K390～2K405  

一 遠賀川 八木山川 左 60 飯塚市 八木山 2K450～2K510、湾曲部  

一 遠賀川 八木山川 左 30 飯塚市 八木山 2K850～2K880、久保尾橋より下流 

一 遠賀川 八木山川 右 5 飯塚市 八木山 2K900～2K905、久保尾橋より下流 

一 遠賀川 八木山川 右 90 飯塚市 八木山 2K880～2K970、久保尾橋上流 

一 遠賀川 庄内川 右 90 飯塚市 佐與 4K020～4K110、神崎橋上流 

一 遠賀川 庄内川 左 90 飯塚市 佐與 4K570～4K660  

一 遠賀川 庄内川 左 180 飯塚市 大門、有井 6K000～6K180、大門橋上流  

一 遠賀川 庄内川 右 90 飯塚市 仁保 6K290～6K380、支川（仁保川）との合流部 

一 遠賀川 庄内川 右 170 飯塚市 仁保 6K480～6K650、有井橋下流  

一 遠賀川 庄内川 左 10 飯塚市 有井 6K700～6K710  

一 遠賀川 庄内川 左 100 飯塚市 有安 7K370～7K470  

一 遠賀川 庄内川 左 150 飯塚市 網分 8K890～9K040  

一 遠賀川 庄内川 右 10 飯塚市 網分 9K810～9K820  

一 遠賀川 庄内川 右 170 飯塚市 赤坂 10K920～11K090  

一 遠賀川 庄内川 左右 150 飯塚市 筒野 11K380～11K530  

一 遠賀川 庄内川 右 40 飯塚市 筒野 11K760～11K800  

一 遠賀川 庄内川 左 60 飯塚市 筒野 12K180～12K240  

一 遠賀川 庄内川 左右 270 飯塚市 筒野 12K850～13k120、石松井堰上流  

一 遠賀川 庄内川 左右 50 飯塚市 筒野 13K510～13K560  

一 遠賀川 鹿毛馬川 右 95 飯塚市 勢田 0K130～0K225、大坪橋下流  

一 遠賀川 鹿毛馬川 右 60 飯塚市 勢田 0K920～0K980  

一 遠賀川 鹿毛馬川 左 196 飯塚市 鹿毛馬 1K860～2K056、三角橋上流  

一 遠賀川 鹿毛馬川 右 70 飯塚市 鹿毛馬 1K900～1K970  

一 遠賀川 鹿毛馬川 左 250 飯塚市 鹿毛馬 2K640～2K890、宮の下井堰上流  

一 遠賀川 鹿毛馬川 左右 370 飯塚市 鹿毛馬 3K630～4K000、山下橋上流  

一 遠賀川 鹿毛馬川 左右 30 飯塚市 鹿毛馬 4K330～4K360  

一 遠賀川 椎ノ木川 左 190 飯塚市 鯰田 0K160～0K350、JR筑豊本線沿い  

一 遠賀川 建花寺川 左 120 飯塚市 片島 0K250～0K370、二瀬橋上流  

一 遠賀川 建花寺川 右 240 飯塚市 片島 0K560～0K800、森本橋下流 

一 遠賀川 建花寺川 右 5 飯塚市 横田 2K030～2K035、大森橋上流 

一 遠賀川 建花寺川 左 30 飯塚市 伊岐須 2K280～2K310、日新橋 

一 遠賀川 建花寺川 左右 30 飯塚市 伊岐須 2K400～2K430、日新橋上流  

一 遠賀川 建花寺川 左 15 飯塚市 伊岐須 2K630～2K645、井手浦橋下流 

一 遠賀川 建花寺川 左 30 飯塚市 伊岐須 2K670～2K700、井手浦橋下流 

一 遠賀川 建花寺川 左 60 飯塚市 伊川 3K840～3K900、飛熊橋上流  

一 遠賀川 穂波川 左 40 飯塚市 長尾 2K860～2K900、汐井川橋より下流 

一 遠賀川 穂波川 左 70 飯塚市 阿恵 5K570～5K640、湯の浦橋より上流  

一 遠賀川 穂波川 右 60 飯塚市 内野 6K610～6K670、原田井堰より下流 

一 遠賀川 穂波川 右 45 飯塚市 内野 6K870～6K915、原田井堰より上流  

一 遠賀川 穂波川 左右 50 飯塚市 内野 7K780～7K830、大坪井堰上流  

一 遠賀川 穂波川 右 80 飯塚市 内野 8K250～8K330、古門橋より下流  

一 遠賀川 穂波川 右 30 飯塚市 内野 9K640～9K670、ごたんだ橋より上流 

一 遠賀川 穂波川 右 30 飯塚市 内野 10K330～10K360、二ノ瀬橋より上流 

一 遠賀川 穂波川 左右 170 飯塚市 内野 10K450～10K620、冷水橋より下流  
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級

別 
水系名 河川名 

左右 

岸別 

延長 

(ｍ) 

位       置 

市郡 大字 キロ杭位置 

一 遠賀川 穂波川 左 80 飯塚市 内野 10K770～10K850、吉原井堰より下流  

一 遠賀川 穂波川 右 30 飯塚市 桑曲 12K440～12K470、岩黒井堰より上流  

一 遠賀川 穂波川 左 40 飯塚市 桑曲 12K930～12K970、桑曲 2号橋下流  

一 遠賀川 碇川 左右 700 飯塚市 平恒 3K700～4K400、天神橋上流  

一 遠賀川 内住川 左 120 飯塚市 太郎丸 0K200～0K320、内住大橋下流  

一 遠賀川 内住川 左 440 飯塚市 太郎丸 0K850～1K290、日掛井堰上流  

一 遠賀川 内住川 右 200 飯塚市 安恒 1K620～１K820、福尻井堰より下流  

一 遠賀川 内住川 左 180 飯塚市 久保白 1K930～2K110、畑田井堰より下流  

一 遠賀川 内住川 左 45 飯塚市 久保白 3K250～3K295、高田橋より下流 

一 遠賀川 内住川 右 45 飯塚市 高田 4K790～4K835、高田二号橋より上流  

一 遠賀川 内住川 左 30 飯塚市 高田 4K940～4K970、甲子橋より下流  

一 遠賀川 馬敷川 右 60 飯塚市 大分 3K720～3K780、下皃田井堰より上流  

一 遠賀川 馬敷川 左右 60 飯塚市 馬敷 4K450～4K510、鳶谷橋上流  

一 遠賀川 馬敷川 右 15 飯塚市 馬敷 4K720～4K735、岩渡井堰より下流  

一 遠賀川 馬敷川 左右 120 飯塚市 馬敷 4K830～4K950、岡谷橋より上流  

一 遠賀川 大分川 左右 420 飯塚市 大分 1K000～1K420、小松本井堰下流  

一 遠賀川 大分川 右 60 飯塚市 大分 1K900～1K960、末永橋上流  

一 遠賀川 大分川 右 215 飯塚市 大分 2K265～2K480、車屋井堰下流  

一 遠賀川 大分川 左右 170 飯塚市 大分 2K760～2K930  

一 遠賀川 大分川 右 140 飯塚市 大分 3K000～3K140、赤幡井堰上流  

一 遠賀川 大分川 右 200 飯塚市 大分 3K230～3K430  

一 遠賀川 大分川 左 130 飯塚市 大分 3K230～3K360  

一 遠賀川 大分川 左右 40 飯塚市 内住 5K380～5K420、長谷井堰上流  

一 遠賀川 切畑川 左 70 飯塚市 内住 0K060～0K130、ナギノ(2)井堰下流 

一 遠賀川 切畑川 右 10 飯塚市 内住 1K050～1K060、山口(1)井堰上流 

一 遠賀川 山口川 左 30 飯塚市 阿恵 0K350～0K380、JR筑豊本線直下 

一 遠賀川 山口川 右 20 飯塚市 阿恵 0K510～0K530、宮の前井堰より下流 

一 遠賀川 山口川 左 45 飯塚市 阿恵 1K185～1K230、四郎丸二号橋より下流 

一 遠賀川 山口川 左 45 飯塚市 阿恵 1K355～1K400、奥井堰より下流 

一 遠賀川 山口川 右 110 飯塚市 山口 3K290～3K470、河内頭首工上流 

一 遠賀川 山口川 左 470 飯塚市 山口 
3K970～4K440 

主要地方道筑紫野筑穂線沿い（山付） 

一 遠賀川 山口川 右 300 飯塚市 山口 
4K140～4K440 

主要地方道筑紫野筑穂線沿い（兼用） 

一 遠賀川 山口川 右 15 飯塚市 山口 4K610～4k625、高塚橋下流  

一 遠賀川 山口川 右 30 飯塚市 山口 4k970～5ｋ000  

一 遠賀川 山口川 右 10 飯塚市 内野 5K750～5K760、向見橋下流  

一 遠賀川 熊添川 左 125 飯塚市 菰田西 0K000～0K125、遠賀川合流部 

一 遠賀川 熊添川 右 200 飯塚市 菰田西 0K000～0K200、遠賀川合流部 

一 遠賀川 熊添川 右 225 飯塚市 菰田西 0K325～0K550、JR筑豊本線側部 

一 遠賀川 熊添川 左 30 飯塚市 菰田西 0K390～0K420  

一 遠賀川 新川 右 115 飯塚市 川島 0K000～0K115、殿浦樋門上流 

一 遠賀川 新川 左 40 飯塚市 川島 0K120～0K160  

一 遠賀川 久保白川 左 110 飯塚市 久保白 0K290～0K400  

一 遠賀川 庄司川 左 140 飯塚市 庄司 2K340～2K480、庄司橋より下流 

一 遠賀川 明星寺川 右 10 飯塚市 枝国 0K550～0K560  

一 遠賀川 明星寺川 左 15 飯塚市 枝国 0K750～0K765  

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 
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１－７ 砂防指定地指定箇所 

飯塚土木事務所管内                              

番号 渓流名 
市町 
村名 住所 

告示 
年月日 

告示 
番号 

面積 
(ha) 指定方法 備考 

1 建花寺川 飯塚市 建花寺 S55.10.29 1697 1.8200 線・標柱 旧飯塚市 

2 内住川 飯塚市 内住 S24.12.21 921 3.4800 線 旧筑穂町 

3 内住川 飯塚市 内住 26.8.13 758 1.0800 線・標柱 旧筑穂町 

4 大分川 飯塚市 大分 26.8.13 758 3.0300 線・標柱 旧筑穂町 

5 大分川 飯塚市 大分 28.2.12 139 0.8900 標柱 旧筑穂町 

6 松浦川 飯塚市 内野 30.6.4 913 0.4300 線・標柱 旧筑穂町 

7 北川 飯塚市 内野 30.6.4 913 0.4900 線・標柱 旧筑穂町 

8 鳴子川 飯塚市 内野 30.6.4 913 0.2100 線・標柱 旧筑穂町 

9 平塚川 飯塚市 平塚 30.6.4 913 0.9000 線・標柱 旧筑穂町 

10 穂波川 飯塚市 内野 32.8.22 1010 0.8000 線・標柱 旧筑穂町 

11 馬敷川 飯塚市 馬敷 40.9.14 2686 3.3000 線 旧筑穂町 

12 米の山川 飯塚市 山口 42.12.28 4607 2.3100 線 旧筑穂町 

13 茜屋川 飯塚市 山口 42.12.28 4607 5.5200 線 旧筑穂町 

14 穂波川 飯塚市 桑曲 S42.12.28 4607 2.6700 線 旧筑穂町 

15 大野川 飯塚市 内住 42.12.28 4607 7.6800 線 旧筑穂町 

16 福ヶ谷川 飯塚市 内住 42.12.28 4607 5.9900 線 旧筑穂町 

17 小椎川 飯塚市 山口 46.7.7 1130 1.4000 線 旧筑穂町 

18 馬敷川 飯塚市 馬敷 47.11.21 1956 5.2200 線 旧筑穂町 

19 はる川 飯塚市 内住 48.10.31 2196 3.3000 線 旧筑穂町 

20 篠栗川 飯塚市 内住 49.4.22 616 8.0000 線 旧筑穂町 

21 穂波川 飯塚市 桑曲 52.6.20 935 0.4500 線・標柱 旧筑穂町 

22 冷水川 飯塚市 桑曲 52.6.20 935 2.0500 線 旧筑穂町 

23 切畑川 飯塚市 内住 52.6.20 935 2.3700 線 旧筑穂町 

24 内住川 飯塚市 内住 54.4.21 902 0.6200 線・標柱 旧筑穂町 

25 兎山川及び四月谷川 飯塚市 内住 60.1.21 85 1.0800 標柱 旧筑穂町 

26 見定川 飯塚市 内野 H4.3.17 678 3.0200 標柱 旧筑穂町 

27 関屋川 飯塚市 内野 8.12.13 2258 25.0900 面 旧筑穂町 

28 見定川 飯塚市 内野 9.6.12 1321 2.2100 線 旧筑穂町 

29 四郎丸川 飯塚市 阿恵 11.3.19 744 1.3000 面 旧筑穂町 

30 横山川 飯塚市 阿恵 13.3.16 252 1.4300 標柱 旧筑穂町 

31 大分川 飯塚市 大分 16.3.17 303 2.0103 標柱 旧筑穂町 

32 内住川 飯塚市 内住 16.3.17 303 1.2641 標柱 旧筑穂町 

33 大分川 飯塚市 大分 16.12.2 1490 3.4109 標柱 旧筑穂町 

34 横山川左支川 飯塚市 阿恵 16.12.2 1490 1.1845 標柱 旧筑穂町 

35 本村川 飯塚市 内住 17.3.14 271 0.5057 標柱 旧筑穂町 

36 馬敷川２ 飯塚市 山口 17.3.14 271 1.0439 標柱 旧筑穂町 

37 内住川 飯塚市 内住 17.3.14 271 0.7701 標柱 旧筑穂町 

38 横山川 飯塚市 阿恵 17.8.3 748 0.9070 標柱 旧筑穂町 

39 高倉川 飯塚市 高倉 S30.6.4 913 0.5900 線 旧庄内町 

40 高倉川 飯塚市 高倉 32.10.7 1253 1.6300 線 旧庄内町 
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番号 渓流名 市町 
村名 住所 告示 

年月日 
告示 
番号 

面積 
(ha) 指定方法 備考 

41 赤松川 飯塚市 綱分 35.2.4 181 1.1700 線・標柱 旧庄内町 

42 高倉川 飯塚市 高倉 H5.11.24 2208 3.5900 標柱 旧庄内町 

43 赤松川左支川 飯塚市 綱分 11.3.19 744 4.0200 面 旧庄内町 

44 多田川 飯塚市 多田 14.3.7 157 0.6800 標柱 旧庄内町 

45 赤松川左支川 飯塚市 綱分 14.5.9 388 0.1500 標柱 旧庄内町 

46 赤松川左支川 飯塚市 綱分 14.12.13 1099 0.0300 標柱 旧庄内町 

47 多田川 飯塚市 多田 15.2.13 122 0.1433 標柱 旧庄内町 

48 赤松川 飯塚市 綱分 18.2.10 247 0.1946 標柱 旧庄内町 

49 中峠川 飯塚市 入水 19.4.25 518 1.0307 標柱 旧庄内町 

50 中峠川 飯塚市 入水 19.12.20 1661 1.3342 標柱 旧庄内町 

51 久保ノ尾川 飯塚市 八木山 26.6.5 664 1.3430 標柱 旧飯塚市 

 小計 51    125.1423   

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 
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１－８ 土石流発生危険箇所 
市町村名：飯塚市 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

 自然現象の種類 区域の名称 フリガナ 所在地 区域の番号  旧危険箇所番号
特
別
警

特
別
警

 流域面積 面積（㎡) 戸数 重複

公
共
建

公
共
建

 公共建物内　　訳 面積（㎡) 人家戸数

公共
建物
戸数

公共建物
内訳

図
面
番

備考

土石流 通葉山川 ツバヤマガワ 飯塚市八木山 205-D-001 205-Ⅱ-002 ○ 0.04 21,714 1 0 0 0 504 0 0 1 飯塚地区

土石流 鴻ノ巣川2 コウノスガワ2 飯塚市八木山 205-D-002 205-Ⅱ-003 ○ 0.04 20,304 2 0 0 0 109 0 0 2 飯塚地区

土石流 中村川3 ナカムラガワ3 飯塚市八木山 205-D-003 205-Ⅱ-004 ○ 0.1 40,944 3 0 0 0 672 0 0 3 飯塚地区

土石流 中村川2 ナカムラガワ2 飯塚市八木山 205-D-004 205-Ⅱ-005 ○ 0.1 38,933 8 0 0 0 392 0 0 4 飯塚地区

土石流 鴬谷川2 ウグイスダニガワ2 飯塚市八木山 205-D-005 205-Ⅰ-004 ○ 0.02 44,704 10 0 0 0 94 0 0 5 飯塚地区

土石流 鴬谷川 ウグイスダニガワ 飯塚市八木山 205-D-006 205-Ⅱ-006 ○ 0.03 35,167 4 3 0 0 1,161 0 0 6 飯塚地区

土石流 鴬谷川1 ウグイスダニガワ1 飯塚市八木山 205-D-007 205-Ⅰ-005 ○ 0.26 63,041 9 8 0 0 1,536 0 0 7 飯塚地区

土石流 本村川 ホンムラガワ 飯塚市八木山 205-D-008 205-Ⅰ-006 ○ 0.47 79,850 23 6 1 0 本村公民館 3,485 0 0 8 飯塚地区

土石流 中村川1 ナカムラガワ1 飯塚市八木山 205-D-009 205-Ⅰ-007 ○ ○ 0.21 18,611 6 0 0 0 6,526 3 0 9 飯塚地区

土石流 鴻ノ巣川1 コウノスガワ1 飯塚市八木山 205-D-010 205-Ⅰ-008 ○ 0.09 44,065 6 0 1 0 八木山小学校 778 0 0 10 飯塚地区

土石流 鴻ノ巣川3 コウノスガワ3 飯塚市八木山 205-D-011 205-Ⅱ-011 ○ 0.2 72,038 5 0 1 1 八木山小学校 448 0 0 11 飯塚地区

土石流 伊岐須川 イギスガワ 飯塚市伊岐須 205-D-012 205-Ⅱ-025 ○ ○ 0.02 13,773 15 0 0 0 778 1 0 12 飯塚地区

土石流 鬼ヶ畑川 オニガハタガワ 飯塚市相田 205-D-013 205-Ⅰ-018 ○ 0.02 53,117 65 0 0 0 342 0 0 13 飯塚地区

土石流 小切畑川 コギリハタガワ 飯塚市建花寺 205-D-014 205-Ⅰ-020 ○ ○ 0.39 68,267 17 0 0 0 23,946 5 0 14 飯塚地区

土石流 蓮台寺川 レンダイジガワ 飯塚市蓮台寺 205-D-015 205-Ⅰ-021 ○ 0.02 77,960 15 0 1 0 蓮台寺公民館 591 0 0 15 飯塚地区

土石流 巡出川3 ジュンデガワ3 飯塚市大日寺 205-D-016 205-Ⅰ-022 ○ 0.05 50,307 11 0 0 0 1,616 0 0 16 飯塚地区

土石流 坂ノ下川 サカノシタガワ 飯塚市大日寺 205-D-017 205-Ⅰ-023 ○ ○ 0.4 42,132 12 9 0 0 3,873 5 2 17 飯塚地区

土石流 明星寺川 ミョウジョウジガワ 飯塚市明星寺 205-D-018 205-Ⅰ-026 ○ ○ 0.57 92,579 30 0 0 0 36,648 14 0 18 飯塚地区

土石流 広司川 コウジガワ 飯塚市相田 205-D-019 205-Ⅱ-024 ○ 0.16 17,672 0 0 0 0 13,114 0 0 1 飯塚地区

土石流 大山川 オオヤマガワ 飯塚市相田 205-D-020 205-Ⅱ-023 ○ 0.29 8,956 0 0 0 0 4,598 0 0 2 飯塚地区

土石流 大山川２ オオヤマガワ２ 飯塚市相田 205-D-021 205-Ⅱ-022 ○ 0.05 40,639 6 0 0 0 250 0 0 3 飯塚地区

土石流 相田川－２ アイダガワ－２
飯塚市相田及び庄
司

205-D-022 205-Ⅱ-021 ○ 0.06 29,221 4 0 0 0 4,978 0 0 4 飯塚地区

土石流 城道川 シロミチガワ 飯塚市庄司 205-D-023 205-Ⅰ-013 ○ 0.05 37,152 7 0 0 0 590 0 0 5 飯塚地区

土石流 笠置川１ カサギガワ１ 飯塚市庄司 205-D-024 205-Ⅱ-020 ○ 0.12 17,542 3 0 0 0 186 0 0 6 飯塚地区

土石流 笠置川２ カサギガワ２ 飯塚市庄司 205-D-025 205-Ⅰ-012 ○ ○ 0.05 7,698 4 0 0 0 799 1 0 7 飯塚地区

土石流 山神川２ ヤマガミガワ２ 飯塚市庄司 205-D-026 205-Ⅱ-018 ○ 0.09 6,682 0 0 0 0 2,500 0 0 8 飯塚地区

土石流 山神川３ ヤマガミガワ３ 飯塚市庄司 205-D-027 205-Ⅱ-019 ○ 0.06 4,409 1 0 0 0 55 0 0 9 飯塚地区

土石流 山神川１ ヤマガミガワ１ 飯塚市庄司 205-D-028 205-Ⅱ-017 ○ 0.03 5,150 1 1 0 0 214 0 0 10 飯塚地区

土石流 笠置川３ カサギガワ３ 飯塚市庄司 205-D-029 205-Ⅱ-016 ○ 0.11 12,891 2 0 0 0 1,735 0 0 11 飯塚地区

土石流 庄司川 ショウシガワ 飯塚市庄司 205-D-030 205-Ⅱ-015 ○ 0.06 37,226 5 0 1 0 社会福祉法人穂波学園 539 0 0 12 飯塚地区

土石流 尾多羅川 オタラガワ 飯塚市庄司 205-D-031 205-Ⅲ-001 ○ 0.10 21,908 3 1 0 0 1,070 0 0 13 飯塚地区

土石流 真砂川 シンサガワ 飯塚市庄司 205-D-032 205-Ⅰ-011 ○ 0.02 24,466 5 0 0 0 126 0 0 14 飯塚地区

土石流 野間谷川 ノマタニガワ 飯塚市庄司及び中 205-D-033 205-Ⅰ-014 ○ 0.06 23,975 60 0 3 0
白旗団地集会所
自衛隊白旗官舎

251 0 0 15 飯塚地区

土石流 野間谷川１ ノマタニガワ１ 飯塚市庄司及び中 205-D-034 205-Ⅰ-015 ○ 0.05 37,634 62 37 2 2 自衛隊白旗官舎 389 0 0 16 飯塚地区

土石流 幸袋川 コウブクロガワ 飯塚市中及び幸袋 205-D-036 205-Ⅰ-017 ○ 0.08 19,332 4 0 0 0 731 0 0 18 飯塚地区

土石流 相田川－１ アイダガワ－１ 飯塚市相田 205-D-037 205-Ⅰ-019 ○ 0.02 39,414 29 0 1 0 片鉾集会所 56 0 0 19 飯塚地区

土石流 鎮西川 チンゼイガワ 飯塚市大日寺 205-D-038 205-Ⅱ-030 ○ 0.04 17,290 0 0 0 0 137 0 0 20 飯塚地区

土石流 大日寺川－１ ダイニチジガワ－１ 飯塚市大日寺 205-D-039 205-Ⅰ-024-1 ○ 0.62 47,989 17 0 0 0 3,023 0 0 21 飯塚地区

土石流 大日寺川－２ ダイニチジガワ－２ 飯塚市大日寺 205-D-040 205-Ⅰ-024-2 ○ 0.08 89,487 25 17 0 0 3,622 0 0 22 飯塚地区

土石流 大日寺川２ ダイニチジガワ２ 飯塚市大日寺 205-D-041 205-Ⅰ-025 ○ 0.10 90,924 24 24 1 0 身障者療養施設梅香苑      2,842 0 0 23 飯塚地区

土石流 山伏谷川４ ヤマブセタニガワ４ 飯塚市八木山 205-D-043 205-Ⅱ-007 ○ 0.03 6,640 1 0 0 0 58 0 0 25 飯塚地区

土石流 山伏谷川３－１ ヤマブセタニガワ３－１ 飯塚市八木山 205-D-044 205-Ⅱ-008-1 ○ ○ 0.03 16,565 1 0 0 0 2,661 1 0 26 飯塚地区

土石流 山伏谷川３－２ ヤマブセタニガワ３－２ 飯塚市八木山 205-D-045 205-Ⅱ-008-2 ○ 0.02 17,604 1 1 0 0 108 0 0 27 飯塚地区

土石流 山伏谷川２－１ ヤマブセタニガワニ２－１ 飯塚市八木山 205-D-046 205-Ⅱ-009-1 ○ ○ 0.11 26,212 2 0 0 0 5,293 1 0 28 飯塚地区

土石流 山伏谷川２－２ ヤマブセタニガワニ２－２ 飯塚市八木山 205-D-047 205-Ⅱ-009-2 ○ 0.01 24,680 2 2 0 0 67 0 0 29 飯塚地区

土石流 山伏谷川１－２ ヤマブセタニガワ１－２ 飯塚市八木山 205-D-048 205-Ⅱ-010-2 ○ 0.05 31,081 3 3 0 0 174 0 0 30 飯塚地区

土石流 山伏谷川１－１ ヤマブセタニガワ１－１ 飯塚市八木山 205-D-049 205-Ⅱ-010-1 ○ 0.09 31,671 3 0 0 0 567 0 0 31 飯塚地区

土石流 小谷川 コタニガワ
飯塚市八木山及び
宮若市三ヶ畑

205-D-050 205-Ⅱ-001 ○ 0.57 99,136 6 0 0 0 3,749 0 0 32 飯塚地区

土石流 小谷川２ コタニガワ２ 飯塚市八木山 205-D-051 205-Ⅰ-001 ○ 0.05 7,305 0 0 0 0 1,397 0 0 33 飯塚地区

土石流 小谷川１ コタニガワ１ 飯塚市八木山 205-D-052 205-Ⅰ-002 ○ 0.08 10,877 0 0 0 0 694 0 0 34 飯塚地区

土石流 池河内川２ イケカワウチガワ２ 飯塚市八木山 205-D-053 205-Ⅰ-003 ○ 0.27 37,305 0 0 0 0 425 0 0 35 飯塚地区

土石流 五反田川 ゴタンダガワ 飯塚市八木山 205-D-054 205-Ⅱ-014 ○ 0.02 11,630 0 0 0 0 110 0 0 36 飯塚地区

土石流 久保ノ尾川１－２ クボノオガワ１－２ 飯塚市八木山 205-D-055 205-Ⅰ-009-2 ○ 0.06 36,811 15 15 1 1 八木山久保尾公民分館 501 0 0 37 飯塚地区

土石流 久保ノ尾川１－１ クボノオガワ１－１ 飯塚市八木山 205-D-056 205-Ⅰ-009-1 ○ 0.30 26,199 15 0 1 0 八木山久保尾公民分館 16,913 0 0 38 飯塚地区

土石流 久保ノ尾川２－２ クボノオガワ２－２ 飯塚市八木山 205-D-057 205-Ⅱ-013-2 ○ 0.04 41,643 4 4 1 1 八木山久保尾公民分館 123 0 0 39 飯塚地区

土石流 久保ノ尾川２－１ クボノオガワ２－１ 飯塚市八木山 205-D-058 205-Ⅱ-013-1 ○ 0.09 43,097 4 4 1 1 八木山久保尾公民分館 2,725 0 0 40 飯塚地区

土石流 久保ノ尾川３ クボノオガワ３ 飯塚市八木山 205-D-059 205-Ⅱ-012 ○ 0.04 35,196 4 0 1 1 八木山久保尾公民分館 314 0 0 41 飯塚地区

土石流 巡出川本川 メグリデガワホンセン 飯塚市蓮台寺 205-D-060 205-Ⅱ-028 ○ 0.15 43,701 1 0 0 0 767 0 0 42 飯塚地区

土石流 巡出川 メグリデガワ 飯塚市蓮台寺 205-D-061 205-Ⅱ-029 ○ ○ 0.18 16,339 1 0 0 0 7,200 1 0 43 飯塚地区

土石流 池尻川 イケジリカワ 飯塚市蓮台寺 205-D-063 205-Ⅲ-002 ○ 0.03 34,784 1 0 0 0 490 0 0 45 飯塚地区

土石流 内浦川 ウチウラガワ 飯塚市建花寺 205-D-064 205-Ⅱ-027 ○ 0.06 33,543 2 2 0 0 360 0 0 46 飯塚地区

土石流 高薮川 タカヤブカワ
宮若市三ヶ畑
飯塚市建花寺

404-D-054 404-Ⅱ-059 ○ ○ 0.06 6,485 2 0 0 0 3,499 2 0 54 飯塚地区

土石流 小谷川１ コタニガワ１
宮若市三ヶ畑
飯塚市八木山

404-D-061 404-Ⅱ-058 ○ 0.41 42,115 1 0 0 0 3,263 0 0 61 飯塚地区

土石流 中川 ナカガワ 飯塚市中 205-D-035 205-Ⅰ-016 0.05 14,838 32 0 0 0 - - - 17 飯塚地区

土石流 猪口川 イノクチガワ
飯塚市大日寺及び
明星寺

205-D-042 205-Ⅱ-031 0.02 32,869 3 0 0 0 - - - 24 飯塚地区

土石流 池尻川２ イケジリカワ２ 飯塚市蓮台寺 205-D-062 205-Ⅲ-003 0.02 17,536 0 0 0 0 - - - 44 飯塚地区

土石流 建花寺川 ケンゲジガワ 飯塚市建花寺 205-D-065 205-Ⅱ-026 0.92 44,991 5 0 0 0 - - - 47 飯塚地区

土石流 平恒川1 ヒラツネガワ 飯塚市平恒 426-D-001 426-Ⅰ-009 ○ 0.02 22,848 11 0 0 0 628 0 0 1 穂波地区

土石流 平恒川2 ヒラツネガワ 飯塚市平恒 426-D-002 426-Ⅰ-008 ○ 0.02 19,473 9 0 0 0 648 0 0 2 穂波地区

土石流 大陣川 タイジンガワ 飯塚市楽市、平恒 426-D-003 426-Ⅰ-007 ○ ○ 0.03 16,327 44 0 1 0 ②楽市東区第2集会所 2,561 6 0 3 穂波地区

土石流 天道川 テントウガワ 飯塚市天道 426-D-004 426-Ⅰ-006 ○ 0.06 19,440 40 0 1 0 ◎常楽時保育園 413 0 0 4 穂波地区

土石流 髙野川 タカノガワ 飯塚市高田 426-D-005 426-Ⅰ-005 ○ ○ 0.03 33,697 19 0 0 0 749 2 0 5 穂波地区

土石流 高田川 タカタガワ 飯塚市高田 426-D-006 426-Ⅰ-004 ○ ○ 0.11 18,077 1 0 0 0 8,198 1 0 6 穂波地区

土石流 有谷川 アリタニガワ
飯塚市舎利蔵
内住、高田

426-D-007 426-Ⅱ-002 ○ 0.08 73,024 2 0 0 0 516 0 0 7 穂波地区

土石流 本谷川1 ホンタニガワ 飯塚市舎利蔵 426-D-008 426-Ⅰ-003 ○ 0.13 146,568 11 11 1 1 ②本谷公民館 641 0 0 8 穂波地区

土石流 本谷川2 ホンタニガワ 飯塚市舎利蔵 426-D-009 426-Ⅰ-002 ○ 0.12 148,714 11 0 1 0 ②本谷公民館 581 0 0 9 穂波地区

土石流 舎利蔵川2 シャリクラガワ 飯塚市舎利蔵 426-D-010 426-Ⅰ-001 ○ ○ 0.33 70,985 19 0 2 0 ②舎利蔵公民館,▲消防詰所 26,141 12 2
②舎利蔵

公民館
▲消防詰

10 穂波地区

土石流 舎利蔵川3 シャリクラガワ 飯塚市舎利蔵 426-D-011 426-Ⅲ-001 ○ 0.09 112,894 2 1 0 0 37,907 0 0 11 穂波地区

土石流 舎利蔵川4 シャリクラガワ 飯塚市舎利蔵 426-D-012 426-Ⅲ-002 ○ 0.04 177,134 13 10 0 0 2,553 0 0 12 穂波地区

土石流 舎利蔵川1 シャリクラガワ 飯塚市舎利蔵 426-D-013 426-Ⅱ-001 ○ ○ 0.25 154,306 11 0 0 0 50,715 3 0 13 穂波地区

土石流 荒田谷２－３ アラタダニ２－３
糟屋郡篠栗町
大字内住
及び飯塚市内住

342-D-017 342-Ⅱ-012-3 ○ 0.02 46,769 3 3 0 0 2,314 0 0 17 筑穂地区

土石流 荒田谷２－２ アラタダニ２－２
糟屋郡篠栗町
大字内住
及び飯塚市内住

342-D-018 342-Ⅱ-012-2 ○ 0.02 68,865 3 3 0 0 4,468 0 0 18 筑穂地区

土石流 荒田谷２－１ アラタダニ２－１
糟屋郡篠栗町
大字内住
及び飯塚市内住

342-D-019 342-Ⅱ-012-1 ○ 0.07 64,607 3 3 0 0 4,216 0 0 19 筑穂地区
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土石流 大石川1 オオイシガワ1 飯塚市内野 425-D-001 425-Ⅱ-022 ○ 0.02 61,349 3 2 0 0 59 0 0 19 筑穂地区

土石流 大石川2 オオイシガワ2 飯塚市内野 425-D-002 425-Ⅰ-035 ○ 0.02 5,662 0 0 0 0 2,083 0 0 20 筑穂地区

土石流 大石川3 オオイシガワ3 飯塚市内野 425-D-003 425-Ⅰ-034 ○ ○ 0.04 5,411 2 2 0 0 660 2 0 21 筑穂地区

土石流 大石川4 オオイシガワ4 飯塚市内野 425-D-004 425-Ⅰ-033 ○ 0.15 105,972 9 0 0 0 2,224 0 0 22 筑穂地区

土石流 大石川5 オオイシガワ5 飯塚市内野 425-D-005 425-Ⅱ-020 ○ 0.32 67,304 2 2 0 0 26,907 0 0 23 筑穂地区

土石流 大石川6 オオイシガワ6 飯塚市内野 425-D-006 425-Ⅱ-021 ○ ○ 0.34 73,764 3 2 0 0 19,838 1 0 24 筑穂地区

土石流 大石川7 オオイシガワ7 飯塚市内野 425-D-007 425-Ⅱ-023 ○ 0.03 59,385 0 0 0 0 959 0 0 25 筑穂地区

土石流 古門川 フルカドガワ 飯塚市内野 425-D-008 425-Ⅱ-024 ○ 0.1 24,864 0 0 0 0 4,020 0 0 26 筑穂地区

土石流 古門川2 フルカドガワ2 飯塚市内野 425-D-009 425-Ⅰ-036 ○ 0.03 14,143 6 0 1 0 古門公民館 160 0 0 27 筑穂地区

土石流 小路川2 ショウジガワ2 飯塚市内野 425-D-012 425-Ⅰ-038 ○ 0.01 11,916 0 0 1 0 老人ホーム　本陣園 154 0 0 28 筑穂地区

土石流 太郎丸川2 タロウマルガワ2 飯塚市内野 425-D-013 425-Ⅱ-026 ○ 0.04 19,917 2 0 0 0 120 0 0 29 筑穂地区

土石流 太郎丸川 タロウマルガワ 飯塚市内野 425-D-014 425-Ⅰ-040 ○ ○ 0.24 88,687 6 0 0 0 24,648 2 0 30 筑穂地区

土石流 原田川3 ハラダガワ3 飯塚市内野 425-D-015 425-Ⅱ-028 ○ ○ 0.13 13,000 1 0 0 0 10,368 1 0 31 筑穂地区

土石流 原田川 ハラダガワ 飯塚市内野 425-D-016 425-Ⅱ-030 ○ ○ 0.2 16,254 3 0 0 0 12,076 3 0 32 筑穂地区

土石流 横山川2 ヨコヤマガワ2 飯塚市内野 425-D-017 425-Ⅱ-029 ○ ○ 0.04 13,167 2 0 1 0 消防格納庫 2,115 1 0 33 筑穂地区

土石流 湯ノ浦川1 ユノウラガワ1 飯塚市阿恵 425-D-019 425-Ⅰ-042 ○ 0.02 76,698 18 0 1 0 湯ノ浦公民館 8,327 0 0 34 筑穂地区

土石流 湯ノ浦川2 ユノウラガワ2 飯塚市阿恵 425-D-020 425-Ⅱ-032 ○ ○ 0.1 17,820 1 0 0 0 9,794 1 0 35 筑穂地区

土石流 湯ノ浦川4 ユノウラガワ4 飯塚市阿恵 425-D-021 425-Ⅱ-031 ○ 0.11 12,010 1 0 0 0 6,189 0 0 36 筑穂地区

土石流 十郎川 ジュウロウガワ
飯塚市内住及び
篠栗町大字内住

425-D-023 425-Ⅰ-051 ○ ○ 0.67 75,119 13 0 0 0 30,433 5 0 1 筑穂地区

土石流 原川２ ハラガワ２ 飯塚市内住 425-D-025 425-Ⅱ-034 ○ 0.10 52,768 4 0 0 0 1,033 0 0 3 筑穂地区

土石流 篠栗川－３ ササグリガワ－３ 飯塚市内住 425-D-026 425-Ⅰ-049-3 ○ ○ 0.15 141,031 8 0 1 1 大野公民館 11,688 2 0 4 筑穂地区

土石流 篠栗川－２ ササグリガワ－２ 飯塚市内住 425-D-027 425-Ⅰ-049-2 ○ 0.11 149,717 8 0 1 1 大野公民館 1,081 0 0 5 筑穂地区

土石流 篠栗川－１ ササグリガワ－１ 飯塚市内住 425-D-028 425-Ⅰ-049-1 ○ 0.91 130,297 7 0 1 0 大野公民館 46,058 0 0 6 筑穂地区

土石流 大野川 オオノガワ 飯塚市内住 425-D-029 425-Ⅱ-002 ○ 0.05 67,524 1 0 0 0 1,140 0 0 7 筑穂地区

土石流 鍛冶木屋川１ カジキヤガワ１ 飯塚市内住 425-D-030 425-Ⅰ-001 ○ 0.10 59,426 4 0 1 0 内住コミュニティセンター 565 0 0 8 筑穂地区

土石流 鍛冶木屋川２ カジキヤガワ２ 飯塚市内住 425-D-031 425-Ⅰ-002 ○ 0.01 15,663 2 2 1 1 内住コミュニティセンター 8 0 0 9 筑穂地区

土石流 古屋敷川 フルヤシキガワ 飯塚市内住 425-D-033 425-Ⅱ-001 ○ 0.01 11,584 3 0 0 0 16 0 0 11 筑穂地区

土石流 久保山川 クボヤマガワ 飯塚市内住 425-D-034 425-Ⅰ-003 ○ 0.12 25,183 8 0 0 0 1,255 0 0 12 筑穂地区

土石流 本村川１ モトムラガワ１ 飯塚市内住 425-D-038 425-Ⅰ-008 ○ 0.05 40,845 20 13 2 2
内住公民館
筑穂町消防団
防火水槽

6,483 0 0 16 筑穂地区

土石流 本村川２ モトムラガワ２ 飯塚市内住 425-D-039 425-Ⅰ-007 ○ 0.03 36,644 9 1 1 1 内住公民館 272 0 0 17 筑穂地区

土石流 大分川－４ ダイブガワ－４ 飯塚市内住及び大分 425-D-040 425-ND-002 ○ 0.15 18,897 2 2 0 0 0 0 0 18 筑穂地区

土石流 大分川－２ ダイブガワ－２ 飯塚市内住及び大分 425-D-041 425-Ⅰ-012-2 ○ 0.07 21,020 2 2 0 0 1,026 0 0 19 筑穂地区

土石流 大分川－３ ダイブガワ－３ 飯塚市内住及び大分 425-D-043 425-ND-001 ○ 1.61 139,520 4 2 0 0 0 0 0 21 筑穂地区

土石流 黒石川 クロイシガワ 飯塚市大分 425-D-044 425-Ⅰ-009 ○ 0.03 60,391 26 0 1 0 黒石公民分館 180 0 0 22 筑穂地区

土石流 大分川－５ ダイブガワ－５ 飯塚市大分 425-D-045 425-Ⅰ-010 ○ 0.01 28,680 34 0 1 0 飯塚市筑穂人権啓発センター 92 0 0 23 筑穂地区

土石流 ハズカシ川 ハズカシガワ 飯塚市大分 425-D-046 425-Ⅰ-011 ○ 0.02 27,483 20 0 0 0 60 0 0 24 筑穂地区

土石流 岡谷川 オカタニガワ 飯塚市馬敷 425-D-047 425-Ⅱ-003 ○ 0.20 104,644 1 0 0 0 12,124 0 0 25 筑穂地区

土石流 上馬敷川７ カミマシキ７ 飯塚市馬敷 425-D-048 425-Ⅱ-004 ○ 0.07 33,425 2 3 0 0 200 0 0 26 筑穂地区

土石流 馬敷川６ マシキガワ６ 飯塚市馬敷 425-D-049 425-Ⅱ-005 ○ ○ 0.19 129,269 2 0 0 0 9,798 2 0 27 筑穂地区

土石流 上馬敷川１ カミマシキ１ 飯塚市馬敷 425-D-050 425-Ⅰ-018 ○ 0.01 6,404 0 0 0 0 147 0 0 28 筑穂地区

土石流 上馬敷川２ カミマシキ２ 飯塚市馬敷 425-D-051 425-Ⅰ-017 ○ 0.02 154,189 2 0 0 0 136 0 0 29 筑穂地区

土石流 上馬敷川４ カミマシキ４ 飯塚市馬敷 425-D-053 425-Ⅰ-014 ○ 0.05 348,123 17 15 1 1 馬敷上公民館 515 0 0 31 筑穂地区

土石流 上馬敷川５ カミマシキ５ 飯塚市馬敷 425-D-054 425-Ⅰ-015 ○ 0.07 16,937 3 3 0 0 128 0 0 32 筑穂地区

土石流 馬敷川－４ マシキガワ－４ 飯塚市馬敷 425-D-055 425-Ⅰ-013-4 ○ 0.03 6,426 29 28 1 1 馬敷上公民館 442 0 0 33 筑穂地区

土石流 馬敷川－３ マシキガワ－３ 飯塚市馬敷 425-D-056 425-Ⅰ-013-3 ○ 0.05 15,919 3 3 0 0 364 0 0 34 筑穂地区

土石流 馬敷川－１ マシキガワ－１ 飯塚市馬敷 425-D-058 425-Ⅰ-013-1 ○ ○ 0.35 367,801 49 34 1 1 馬敷上公民館 47,029 15 1
馬敷上公

民館
36 筑穂地区

土石流 茜家川８－２ アカネヤガワ８－２ 飯塚市山口 425-D-059 425-Ⅰ-023-2 ○ ○ 0.24 53,786 43 0 2 2
茜の郷山口
コミュニティセンター
筑穂町消防団第2分団4部

22,357 1 0 37 筑穂地区

土石流 茜家川８－１ アカネヤガワ８－１ 飯塚市山口 425-D-060 425-Ⅰ-023-1 ○ 0.02 135,995 1 1 0 0 94 0 0 38 筑穂地区

土石流 茜家川６ アカネヤガワ６ 飯塚市山口 425-D-061 425-Ⅰ-019 ○ 0.44 85,499 3 3 0 0 1,901 0 0 39 筑穂地区

土石流 茜家川５－２ アカネヤガワ５－２ 飯塚市山口 425-D-062 425-Ⅰ-020-2 ○ 0.14 95,379 3 3 1 1 サンビレッジ茜(スキーハウス) 196 0 0 40 筑穂地区

土石流 茜家川５－１ アカネヤガワ５－１ 飯塚市山口 425-D-063 425-Ⅰ-020-1 ○ 0.08 100,963 3 3 1 1 サンビレッジ茜(スキーハウス) 364 0 0 41 筑穂地区

土石流 茜家川４ アカネヤガワ４ 飯塚市山口 425-D-064 425-Ⅰ-021 ○ 0.05 93,852 3 0 1 0 サンビレッジ茜(スキーハウス) 430 0 0 42 筑穂地区

土石流 茜家川３－２ アカネヤガワ３－２ 飯塚市山口 425-D-065 425-Ⅰ-022-2 ○ 0.06 75,825 3 3 0 0 125 0 0 43 筑穂地区

土石流 茜家川３－１ アカネヤガワ３－１ 飯塚市山口 425-D-066 425-Ⅰ-022-1 ○ 0.01 73,307 3 3 0 0 167 0 0 44 筑穂地区

土石流 茜家川２ アカネヤガワ２ 飯塚市山口 425-D-067 425-Ⅱ-006 ○ 0.22 55,678 26 0 0 0 2,019 0 0 45 筑穂地区

土石流 茜家川１ アカネヤガワ１ 飯塚市山口 425-D-068 425-Ⅱ-007 ○ 0.03 50,621 6 2 1 0 茜ドーム（サンビレッジ茜内） 620 0 0 46 筑穂地区

土石流 山口川８ ヤマグチガワ８ 飯塚市山口 425-D-069 425-Ⅱ-008 ○ 0.15 172,140 4 0 0 0 335 0 0 47 筑穂地区

土石流 山口川４ ヤマグチガワ４ 飯塚市山口 425-D-071 425-Ⅰ-027 ○ 0.03 41,688 19 0 0 0 35 0 0 49 筑穂地区

土石流 山口 ヤマグチ 飯塚市山口 425-D-073 425-Ⅲ-001 ○ 0.07 6,784 3 3 1 1 サンビレッジ茜(スキーハウス) 904 0 0 51 筑穂地区

土石流 山口川１ ヤマグチガワ１ 飯塚市山口 425-D-074 425-Ⅱ-016 ○ 0.12 8,030 0 0 0 0 285 0 0 52 筑穂地区

土石流 米ノ山川５ コメノヤマガワ５ 飯塚市山口 425-D-075 425-Ⅱ-015 ○ 0.19 7,702 1 0 0 0 1,700 0 0 53 筑穂地区

土石流 米ノ山川４ コメノヤマガワ４ 飯塚市山口 425-D-076 425-Ⅱ-012 ○ 0.46 63,888 4 2 0 0 5,252 0 0 54 筑穂地区

土石流 米ノ山川３ コメノヤマガワ３ 飯塚市山口 425-D-077 425-Ⅱ-011 ○ 0.24 64,855 6 6 0 0 5,984 0 0 55 筑穂地区

土石流 荒谷川１ アラタニガワ１ 飯塚市山口 425-D-078 425-Ⅱ-009 ○ 0.07 129,931 6 6 0 0 90 0 0 56 筑穂地区

土石流 茜家川２ アカネヤガワ２ 飯塚市山口 425-D-079 425-Ⅰ-024 ○ ○ 0.14 106,327 14 12 0 0 1,780 0 0 57 筑穂地区

土石流 荒谷川２ アラタニガワ２ 飯塚市山口 425-D-080 425-Ⅰ-025 ○ 0.10 104,171 6 6 0 0 187 0 0 58 筑穂地区

土石流 米ノ山川２ コメノヤマガワ２ 飯塚市山口 425-D-081 425-Ⅱ-010 ○ 0.22 82,054 1 0 0 0 5,066 0 0 59 筑穂地区

土石流 米ノ山川１－１ コメノヤマガワ１－１ 飯塚市山口 425-D-082 425-Ⅱ-013-1 ○ 0.20 63,398 4 2 0 0 1,435 0 0 60 筑穂地区

土石流 米ノ山川１－２ コメノヤマガワ１－２ 飯塚市山口 425-D-083 425-Ⅱ-013-2 ○ 0.08 61,016 7 5 0 0 761 0 0 61 筑穂地区

土石流 小稚川 コスイガワ 飯塚市山口 425-D-084 425-Ⅱ-014 ○ 0.05 19,148 3 3 0 0 631 0 0 62 筑穂地区

土石流 阿恵 ｱｴ 飯塚市阿恵 425-D-085 425-Ⅲ-003 ○ 0.06 4,760 0 0 0 0 140 0 0 63 筑穂地区

土石流 四郎丸川２ シロウマルガワ２ 飯塚市阿恵 425-D-086 425-Ⅰ-029 ○ 0.02 8,536 5 0 0 0 30 0 0 64 筑穂地区

土石流 四郎丸川１ シロウマルガワ１ 飯塚市阿恵 425-D-087 425-Ⅰ-030 ○ 0.14 12,082 11 0 1 0 四郎丸公民館 1,603 0 0 65 筑穂地区

土石流 阿恵川－３ アエガワ－３ 飯塚市阿恵 425-D-088 425-Ⅰ-044-3 ○ ○ 0.05 20,842 0 0 0 0 44 0 0 66 筑穂地区

土石流 阿恵川－２ アエガワ－２ 飯塚市阿恵 425-D-089 425-Ⅰ-044-2 ○ ○ 0.12 8,998 0 0 0 0 815 0 0 67 筑穂地区

土石流 鳴子川－１ ナルコガワ－１ 飯塚市内野 425-D-091 425-Ⅱ-019-1 ○ ○ 0.35 91,300 3 0 0 0 9,335 1 0 69 筑穂地区

土石流 鳴子川－２ ナルコガワ－２ 飯塚市内野 425-D-092 425-Ⅱ-019-2 ○ 0.11 96,934 2 0 0 0 650 0 0 70 筑穂地区

土石流 鳴子川－３ ナルコガワ－３ 飯塚市内野 425-D-093 425-Ⅱ-019-3 ○ 0.04 95,707 0 0 0 0 0 0 0 71 筑穂地区

土石流 鳴子川－４ ナルコガワ－４ 飯塚市内野 425-D-094 425-Ⅱ-019-4 ○ 0.01 11,407 1 0 0 0 25 0 0 72 筑穂地区

土石流 太郎丸川２ タロウマルガワ２ 飯塚市内野 425-D-095 425-Ⅱ-025 ○ 0.05 10,106 5 0 0 0 327 0 0 73 筑穂地区

土石流 浦田川 ウラタガワ 飯塚市内野 425-D-096 425-Ⅱ-027 ○ 0.04 25,071 6 0 1 0 浦田公民館 257 0 0 74 筑穂地区

土石流 内野 ｳﾁﾉ 飯塚市内野 425-D-097 425-ND-003 ○ 0.01 38,525 12 0 0 0 68 0 0 75 筑穂地区

土石流 弥山川－１ ミヤマガワ－１ 飯塚市弥山 425-D-098 425-Ⅰ-048-1 ○ 0.04 51,983 12 12 0 0 9 0 0 76 筑穂地区

土石流 弥山川－２ ミヤマガワ－２ 飯塚市弥山 425-D-099 425-Ⅰ-048-2 ○ 0.04 41,227 12 1 1 0 弥山公民館 244 0 0 77 筑穂地区

土石流 弥山川－３ ミヤマガワ－３ 飯塚市弥山 425-D-100 425-ND-004 ○ 0.03 53,498 2 0 0 0 275 0 0 78 筑穂地区

土石流 君ヶ畑川３ キミガバタケガワ３ 飯塚市弥山 425-D-101 425-Ⅰ-047 ○ 0.05 65,883 9 0 1 0 君ヶ畑公民館 251 0 0 79 筑穂地区

土石流 君ヶ畑川１ キミガバタケガワ１ 飯塚市弥山 425-D-103 425-Ⅰ-045 ○ 0.04 17,779 1 0 0 0 878 0 0 81 筑穂地区

土石流 小山川 コヤマガワ 飯塚市弥山 425-D-104 425-Ⅱ-033 ○ 0.10 132,675 3 0 0 0 128 0 0 82 筑穂地区

土石流 桑曲川２－２ クワマガリガワ２－２ 飯塚市桑曲 425-D-105 425-Ⅰ-031-2 ○ ○ 0.04 8,463 2 0 0 0 4,138 2 0 83 筑穂地区

土石流 桑曲川２－３ クワマガリガワ２－３ 飯塚市桑曲 425-D-106 425-Ⅰ-031-3 ○ 0.06 11,825 0 0 0 0 6,443 0 0 84 筑穂地区

土石流 桑曲川２－４ クワマガリガワ２－４ 飯塚市桑曲 425-D-107 425-Ⅰ-031-4 ○ 0.14 15,846 0 0 0 0 8,724 0 0 85 筑穂地区

土石流 桑曲川２－５ クワマガリガワ２－５ 飯塚市桑曲 425-D-108 425-Ⅰ-031-5 ○ 0.01 3,929 0 0 0 0 106 0 0 86 筑穂地区

土石流 桑曲川２－６ クワマガリガワ２－６ 飯塚市桑曲 425-D-109 425-Ⅰ-031-6 ○ 0.01 6,588 0 0 0 0 149 0 0 87 筑穂地区 
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土石流 桑曲川２－７ クワマガリガワ２－７ 飯塚市桑曲 425-D-110 425-Ⅰ-031-7 ○ 0.07 5,690 0 0 0 0 874 0 0 88 筑穂地区

土石流 桑曲川２－１ クワマガリガワ２－１ 飯塚市桑曲 425-D-111 425-Ⅰ-031-1 ○ ○ 0.07 72,122 12 0 1 1 桑曲公民館 8,410 1 0 89 筑穂地区

土石流 桑曲川１－２ クワマガリガワ１－２ 飯塚市桑曲 425-D-112 425-Ⅰ-032-2 ○ 0.21 72,856 12 0 1 1 桑曲公民館 2,587 0 0 90 筑穂地区

土石流 桑曲川１－１ クワマガリガワ１－１ 飯塚市桑曲 425-D-113 425-Ⅰ-032-1 ○ 0.10 67,113 14 0 1 1 桑曲公民館 1,162 0 0 91 筑穂地区

土石流 牧の内川２－１ マキノウチガワ２－１ 飯塚市桑曲 425-D-114 425-Ⅱ-017-1 ○ 0.05 20,103 1 0 0 0 133 0 0 92 筑穂地区

土石流 牧の内川２－２ マキノウチガワ２－２ 飯塚市桑曲 425-D-115 425-Ⅱ-017-2 ○ 0.17 24,944 14 0 1 0 桑曲公民館 3,395 0 0 93 筑穂地区

土石流 牧の内川 マキノウチガワ 飯塚市桑曲 425-D-116 425-Ⅱ-018 ○ 0.06 21,519 1 0 0 0 3,899 0 0 94 筑穂地区

土石流 平塚川 ヒラツカガワ 飯塚市平塚 425-D-117 421-Ⅲ-001 ○ 0.65 70,395 13 0 0 0 0 0 0 95 筑穂地区

土石流   飯塚市山口及び阿恵 425-Ⅲ-002 ○ 0.00 2,293 0 0 筑穂地区

土石流 見定川 ケンジョウガワ 飯塚市内野 425-D-010 425-Ⅰ-039 0.67 22,155 2 0 0 0 ― 0 0 筑穂地区

土石流 関屋川 セキヤガワ 飯塚市内野 425-D-011 425-Ⅰ-037 0.2 74,229 16 0 0 0 ― 0 0 筑穂地区

土石流 横山川 ヨコヤマガワ 飯塚市内野 425-D-018 425-Ⅰ-041 0.72 12,280 0 0 0 0 ― 0 0 筑穂地区

土石流 四郎丸川 シロウマルガワ 飯塚市阿恵 425-D-022 425-Ⅰ-043 0.08 16,024 10 0 0 0 ― 0 0 筑穂地区

土石流 はる川 ハルガワ 飯塚市内住 425-D-024 425-Ⅰ-050 0.31 86,761 12 0 0 0 0 0 0 2 筑穂地区

土石流 兎山川 トヤマガワ 飯塚市内住 425-D-032 425-Ⅰ-004 0.01 6,247 8 0 0 0 0 0 0 10 筑穂地区

土石流 本村川３ モトムラガワ３ 飯塚市内住 425-D-035 425-Ⅰ-006 0.11 64,081 9 9 0 0 0 0 0 13 筑穂地区

土石流 内住川－２ ナイジュウガワ－２ 飯塚市内住 425-D-036 425-Ⅰ-005-2 0.83 101,749 29 29 3 2
内住公民館
飯塚市水道局貯水場
筑穂町消防団、防火水槽

0 0 0 14 筑穂地区

土石流 内住川－１ ナイジュウガワ－１ 飯塚市内住 425-D-037 425-Ⅰ-005-1 2.53 89,058 29 0 2 0
内住公民館
筑穂町消防団
防火水槽

0 0 0 15 筑穂地区

土石流 大分川－１ ダイブガワ－１ 飯塚市内住及び大分 425-D-042 425-Ⅰ-012-1 0.77 24,065 3 0 0 0 0 0 0 20 筑穂地区

土石流 上馬敷川３ カミマシキ３ 飯塚市馬敷 425-D-052 425-Ⅰ-016 0.05 155,040 17 15 1 1 馬敷上公民館 0 0 0 30 筑穂地区

土石流 馬敷川－２ マシキガワ－２ 飯塚市馬敷 425-D-057 425-Ⅰ-013-2 1.27 366,128 1 0 0 0 0 0 0 35 筑穂地区

土石流 山口川３ ヤマグチガワ３ 飯塚市山口 425-D-070 425-Ⅰ-026 0.20 15,859 17 0 2 0
茜の郷山口
コミュニティセンター
筑穂町消防団第2分団4部

0 0 0 48 筑穂地区

土石流 山口川５ ヤマグチガワ５ 飯塚市山口 425-D-072 425-Ⅰ-028 0.04 33,170 4 0 0 0 0 0 0 50 筑穂地区

土石流 阿恵川－１ アエガワ－１ 飯塚市阿恵 425-D-090 425-Ⅰ-044-1 0.09 26,355 0 0 0 0 0 0 0 68 筑穂地区

土石流 君ヶ畑川２ キミガバタケガワ２ 飯塚市弥山 425-D-102 425-Ⅰ-046 0.06 24,033 11 0 1 1 君ヶ畑公民館 0 0 0 80 筑穂地区

土石流 入水川3 ｲﾘﾐｽﾞｶﾞﾜ 飯塚市入水 427-D-001 427-Ⅲ-013 ○ 0.04 40,164 0 0 0 0 2,877 0 0 1 庄内地区

土石流 入水川2 ｲﾘﾐｽﾞｶﾞﾜ 飯塚市入水 427-D-002 427-Ⅲ-012 ○ 0.01 25,735 0 0 0 0 319 0 0 2 庄内地区

土石流 坂ノ口川 ｻｶﾉｸﾁｶﾞﾜ 飯塚市入水 427-D-005 427-Ⅱ-005 ○ 0.03 61,653 4 0 0 0 645 0 0 5 庄内地区

土石流 山口川 ﾔﾏｸﾞﾁｶﾞﾜ 飯塚市入水 427-D-006 427-Ⅲ-011 ○ 0.05 15,022 0 0 0 0 862 0 0 6 庄内地区

土石流 入水川1 ｲﾘﾐｽﾞｶﾞﾜ 飯塚市入水 427-D-007 427-Ⅲ-010 ○ 0.03 7,175 0 0 0 0 1,403 0 0 7 庄内地区

土石流 庄内川1 ｼｮｳﾅｲｶﾞﾜ 飯塚市高倉 427-D-008 427-Ⅲ-005 ○ 0.02 15,750 0 0 0 0 577 0 0 8 庄内地区

土石流 高倉川2-1 ﾀｶｸﾗｶﾞﾜ 飯塚市高倉 427-D-009 427-Ⅰ-002-1 ○ 0.02 70,600 30 0 1 0 高倉公民館 1,033 0 0 9 庄内地区

土石流 高倉川2-2 ﾀｶｸﾗｶﾞﾜ 飯塚市高倉 427-D-010 427-Ⅰ-002-2 ○ 0.03 87,113 30 30 1 1 高倉公民館 546 0 0 10 庄内地区

土石流 高倉川5 ﾀｶｸﾗｶﾞﾜ 飯塚市高倉 427-D-012 427-Ⅲ-008 ○ 0.04 34,048 1 0 0 0 3,888 0 0 12 庄内地区

土石流 高倉川3 ﾀｶｸﾗｶﾞﾜ 飯塚市高倉 427-D-013 427-Ⅲ-006 ○ 0.02 4,274 0 0 0 0 931 0 0 13 庄内地区

土石流 高倉川4 ﾀｶｸﾗｶﾞﾜ 飯塚市高倉 427-D-014 427-Ⅲ-007 ○ 0.08 5,545 0 0 0 0 519 0 0 14 庄内地区

土石流 高倉川1-2 ﾀｶｸﾗｶﾞﾜ 飯塚市高倉 427-D-015 427-Ⅰ-001-2 ○ ○ 0.13 41,045 1 1 0 0 2,463 1 0 15 庄内地区

土石流 高倉川1-1 ﾀｶｸﾗｶﾞﾜ 飯塚市高倉 427-D-016 427-Ⅰ-001-1 ○ 0.09 42,715 1 0 0 0 1,746 0 0 16 庄内地区

土石流 権現谷川2 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾀﾞﾆｶﾞﾜ 飯塚市筒野 427-D-017 427-Ⅱ-003 ○ ○ 0.18 21,411 2 2 0 0 12,105 1 0 17 庄内地区

土石流 千手ヶ滝川 ｾﾝｼﾞｭｶﾞﾀｷｶﾞﾜ 飯塚市筒野 427-D-018 427-Ⅱ-002 ○ ○ 0.65 9,143 2 2 0 0 8,908 2 0 18 庄内地区

土石流 権現谷川1 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾀﾞﾆｶﾞﾜ 飯塚市筒野 427-D-019 427-Ⅱ-001 ○ ○ 0.04 13,542 2 0 0 0 3,102 1 0 19 庄内地区

土石流 小谷ヶ谷 ｺﾀﾆｶﾞﾀﾞﾆ 飯塚市筒野 427-D-020 427-Ⅲ-002 ○ 0.07 11,585 0 0 0 0 8,016 0 0 20 庄内地区

土石流 筒野川2 ﾂﾂﾉｶﾞﾜ 飯塚市筒野 427-D-021 427-Ⅲ-003 ○ 0.16 26,504 0 0 0 0 12,602 0 0 21 庄内地区

土石流 筒野川1 ﾂﾂﾉｶﾞﾜ 飯塚市筒野 427-D-022 427-Ⅲ-001 ○ 0.01 20,022 0 0 0 0 152 0 0 22 庄内地区

土石流 筒野川3 ﾂﾂﾉｶﾞﾜ 飯塚市筒野 427-D-023 427-Ⅲ-004 ○ 0.02 18,864 0 0 0 0 203 0 0 23 庄内地区

土石流 谷屋敷川 ﾀﾆﾔｼｷｶﾞﾜ 飯塚市筒野 427-D-024 427-Ⅱ-004 ○ 0.01 19,474 7 0 0 0 199 0 0 24 庄内地区

土石流 高尾川2 ﾀｶｵｶﾞﾜ 飯塚市仁保 427-D-025 427-Ⅰ-008 ○ 0.02 13,821 0 0 1 0 筑豊ハイツ 92 0 0 25 庄内地区

土石流 高尾川1 ﾀｶｵｶﾞﾜ 飯塚市仁保 427-D-026 427-Ⅱ-012 ○ 0.04 24,644 1 0 0 0 521 0 0 26 庄内地区

土石流 汐井川1-1 ｼｵｲｶﾞﾜ 飯塚市多田 427-D-027 427-Ⅱ-011-1 ○ 0.07 33,255 0 0 0 0 4,030 0 0 27 庄内地区

土石流 汐井川1-2 ｼｵｲｶﾞﾜ 飯塚市多田 427-D-028 427-Ⅱ-011-2 ○ 0.14 37,117 0 0 0 0 10,139 0 0 28 庄内地区

土石流 汐井川 ｼｵｲｶﾞﾜ 飯塚市多田 427-D-029 427-Ⅱ-010 ○ 0.04 32,204 0 0 0 0 1,344 0 0 29 庄内地区

土石流 山ノ口川 ﾔﾏﾉｸﾁｶﾞﾜ 飯塚市多田 427-D-030 427-Ⅲ-014 ○ 0.05 30,740 1 0 0 0 1,030 0 0 30 庄内地区

土石流 長坂川1 ﾅｶﾞｻｶｶﾞﾜ 飯塚市多田 427-D-032 427-Ⅱ-009 ○ 0.06 111,897 51 51 1 1 多田の里 2,643 0 0 32 庄内地区

土石流 長坂川2 ﾅｶﾞｻｶｶﾞﾜ 飯塚市多田、有安 427-D-033 427-Ⅱ-008 ○ 0.02 32,889 2 0 0 0 262 0 0 33 庄内地区

土石流 赤松川1 ｱｶﾏﾂｶﾞﾜ 飯塚市綱分 427-D-034 427-Ⅰ-006 ○ 0.35 32,023 15 12 0 0 7,878 0 0 34 庄内地区

土石流 伏尾川 ﾌｾｵｶﾞﾜ 飯塚市綱分、山倉 427-D-036 427-Ⅱ-007 ○ 0.02 80,733 11 9 0 0 106 0 0 36 庄内地区

土石流 新堤川 ｼﾝﾂﾂﾐｶﾞﾜ 飯塚市綱分、山倉 427-D-037 427-Ⅰ-004 ○ 0.09 99,941 14 0 0 0 2,092 0 0 37 庄内地区

土石流 山倉川 ﾔﾏｸﾗｶﾞﾜ 飯塚市山倉 427-D-038 427-Ⅱ-006 ○ 0.03 51,217 19 0 1 0 山倉公民分館 1,498 0 0 38 庄内地区

土石流 山倉川2 ﾔﾏｸﾗｶﾞﾜ 飯塚市山倉 427-D-039 427-N-001 ○ 0.13 134,818 28 17 1 1 山倉公民分館 644 0 0 39 庄内地区

土石流 中峠川-2 ﾅｶﾄｳｹﾞｶﾞﾜ 飯塚市入水 427-D-003 427-Ⅰ-003-2 0.08 80,698 27 27 1 1 入水公民館 0 0 0 3 庄内地区

土石流 中峠川-1 ﾅｶﾄｳｹﾞｶﾞﾜ 飯塚市入水 427-D-004 427-Ⅰ-003-1 0.04 80,717 27 0 1 0 入水公民館 0 0 0 4 庄内地区

土石流 荒谷川 ｱﾗﾀﾆｶﾞﾜ 飯塚市高倉 427-D-011 427-Ⅲ-009 0.86 51,210 1 0 0 0 0 0 0 11 庄内地区

土石流 多田川 ﾀﾀﾞｶﾞﾜ 飯塚市多田 427-D-031 427-Ⅰ-007 0.09 77,840 52 0 1 0 多田の里 0 0 0 31 庄内地区

土石流 赤松川2 ｱｶﾏﾂｶﾞﾜ 飯塚市綱分 427-D-035 427-Ⅰ-005 0.14 75,358 28 0 0 0 0 0 0 35 庄内地区

土石流 下勢田沢 ｼﾓｾｲﾀｻﾜ 飯塚市勢田 428-D-001 新規-01 ○ 0.01 35,183 25 0 1 0 下勢田公民館 215 0 0 1 頴田地区

土石流 木浦岐川 ｷｳﾗｷﾞｶﾜ 飯塚市勢田 428-D-002 428-Ⅱ-008 ○ 0.01 28,332 20 0 0 0 720 0 0 2 頴田地区

土石流 大城川(1) ﾀﾞｲｼﾞｮｳｶﾞﾜ 飯塚市勢田 428-D-003 428-Ⅰ-003 ○ 0.01 9,665 6 0 0 0 211 0 0 3 頴田地区

土石流 大城川(2) ﾀﾞｲｼﾞｮｳｶﾞﾜ 飯塚市勢田 428-D-004 428-Ⅱ-005 ○ ○ 0.02 13,714 18 6 1 0 東勢田第三公民館 511 1 0 4 頴田地区

土石流 東勢田川 ﾋｶﾞｼｾｲﾀｶﾜ 飯塚市勢田 428-D-005 428-Ⅰ-002 ○ 0.01 4,198 4 0 0 0 127 0 0 5 頴田地区

土石流 弥八ケ谷川 ﾔﾔｶﾞﾀﾆｶﾜ 飯塚市勢田 428-D-006 428-Ⅱ-007 ○ ○ 0.16 7,494 1 0 0 0 5,565 1 0 6 頴田地区

土石流 青池川 ｱｵｲｹｶﾜ 飯塚市勢田 428-D-007 428-Ⅱ-006 ○ 0.01 11,365 7 0 1 0 桜が丘公民館 46 0 0 7 頴田地区

土石流 小峠川3 ｺﾄｳｹﾞｶﾜ 飯塚市鹿毛馬 428-D-008 428-Ⅱ-004 ○ 0.02 11,586 6 0 0 0 336 0 0 8 頴田地区

土石流 小峠川 ｺﾄｳｹﾞｶﾜ 飯塚市鹿毛馬 428-D-009 428-Ⅰ-001 ○ 0.03 17,687 12 0 0 0 591 0 0 9 頴田地区

土石流 小峠川2 ｺﾄｳｹﾞｶﾜ 飯塚市鹿毛馬 428-D-010 428-Ⅱ-003 ○ 0.02 36,357 0 0 0 0 19 0 0 10 頴田地区

土石流 小峠川1 ｺﾄｳｹﾞｶﾜ 飯塚市鹿毛馬 428-D-011 428-Ⅱ-002 ○ 0.02 5,230 1 0 0 0 345 0 0 11 頴田地区

土石流 一ツ家川（3） ﾋﾁﾂﾔｶﾞﾜ 飯塚市鹿毛馬 428-D-012 428-Ⅲ-005 ○ 0.03 6,393 0 0 0 0 409 0 0 12 頴田地区

土石流 一ツ家川（2） ﾋﾁﾂﾔｶﾞﾜ 飯塚市鹿毛馬 428-D-013 428-Ⅲ-004 ○ 0.12 20,633 0 0 0 0 13,707 0 0 13 頴田地区

土石流 一ツ家川（1） ﾋﾁﾂﾔｶﾞﾜ 飯塚市鹿毛馬 428-D-014 428-Ⅲ-003 ○ 0.01 18,868 0 0 0 0 280 0 0 14 頴田地区

土石流 古谷東沢 ｺﾀﾆﾋｶﾞｼｻﾜ 飯塚市鹿毛馬 428-D-015 428-Ⅲ-002 ○ 0.02 16,495 0 0 0 0 293 0 0 15 頴田地区

土石流 牧龍川 ﾏｷﾘｭｳｶﾞﾜ 飯塚市鹿毛馬 428-D-016 428-Ⅱ-001 ○ 0.09 57,940 14 0 0 0 355 0 0 16 頴田地区

土石流 ナギノ川 ﾅｷﾞﾉｶﾞﾜ 飯塚市鹿毛馬 428-D-017 428-Ⅲ-001 ○ 0.06 52,850 6 0 0 0 52 0 0 17 頴田地区 
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１－９ 地すべり危険箇所 

遠賀川水系                                   

区

域

名 

幹

川

名 

渓

流

名 

所在地 

区域

面積

(ha) 

勾

配 

基盤

岩の

名称 

河川への

影響 

(×千 m3) 

保全

人家

(戸) 

公共施設等への影響 

（国－国道、県－県道、市町村－市町村道） 

（単位：ｍ）その他は略号表示 

耕地

(ha) 

九

郎

原 

内

住

川 

大

野

川 

内住 100.0 17 
蛇紋

岩 
3232 32 国 830 県 1050 町 1700 

駅 

JR 

1   

1180 
19.5 

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 

 

１－１０ 急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表 

飯塚県土整備事務所管内                          

区域名 所在地 指定面積(ha) 指定年月日 告示番号 

野添 飯塚市幸袋字野添 
0.5136 

0.1799 

S49.2.9 

S55.4.22 

188 

632 

荒巻 飯塚市川島字荒巻 0.248 S50.1.11 46 

南谷 飯塚市明星寺字屋敷 1.0229 S54.10.25 1604 

忠隈 飯塚市忠隈字段々 0.6912 S55.4.22 631 

忠隈 飯塚市忠隈字段々 宮ノ前 0.675 H21.3.23 508 

三緒浦 飯塚市柏の森字三緒浦 0.4672 S55.4.22 631 

大谷（一） 飯塚市勢田字大谷 0.5896 S56.2.24 247 

大谷（二） 飯塚市勢田字大谷 1.067 S56.2.24 247 

石丸 飯塚市口原字古堤 0.1019 S56.11.24 1750 

大谷（３） 飯塚市勢田字大谷 0.1567 S57.7.29 1117 

南尾 飯塚市南尾字辻 0.3069 S57.9.16 1376 

桜本 飯塚市下三緒字桜本 0.2736 S59.1.26 109 

大谷４ 飯塚市勢田字大谷 
0.1658 

0.097 

S59.12.11 

S62.10.15 

1859 

1538 

野添（３） 飯塚市幸袋字野添 0.1762 S61.7.22 1100 

有井 飯塚市有井字大道畑 0.079 S62.10.13 1502 

大谷５ 飯塚市勢田字大谷 0.1277 S63.10.18 1654 

片島一丁目(三) 飯塚市片島１丁目 0.115 H1.10.20 1687 

片島一丁目(二) 飯塚市片島１丁目 0.068 H1.10.20 1687 

長楽寺 飯塚市大分字長楽寺 0.118 H1.11.1 1765 

太郎丸 飯塚市太郎丸 0.1957 H3.12.11 2046 

奥ノ谷 飯塚市佐与字奥ノ谷 0.6213 H7.9.20 1612 

新町二区 飯塚市赤坂字山伏松 0.1275 H8.7.10 1275 

安恒 飯塚市安恒 0.3384 H16.3.5 383 

津原 飯塚市津原 1.9045 H16.3.8 430 

立岩 飯塚市立岩 0.6467 H16.3.10 449 

中村 飯塚市勢田 0.6454 H16.3.24 587 

小谷 飯塚市勢田 0.3258 H16.3.26 609 

古門 飯塚市内野字古門、迫山王  0.8584 H20.1.28 131 

高田 飯塚市高田字梅ケ本 0.2893 H25.11.15 1724 

天道 飯塚市天道字下石、字天神森 1.9966 H26.11.14 946 

勢田土手外 飯塚市勢田字苗代谷、字波打 0.5840 H28.12.27 900 

大城-2 飯塚市勢田字大城、字倉谷 0.5841 H29.10.27 686 

 合計 16.4328   

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 
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１－１１ 急傾斜地崩壊危険箇所 
市町村名：飯塚市 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

 自然現象の種類 区域の名称 区域の名称読みカナ 区域調書記載住所 区域の番号  旧危険箇所番号

特
別
警
戒
区
域

特
別
警
戒
区
域
人
家

面積
（㎡)

戸数 重複

公
共
建
物
戸
数

公
共
建
物
重
複

 公共建物内　　訳
面積
（㎡)

人
家
戸
数

公
共
建
物
戸
数

公共建物
内　　訳

図面 備考

急傾斜地の崩壊 本村 ホンムラ 飯塚市八木山 205-K-001 205-Ⅰ-079N ○ ○ 2,119 1 0 0 0 717 1 0 37 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村（i） ホンムラ(i) 飯塚市八木山 205-K-002 205‐Ⅱ‐084N ○ 1,012 0 0 0 0 248 0 0 38 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村（h） ホンムラ(h) 飯塚市八木山 205-K-003 205‐Ⅱ‐083N ○ ○ 8,647 3 0 0 0 3,907 1 0 39 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村（e） ホンムラ(e) 飯塚市八木山 205-K-004 205‐Ⅱ‐081N ○ 9,355 1 0 0 0 4,269 0 0 40 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村（c） ホンムラ(ｃ) 飯塚市八木山 205-K-005 205-Ⅱ‐079N ○ ○ 2,069 1 0 0 0 907 1 0 41 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村（d） ホンムラ(d) 飯塚市八木山 205-K-006 205-Ⅱ‐080N ○ ○ 4,098 1 0 0 0 1,730 1 0 42 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 八木山-2 ヤキヤマ-2 飯塚市八木山 205-K-007 205‐Ⅱ‐082N ○ ○ 1,638 2 0 0 0 456 2 0 43 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 鬼ヶ原 オニガハラ 飯塚市相田 205-K-008 205-Ⅱ-042N ○ ○ 7,486 9 0 0 0 2,846 1 0 44 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 古野（d） フルノ(d) 飯塚市建花寺 205-K-009 205-Ⅱ-036N ○ ○ 1,447 1 0 0 0 354 1 0 45 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 古野（c） フルノ(c) 飯塚市建花寺 205-K-010 205-Ⅱ-035N ○ ○ 2,089 2 0 0 0 458 2 0 46 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 古野（a） フルノ(a) 飯塚市建花寺 205-K-011 205-Ⅱ-014N ○ ○ 867 1 0 0 0 151 1 0 47 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 古野（b） フルノ(b) 飯塚市建花寺 205-K-012 205-Ⅱ-032N ○ ○ 2,946 1 0 0 0 955 1 0 48 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 古野（e） フルノ(e) 飯塚市建花寺 205-K-013 205-Ⅱ-033N ○ ○ 1,702 2 0 0 0 377 1 0 49 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 古野（f） フルノ(f) 飯塚市建花寺 205-K-014 205-Ⅱ-034N ○ ○ 2,106 1 0 0 0 641 1 0 50 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 池尻（a） イケジリ(a) 飯塚市蓮台寺 205-K-015 205-Ⅱ-055N ○ ○ 10,088 2 0 0 0 4,140 2 0 51 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 池尻 イケジリ 飯塚市蓮台寺 205-K-016 205-Ⅱ-054N ○ ○ 1,891 3 0 0 0 610 1 0 52 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 南谷 ミナミタニ 飯塚市明星寺 205-K-017 205-Ⅰ-080N ○ ○ 5,037 5 0 0 0 1,609 3 0 53 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 津島－１ ツシマ－１ 飯塚市津島 205-K-018 205-Ⅰ-003N-1 ○ ○ 5,319 9 0 0 0 1,383 5 0 48 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 津島－２ ツシマ－２ 飯塚市津島 205-K-019 205-Ⅰ-003N-2 ○ 2,692 1 1 0 0 1,026 0 0 49 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 津島－３ ツシマ－３ 飯塚市津島 205-K-020 205-Ⅰ-003N-3 ○ 334 0 0 0 0 61 0 0 50 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保 クボ 飯塚市津島 205-K-021 205-Ⅱ-022N ○ ○ 2,415 3 0 0 0 717 3 0 51 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上ノ谷－２ カミノタニ－２ 飯塚市津島 205-K-022 205-Ⅰ-016N-2 ○ 835 4 2 0 0 35 0 0 52 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上ノ谷－１ カミノタニ－１ 飯塚市津島 205-K-023 205-Ⅰ-016N-1 ○ ○ 2,311 6 0 1 0 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ楽めい舎 500 2 1
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

楽めい舎
53 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 下ノ谷－１ シモノタニ－１ 飯塚市津島 205-K-024 205-Ⅰ-017N-1 ○ ○ 3,235 6 0 0 0 468 3 0 54 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 下ノ谷－２ シモノタニ－２ 飯塚市津島 205-K-025 205-Ⅰ-017N-2 ○ ○ 2,626 3 0 0 0 785 3 0 55 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宝ノ木－１ ホウノキ－１ 飯塚市津島 205-K-026 205-Ⅰ-018N-1 ○ 1,154 2 0 0 0 224 0 0 56 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宝ノ木－２ ホウノキ－２ 飯塚市津島 205-K-027 205-Ⅰ-018N-2 ○ 3,819 2 0 0 0 1,103 0 0 57 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宝木(3)－１－１ ホウキ(3)－１－１ 飯塚市津島 205-K-028 205-Ⅱ-011N-1-1 ○ ○ 5,481 9 0 0 0 1,868 7 0 58 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宝木(2) ホウキ(2) 飯塚市津島 205-K-029 205-Ⅰ-004N ○ 2,080 0 0 0 0 439 0 0 59 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宝木(3)－１－２ ホウキ(3)－１－２ 飯塚市津島 205-K-030 205-Ⅱ-011N-1-2 ○ ○ 1,944 6 3 0 0 482 2 0 60 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 津島－４ ツシマ－４ 飯塚市津島 205-K-032 Kyu205-0051 ○ ○ 2,748 3 0 0 0 655 3 0 62 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 柳橋 ヤナギバシ 飯塚市柳橋 205-K-033 205-NK-009 ○ ○ 2,698 2 0 0 0 580 2 0 63 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 山ノ上 ヤマノウエ 飯塚市柳橋 205-K-034 205-Ⅰ-005N_006N ○ ○ 8,105 11 0 0 0 1,835 7 0 64 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 岩ヶ鼻－１ イワガハナ－１ 飯塚市柳橋 205-K-035 205-Ⅰ-007A-1 ○ ○ 787 2 0 0 0 96 1 0 65 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 岩ヶ鼻－２ イワガハナ－２ 飯塚市柳橋 205-K-036 205-Ⅰ-007A-2 ○ ○ 1,635 2 1 0 0 237 1 0 66 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 目尾－２ シャカノオ－２ 飯塚市吉北 205-K-037 205-NK-004 ○ ○ 925 1 0 0 0 225 1 0 67 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 第一勝負谷 ダイイチショブダニ 飯塚市吉北 205-K-038 205-Ⅱ-023N ○ 191 1 0 0 0 46 0 0 68 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 目尾－３ シャカノオ－３ 飯塚市吉北 205-K-039 205-NK-005 ○ ○ 2,324 4 0 0 0 368 3 0 69 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 目尾 シャカノオ 飯塚市吉北 205-K-040 Kyu205-0060 ○ 1,241 0 0 1 0 勝負谷公民館 348 0 1 勝負谷公民館 70 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 浜生－１ ハマオ－１ 飯塚市吉北 205-K-041 205-Ⅱ-012N-1 ○ 1,251 2 0 0 0 346 0 0 71 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 荒巻－３ アラマキ－３ 飯塚市川島 205-K-044 205-Ⅰ-026N-3 ○ ○ 2,040 9 0 0 0 135 5 0 74 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 荒巻－２ アラマキ－２ 飯塚市川島 205-K-045 205-Ⅰ-026N-2 ○ ○ 3,532 6 3 0 0 151 1 0 75 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 荒巻(1)－１ アラマキ(1)－１ 飯塚市川島 205-K-047 205-NK-005-1 ○ ○ 364 1 0 0 0 65 1 0 77 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 荒巻(1)－２ アラマキ(1)－２ 飯塚市川島 205-K-048 205-NK-005-2 ○ ○ 3,086 4 1 0 0 545 1 0 78 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 荒巻(1)－３ アラマキ(1)－３ 飯塚市川島 205-K-049 205-NK-005-3 ○ ○ 1,575 2 1 0 0 76 1 0 79 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 川島－１ カワシマ－１ 飯塚市川島 205-K-050 205-Ⅱ-045N-1 ○ ○ 1,545 5 0 0 0 186 4 0 80 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 川島－２ カワシマ－２ 飯塚市川島 205-K-051 205-Ⅱ-045N-2 ○ 544 1 0 0 0 61 0 0 81 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 川島－３ カワシマ－３ 飯塚市川島 205-K-052 205-Ⅱ-045N-3 ○ ○ 708 2 0 0 0 128 2 0 82 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 川島(1) カワシマ(1) 飯塚市川島 205-K-053 205-Ⅲ-003N ○ 873 0 0 0 0 174 0 0 83 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久世ヶ浦－２ クセガウラ－２ 飯塚市川島 205-K-054 205-Ⅰ-028A-2 ○ 1,379 4 1 0 0 69 0 0 84 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久世ヶ浦－３ クセガウラ－３ 飯塚市川島 205-K-055 205-Ⅰ-028A-3 ○ ○ 434 3 2 0 0 14 1 0 85 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久世ヶ浦－１ クセガウラ－１ 飯塚市川島 205-K-056 205-Ⅰ-028A-1 ○ ○ 4,783 63 0 0 0 1,621 1 0 86 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 高尾台団地－１ タカオダイダンチ－１ 飯塚市鯰田 205-K-058 205-Ⅰ-029N-1 ○ ○ 1,113 5 0 0 0 275 4 0 88 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 高尾台団地－３ タカオダイダンチ－３ 飯塚市鯰田 205-K-059 205-Ⅰ-029N-3 ○ ○ 1,396 61 0 0 0 211 61 0 89 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 柳町(5) ヤナギマチ(5) 飯塚市鯰田 205-K-060 205-Ⅰ-030N ○ ○ 3,402 1 0 0 0 890 1 0 90 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 柳町(4)－２ ヤナギマチ(4)－２ 飯塚市鯰田 205-K-061 205-NK-001-2 ○ ○ 781 1 0 0 0 197 1 0 91 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 柳町(4)－１ ヤナギマチ(4)－１ 飯塚市鯰田 205-K-062 205-NK-001-1 ○ ○ 332 1 0 0 0 70 1 0 92 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 柳町(6) ヤナギマチ(6) 飯塚市鯰田 205-K-063 205-Ⅱ-046N ○ ○ 2,350 5 0 0 0 668 4 0 93 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 簀子町(2)－１ スノコマチ(2)－１ 飯塚市鯰田 205-K-064 205-NK-004-1 ○ ○ 4,488 5 0 0 0 1,333 1 0 94 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 簀子町(2)－２ スノコマチ(2)－２ 飯塚市鯰田 205-K-065 205-NK-004-2 ○ ○ 275 6 0 0 0 59 1 0 95 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 簀子町(2)－３ スノコマチ(2)－３ 飯塚市鯰田 205-K-066 205-NK-004-3 ○ ○ 492 1 0 0 0 94 1 0 96 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 簀子町(b) スノコマチ(b) 飯塚市鯰田 205-K-067 205-Ⅱ-026N ○ ○ 686 2 0 0 0 120 2 0 97 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 簀子町(1) スノコマチ(1) 飯塚市鯰田 205-K-068 205-NK-003 ○ ○ 4,526 6 0 0 0 1,036 4 0 98 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 柳町(1) ヤナギマチ(1) 飯塚市鯰田 205-K-069 205-Ⅰ-031N ○ 1,871 1 0 0 0 499 0 0 99 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 柳町(2)－２ ヤナギマチ(2)－２ 飯塚市鯰田 205-K-070 205-Ⅰ-032N-2 ○ ○ 508 3 0 0 0 95 3 0 100 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 柳町(2)－１ ヤナギマチ(2)－１ 飯塚市鯰田 205-K-071 205-Ⅰ-032N-1 ○ ○ 629 1 0 0 0 152 1 0 101 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 栗尾(c) クリオ(c) 飯塚市鯰田 205-K-072 205-Ⅱ-049N ○ ○ 993 1 0 0 0 167 1 0 102 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 栗尾(a)－１ クリオ(a)－１ 飯塚市鯰田 205-K-073 205-Ⅱ-047N-1 ○ ○ 2,045 2 0 0 0 391 2 0 103 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 栗尾(a)－２ クリオ(a)－２ 飯塚市鯰田 205-K-074 205-Ⅱ-047N-2 ○ 1,200 2 0 0 0 175 0 0 104 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 栗尾(a)－３ クリオ(a)－３ 飯塚市鯰田 205-K-075 205-Ⅱ-047N-3 ○ ○ 1,838 1 0 0 0 266 1 0 105 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 栗尾(a)－４ クリオ(a)－４ 飯塚市鯰田 205-K-076 205-Ⅱ-047N-4 ○ ○ 1,133 1 0 0 0 293 1 0 106 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 栗尾 クリオ 飯塚市鯰田 205-K-077 205-Ⅰ-033N ○ ○ 1,580 3 0 0 0 512 2 0 107 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 鯰田－１ ナマズタ－１ 飯塚市鯰田 205-K-079 205-Ⅰ-052N-1 ○ ○ 449 3 0 0 0 81 1 0 109 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 市の間(1)－３ イチノマ(1)－３ 飯塚市鯰田 205-K-080 205-NK-002-3 ○ 3,997 6 0 0 0 1,151 0 0 110 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 市の間(1)－２ イチノマ(1)－２ 飯塚市鯰田 205-K-081 205-NK-002-2 ○ ○ 969 2 0 0 0 170 1 0 111 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(2) タテイワ(2) 飯塚市立岩 205-K-083 205-Ⅰ-053N ○ ○ 6,719 50 0 0 0 381 50 0 113 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久世ヶ浦(1) クセガウラ(1) 飯塚市立岩及び川島 205-K-084 205-NK-006 ○ ○ 1,788 1 0 0 0 463 1 0 114 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 中方(2) ナカカタ(2) 飯塚市立岩 205-K-085 205-NK-007 ○ ○ 4,901 2 0 1 0 筑豊病院 699 2 0 115 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 中方－１ ナカカタ－１ 飯塚市立岩 205-K-086 205-Ⅰ-046N-1 ○ ○ 1,414 1 0 0 0 271 1 0 116 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 中方－２ ナカカタ－２ 飯塚市立岩 205-K-087 205-Ⅰ-046N-2 ○ ○ 10,915 8 1 0 0 3,613 5 0 117 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 浦ノ谷－２ ウラノタニ－２ 飯塚市立岩 205-K-088 205-Ⅰ-047N-2 ○ ○ 1,542 2 0 0 0 329 2 0 118 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 浦ノ谷－１ ウラノタニ－１ 飯塚市立岩 205-K-089 205-Ⅰ-047N-1 ○ ○ 2,566 4 0 0 0 713 4 0 119 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 サコ サコ 飯塚市立岩 205-K-091 205-Ⅰ-048N ○ ○ 7,896 131 0 0 0 444 51 0 121 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(4) タテイワ(4) 飯塚市立岩 205-K-092 205-Ⅰ-049N ○ ○ 2,028 2 0 0 0 441 1 0 122 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(3)－１ タテイワ(3)－１ 飯塚市立岩 205-K-093 205-Ⅰ-051N-1 ○ 254 0 0 0 0 45 0 0 123 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(3)－２ タテイワ(3)－２ 飯塚市立岩 205-K-094 205-Ⅰ-051N-2 ○ ○ 593 1 0 0 0 120 1 0 124 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(3)－３ タテイワ(3)－３ 飯塚市立岩 205-K-095 205-Ⅰ-051N-3 ○ ○ 453 1 0 0 0 93 1 0 125 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(a)－１ タテイワ(a)－１ 飯塚市立岩 205-K-096 205-Ⅱ-058N-1 ○ ○ 4,076 10 0 0 0 1,119 3 0 126 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(a)－２ タテイワ(a)－２ 飯塚市立岩 205-K-097 205-Ⅱ-058N-2 ○ 321 0 0 0 0 56 0 0 127 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(a)－３ タテイワ(a)－３ 飯塚市立岩 205-K-098 205-Ⅱ-058N-3 ○ ○ 3,162 3 0 0 0 1,750 1 0 128 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(a)－４ タテイワ(a)－４ 飯塚市立岩 205-K-099 205-Ⅱ-058N-4 ○ 1,063 0 0 0 0 273 0 0 129 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(a)－５ タテイワ(a)－５ 飯塚市立岩 205-K-100 205-Ⅱ-058N-5 ○ 1,307 0 0 0 0 352 0 0 130 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 立岩(b) タテイワ(b) 飯塚市立岩 205-K-101 205-Ⅱ-060N ○ ○ 6,232 1 0 0 0 2,384 1 0 131 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 笠松－３ カサマツ－３ 飯塚市立岩 205-K-102 205-Ⅰ-054N-3 ○ 1,316 0 0 0 0 260 0 0 132 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 笠松－１ カサマツ－１ 飯塚市立岩 205-K-103 205-Ⅰ-054N-1 ○ ○ 1,584 3 0 0 0 264 3 0 133 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 笠松－２ カサマツ－２ 飯塚市立岩及び柏の森 205-K-104 205-Ⅰ-054N-2 ○ 963 0 0 0 0 206 0 0 134 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 笠松(2) カサマツ(2) 飯塚市立岩及び柏の森 205-K-105 205-NK-008 ○ ○ 5,094 3 0 0 0 594 1 0 135 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 柏の森 カヤノモリ 飯塚市柏の森 205-K-106 205-Ⅱ-059N ○ ○ 2,095 2 0 0 0 526 2 0 136 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 鳥越 トリゴエ 飯塚市柏の森 205-K-107 205-Ⅱ-061N ○ 1,025 0 0 0 0 180 0 0 137 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 徳永 トクナガ 飯塚市柏の森 205-K-108 205-Ⅰ-055N ○ 2,182 0 0 0 0 442 0 0 138 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(b) タキガシタ(b) 飯塚市柏の森 205-K-109 205-Ⅱ-071N ○ ○ 7,393 3 0 0 0 2,027 3 0 139 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(a) タキガシタ(a) 飯塚市柏の森 205-K-110 205-Ⅱ-073N ○ ○ 2,641 2 0 0 0 615 1 0 140 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(3)－１ タキガシタ(3)－１ 飯塚市柏の森 205-K-111 205-Ⅰ-072N-1 ○ ○ 5,730 11 0 0 0 1,725 4 0 141 飯塚地区 
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急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(2)－３ タキガシタ(2)－３ 飯塚市柏の森 205-K-112 205-Ⅰ-070N-3 ○ 1,170 0 0 0 0 275 0 0 142 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(2)－４ タキガシタ(2)－４ 飯塚市柏の森 205-K-113 205-Ⅰ-070N-4 ○ 601 1 0 0 0 115 0 0 143 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(2)－１ タキガシタ(2)－１ 飯塚市柏の森 205-K-114 205-Ⅰ-070N-1 ○ ○ 528 1 0 0 0 1 1 0 144 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(2)－２ タキガシタ(2)－２ 飯塚市柏の森 205-K-115 205-Ⅰ-070N-2 ○ ○ 1,605 3 0 0 0 327 2 0 145 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(3)－２ タキガシタ(3)－２ 飯塚市柏の森 205-K-116 205-Ⅰ-072N-2 ○ ○ 1,921 2 0 0 0 397 1 0 146 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(1)－２ タキガシタ(1)－２ 飯塚市柏の森 205-K-117 205-Ⅰ-073N-2 ○ 714 1 0 0 0 194 0 0 147 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(1)－１ タキガシタ(1)－１ 飯塚市柏の森 205-K-118 205-Ⅰ-073N-1 ○ 781 0 0 0 0 185 0 0 148 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(4)－２ タキガシタ(4)－２ 飯塚市柏の森 205-K-119 205-Ⅲ-004N-2 ○ 210 0 0 0 0 43 0 0 149 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 滝ヶ下(4)－１ タキガシタ(4)－１ 飯塚市柏の森 205-K-120 205-Ⅲ-004N-1 ○ ○ 3,004 2 0 0 0 941 1 0 150 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 三緒浦－２ ミオウラ－２ 飯塚市柏の森 205-K-121 205-Ⅰ-074N-2 ○ 1,941 0 0 0 0 442 0 0 151 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 三緒浦－１ ミオウラ－１ 飯塚市柏の森 205-K-122 205-Ⅰ-074N-1 ○ 3,446 1 0 0 0 960 0 0 152 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大野池－１ オオノイケ－１ 飯塚市柏の森及び下三緒 205-K-123 205-Ⅰ-075N-1 ○ ○ 15,793 28 0 1 0 金池集会所 1,873 9 0 153 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大野池－２ オオノイケ－２ 飯塚市下三緒 205-K-125 205-Ⅰ-075N-2 ○ ○ 6,692 15 0 0 0 1,735 9 0 155 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 桜本－１ サクラモト－１ 飯塚市下三緒 205-K-126 205-Ⅰ-071N-1 ○ ○ 5,425 34 0 0 0 150 4 0 156 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 桜本－２ サクラモト－２ 飯塚市下三緒 205-K-127 205-Ⅰ-071N-2 ○ ○ 870 2 0 0 0 104 2 0 157 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 前方(a)－１ マエカタ(a)－１ 飯塚市下三緒 205-K-129 205-Ⅱ-072N-1 ○ ○ 837 2 0 0 0 157 2 0 159 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 前方(a)－２ マエカタ(a)－２ 飯塚市下三緒 205-K-130 205-Ⅱ-072N-2 ○ ○ 175 1 0 0 0 16 1 0 160 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 前方(a)－３ マエカタ(a)－３ 飯塚市下三緒 205-K-131 205-Ⅱ-072N-3 ○ ○ 1,195 7 0 0 0 212 2 0 161 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大野池(2)－２ オオノイケ(2)－２ 飯塚市下三緒及び柏の森 205-K-132 205-NK-009-2 ○ ○ 1,713 2 0 0 0 506 2 0 162 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大野池(2)－１ オオノイケ(2)－１ 飯塚市下三緒及び柏の森 205-K-133 205-NK-009-1 ○ ○ 2,973 9 0 0 0 1,000 6 0 163 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大野池(3)－３ オオノイケ(3)－３ 飯塚市下三緒 205-K-136 205-NK-010-3 ○ 852 2 0 0 0 174 0 0 166 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 三緒浦(2)－３ ミオウラ(2)－３ 飯塚市下三緒 205-K-137 205-Ⅰ-076A-3 ○ ○ 443 2 0 0 0 86 1 0 167 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 三緒浦(2)－２ ミオウラ(2)－２ 飯塚市下三緒 205-K-138 205-Ⅰ-076A-2 ○ ○ 2,276 3 0 0 0 689 1 0 168 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 三緒浦(2)－１ ミオウラ(2)－１ 飯塚市下三緒 205-K-139 205-Ⅰ-076A-1 ○ 332 1 0 0 0 64 0 0 169 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 山内(1)－２ サンナイ(1)－２ 飯塚市下三緒 205-K-140 205-Ⅰ-077A-2 ○ 4,442 13 0 0 0 154 0 0 170 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 山内(1)－１ サンナイ(1)－１ 飯塚市下三緒 205-K-141 205-Ⅰ-077A-1 ○ 2,202 0 0 2 0
梶原内科医院
梶原医院デイ・ケア

54 0 0 171 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 山内(2)－２ サンナイ(2)－２ 飯塚市下三緒 205-K-142 205-Ⅰ-078A-2 ○ 6,248 11 8 2 2
老人ﾎｰﾑ
すこやかの里
梶原内科医院

1,647 0 0 172 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 山内(2)－１ サンナイ(2)－１ 飯塚市下三緒 205-K-143 205-Ⅰ-078A-1 ○ ○ 5,597 13 0 2 0
老人ﾎｰﾑ
すこやかの里
飯塚信用金庫

311 9 0 173 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 前方(b)－２ マエカタ(b)－２ 飯塚市下三緒 205-K-144 205-Ⅱ-086N-2 ○ ○ 3,405 6 0 0 0 775 3 0 174 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 前方(b)－１ マエカタ(b)－１ 飯塚市下三緒 205-K-146 205-Ⅱ-086N-1 ○ ○ 412 2 0 0 0 27 1 0 176 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 金池－１ カナイケ－１ 飯塚市下三緒 205-K-147 205-Ⅰ-084N-1 ○ 2,433 5 0 0 0 20 0 0 177 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 金池－２ カナイケ－２ 飯塚市下三緒 205-K-148 205-Ⅰ-084N-2 ○ 1,271 0 0 0 0 326 0 0 178 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 金池－３ カナイケ－３ 飯塚市下三緒 205-K-149 205-Ⅰ-084N-3 ○ ○ 1,815 4 0 0 0 621 3 0 179 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 金池(2) カナイケ(2) 飯塚市下三緒 205-K-150 205-NK-011-2 ○ 1,519 0 0 1 0 飯塚東公民館 436 0 1 飯塚東公民館 180 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 前方(c) マエカタ(c) 飯塚市下三緒 205-K-151 205-NK-011-1 ○ ○ 3,585 4 0 1 0 市立飯塚東小学校 227 1 0 181 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上三緒第一 カミミオダイイチ 飯塚市上三緒 205-K-152 205-Ⅰ-085A ○ ○ 6,339 6 0 0 0 300 2 0 182 飯塚地区

急傾斜地の崩壊  上三緒第三(1)－１ カミミオダイサン(1)－１ 飯塚市上三緒 205-K-153 205-Ⅰ-086N-1 ○ ○ 1,306 1 0 0 0 400 1 0 183 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上三緒第三(1)－２ カミミオダイサン(1)－２ 飯塚市上三緒 205-K-154 205-Ⅰ-086N-2 ○ ○ 2,905 4 0 0 0 813 4 0 184 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上三緒第三(2)  カミミオダイサン(2) 飯塚市上三緒 205-K-155 205-Ⅰ-088A ○ ○ 1,913 5 0 0 0 712 1 0 185 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上三緒第三(3)－２  カミミオダイサン(3)－２ 飯塚市上三緒 205-K-156 205-Ⅰ-087N-2 ○ 336 1 0 0 0 41 0 0 186 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上三緒第三(3)－１  カミミオダイサン(3)－１ 飯塚市上三緒 205-K-157 205-Ⅰ-087N-1 ○ ○ 4,969 3 0 0 0 1,636 1 0 187 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上三緒第二－２ カミミオダイニ－２ 飯塚市上三緒 205-K-158 205-Ⅱ-087N-2 ○ 560 1 0 0 0 131 0 0 188 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上三緒第二－１ カミミオダイニ－１ 飯塚市上三緒 205-K-159 205-Ⅱ-087N-1 ○ ○ 1,570 2 0 0 0 180 1 0 189 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 坂出－１ サカイデ－１ 飯塚市菰田 205-K-160 205-Ⅰ-083N-1 ○ ○ 299 1 0 0 0 67 1 0 190 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 坂出－２ サカイデ－２ 飯塚市菰田 205-K-161 205-Ⅰ-083N-2 ○ ○ 273 2 0 0 0 57 2 0 191 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 坂出－３ サカイデ－３ 飯塚市菰田 205-K-162 205-Ⅰ-083N-3 ○ ○ 606 3 0 0 0 129 2 0 192 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 坂出－４ サカイデ－４ 飯塚市菰田 205-K-163 205-Ⅰ-083N-4 ○ ○ 1,810 2 2 0 0 604 1 0 193 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 小堤－１ コヅツミ－１ 飯塚市菰田 205-K-164 205-Ⅰ-082N-1 ○ ○ 3,649 12 0 0 0 460 4 0 194 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 小堤－２ コヅツミ－２ 飯塚市菰田 205-K-165 205-Ⅰ-082N-2 ○ ○ 461 2 0 0 0 85 1 0 195 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西徳前(2) ニシトクゼン(2) 飯塚市西徳前 205-K-166 205-Ⅰ-067N ○ ○ 1,796 5 0 0 0 329 5 0 196 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西徳前 ニシトクゼン 飯塚市西徳前 205-K-167 205-Ⅰ-066A ○ ○ 373 3 0 0 0 82 3 0 197 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西町(2)－２ ニシマチ(2)－２ 飯塚市西町 205-K-168 205-Ⅰ-068N-2 ○ ○ 1,115 2 0 0 0 220 1 0 198 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西町(2)－１ ニシマチ(2)－１ 飯塚市西町 205-K-169 205-Ⅰ-068N-1 ○ ○ 1,999 3 0 0 0 410 3 0 199 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宮町(1) ミヤマチ(1) 飯塚市西町及び宮町 205-K-170 205-Ⅰ-069N ○ ○ 7,181 31 0 0 0 1,429 14 0 200 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宮町(2) ミヤマチ(2) 飯塚市宮町 205-K-171 205-Ⅱ-070N ○ ○ 3,294 5 0 0 0 986 3 0 201 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 片島(1)－２ カタシマ(1)－２ 飯塚市片島１丁目 205-K-174 205-Ⅰ-043N-2 ○ ○ 301 2 0 0 0 31 1 0 204 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 片島(1)－１ カタシマ(1)－１ 飯塚市片島１丁目 205-K-175 205-Ⅰ-043N-1 ○ ○ 754 4 0 0 0 105 2 0 205 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 片島(3)－２ カタシマ(3)－２ 飯塚市片島３丁目 205-K-176 205-Ⅰ-042N-2 ○ ○ 3,675 9 0 1 0 片島公民館 551 7 0 206 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 片島(3)－１ カタシマ(3)－１ 飯塚市片島３丁目 205-K-177 205-Ⅰ-042N-1 ○ ○ 1,317 2 0 1 0 塚本医院 401 1 1 塚本医院 207 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 東川津－２ ヒガシカワツ－２ 飯塚市川津 205-K-179 205-Ⅰ-041N-2 ○ ○ 1,402 2 0 0 0 246 1 0 209 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西川津 ニシカワツ 飯塚市川津 205-K-180 205-Ⅱ-057N ○ ○ 1,283 1 0 0 0 353 1 0 210 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西川津(1) ニシカワツ(1) 飯塚市川津 205-K-181 205-Ⅰ-040N ○ 533 0 0 0 0 85 0 0 211 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西川津(2)－２ ニシカワツ(2)－２ 飯塚市川津 205-K-183 205-Ⅰ-039N-2 ○ ○ 1,370 3 0 0 0 399 2 0 213 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 東横田 ヒガシヨコタ 飯塚市横田 205-K-184 205-Ⅰ-065N ○ 1,417 4 0 0 0 427 0 0 214 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 南横田－１ ミナミヨコタ－１ 飯塚市横田 205-K-185 205-Ⅰ-064N-1 ○ ○ 1,702 3 0 1 0 横田保育園 385 2 1 横田保育園 215 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 南横田－２ ミナミヨコタ－２ 飯塚市横田 205-K-186 205-Ⅰ-064N-2 ○ 89 0 0 1 1 横田保育園 15 0 1 横田保育園 216 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 花瀬団地 ハナセダンチ 飯塚市花瀬及び横田 205-K-187 205-Ⅰ-063A ○ 223 0 0 0 0 40 0 0 217 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宝満宮－４ ホウマングウ－４ 飯塚市花瀬 205-K-189 205-Ⅰ-036N-4 ○ ○ 464 1 0 0 0 63 1 0 219 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宝満宮－２ ホウマングウ－２ 飯塚市花瀬 205-K-190 205-Ⅰ-036N-2 ○ ○ 1,730 3 0 0 0 464 2 0 220 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 花瀬 ハナセ 飯塚市花瀬 205-K-191 205-NK-091 ○ 2,136 1 0 0 0 759 0 0 221 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宝満宮－１ ホウマングウ－１ 飯塚市花瀬 205-K-192 205-Ⅰ-036N-1 ○ ○ 2,187 1 0 0 0 607 1 0 222 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 潤野下 ウルノシタ 飯塚市潤野 205-K-193 205-Ⅰ-062A ○ ○ 1,685 3 0 0 0 300 3 0 223 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 潤野上－１ ウルノウエ－１ 飯塚市潤野 205-K-194 205-Ⅰ-061N-1 ○ ○ 527 1 0 0 0 46 1 0 224 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 潤野上－２ ウルノウエ－２ 飯塚市大日寺及び潤野 205-K-195 205-Ⅰ-061N-2 ○ ○ 802 2 0 0 0 165 2 0 225 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺(a)－２ ダイニチジ(a)－２ 飯塚市大日寺 205-K-196 205-Ⅱ-068N-2 ○ ○ 1,556 1 0 0 0 533 1 0 226 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺(a)－１ ダイニチジ(a)－１ 飯塚市大日寺 205-K-197 205-Ⅱ-068N-1 ○ ○ 2,766 2 0 0 0 955 2 0 227 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺－２ ダイニチジ－２ 飯塚市大日寺 205-K-198 205-Ⅰ-058N-2 ○ ○ 1,686 5 5 0 0 747 5 0 228 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺－１ ダオニチジ－１ 飯塚市大日寺 205-K-199 205-Ⅰ-058N-1 ○ ○ 1,573 5 0 0 0 547 5 0 229 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺(b)－２ ダイニチジ(b)－２ 飯塚市大日寺 205-K-200 205-Ⅱ-069N-2 ○ ○ 1,004 1 0 0 0 331 1 0 230 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺(b)－１ ダイニチジ(b)－１ 飯塚市大日寺 205-K-201 205-Ⅱ-069N-1 ○ 1,792 1 0 0 0 619 0 0 231 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宮裏 ミヤウラ 飯塚市大日寺 205-K-202 205-Ⅰ-060N ○ ○ 2,901 3 0 0 0 672 3 0 232 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 屋敷－４ ヤシキ－４ 飯塚市大日寺 205-K-203 205-Ⅰ-059N-4 ○ ○ 3,802 5 0 0 0 1,031 5 0 233 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 屋敷－３－１ ヤシキ－３－１ 飯塚市大日寺 205-K-204 205-Ⅰ-059N-3 ○ ○ 5,728 6 0 0 0 2,204 2 0 234 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 屋敷－２ ヤシキ－２ 飯塚市大日寺 205-K-205 205-Ⅰ-059N-2 ○ ○ 1,552 1 1 0 0 399 1 0 235 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 屋敷－１ ヤシキ－１ 飯塚市大日寺 205-K-206 205-Ⅰ-059N-1 ○ ○ 982 3 0 0 0 196 1 0 236 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺－１－２ ダイニチジ－１－２ 飯塚市大日寺 205-K-207 Kyu205-0151-2 ○ ○ 2,840 4 0 0 0 959 3 0 237 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺－１－１ ダイニチジ－１－１ 飯塚市大日寺 205-K-208 Kyu205-0151-1 ○ ○ 1,272 2 0 0 0 395 1 0 238 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺(d)－２ ダイニチジ(d)－２ 飯塚市大日寺 205-K-209 205-Ⅱ-066N-2 ○ ○ 2,260 1 0 0 0 771 1 0 239 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺(d)－１ ダイニチジ(d)－１ 飯塚市大日寺 205-K-210 205-Ⅱ-066N-1 ○ ○ 3,394 2 0 0 0 1,222 2 0 240 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺－３ ダイニチジ－３ 飯塚市大日寺 205-K-211 205-NK-100 ○ 5,424 0 0 1 0
身障者療養施設
梅香苑

726 0 0 241 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺(e)－２ ダイニチジ(e)－２ 飯塚市大日寺 205-K-212 205-Ⅱ-065N-2 ○ ○ 9,149 5 0 0 0 3,626 2 0 242 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大日寺(e)－１ ダイニチジ(e)－１ 飯塚市大日寺 205-K-213 205-Ⅱ-065N-1 ○ 5,765 0 0 0 0 2,225 0 0 243 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 北屋敷－３ キタヤシキ－３ 飯塚市明星寺 205-K-214 205-Ⅰ-081N-3 ○ ○ 1,669 1 1 0 0 129 1 0 244 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 北屋敷－２ キタヤシキ－２ 飯塚市明星寺 205-K-215 205-Ⅰ-081N-2 ○ ○ 3,234 3 0 0 0 1,035 3 0 245 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 北谷 キタタニ 飯塚市明星寺 205-K-216 205-Ⅱ-085N ○ 2,864 0 0 0 0 306 0 0 246 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 明星寺－３ ミョウジョウジ－３ 飯塚市明星寺 205-K-217 Kyu205-0165 ○ ○ 3,476 2 0 0 0 1,240 1 0 247 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 北屋敷－１ キタヤシキ－１ 飯塚市明星寺 205-K-218 205-Ⅰ-081N-1 ○ ○ 26,654 9 0 1 0 明星寺北谷公民館 10,846 4 0 248 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 明星寺－２ ミョウジョウジ－２ 飯塚市明星寺 205-K-219 Kyu205-0162 ○ ○ 2,364 2 0 0 0 814 2 0 249 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 明星寺－１ ミョウジョウジ－１ 飯塚市明星寺 205-K-220 Kyu205-0161 ○ 6,197 0 0 0 0 3,596 0 0 250 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村(ｄ) ホンムラ(d) 飯塚市八木山 205-K-221 205-Ⅱ-077N ○ 12,306 1 1 0 0 5,554 0 0 251 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村(ｃ) ホンムラ(ｃ) 飯塚市八木山 205-K-222 205-Ⅱ-076N ○ ○ 16,002 3 0 0 0 5,824 3 0 252 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 八木山－２ ヤキヤマ－２ 飯塚市八木山 205-K-223 205-NK-113 ○ ○ 1,715 1 0 0 0 493 1 0 253 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村(k)－１ ホンムラ(k)－１ 飯塚市八木山 205-K-224 205-Ⅱ-075N-1 ○ ○ 5,095 1 0 0 0 1,781 1 0 254 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村(k)－２ ホンムラ(k)－２ 飯塚市八木山 205-K-225 205-Ⅱ-075N-2 ○ ○ 1,195 1 1 0 0 373 1 0 255 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村(j) ホンムラ(j) 飯塚市八木山 205-K-226 205-Ⅱ-074N ○ ○ 4,426 3 0 0 0 1,390 2 0 256 飯塚地区 
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急傾斜地の崩壊 八木山－３ ヤキヤマ－３ 飯塚市八木山 205-K-227 Kyu205-0129 ○ 11,758 1 0 0 0 4,836 0 0 257 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 五反田－１ ゴタンダ－１ 飯塚市八木山 205-K-228 205-Ⅱ-050N-1 ○ ○ 674 1 0 0 0 186 1 0 258 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 五反田－２ ゴタンダ－２ 飯塚市八木山 205-K-229 205-Ⅱ-050N-2 ○ ○ 778 2 1 0 0 169 1 0 259 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾(1)－１ クボオ(1)－１ 飯塚市八木山 205-K-230 205-Ⅰ-057N-1 ○ ○ 1,889 1 0 0 0 703 1 0 260 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾(1)－３ クボオ(1)－３ 飯塚市八木山 205-K-232 205-Ⅰ-057N-3 ○ ○ 955 2 0 0 0 132 2 0 262 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾－１－１ クボオ－１－１ 飯塚市八木山 205-K-233 205-Ⅱ-051N-1 ○ ○ 6,661 2 0 0 0 2,135 1 0 263 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾－１－２ クボオ－１－２ 飯塚市八木山 205-K-234 205-Ⅱ-051N-2 ○ 1,928 0 0 0 0 533 0 0 264 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾(2) クボオ(2) 飯塚市八木山 205-K-235 205-Ⅰ-034N ○ ○ 24,621 4 0 1 0 八木山久保尾公民分館 9,135 2 0 265 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾(a)－１ クボオ(a)－１ 飯塚市八木山 205-K-236 205-Ⅱ-052N-1 ○ 284 1 0 0 0 69 0 0 266 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾(a)－２ クボオ(a)－２ 飯塚市八木山 205-K-237 205-Ⅱ-052N-2 ○ ○ 2,460 2 1 0 0 1,287 2 0 267 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾(b)－１ クボオ(b)－１ 飯塚市八木山 205-K-238 205-Ⅱ-062N-1 ○ ○ 3,374 1 0 0 0 1,581 1 0 268 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾(b)－２ クボオ(b)－２ 飯塚市八木山 205-K-239 205-Ⅱ-062N-2 ○ 4,072 1 1 0 0 1,176 0 0 269 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 八木山－１ ヤキヤマ－１ 飯塚市八木山 205-K-240 205-Ⅱ-063N ○ ○ 3,757 3 0 0 0 1,140 3 0 270 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾(c) クボオ(ｃ) 飯塚市八木山 205-K-241 205-Ⅱ-064N ○ ○ 554 1 0 0 0 113 1 0 271 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 池尻(b)－１ イケジリ(b)－１ 飯塚市蓮台寺 205-K-242 205-Ⅱ-053N-1 ○ 2,840 0 0 0 0 1,006 0 0 272 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 池尻(b)－２ イケジリ(b)－２ 飯塚市蓮台寺 205-K-243 205-Ⅱ-053N-2 ○ ○ 4,862 1 0 0 0 1,895 1 0 273 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 内浦(b) ウチウラ(b) 飯塚市建花寺 205-K-244 205-Ⅱ-027N ○ ○ 7,297 2 0 0 0 4,430 2 0 274 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 内浦(a) ウチウラ(a) 飯塚市建花寺 205-K-245 205-Ⅱ-028N ○ ○ 9,785 1 0 0 0 6,077 1 0 275 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 本村(b) ホンムラ(b) 飯塚市建花寺 205-K-246 205-Ⅱ-029N ○ 1,265 0 0 0 0 320 0 0 276 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 建花寺 ケンゲイジ 飯塚市建花寺 205-K-247 205-Ⅱ-031N ○ ○ 2,054 3 0 0 0 200 2 0 277 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 古野 フルノ 飯塚市建花寺 205-K-248 205-Ⅰ-019N ○ ○ 6,212 6 0 0 0 1,660 2 0 278 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 イリウ－４ イリウ－４ 飯塚市伊川 205-K-249 205-Ⅰ-035N-4 ○ ○ 7,116 10 0 0 0 805 3 0 279 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 イリウ－２ イリウ－２ 飯塚市伊川 205-K-251 205-Ⅰ-035N-2 ○ ○ 3,686 9 1 0 0 268 1 0 281 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 イリウ－１ イリウ－１ 飯塚市伊川 205-K-252 205-Ⅰ-035N-1 ○ ○ 1,047 2 0 0 0 69 2 0 282 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 乙丸(b) オトマル(b) 飯塚市伊川 205-K-253 205-Ⅱ-040N ○ ○ 1,681 2 0 1 0 社会保険 二瀬病院 180 1 1 283 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 伊川－１ イカワ－１ 飯塚市伊川 205-K-254 205-NK-082 ○ ○ 615 1 0 0 0 145 1 0 284 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 乙丸 オトマル 飯塚市伊川 205-K-255 205-Ⅰ-020N ○ ○ 7,906 8 0 1 0
医療法人親和会
コスモス苑

2,351 4 1
医療法人
親和会

コスモス苑
285 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 乙丸(e)－２ オトマル(e)－２ 飯塚市伊川 205-K-256 205-Ⅱ-038N-2 ○ ○ 2,038 5 1 0 0 337 3 0 286 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 乙丸(e)－１ オトマル(e)－１ 飯塚市伊川 205-K-257 205-Ⅱ-038N-1 ○ 5,040 3 0 0 0 1,791 0 0 287 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 乙丸(d) オトマル(d) 飯塚市伊川 205-K-258 205-Ⅱ-037N ○ ○ 2,833 2 0 0 0 666 2 0 288 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 伊川 イカワ 飯塚市伊川 205-K-259 205-Ⅲ-002N ○ 7,341 0 0 0 0 3,044 0 0 289 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 新相田(2)－１ シンアイダ(2)－１ 飯塚市相田 205-K-261 205-Ⅰ-021N-1 ○ ○ 1,678 4 0 0 0 353 4 0 291 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 新相田(1) シンアイダ(1) 飯塚市相田 205-K-262 205-Ⅰ-022N ○ 3,322 3 0 0 0 1,073 0 0 292 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 東相田(2) ヒガシアイダ(2) 飯塚市相田 205-K-263 205-Ⅰ-010N ○ ○ 1,242 3 0 0 0 73 1 0 293 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 東相田(b) ヒガシアイダ(b) 飯塚市相田 205-K-264 205-Ⅱ-020N ○ 685 1 0 0 0 145 0 0 294 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 相田－１ アイダ－１ 飯塚市相田 205-K-265 205-Ⅱ-019N ○ ○ 1,358 1 0 0 0 267 1 0 295 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 東相田(a) ヒガシアイダ(a) 飯塚市相田 205-K-266 205-Ⅱ-018N ○ 2,350 1 0 0 0 656 0 0 296 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西相田 ニシアイダ 飯塚市相田 205-K-267 205-Ⅰ-009A ○ ○ 2,072 7 0 0 0 699 6 0 297 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西相田－１ ニシアイダ－１ 飯塚市相田 205-K-268 205-Ⅱ-017N-1 ○ ○ 1,961 1 0 0 0 563 1 0 298 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西相田－２ ニシアイダ－２ 飯塚市相田 205-K-269 205-Ⅱ-017N-2 ○ ○ 1,647 1 1 0 0 344 1 0 299 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上相田(a) カミアイダ(a) 飯塚市相田 205-K-270 205-Ⅱ-016A ○ ○ 1,569 1 0 0 0 267 1 0 300 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 相田－３ アイダ－３ 飯塚市相田 205-K-271 205-NK-067 ○ ○ 841 1 0 0 0 166 1 0 301 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上相田 カミアイダ 飯塚市相田 205-K-272 205-Ⅰ-008N ○ 583 1 0 0 0 111 0 0 302 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 相田－２ アイダ－２ 飯塚市相田 205-K-273 205-Ⅲ-001N ○ 2,109 0 0 0 0 764 0 0 303 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上相田(e)－２ カミアイダ(e)－２ 飯塚市相田 205-K-274 205-Ⅱ-015N-2 ○ ○ 733 2 1 0 0 141 1 0 304 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上相田(e)－１ カミアイダ(e)－１ 飯塚市相田 205-K-275 205-Ⅱ-015N-1 ○ ○ 1,647 1 0 0 0 533 1 0 305 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上相田(d) カミアイダ(d) 飯塚市相田 205-K-276 205-Ⅱ-005N ○ ○ 2,132 2 0 0 0 475 2 0 306 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上相田(c) カミアイダ(ｃ) 飯塚市相田 205-K-277 205-Ⅱ-003N ○ ○ 2,158 2 0 0 0 768 2 0 307 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 上相田(b) カミアイダ(b) 飯塚市相田 205-K-278 205-Ⅱ-004N ○ ○ 16,056 3 0 0 0 8,087 2 0 308 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 相田－４ アイダ－４ 飯塚市相田 205-K-279 Kyu205-0003 ○ ○ 7,597 3 0 0 0 3,033 3 0 309 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 相田－５ アイダ－５ 飯塚市相田及び庄司 205-K-280 205-NK-076 ○ 3,497 3 0 1 0
㈲筑豊工産
デイケアサービス
センター大空園

945 0 0 310 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司(a)－１ ショウシ(a)－１ 飯塚市庄司 205-K-281 205-Ⅱ-001N-1 ○ ○ 28,946 3 0 0 0 18,270 2 0 311 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司(a)－２ ショウシ(a)－２ 飯塚市庄司 205-K-282 205-Ⅱ-001N-2 ○ ○ 6,527 4 2 0 0 2,189 2 0 312 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司(a)－３ ショウシ(a)－３ 飯塚市庄司 205-K-283 205-Ⅱ-001N-3 ○ ○ 10,278 2 2 0 0 4,283 1 0 313 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司(b) ショウシ(b) 飯塚市庄司 205-K-284 205-Ⅱ-002N ○ ○ 2,910 1 0 0 0 932 1 0 314 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司(1)－２ ショウシ(1)－２ 飯塚市庄司 205-K-286 205-Ⅰ-001A-2 ○ 3,337 0 0 1 1  社会福祉法人穂波学園 1,269 0 0 316 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司－２ ショウシ－２ 飯塚市庄司 205-K-287 205-NK-026 ○ 2,296 0 0 2 1  社会福祉法人穂波学園 510 0 1
社会福祉法人

穂波学園
317 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司－３ ショウシ－３ 飯塚市庄司 205-K-288 205-NK-027 ○ 2,006 1 0 1 1  社会福祉法人穂波学園 319 0 1
社会福祉法人

穂波学園
318 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司－４ ショウシ－４ 飯塚市庄司 205-K-289 205-NK-028 ○ 1,678 0 0 0 0 454 0 0 319 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司－１ ショウシ－１ 飯塚市庄司 205-K-290 205-Ⅱ-010N ○ 12,194 1 0 0 0 6,235 0 0 320 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司(2)－１ ショウシ(2)－１ 飯塚市庄司 205-K-291 205-Ⅰ-002N-1 ○ ○ 6,589 4 0 0 0 1,709 4 0 321 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 鷲口(c)－１ ワシグチ(c)－１ 飯塚市庄司 205-K-293 205-Ⅱ-009N-1 ○ 2,819 1 0 0 0 858 0 0 323 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 鷲口(c)－２ ワシグチ(c)－２ 飯塚市庄司 205-K-294 205-Ⅱ-009N-2 ○ ○ 2,472 2 1 0 0 665 2 0 324 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 鷲口(a) ワシグチ(a) 飯塚市庄司 205-K-295 205-Ⅱ-007N_205-Ⅱ-008N ○ ○ 4,740 2 0 0 0 1,506 2 0 325 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司－９－２ ショウシ－９－２ 飯塚市庄司 205-K-296 205-NK-115-2 ○ 357 0 0 1 1  軽費老人ホームいずみ苑 16 0 1
軽費老人ホーム

いずみ苑
326 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 和田(1)－１ ワダ(1)－１ 飯塚市庄司 205-K-298 205-Ⅰ-012N-1 ○ ○ 2,509 3 0 0 0 681 2 0 328 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 和田(1)－２ ワダ(1)－２ 飯塚市庄司 205-K-299 205-Ⅰ-012N-2 ○ 2,179 0 0 0 0 493 0 0 329 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 和田(2) ワダ(2) 飯塚市庄司 205-K-300 205-Ⅰ-013A ○ ○ 18,831 22 0 1 0 地産団地公民館 6,157 7 0 330 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司－８ ショウシ－８ 飯塚市庄司 205-K-301 205-NK-039 ○ ○ 4,148 3 0 0 0 1,206 2 0 331 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司－７ ショウシ－７ 飯塚市庄司 205-K-302 205-NK-038 ○ ○ 836 12 0 0 0 145 4 0 332 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司－５ ショウシ－５ 飯塚市庄司 205-K-303 205-NK-036 ○ ○ 1,065 3 0 0 0 258 1 0 333 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司－６ ショウシ－６ 飯塚市庄司 205-K-304 205-NK-037 ○ ○ 3,970 10 0 0 0 945 8 0 334 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西町(1)－１ ニシマチ(1)－１ 飯塚市中 205-K-305 205-Ⅰ-014N-1 ○ 844 2 0 0 0 194 0 0 335 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西町(1)－２ ニシマチ(1)－２ 飯塚市中 205-K-306 205-Ⅰ-014N-2 ○ ○ 836 4 0 0 0 228 3 0 336 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 野添(2)－１ ノゾエ(2)－１ 飯塚市幸袋 205-K-310 205-Ⅰ-024N-1 ○ ○ 1,254 32 0 0 0 248 4 0 340 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 野添(2)－２ ノゾエ(2)－２ 飯塚市幸袋 205-K-311 205-Ⅰ-024N-2 ○ ○ 693 4 0 0 0 111 1 0 341 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 幸袋西町－１ コウブクロニシマチ－１ 飯塚市幸袋 205-K-312 205-Ⅰ-023N-1 ○ ○ 629 4 0 0 0 160 3 0 342 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 幸袋西町－２ コウブクロニシマチ－２ 飯塚市幸袋 205-K-313 205-Ⅰ-023N-2 ○ ○ 998 5 1 0 0 142 3 0 343 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 幸袋－１－２ コウブクロ－１－２ 飯塚市幸袋 205-K-314 Kyu205-0077-2 ○ ○ 1,065 2 0 0 0 236 2 0 344 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 幸袋－１－１ コウブクロ－１－１ 飯塚市幸袋 205-K-315 Kyu205-0077-1 ○ ○ 1,682 9 0 0 0 565 5 0 345 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 砂原 スナハラ 飯塚市幸袋 205-K-316 205-Ⅰ-025A ○ ○ 4,965 14 0 0 0 196 2 0 346 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 池田 イケダ 飯塚市幸袋 205-K-317 205-Ⅱ-044N ○ 1,326 1 0 0 0 286 0 0 347 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 峰畑-1-2 ミネバタケ-1-2 鞍手郡小竹町大字勝野及び飯塚市目尾 401-K-095 401-NK-088 ○ 2,479 0 0 1,056 0 0 105 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 高藪－２ タカヤブ-２ 宮若市三ヶ畑、飯塚市建花寺 404-K-147 404-Ⅱ-152N ○ 2,184 0 0 816 0 0 247 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宝木(3)－２ ホウキ(3)－２ 飯塚市津島 205-K-031 205-Ⅱ-011N-2 1,898 5 1 0 0 － － － 61 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 浜生－２ ハマオ－２ 飯塚市吉北 205-K-042 205-Ⅱ-012N-2 300 1 1 0 0 － － － 72 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 薙野 ナギノ 飯塚市吉北 205-K-043 205-Ⅱ-013N 273 1 0 0 0 － － － 73 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 荒巻－１ アラマキ－１ 飯塚市川島 205-K-046 205-Ⅰ-026N-1 2,442 5 0 0 0 － － － 76 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 高尾台団地－２ タカオダイダンチ－２ 飯塚市鯰田 205-K-057 205-Ⅰ-029N-2 363 2 0 0 0 － － － 87 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 鯰田－２ ナマズタ－２ 飯塚市鯰田 205-K-078 205-Ⅰ-052N-2 231 1 0 0 0 － － － 108 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 市の間(1)－１ イチノマ(1)－１ 飯塚市鯰田 205-K-082 205-NK-002-1 330 0 0 0 0 － － － 112 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 中方－３ ナカカタ－３ 飯塚市立岩 205-K-090 205-Ⅰ-046N-3 3,538 2 0 3 0
筑豊教育事務所
飯塚市職員会館
立岩町内公民館

－ － － 120 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大野池－３ オオノイケ－３ 飯塚市下三緒 205-K-124 205-Ⅰ-075N-3 786 1 0 0 0 － － － 154 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 桜本－３ サクラモト－３ 飯塚市下三緒 205-K-128 205-Ⅰ-071N-3 1,029 2 0 0 0 － － － 158 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大野池(3)－２ オオノイケ(3)－２ 飯塚市下三緒及び柏の森 205-K-134 205-NK-010-2 4,430 25 7 0 0 － － － 164 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 大野池(3)－１ オオノイケ(3)－１ 飯塚市下三緒及び柏の森 205-K-135 205-NK-010-1 983 2 0 0 0 － － － 165 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 前方(b)－３ マエカタ(b)－３ 飯塚市下三緒 205-K-145 205-Ⅱ-086N-3 424 4 4 0 0 － － － 175 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 片島1丁目－１ カタシマ1チョウメ－１ 飯塚市片島１丁目 205-K-172 205-Ⅰ-045N 4,396 38 0 0 0 － － － 202 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 片島(1)－３ カタシマ(1)－３ 飯塚市片島１丁目 205-K-173 205-Ⅰ-043N-3 439 2 1 0 0 － － － 203 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 東川津－１ ヒガシカワツ－１ 飯塚市川津 205-K-178 205-Ⅰ-041N-1 1,128 1 0 0 0 － － － 208 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 西川津(2)－１ ニシカワツ(2)－１ 飯塚市川津 205-K-182 205-Ⅰ-039N-1 979 0 0 0 0 － － － 212 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 宝満宮－３ ホウマングウ－３ 飯塚市花瀬 205-K-188 205-Ⅰ-036N-3 113 0 0 0 0 － － － 218 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 久保尾(1)－２ クボオ(1)－２ 飯塚市八木山 205-K-231 205-Ⅰ-057N-2 359 1 0 0 0 － － － 261 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 イリウ－３ イリウ－３ 飯塚市伊川 205-K-250 205-Ⅰ-035N-3 1,441 0 0 0 0 － － － 280 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 新相田(2)－２ シンアイダ(2)－２ 飯塚市相田 205-K-260 205-Ⅰ-021N-2 1,165 3 0 0 0 － － － 290 飯塚地区 
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急傾斜地の崩壊 庄司(1)－１ ショウシ(1)－１ 飯塚市庄司 205-K-285 205-Ⅰ-001A-1 2,864 0 0 1 0  社会福祉法人穂波学園 － － － 315 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司(2)－２ ショウシ(2)－２ 飯塚市庄司 205-K-292 205-Ⅰ-002N-2 638 1 1 0 0 － － － 322 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 庄司－９－１ ショウシ－９－１ 飯塚市庄司 205-K-297 205-NK-115-1 2,014 0 0 1 0 軽費老人ホームいずみ苑 － － － 327 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 野添－３ ノゾエ－３ 飯塚市幸袋 205-K-307 205-Ⅰ-015N-3 1,455 6 1 0 0 － － － 337 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 野添－１ ノゾエ－１ 飯塚市幸袋 205-K-308 205-Ⅰ-015N-1 3,261 11 0 0 0 － － － 338 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 野添－２ ノゾエ－２ 飯塚市幸袋 205-K-309 205-Ⅰ-015N-2 3,898 15 1 0 0 － － － 339 飯塚地区

急傾斜地の崩壊 枝国三区 エダクニ 飯塚市枝国 426-K-001 426-Ⅰ-001N ○ ○ 2,477 11 0 0 0 481 1 0 14 穂波地区

急傾斜地の崩壊 忠隈(3) タダクマ 飯塚市忠隈、菰田 426-K-003 426-Ⅰ-012N ○ ○ 2,120 3 0 1 0  ◎ｱｯﾌﾟﾙﾘｰﾄのやわらぎ飯塚菰田 466 2 0 16 穂波地区

急傾斜地の崩壊 忠隈(A) タダクマ 飯塚市忠隈 426-K-004 426-Ⅰ-011A ○ ○ 130 1 0 0 0 28 1 0 17 穂波地区

急傾斜地の崩壊 忠隈(2) タダクマ 飯塚市忠隈 426-K-005 426-Ⅰ-010N ○ 1,070 2 0 1 0 ◎常葉保育園 236 0 0 18 穂波地区

急傾斜地の崩壊 忠営(A) チュウエイ 飯塚市忠隈 426-K-006 426-Ⅰ-009A ○ ○ 510 4 0 0 0 97 1 0 19 穂波地区

急傾斜地の崩壊 忠隈(1) タダクマ 飯塚市忠隈、南尾 426-K-007
426-Ⅰ-004N、Ⅰ-005N、

Ⅱ-004N、Ⅲ-001N
○ ○ 36,554 23 0 0 0 ①穂波東中学校 9,185 1 0 20 穂波地区

急傾斜地の崩壊 忠隈(B) タダクマ 飯塚市南尾 426-K-009 426-Ⅱ-005A ○ ○ 610 1 0 0 0 156 1 0 22 穂波地区

急傾斜地の崩壊 南尾-1 ミナミオ 飯塚市南尾、平恒 426-K-010 426-Ⅱ-006N ○ ○ 3,921 2 0 0 0 1,233 1 0 23 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(d) ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-011 426-Ⅱ-007N ○ ○ 9,183 5 0 0 0 3,399 3 0 24 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(A) ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-012 426-Ⅰ-029A ○ ○ 3,824 16 0 0 0 917 12 0 25 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(B)-2 ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-013 426-Ⅰ-030A-2 ○ ○ 7,758 11 11 0 0 2,724 1 0 26 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(B)-1 ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-014 426-Ⅰ-030A-1 ○ ○ 4,348 13 0 0 0 879 5 0 27 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(c) ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-015 426-Ⅱ-019N ○ ○ 2,781 3 0 0 0 988 3 0 28 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(2) ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-016 426-Ⅰ-031N ○ ○ 3,499 4 0 0 0 1,214 3 0 29 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(飯塚工業団地)-2 ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-017 426-Ⅱ-021N ○ ○ 850 2 2 0 0 246 1 0 30 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(飯塚工業団地) ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-018 426-Ⅱ-020A ○ ○ 10,092 12 1 0 0 2,589 2 0 31 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(飯塚工業団地)-3 ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-019 426-Ⅱ-022N、Ⅱ-023N ○ ○ 28,147 3 0 0 0 4,330 2 0 32 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(6)-1 ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-020 426-Ⅰ-039N-1 ○ ○ 6,136 2 0 0 0 2,248 1 0 33 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(6)-2 ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-021 426-Ⅰ-039N-2 ○ ○ 3,352 3 0 1 0 ②山渕集会所 844 2 0 34 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(5) ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-022 426-Ⅰ-038A ○ 1,717 2 2 0 0 229 0 0 35 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(3) ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-025 426-Ⅰ-027N ○ ○ 4,439 6 0 0 0 1,413 2 0 38 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒原口-2 ヒラツネハラグチ 飯塚市平恒 426-K-026 426-Ⅰ-026N-2 ○ ○ 912 7 0 0 0 279 4 0 39 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒原口-1 ヒラツネハラグチ 飯塚市平恒 426-K-027 426-Ⅰ-026N-1 ○ ○ 2,751 6 3 0 0 923 4 0 40 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(b) ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-028 426-Ⅰ-025N ○ ○ 8,408 7 0 1 0 ②平恒原口集会所 2,978 3 1 ②平恒原口集会所 41 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(a) ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-029 426-Ⅱ-018N ○ ○ 1,825 1 0 0 0 683 1 0 42 穂波地区

急傾斜地の崩壊 大陣-1 タイジン 飯塚市平恒 426-K-030 426-Ⅱ-017N ○ ○ 406 1 1 0 0 71 1 0 43 穂波地区

急傾斜地の崩壊 大陣-2 タイジン 飯塚市平恒、楽市 426-K-031 426-Ⅰ-023N、Ⅰ-024N ○ ○ 11,399 33 20 1 1 ②楽市東区第2集会所 3,628 22 0 44 穂波地区

急傾斜地の崩壊 楽市 ラクイチ 飯塚市楽市 426-K-032 426-Ⅱ-016N ○ ○ 4,576 3 0 0 0 1,289 1 0 45 穂波地区

急傾斜地の崩壊 大陣(1) タイジン 飯塚市楽市 426-K-033 426-Ⅰ-022N ○ ○ 2,881 6 0 0 0 552 5 0 46 穂波地区

急傾斜地の崩壊 楽市-2 ラクイチ 飯塚市楽市、天道 426-K-034 426-NK-001 ○ ○ 38,578 36 0 0 0 16,548 4 0 47 穂波地区

急傾斜地の崩壊 天道 テントウ 飯塚市天道、楽市 426-K-035 426-Ⅰ-021N ○ ○ 36,213 25 0 1 0 ▲ＪＲ天道駅 18,185 8 0 48 穂波地区

急傾斜地の崩壊 天道-1 テントウ 飯塚市天道 426-K-036 426-Ⅱ-028N ○ ○ 26,124 12 12 1 0 ▲天道ポンプ場 12,921 1 0 ▲天道ポンプ場 49 穂波地区

急傾斜地の崩壊 天道-2 テントウ 飯塚市天道 426-K-037 426-NK-002 ○ 4,827 9 0 0 0 1,833 0 0 50 穂波地区

急傾斜地の崩壊 太郎丸一区(b) タロウマルイック 飯塚市太郎丸 426-K-039 426-Ⅱ-014N ○ 2,197 1 0 0 0 910 0 0 52 穂波地区

急傾斜地の崩壊 太郎丸一区(a) タロウマルイック 飯塚市太郎丸 426-K-040 426-Ⅱ-015N ○ ○ 4,204 4 0 0 0 1,739 2 0 53 穂波地区

急傾斜地の崩壊 椋本 ムクモト 飯塚市椋本 426-K-041 426-Ⅱ-012N ○ 441 0 0 0 0 62 0 0 54 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(5)-1 タカタ 飯塚市高田 426-K-042 426-Ⅰ-035N-1 ○ 2,135 0 0 0 0 541 0 0 55 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(5)-2 タカタ 飯塚市高田 426-K-043 426-Ⅰ-035N-2 ○ 4,266 0 0 1 0 ◎天寿園 1,161 0 1 ◎天寿園 56 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(4)-1 タカタ 飯塚市高田 426-K-044 426-Ⅰ-032N-1 ○ ○ 18,061 4 0 0 0 9,117 3 0 57 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(4)-2 タカタ 飯塚市高田 426-K-045 426-Ⅰ-032N-2 ○ ○ 11,013 7 0 0 0 3,869 4 0 58 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(1) タカタ 飯塚市高田 426-K-046 426-Ⅰ-033N ○ ○ 5,484 4 0 0 0 2,196 3 0 59 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(b) タカタ 飯塚市高田 426-K-047 426-Ⅱ-025N ○ ○ 19,240 8 4 0 0 7,557 3 0 60 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(a) タカタ 飯塚市高田 426-K-048 426-Ⅱ-024N ○ ○ 5,534 4 0 0 0 2,218 3 0 61 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(d) タカタ 飯塚市高田 426-K-049 426-Ⅱ-026N ○ ○ 5,165 1 0 0 0 758 1 0 62 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(c) タカタ 飯塚市高田 426-K-050 426-Ⅱ-027N ○ ○ 5,361 2 0 0 0 1,334 2 0 63 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(2) タカタ 飯塚市高田 426-K-051 426-Ⅰ-034N ○ ○ 2,768 2 0 0 0 640 2 0 64 穂波地区

急傾斜地の崩壊 高田(3) タカタ 飯塚市高田 426-K-052 426-Ⅰ-015A ○ 5,561 0 0 1 0 ①高田小学校 1,877 0 1 ①高田小学校 65 穂波地区

急傾斜地の崩壊 本谷(b) ホンタニ 飯塚市舎利蔵 426-K-053 426-Ⅱ-008N ○ ○ 7,032 1 1 0 0 3,098 1 0 66 穂波地区

急傾斜地の崩壊 本谷(2) ホンタニ 飯塚市舎利蔵 426-K-054 426-Ⅰ-013N ○ ○ 6,382 3 2 0 0 2,801 2 0 67 穂波地区

急傾斜地の崩壊 本谷(1)-1 ホンタニ 飯塚市舎利蔵 426-K-055 426-Ⅰ-014N-1 ○ 21,893 2 2 1 1 ②本谷公民館 9,533 0 1 ②本谷公民館 68 穂波地区

急傾斜地の崩壊 本谷(1)-2 ホンタニ 飯塚市舎利蔵 426-K-056 426-Ⅰ-014N-2 ○ ○ 11,454 6 5 0 0 3,749 1 0 69 穂波地区

急傾斜地の崩壊 本谷(a) ホンタニ 飯塚市舎利蔵 426-K-057 426-Ⅱ-009N ○ ○ 4,913 2 2 0 0 1,386 1 0 70 穂波地区

急傾斜地の崩壊 舎利蔵-1 シャリクラ 飯塚市舎利蔵 426-K-058 426-Ⅱ-002N ○ 7,372 1 1 0 0 2,534 0 0 71 穂波地区

急傾斜地の崩壊 津原 ツワラ 飯塚市津原 426-K-059 426-Ⅰ-016N、Ⅱ-010N ○ ○ 9,850 5 0 1 0 ②津原公民館 3,194 2 1 ②津原公民館 72 穂波地区

急傾斜地の崩壊 津原-2 ツワラ 飯塚市津原 426-K-061 426-Ⅰ-017N ○ ○ 3,782 4 0 0 0 168 1 0 74 穂波地区

急傾斜地の崩壊 安恒(2) ヤスツネ 飯塚市安恒 426-K-062 426-Ⅰ-018N、Ⅰ-019N ○ ○ 20,703 13 0 2 0
②安恒公民館
▲安恒消防詰所

5,180 6 0 75 穂波地区

急傾斜地の崩壊 安恒(a) ヤスツネ 飯塚市安恒 426-K-063 426-Ⅱ-013N ○ ○ 1,175 2 0 0 0 454 1 0 76 穂波地区

急傾斜地の崩壊 弁分 ベンブン 飯塚市椿、弁分 426-K-065 426-Ⅰ-002N ○ 4,796 47 0 0 0 274 0 0 78 穂波地区

急傾斜地の崩壊 秋松 アキマツ 飯塚市小正、秋松 426-K-002 426-Ⅱ-001A 1,112 1 0 0 0 0 0 0 15 穂波地区

急傾斜地の崩壊 南尾 ミナミオ 飯塚市南尾 426-K-008 426-Ⅰ-006N 1,695 15 0 0 0 0 0 0 21 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒(4) ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-023 426-Ⅰ-037N 159 1 1 0 0 0 0 0 36 穂波地区

急傾斜地の崩壊 平恒1 ヒラツネ 飯塚市平恒 426-K-024 426-Ⅲ-003N 1,175 1 1 0 0 0 0 0 37 穂波地区

急傾斜地の崩壊 太郎丸 タロウマル 飯塚市太郎丸 426-K-038 426-Ⅰ-020N 3,727 7 0 0 0 0 0 0 51 穂波地区

急傾斜地の崩壊 津原-3 ツワラ 飯塚市津原 426-K-060 426-Ⅱ-011N 7,629 6 0 0 0 0 0 0 73 穂波地区

急傾斜地の崩壊 椿 ツバキ 飯塚市椿 426-K-064 426-Ⅰ-003A 1,793 0 0 1 0 ①穂波西中学校 0 0 0 77 穂波地区

急傾斜地の崩壊 湯ノ浦 ユノウラ 飯塚市阿恵 425-K-001 425-Ⅱ-007N ○ ○ 6,376 1 0 0 0 4,198 1 0 54 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 横山 ヨコヤマ 飯塚市内野 425-K-002 425-Ⅰ-016N ○ ○ 28,762 8 0 0 0 13,248 4 0 55 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 原田 ハラダ 飯塚市内野 425-K-003 425-Ⅰ-017N ○ ○ 21,926 8 0 0 0 9,109 8 0 56 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 見定 ケンジョウ 飯塚市内野 425-K-004 425-Ⅰ-019N ○ ○ 3,701 0 0 1 0 1,415 0 1 57 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 大石(a) オオイシ(a) 飯塚市内野 425-K-006 425-Ⅱ-010N ○ ○ 6,556 1 0 0 0 2,320 1 0 58 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 大石(b)-1 オオイシ(ｂ)-1 飯塚市内野 425-K-007 425-Ⅱ-011N-1 ○ ○ 3,974 2 0 0 0 2,119 1 0 59 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 大石(b)-2 オオイシ(ｂ)-2 飯塚市内野 425-K-008 425-Ⅱ-011N-2 ○ ○ 12,587 3 1 0 0 6,225 3 0 60 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－１ ﾅｲｼﾞｭｳ－１ 飯塚市内住 425-K-009 425-NK-001-1 ○ 21,559 0 0 0 0 8,433 0 0 96 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－２ ﾅｲｼﾞｭｳ－２ 飯塚市内住 425-K-010 425-NK-001-2 ○ 2,477 0 0 0 0 673 0 0 97 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－３ ﾅｲｼﾞｭｳ－３ 飯塚市内住 425-K-011 425-NK-001-3 ○ 7,344 0 0 0 0 2,131 0 0 98 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－４ ﾅｲｼﾞｭｳ－４ 飯塚市内住 425-K-012 425-NK-001-4 ○ 358 0 0 0 0 65 0 0 99 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－５ ﾅｲｼﾞｭｳ－５ 飯塚市内住 425-K-013 425-NK-001-5 ○ 1,412 0 0 0 0 415 0 0 100 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－６ ﾅｲｼﾞｭｳ－６ 飯塚市内住 425-K-014 425-NK-001-6 ○ 416 0 0 0 0 94 0 0 101 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－１０ ﾅｲｼﾞｭｳ－１０ 飯塚市内住 425-K-015 425-NK-003 ○ ○ 56,794 2 0 0 0 26,425 0 1 久保山公民館 102 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－１３ ﾅｲｼﾞｭｳ－１３ 飯塚市内住 425-K-016 425-NK-005 ○ 18,239 4 4 0 0 6,763 0 0 103 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 久保山 ｸﾎﾞﾔﾏ 飯塚市内住 425-K-017 425-Ⅰ-001N ○ ○ 26,245 9 0 0 0 13,886 3 0 104 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－１１ ﾅｲｼﾞｭｳ－１１ 飯塚市内住 425-K-018 425-NK-004-1 ○ 2,574 0 0 1 0
筑穂町消防団
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1,281 0 0 105 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－１２ ﾅｲｼﾞｭｳ－１２ 飯塚市内住 425-K-019 425-NK-004-2 ○ 12,011 0 0 0 0 8,892 0 0 106 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－７ ﾅｲｼﾞｭｳ－７ 飯塚市内住 425-K-020 425-NK-002-1 ○ 29,979 0 0 0 0 19,954 0 0 107 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－９ ﾅｲｼﾞｭｳ－９ 飯塚市内住 425-K-021 425-NK-002-3 ○ 1,581 0 0 0 0 404 0 0 108 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－８ ﾅｲｼﾞｭｳ－８ 飯塚市内住 425-K-022 425-NK-002-2 ○ 15,698 0 0 0 0 6,489 0 0 109 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 中畑(1) ﾅｶﾊﾀ(2) 飯塚市内住 425-K-023 425-Ⅰ-002N ○ 49,706 2 0 0 0 25,916 0 0 110 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－１４ ﾅｲｼﾞｭｳ－１４ 飯塚市内住 425-K-024 425-NK-006 ○ 17,266 1 0 0 0 6,274 0 0 111 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－１５ ﾅｲｼﾞｭｳ－１５ 飯塚市内住 425-K-025 425-NK-007-1 ○ 1,925 0 0 0 0 557 0 0 112 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－１６ ﾅｲｼﾞｭｳ－１６ 飯塚市内住 425-K-026 425-NK-007-2 ○ 1,873 0 0 0 0 453 0 0 113 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内住－１７ ﾅｲｼﾞｭｳ－１７ 飯塚市内住 425-K-027 425-NK-008 ○ 1,292 0 0 0 0 325 0 0 114 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 中畑(2)－１ ﾅｶﾊﾀ(2)－１ 飯塚市内住 425-K-028 425-Ⅱ-001N-1 ○ ○ 2,147 1 0 0 0 739 1 0 115 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 中畑(2)－２ ﾅｶﾊﾀ(2)－２ 飯塚市内住 425-K-029 425-Ⅱ-001N-2 ○ 5,901 0 0 0 0 2,226 0 0 116 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 中畑(2)－３ ﾅｶﾊﾀ(2)－３ 飯塚市内住 425-K-030 425-Ⅱ-001N-3 ○ 2,730 0 0 0 0 1,122 0 0 117 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 古野－２ ﾌﾙﾉ－２ 飯塚市大分 425-K-031 425-Ⅰ-004N-2 ○ 360 0 0 0 0 79 0 0 118 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 古野－１ ﾌﾙﾉ－１ 飯塚市大分 425-K-032 425-Ⅰ-004N-1 ○ ○ 4,302 3 0 0 0 1,443 1 0 119 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 長楽寺－１ ﾁｮｳﾗｸｼﾞ－１ 飯塚市大分 425-K-034 425-Ⅰ-003N-1 ○ ○ 15,044 66 0 0 0 4,498 59 0 121 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 長楽寺－２ ﾁｮｳﾗｸｼﾞ－２ 飯塚市大分 425-K-035 425-Ⅰ-003N-2 ○ 657 0 0 0 0 178 0 0 122 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 大分－４ ﾀﾞｲﾌﾞ－４ 飯塚市大分 425-K-036 425-NK-009 ○ ○ 6,710 3 0 0 0 2,591 2 0 123 筑穂地区 
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急傾斜地の崩壊 大分－６ ﾀﾞｲﾌﾞ－６ 飯塚市大分 425-K-037 425-NK-010-2 ○ 2,030 0 0 0 0 787 0 0 124 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 大分－５ ﾀﾞｲﾌﾞ－５ 飯塚市大分 425-K-038 425-NK-010-1 ○ ○ 6,356 11 0 0 0 2,091 3 0 125 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 大分－７ ﾀﾞｲﾌﾞ－７ 飯塚市大分 425-K-039 425-NK-011 ○ ○ 1,567 3 0 0 0 515 2 0 126 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 ソバ(1)－１ ｿﾊﾞ(1)－１ 飯塚市大分 425-K-040 425-Ⅰ-005N-1 ○ ○ 2,585 2 0 0 0 948 1 0 127 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 ソバ(2)－１ ｿﾊﾞ(1)－１ 飯塚市大分 425-K-042 425-Ⅰ-006N-1 ○ ○ 7,292 9 0 0 0 2,692 5 0 129 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 ソバ(2)－２ ｿﾊﾞ(2)－２ 飯塚市大分 425-K-043 425-Ⅰ-006N-2 ○ 2,566 4 0 0 0 178 0 0 130 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 大分－１ ﾀﾞｲﾌﾞ－１ 飯塚市大分 425-K-044 425-Ⅰ-007N-1 ○ ○ 26,947 2 0 0 0 14,177 2 0 131 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 大分－２ ﾀﾞｲﾌﾞ－２ 飯塚市大分 425-K-045 425-Ⅰ-007N-2 ○ 6,869 2 0 0 0 2,178 0 0 132 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 大分－３ ﾀﾞｲﾌﾞ－３ 飯塚市大分 425-K-046 425-Ⅰ-007N-3 ○ 2,659 0 0 0 0 783 0 0 133 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 水屋－１ ﾐｽﾞﾔ－１ 飯塚市大分 425-K-047 425-Ⅰ-008N-1 ○ 975 0 0 0 0 290 0 0 134 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 水屋－２ ﾐｽﾞﾔ－２ 飯塚市大分 425-K-048 425-Ⅰ-008N-2 ○ 1,459 1 0 0 0 622 0 0 135 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 水屋－３ ﾐｽﾞﾔ－３ 飯塚市大分 425-K-049 425-Ⅰ-008N-3 ○ ○ 6,183 9 1 0 0 2,254 3 0 136 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 水屋－４ ﾐｽﾞﾔ－４ 飯塚市大分 425-K-050 425-Ⅰ-008N-4 ○ 718 1 0 0 0 168 0 0 137 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 高峰－１ ﾀｶﾐﾈ－１ 飯塚市大分 425-K-051 425-Ⅰ-009N-1 ○ ○ 2,087 2 1 0 0 656 2 0 138 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 高峰－２ ﾀｶﾐﾈ－２ 飯塚市大分 425-K-052 425-Ⅰ-009N-2 ○ ○ 15,362 12 0 0 0 5,771 9 0 139 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 高峰－３ ﾀｶﾐﾈ－３ 飯塚市大分 425-K-053 425-Ⅰ-009N-3 ○ 778 4 1 0 0 277 0 0 140 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 吉田 ﾖｼﾀﾞ 飯塚市北古賀 425-K-054 425-Ⅰ-010N ○ ○ 3,667 5 0 0 0 1,318 2 0 141 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 向野(1)－１ ﾑｶｲﾉ(1)－１ 飯塚市北古賀 425-K-055 425-Ⅰ-011N-1 ○ 5,667 2 2 0 0 3,160 0 0 142 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 向野(1)－２ ﾑｶｲﾉ(1)－２ 飯塚市北古賀 425-K-056 425-Ⅰ-011N-2 ○ ○ 4,158 6 0 0 0 1,532 2 0 143 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 向野(1)－３ ﾑｶｲﾉ(1)－３ 飯塚市北古賀 425-K-057 425-Ⅰ-011N-3 ○ ○ 7,779 3 0 0 0 2,759 2 0 144 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 向野(2) ﾑｶｲﾉ(2) 飯塚市北古賀 425-K-058 425-Ⅰ-012N ○ ○ 34,541 9 0 0 0 15,822 5 0 145 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 平塚－５ ﾋﾗﾂｶ－５ 飯塚市平塚 425-K-059 425-Ⅱ-003N-2 ○ 428 1 0 0 0 24 0 0 146 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 平塚－４ ﾋﾗﾂｶ－４ 飯塚市平塚 425-K-060 425-Ⅱ-003N-1 ○ ○ 2,129 2 0 0 0 355 2 0 147 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 平塚－１ ﾋﾗﾂｶ－１ 飯塚市平塚 425-K-061 425-Ⅱ-002N-1 ○ ○ 682 2 0 0 0 165 2 0 148 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 平塚－２ ﾋﾗﾂｶ－２ 飯塚市平塚 425-K-062 425-Ⅱ-002N-2 ○ 194 0 0 0 0 33 0 0 149 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 平塚－３ ﾋﾗﾂｶ－３ 飯塚市平塚 425-K-063 425-Ⅱ-002N-3 ○ 1,656 1 0 1 0 平塚区出雲公民館 341 0 0 150 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 横山(2) ﾖｺﾔﾏ(2) 飯塚市平塚 425-K-064 425-Ⅰ-014N ○ ○ 14,573 3 0 0 0 7,275 1 0 151 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 平塚－６ ﾋﾗﾂｶ－６ 飯塚市平塚 425-K-065 425-NK-014 ○ 1,854 0 0 0 0 741 0 0 152 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 長尾－３ ﾅｶﾞｵ－３ 飯塚市長尾 425-K-066 425-NK-013-3 ○ 1,166 4 0 1 0 飯塚市筑穂公民館 27 0 0 153 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 長尾－２ ﾅｶﾞｵ－２ 飯塚市長尾 425-K-067 425-NK-013-2 ○ ○ 607 1 0 0 0 88 1 0 154 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 長尾－１ ﾅｶﾞｵ－１ 飯塚市長尾 425-K-068 425-NK-013-1 ○ ○ 3,271 3 0 1 0
飯塚市筑穂
老人福祉センター
筑寿苑

735 1 0 155 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 上馬屋敷－１ ｶﾐﾊﾞﾔｼｷ－１ 飯塚市馬敷 425-K-069 425-Ⅱ-004N-1 ○ 16,411 0 0 0 0 9,026 0 0 156 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 上馬屋敷－２ ｶﾐﾊﾞﾔｼｷ－２ 飯塚市馬敷 425-K-070 425-Ⅱ-004N-2 ○ ○ 15,776 2 0 0 0 8,548 2 0 157 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 山口－４ ﾔﾏｸﾞﾁ－４ 飯塚市山口 425-K-071 425-Ⅱ-006N-1 ○ 725 2 0 0 0 355 0 0 158 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 山口－５ ﾔﾏｸﾞﾁ－５ 飯塚市山口 425-K-072 425-Ⅱ-006N-2 ○ 5,137 2 2 0 0 2,625 0 0 159 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 山口－６ ﾔﾏｸﾞﾁ－６ 飯塚市山口 425-K-073 425-Ⅱ-006N-3 ○ 7,449 0 0 0 0 4,872 0 0 160 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 山口－７ ﾔﾏｸﾞﾁ－７ 飯塚市山口 425-K-074 425-Ⅱ-006N-4 ○ 3,590 0 0 0 0 2,043 0 0 161 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 山口－１ ﾔﾏｸﾞﾁ－１ 飯塚市山口 425-K-075 425-Ⅰ-015N-1 ○ 12,404 0 0 0 0 9,096 0 0 162 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 山口－２ ﾔﾏｸﾞﾁ－２ 飯塚市山口 425-K-076 425-Ⅰ-015N-2 ○ ○ 22,696 1 0 0 0 17,471 1 0 163 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 山口－３ ﾔﾏｸﾞﾁ－３ 飯塚市山口 425-K-077 425-Ⅰ-015N-3 ○ 5,521 0 0 0 0 1,903 0 0 164 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 山口－８ ﾔﾏｸﾞﾁ－８ 飯塚市山口 425-K-078 425-NK-012 ○ 18,486 0 0 0 0 9,327 0 0 165 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－１５ ｳﾁﾉ－１５ 飯塚市内野 425-K-079 425-NK-023-7 ○ ○ 2,577 2 0 0 0 834 2 0 166 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－１４ ｳﾁﾉ－１４ 飯塚市内野 425-K-080 425-NK-023-6 ○ ○ 11,112 1 0 0 0 4,324 1 0 167 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－１３ ｳﾁﾉ－１３ 飯塚市内野 425-K-081 425-NK-023-5 ○ ○ 5,136 1 0 1 1 大石公民館 2,437 1 0 168 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－１２ ｳﾁﾉ－１２ 飯塚市内野 425-K-082 425-NK-023-4 ○ ○ 9,573 5 2 1 0 大石公民館 3,328 2 0 169 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－１１ ｳﾁﾉ－１１ 飯塚市内野 425-K-083 425-NK-023-3 ○ ○ 2,728 4 2 0 0 695 2 0 170 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－１０ ｳﾁﾉ－１０ 飯塚市内野 425-K-084 425-NK-023-2 ○ ○ 15,252 3 0 0 0 5,924 1 0 171 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－９ ｳﾁﾉ－９ 飯塚市内野 425-K-085 425-NK-023-1 ○ 955 0 0 0 0 391 0 0 172 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－７ ｳﾁﾉ－７ 飯塚市内野 425-K-086 425-NK-018 ○ 1,047 0 0 0 0 394 0 0 173 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－６ ｳﾁﾉ－６ 飯塚市内野 425-K-087 425-NK-017 ○ 8,453 0 0 0 0 3,616 0 0 174 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－１ ｳﾁﾉ－１ 飯塚市内野 425-K-088 425-NK-015-1 ○ ○ 11,300 1 0 0 0 4,267 1 0 175 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－２ ｳﾁﾉ－２ 飯塚市内野 425-K-089 425-NK-015-2 ○ 1,949 0 0 0 0 112 0 0 176 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－３ ｳﾁﾉ－３ 飯塚市内野 425-K-090 425-NK-015-3 ○ 4,981 0 0 0 0 2,254 0 0 177 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 浦田－１ ｳﾗﾀ－１ 飯塚市内野 425-K-091 425-Ⅱ-009N-1 ○ 4,929 0 0 0 0 905 0 0 178 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 浦田－２ ｳﾗﾀ－２ 飯塚市内野 425-K-092 425-Ⅱ-009N-2 ○ 3,694 0 0 0 0 966 0 0 179 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 浦田－３ ｳﾗﾀ－３ 飯塚市内野 425-K-093 425-Ⅱ-009N-3 ○ 4,817 0 0 0 0 2,191 0 0 180 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－４ ｳﾁﾉ－４ 飯塚市内野 425-K-094 425-NK-016-1 ○ 1,666 0 0 0 0 460 0 0 181 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－５ ｳﾁﾉ－５ 飯塚市内野 425-K-095 425-NK-016-2 ○ ○ 9,373 3 0 0 0 3,109 3 0 182 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 内野－８ ｳﾁﾉ－８ 飯塚市内野 425-K-096 425-NK-019 ○ ○ 27,197 3 1 0 0 12,636 3 0 183 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 弥山－４ ﾔﾔﾏ－４ 飯塚市弥山 425-K-097 425-NK-020 ○ ○ 32,831 3 0 0 0 14,386 3 0 184 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 弥山－１ ﾔﾔﾏ－１ 飯塚市弥山 425-K-098 425-Ⅱ-008N-1 ○ 5,222 0 0 0 0 1,946 0 0 185 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 弥山－２ ﾔﾔﾏ－２ 飯塚市弥山 425-K-099 425-Ⅱ-008N-2 ○ ○ 25,307 6 1 0 0 10,417 1 0 186 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 弥山－３ ﾔﾔﾏ－３ 飯塚市弥山 425-K-100 425-Ⅱ-008N-3 ○ 6,631 0 0 0 0 3,353 0 0 187 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 弥山 ﾔﾔﾏ 飯塚市弥山 425-K-101 425-Ⅰ-018N ○ ○ 29,245 10 0 1 0 弥山公民館 10,793 3 0 188 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 弥山－５ ﾔﾔﾏ－５ 飯塚市弥山 425-K-102 425-NK-021-1 ○ ○ 1,794 1 0 0 0 419 1 0 189 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 弥山－６ ﾔﾔﾏ－６ 飯塚市弥山 425-K-103 425-NK-021-2 ○ 8,997 0 0 0 0 3,520 0 0 190 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 弥山－７ ﾔﾔﾏ－７ 飯塚市弥山 425-K-104 425-NK-022 ○ ○ 13,957 2 0 0 0 6,649 2 0 191 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 君ヶ畑－５ ｷﾐｶﾞﾊﾀ－５ 飯塚市弥山 425-K-105 425-Ⅰ-021N-5 ○ 4,984 6 2 0 0 1,458 0 0 192 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 君ヶ畑－４ ｷﾐｶﾞﾊﾀ－４ 飯塚市弥山 425-K-106 425-Ⅰ-021N-4 ○ ○ 13,387 9 0 0 0 4,790 6 0 193 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 君ヶ畑－３ ｷﾐｶﾞﾊﾀ－３ 飯塚市弥山 425-K-107 425-Ⅰ-021N-3 ○ 1,551 0 0 0 0 335 0 0 194 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 君ヶ畑－６ ｷﾐｶﾞﾊﾀ－６ 飯塚市弥山 425-K-108 425-Ⅰ-021N-6 ○ 3,504 0 0 0 0 1,101 0 0 195 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 君ヶ畑－２ ｷﾐｶﾞﾊﾀ－２ 飯塚市弥山 425-K-109 425-Ⅰ-021N-2 ○ ○ 4,086 3 2 0 0 1,603 2 0 196 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 君ヶ畑－１ ｷﾐｶﾞﾊﾀ－１ 飯塚市弥山 425-K-110 425-Ⅰ-021N-1 ○ ○ 14,888 7 0 0 0 7,258 5 0 197 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 桑曲－８ ｸﾜﾏｶﾞﾘ－８ 飯塚市桑曲 425-K-111 425-NK-029-1 ○ ○ 8,502 3 0 0 0 2,601 1 0 198 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 桑曲－９ ｸﾜﾏｶﾞﾘ－９ 飯塚市桑曲 425-K-112 425-NK-029-2 ○ 2,611 1 1 0 0 1,016 0 0 199 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 桑曲－１０ ｸﾜﾏｶﾞﾘ－１０ 飯塚市桑曲 425-K-113 425-NK-029-3 ○ ○ 5,270 3 0 0 0 1,629 2 0 200 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 桑曲－１ ｸﾜﾏｶﾞﾘ－１ 飯塚市桑曲 425-K-114 425-NK-024-1 ○ 1,804 0 0 0 0 874 0 0 201 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 桑曲－２ ｸﾜﾏｶﾞﾘ－２ 飯塚市桑曲 425-K-115 425-NK-024-2 ○ 9,014 0 0 0 0 5,447 0 0 202 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 桑曲－６ ｸﾜﾏｶﾞﾘ－６ 飯塚市桑曲 425-K-116 425-NK-027 ○ 3,357 0 0 0 0 1,327 0 0 203 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 桑曲－５ ｸﾜﾏｶﾞﾘ－５ 飯塚市桑曲 425-K-117 425-NK-026 ○ ○ 12,707 2 1 0 0 5,794 1 0 204 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 桑曲－３ ｸﾜﾏｶﾞﾘ－３ 飯塚市桑曲 425-K-118 425-NK-025-1 ○ ○ 5,895 1 0 0 0 3,432 1 0 205 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 桑曲－４ ｸﾜﾏｶﾞﾘ－４ 飯塚市桑曲 425-K-119 425-NK-025-2 ○ ○ 593 2 1 0 0 225 1 0 206 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 桑曲－７ ｸﾜﾏｶﾞﾘ－７ 飯塚市桑曲 425-K-120 425-NK-028 ○ 4,965 1 0 0 0 2,302 0 0 207 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 古門 フルカド 飯塚市内野 425-K-005 425-Ⅰ-020N 15,472 11 0 1 0 #VALUE! 0 0 0 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 古野－３ ﾌﾙﾉ－３ 飯塚市大分 425-K-033 425-Ⅰ-004N-3 470 1 0 0 0 0 0 0 120 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 ソバ(1)－２ ｿﾊﾞ－２ 飯塚市大分 425-K-041 425-Ⅰ-005N-2 1,481 1 1 0 0 0 0 0 128 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 宮ノ上 ﾐﾔﾉｳｴ 飯塚市長尾 425-Ⅰ-013N 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 平塚 ﾋﾗﾂｶ 飯塚市平塚 425-Ⅱ-005N 筑穂地区

急傾斜地の崩壊 中峠 ﾅｶﾄｳｹﾞ 飯塚市入水 427-K-001 427-Ⅰ-024N ○ 2,193 0 0 691 0 0 40 庄内地区

急傾斜地の崩壊 入水(a) ｲﾘﾐｽﾞ 飯塚市入水 427-K-002 427-Ⅱ-021N ○ ○ 1,210 1 0 276 1 0 41 庄内地区

急傾斜地の崩壊 入水 ｲﾘﾐｽﾞ 飯塚市入水 427-K-003 427-Ⅲ-003N ○ 4,581 0 0 1,184 0 0 42 庄内地区

急傾斜地の崩壊 入水(b) ｲﾘﾐｽﾞ 飯塚市入水 427-K-004 427-Ⅰ-025N ○ 3,463 2 0 944 0 0 43 庄内地区

急傾斜地の崩壊 高倉(b) ﾀｶｸﾗ 飯塚市高倉 427-K-005 427-Ⅱ-024N、Ⅲ-004N ○ ○ 8,722 1 0 2,544 1 0 44 庄内地区

急傾斜地の崩壊 高倉(a)-1 ﾀｶｸﾗ 飯塚市高倉 427-K-007 427-Ⅱ-023N-1 ○ 180 1 0 16 0 0 46 庄内地区

急傾斜地の崩壊 高倉(a)-2 ﾀｶｸﾗ 飯塚市高倉 427-K-008 427-Ⅱ-023N-2 ○ ○ 2,053 1 0 607 1 0 47 庄内地区

急傾斜地の崩壊 本村(e) ﾓﾄﾑﾗ 飯塚市筒野 427-K-009 427-N-020 ○ 769 0 0 145 0 0 48 庄内地区

急傾斜地の崩壊 本村(b)-1 ﾓﾄﾑﾗ 飯塚市筒野 427-K-010 427-Ⅱ-025N-1 ○ 842 1 0 29 0 0 49 庄内地区

急傾斜地の崩壊 本村(b)-2 ﾓﾄﾑﾗ 飯塚市筒野 427-K-011 427-Ⅱ-025N-2 ○ 530 0 0 97 0 0 50 庄内地区

急傾斜地の崩壊 本村(c) ﾓﾄﾑﾗ 飯塚市筒野 427-K-012 427-Ⅲ-005N ○ 19,442 0 0 7,368 0 0 51 庄内地区

急傾斜地の崩壊 本村(d) ﾓﾄﾑﾗ 飯塚市筒野 427-K-013 427-N-017 ○ ○ 8,093 2 2 0 2,821 1 0 52 庄内地区

急傾斜地の崩壊 本村-1 ﾓﾄﾑﾗ 飯塚市筒野 427-K-014 427-Ⅰ-29N-1、Ⅱ-22N ○ ○ 12,568 7 0 4,522 5 0 53 庄内地区

急傾斜地の崩壊 本村-2 ﾓﾄﾑﾗ 飯塚市筒野 427-K-015 427-Ⅰ-029N-2 ○ ○ 10,363 7 4 0 3,803 3 0 54 庄内地区

急傾斜地の崩壊 仁ノ尾(2) ﾆﾉｵ 飯塚市筒野 427-K-016 427-Ⅰ-027N ○ 2,286 0 1 筒野公民館 458 0 1 筒野公民館 55 庄内地区

急傾斜地の崩壊 仁ノ尾 ﾆﾉｵ 飯塚市筒野 427-K-017 427-Ⅰ-028N ○ ○ 1,148 1 0 210 1 0 56 庄内地区

急傾斜地の崩壊 筒野 ﾂﾂﾉ 飯塚市筒野 427-K-018 427-Ⅰ-026N ○ ○ 801 1 0 107 1 0 57 庄内地区 
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急傾斜地の崩壊 仁ノ尾(b) ﾆﾉｵb 飯塚市筒野 427-K-019 427-Ⅱ-020N ○ ○ 501 1 0 116 1 0 58 庄内地区

急傾斜地の崩壊 仁ノ尾(a)-1 ﾆﾉｵ 飯塚市筒野 427-K-020 427-Ⅱ-018N-1 ○ ○ 684 1 0 146 1 0 59 庄内地区

急傾斜地の崩壊 仁ノ尾(a)-2 ﾆﾉｵ 飯塚市筒野 427-K-021 427-Ⅱ-018N-2 ○ ○ 349 1 1 0 69 1 0 60 庄内地区

急傾斜地の崩壊 新町二区 ｼﾝﾏﾁﾆｸ 飯塚市赤坂、嘉麻市鴨生 427-K-022 427-Ⅰ-020N ○ 8,121 22 0 340 0 0 61 庄内地区

急傾斜地の崩壊 スダレ石(2)-1 ｽﾀﾞﾚｲｼ 飯塚市赤坂 427-K-024 427-Ⅰ-019A-1 ○ ○ 1,287 4 0 324 3 0 63 庄内地区

急傾斜地の崩壊 スダレ石(2)-2 ｽﾀﾞﾚｲｼ 飯塚市赤坂 427-K-025 427-Ⅰ-019A-2 ○ 2,443 1 1 簾石公民分館 437 0 0 64 庄内地区

急傾斜地の崩壊 新町(2) ｼﾝﾏﾁ 飯塚市赤坂 427-K-026 427-Ⅰ-021A ○ ○ 1,532 5 0 76 2 0 65 庄内地区

急傾斜地の崩壊 新町(1) ｼﾝﾏﾁ 飯塚市赤坂 427-K-027 427-Ⅰ-022N ○ 7,492 5 1
デイサービスセン
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3,062 0 0 66 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤坂(a) ｱｶｻｶ 飯塚市赤坂、筒野 427-K-028 427-Ⅲ-002N ○ 6,896 1 0 2,523 0 0 67 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤坂(b) ｱｶｻｶ 飯塚市赤坂 427-K-029 427-N-013 ○ 5,206 1 1 0 1,944 0 0 68 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤坂-2 ｱｶｻｶ 飯塚市赤坂、山倉 427-K-030 427-Ⅱ-017N-2 ○ ○ 18,724 2 0 9,374 1 0 69 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤坂-1 ｱｶｻｶ 飯塚市赤坂 427-K-031 427-Ⅱ-017N-1 ○ ○ 3,749 1 0 1,735 1 0 70 庄内地区

急傾斜地の崩壊 西平 ﾆｼﾋﾗ 飯塚市赤坂、山倉 427-K-032 427-Ⅰ-023N ○ ○ 14,731 8 0 5,685 5 0 71 庄内地区

急傾斜地の崩壊 山倉(a) ﾔﾏｸﾗ 飯塚市赤坂、山倉 427-K-033 427-Ⅱ-014N ○ 1,829 1 0 361 0 0 72 庄内地区

急傾斜地の崩壊 山倉(b) ﾔﾏｸﾗ 飯塚市山倉 427-K-034 427-Ⅱ-019N ○ 1,422 1 0 533 0 0 73 庄内地区

急傾斜地の崩壊 中村(a) ﾅｶﾑﾗ 飯塚市山倉 427-K-035 427-N-012 ○ 95 0 0 15 0 0 74 庄内地区

急傾斜地の崩壊 中村 ﾅｶﾑﾗ 飯塚市山倉 427-K-036 427-Ⅱ-015N ○ ○ 385 1 0 46 1 0 75 庄内地区

急傾斜地の崩壊 伏尾 ﾌｾｵ 飯塚市綱分 427-K-037 427-Ⅱ-013N ○ ○ 1,593 1 0 214 1 0 76 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤松(7) ｱｶﾏﾂ 飯塚市綱分 427-K-038 427-N-009 ○ ○ 8,420 1 0 5,282 1 0 77 庄内地区

急傾斜地の崩壊 関ノ山-1 ｾｷﾉﾔﾏ 飯塚市綱分 427-K-039 427-Ⅱ-010N ○ 1,762 0 0 372 0 0 78 庄内地区

急傾斜地の崩壊 関ノ山 ｾｷﾉﾔﾏ 飯塚市綱分 427-K-040 427-Ⅱ-009N ○ ○ 1,570 1 0 618 1 0 79 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤松(3) ｱｶﾏﾂ 飯塚市綱分 427-K-041 427-Ⅰ-018N ○ ○ 6,478 6 0 2,489 3 0 80 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤松(6) ｱｶﾏﾂ 飯塚市綱分 427-K-042 427-N-008 ○ ○ 7,594 2 1 0 2,670 1 0 81 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤松(a) ｱｶﾏﾂ 飯塚市綱分 427-K-043 427-Ⅱ-012N ○ ○ 1,353 1 0 281 1 0 82 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤松(c) ｱｶﾏﾂ 飯塚市綱分 427-K-044 427-N-010 ○ 497 0 0 29 0 0 83 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤松 ｱｶﾏﾂ 飯塚市綱分 427-K-045 427-Ⅰ-017N ○ ○ 3,512 2 0 1,445 2 0 84 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤松(2) ｱｶﾏﾂ 飯塚市綱分 427-K-046 427-Ⅰ-016N ○ ○ 986 1 0 127 1 0 85 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤松(b) ｱｶﾏﾂ 飯塚市綱分 427-K-048 427-Ⅲ-001N ○ 1,953 0 0 511 0 0 87 庄内地区

急傾斜地の崩壊 簾石 ｽﾀﾞﾚｲｼ 飯塚市綱分 427-K-049 427-Ⅱ-011N ○ 567 0 0 127 0 0 88 庄内地区

急傾斜地の崩壊 大坪-1 ｵｵﾂﾎﾞ 飯塚市綱分 427-K-052 427-Ⅰ-015N-1 ○ ○ 1,040 1 0 282 1 0 91 庄内地区

急傾斜地の崩壊 持田 ﾓﾁﾀﾞ 飯塚市綱分 427-K-053 427-Ⅰ-014N ○ ○ 5,379 9 0 2,160 3 0 92 庄内地区

急傾斜地の崩壊 綱分 ﾂﾅﾜｷ 飯塚市綱分 427-K-054 427-Ⅰ-013A ○ 2,110 0 0 651 0 0 93 庄内地区

急傾斜地の崩壊 立 ﾀﾁ 飯塚市綱分 427-K-055 427-Ⅰ-009N ○ ○ 2,840 2 1 立中央集会所 592 1 1 立中央集会所 94 庄内地区

急傾斜地の崩壊 関ノ台 ｾｷﾉﾀﾞｲ 飯塚市有安、綱分 427-K-056 427-Ⅰ-010N、Ⅰ-012N ○ 15,135 16 0 4,907 0 0 95 庄内地区

急傾斜地の崩壊 尾崎 ｵｻﾞｷ 飯塚市有安 427-K-057 427-Ⅱ-008N ○ ○ 2,100 4 0 153 3 0 96 庄内地区

急傾斜地の崩壊 鳥羽(3) ﾄﾊﾞ 飯塚市有安 427-K-058 427-N-002 ○ 1,841 25 0 702 0 0 97 庄内地区

急傾斜地の崩壊 鳥羽(1) ﾄﾊﾞ 飯塚市有安 427-K-060 427-Ⅰ-008A ○ ○ 4,508 25 0 1,477 2 0 99 庄内地区

急傾斜地の崩壊 鳥羽(5) ﾄﾊﾞ 飯塚市有安 427-K-061 427-N-004 ○ 1,664 1 0 379 0 0 100 庄内地区

急傾斜地の崩壊 鳥羽(2) ﾄﾊﾞ 飯塚市有井、有安、柏の森 427-K-062 427-Ⅰ-004A ○ ○ 12,418 96 0 3,511 66 0 101 庄内地区

急傾斜地の崩壊 有井-1 ｱﾘｲ 飯塚市有井 427-K-063 427-Ⅰ-005N-1 ○ 245 0 0 33 0 0 102 庄内地区

急傾斜地の崩壊 高畑 ﾀｶﾊﾀ 飯塚市有井 427-K-065 427-Ⅰ-006A ○ ○ 2,566 5 0 498 4 0 104 庄内地区

急傾斜地の崩壊 有井(a)-1 ｱﾘｲ 飯塚市有井 427-K-066 427-Ⅱ-003N-1 ○ 2,054 1 0 481 0 0 105 庄内地区

急傾斜地の崩壊 有井(a)-2 ｱﾘｲ 飯塚市有井 427-K-067 427-Ⅱ-003N-2 ○ ○ 1,065 1 1 0 176 1 0 106 庄内地区

急傾斜地の崩壊 浦の谷 ｳﾗﾉﾀﾆ 飯塚市庄内元吉 427-K-068 427-Ⅰ-001N ○ ○ 3,094 5 0 503 2 0 107 庄内地区

急傾斜地の崩壊 元吉(1) ﾓﾄﾖｼ 飯塚市庄内元吉 427-K-069 427-N-019 ○ 2,300 0 0 613 0 0 108 庄内地区

急傾斜地の崩壊 元吉 ﾓﾄﾖｼ 飯塚市庄内元吉 427-K-070 427-Ⅱ-001N ○ ○ 3,766 5 0 1,052 3 0 109 庄内地区

急傾斜地の崩壊 鳶の子-1 ｴﾝﾉｺ 飯塚市庄内元吉 427-K-071 427-Ⅰ-002N-1 ○ ○ 228 1 0 34 1 0 110 庄内地区

急傾斜地の崩壊 榎町 ｴﾉｷﾏﾁ 飯塚市庄内元吉 427-K-073 427-Ⅰ-003N ○ ○ 10,145 6 1 元吉公民館 3,072 6 0 112 庄内地区

急傾斜地の崩壊 榎町(a) ｴﾉｷﾏﾁ 飯塚市庄内元吉 427-K-074 427-N-005 ○ ○ 949 1 0 210 1 0 113 庄内地区

急傾斜地の崩壊 仁保(a) ﾆﾎ 飯塚市仁保 427-K-075 427-Ⅱ-005N ○ 1,245 2 0 213 0 0 114 庄内地区

急傾斜地の崩壊 仁保(b) ﾆﾎ 飯塚市仁保 427-K-076 427-Ⅱ-006N ○ ○ 1,982 2 0 548 2 0 115 庄内地区

急傾斜地の崩壊 さはせ ｻﾊｾ 飯塚市仁保 427-K-077 427-Ⅱ-007A ○ ○ 1,446 3 0 243 3 0 116 庄内地区

急傾斜地の崩壊 多田-1 ﾀﾀﾞ 飯塚市多田 427-K-079 427-Ⅰ-007N ○ 3,233 0 1
特別養護老人ホーム
多田の里

821 0 1
特別養護老人

ホーム
多田の里

118 庄内地区

急傾斜地の崩壊 高倉(d) ﾀｶｸﾗ 飯塚市高倉 427-K-006 427-N-014 987 2 0 0 0 0 45 庄内地区

急傾斜地の崩壊 新町-1 ｼﾝﾏﾁ 飯塚市赤坂 427-K-023 427-Ⅱ-016N 483 1 0 0 0 0 62 庄内地区

急傾斜地の崩壊 赤松(9) ｱｶﾏﾂ 飯塚市綱分 427-K-047 427-N-018 565 1 0 0 0 0 86 庄内地区

急傾斜地の崩壊 大坪-3 ｵｵﾂﾎﾞ 飯塚市綱分 427-K-050 427-Ⅰ-015N-3 1,676 3 1 栄町公民館 0 0 0 89 庄内地区

急傾斜地の崩壊 大坪-2 ｵｵﾂﾎﾞ 飯塚市綱分 427-K-051 427-Ⅰ-015N-2 838 1 0 0 0 0 90 庄内地区

急傾斜地の崩壊 鳥羽(4) ﾄﾊﾞ 飯塚市有安 427-K-059 427-N-003 717 13 0 0 0 0 98 庄内地区

急傾斜地の崩壊 有井-2 ｱﾘｲ 飯塚市有井 427-K-064 427-Ⅰ-005N-2 822 3 0 0 0 0 103 庄内地区

急傾斜地の崩壊 鳶の子-2 ｴﾝﾉｺ 飯塚市庄内元吉 427-K-072 427-Ⅰ-002N-2 287 1 0 0 0 0 111 庄内地区

急傾斜地の崩壊 さはせ(a) ｻﾊｾ 飯塚市仁保 427-K-078 427-N-006 492 1 0 0 0 0 117 庄内地区

急傾斜地の崩壊 土手外 ﾄﾞﾃﾎｶ 飯塚市勢田 428-K-001 428-Ⅱ-001N、Ⅱ-003N、Ⅱ-007N ○ ○ 29,890 9 0 0 0 12,390 7 0 18 頴田地区

急傾斜地の崩壊 波打（a） ﾅﾐｳﾁ 飯塚市勢田 428-K-002 428-Ⅱ-002N ○ ○ 1,196 2 0 0 0 361 2 0 19 頴田地区

急傾斜地の崩壊 波打（ｂ） ﾅﾐｳﾁ 飯塚市勢田 428-K-003 新規-14 ○ ○ 7,547 7 4 0 0 1,948 2 0 20 頴田地区

急傾斜地の崩壊 福門 ﾌｸﾓﾝ 飯塚市勢田 428-K-004 428-Ⅰ-002N ○ ○ 14,318 8 0 0 0 5,811 5 0 21 頴田地区

急傾斜地の崩壊 預ヶ坂-１ ｱｽﾞｶﾞｻｶ 飯塚市勢田 428-K-005 428-Ⅰ-003N-1 ○ 3,182 3 0 0 0 1,135 0 0 22 頴田地区

急傾斜地の崩壊 預ヶ坂-２ ｱｽﾞｶﾞｻｶ 飯塚市勢田 428-K-006 428-Ⅰ-003N-2 ○ ○ 1,845 3 2 0 0 665 3 0 23 頴田地区

急傾斜地の崩壊 北勢田（1） ｷﾀｾｲﾀ 飯塚市勢田 428-K-007 新規-03 ○ ○ 4,085 5 0 1 0
ケアセンター

イッセイ
695 2 1

ケアセンター
イッセイ

24 頴田地区

急傾斜地の崩壊 北勢田（2） ｷﾀｾｲﾀ 飯塚市勢田 428-K-008 新規-15 ○ ○ 7,421 5 0 0 0 2,549 4 0 25 頴田地区

急傾斜地の崩壊 明ヶ谷 ﾐｮｳｶﾞﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-009 428-Ⅰ-004N ○ 2,178 4 0 0 0 536 0 0 26 頴田地区

急傾斜地の崩壊 北勢田（3） ｷﾀｾｲﾀ 飯塚市勢田 428-K-010 新規-16 ○ ○ 1,315 2 0 0 0 311 1 0 27 頴田地区

急傾斜地の崩壊 下勢田（1） ｼﾓｾｲﾀ 飯塚市勢田 428-K-011 新規-17 ○ ○ 2,513 3 0 0 0 593 3 0 28 頴田地区

急傾斜地の崩壊 下勢田（2）-1 ｼﾓｾｲﾀ 飯塚市勢田 428-K-012 新規-18-1 ○ ○ 2,175 2 0 0 0 555 1 0 29 頴田地区

急傾斜地の崩壊 下勢田（2）-2 ｼﾓｾｲﾀ 飯塚市勢田 428-K-013 新規-18-2 ○ ○ 1,202 2 0 0 0 336 2 0 30 頴田地区

急傾斜地の崩壊 楠坂 ｸｽｻﾞｶ 飯塚市勢田 428-K-014 428-Ⅰ-011N ○ ○ 3,921 6 0 0 0 1,091 5 0 31 頴田地区

急傾斜地の崩壊 木浦岐（2） ｷｳﾗｷﾞ 飯塚市勢田 428-K-015 428-Ⅰ-005N ○ ○ 2,664 5 0 0 0 850 3 0 32 頴田地区

急傾斜地の崩壊 観現堂-１ ｺﾞﾝｹﾞﾝﾄﾞｳ 飯塚市勢田 428-K-016 428-Ⅰ-001A ○ 12,156 1 0 2 0
特別養護老人ホーム

かいた苑
3,598 0 2

特別養護老人
ホーム

かいた苑
33 頴田地区

急傾斜地の崩壊 木浦岐（1） ｷｳﾗｷﾞ 飯塚市勢田 428-K-017 新規-19 ○ ○ 5,816 4 0 0 0 2,204 1 0 34 頴田地区

急傾斜地の崩壊 柴車-１ ｼﾊﾞｸﾙﾏ 飯塚市勢田 428-K-018 428-Ⅱ-008N-1 ○ ○ 1,011 2 0 0 0 271 2 0 35 頴田地区

急傾斜地の崩壊 柴車-２ ｼﾊﾞｸﾙﾏ 飯塚市勢田 428-K-019 428-Ⅱ-008N-2 ○ ○ 1,406 1 0 0 0 467 1 0 36 頴田地区

急傾斜地の崩壊 勝守山-１ ｶﾂﾓﾘﾔﾏ 飯塚市勢田 428-K-020 428-Ⅰ-013N-1 ○ 6,439 3 0 0 0 2,120 0 0 37 頴田地区

急傾斜地の崩壊 勝守山-２ ｶﾂﾓﾘﾔﾏ 飯塚市勢田 428-K-021 428-Ⅰ-013N-2 ○ ○ 10,493 6 1 0 0 3,327 1 0 38 頴田地区

急傾斜地の崩壊 東勢田 ﾋｶﾞｼｾｲﾀ 飯塚市勢田 428-K-022 428-Ⅰ-014N ○ ○ 1,944 6 0 0 0 542 4 0 39 頴田地区

急傾斜地の崩壊 苗代谷 ﾅｴｼﾛﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-023 428-Ⅰ-015N ○ ○ 2,551 8 0 0 0 810 2 0 40 頴田地区

急傾斜地の崩壊 苗代谷（２） ﾅｴｼﾛﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-024 新規-01 ○ ○ 8,639 16 0 0 0 2,431 4 0 41 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大谷（2） ｵｵﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-025 428-Ⅰ-017N ○ ○ 8,219 25 10 0 0 804 2 0 42 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大谷-２ ｵｵﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-026 428-Ⅱ-006N ○ ○ 1,365 2 0 0 0 312 1 0 43 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大谷（4）-１ ｵｵﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-027 428-Ⅰ-007N ○ ○ 859 4 0 1 0 明治第二公民館 223 1 1 明治第二公民館 44 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大谷（3）(4) ｵｵﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-028 428-Ⅰ-009N ○ 6,995 30 0 0 0 372 3 0 45 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大谷-１ ｵｵﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-029 428-Ⅰ-006N ○ ○ 3,191 10 0 0 0 845 5 0 46 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大谷（6） ｵｵﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-032 新規-20 ○ ○ 2,701 5 0 0 0 933 2 0 49 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大谷（7） ｵｵﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-033 新規-21 ○ ○ 4,511 1 0 0 0 2,160 1 0 50 頴田地区

急傾斜地の崩壊 丸尾(ａ) ﾏﾙｵ 飯塚市勢田 428-K-034 428-Ⅱ-009N、Ⅱ-010N ○ ○ 6,470 4 0 0 0 1,983 2 0 51 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大城-２ ﾀﾞｲｼﾞｮｳ 飯塚市勢田 428-K-036 428-Ⅰ-020N-2 ○ ○ 15,784 23 0 1 0 東勢田第三公民館 6,148 4 0 53 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大城（３） ﾀﾞｲｼﾞｮｳ 飯塚市勢田 428-K-037 428-Ⅱ-011N ○ ○ 779 2 0 0 0 198 1 0 54 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大城（２） ﾀﾞｲｼﾞｮｳ 飯塚市勢田 428-K-038 428-Ⅰ-021N、Ⅱ-013N ○ ○ 11,829 22 18 1 1 東勢田第三公民館 4,339 6 1 東勢田第三公民館 55 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大城（４） ﾀﾞｲｼﾞｮｳ 飯塚市勢田 428-K-039 新規-04 ○ ○ 4,431 4 0 0 0 894 1 0 56 頴田地区

急傾斜地の崩壊 桜が丘（１） ｻｸﾗｶﾞｵｶ 飯塚市勢田 428-K-040 新規-05 ○ ○ 10,483 5 0 0 0 4,524 2 0 57 頴田地区

急傾斜地の崩壊 桜が丘（２） ｻｸﾗｶﾞｵｶ 飯塚市勢田 428-K-041 新規-06 ○ 2,541 1 0 0 0 732 0 0 58 頴田地区

急傾斜地の崩壊 預坂（４） ﾖｻｶ 飯塚市勢田 428-K-043 新規-02 ○ ○ 2,385 1 0 0 0 798 1 0 60 頴田地区

急傾斜地の崩壊 預坂（２）-１ ﾖｻｶ 飯塚市勢田 428-K-044 428-Ⅰ-018N-1 ○ ○ 945 1 0 0 0 255 1 0 61 頴田地区

急傾斜地の崩壊 預坂（２）-2 ﾖｻｶ 飯塚市勢田 428-K-045 428-Ⅰ-018N-2 ○ ○ 6,521 7 1 1 0 福ヶ坂公民館 2,386 5 0 62 頴田地区

急傾斜地の崩壊 新立（１） ｼﾝﾀﾂ 飯塚市勢田 428-K-047 新規-08 ○ 2,116 0 0 0 0 457 0 0 64 頴田地区

急傾斜地の崩壊 新立（２） ｼﾝﾀﾂ 飯塚市勢田 428-K-048 新規-09 ○ ○ 4,820 2 0 0 0 1,574 2 0 65 頴田地区 
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急傾斜地の崩壊 福坂 ﾌｸｻｶ 飯塚市勢田 428-K-049 428-Ⅱ-022N ○ 7,196 4 0 0 0 2,581 0 0 66 頴田地区

急傾斜地の崩壊 東勢田 ﾋｶﾞｼｾｲﾀ 飯塚市勢田 428-K-051 428-Ⅰ-016A ○ ○ 3,594 10 0 0 0 94 1 0 68 頴田地区

急傾斜地の崩壊 上蛇田 ｶﾐｼﾞｬﾀ 飯塚市勢田 428-K-052 428-Ⅱ-012N ○ ○ 2,270 2 0 0 0 1,022 1 0 69 頴田地区

急傾斜地の崩壊 上勢田西(１） ｶﾐｾｲﾀﾆｼ 飯塚市勢田 428-K-053 新規-11 ○ ○ 2,252 2 0 0 0 433 2 0 70 頴田地区

急傾斜地の崩壊 浦の谷 ｳﾗﾉﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-054 428-Ⅰ-012N ○ ○ 1,177 2 0 0 0 127 1 0 71 頴田地区

急傾斜地の崩壊 頴田小西 ｶｲﾀｼｮｳﾆｼ 飯塚市勢田 428-K-055 新規-24 ○ 1,591 1 0 1 1 頴田小学校 483 0 0 72 頴田地区

急傾斜地の崩壊 頴田小南 ｶｲﾀｼｮｳﾐﾅﾐ 飯塚市勢田 428-K-056 新規-25 ○ 838 2 0 0 0 146 0 0 73 頴田地区

急傾斜地の崩壊 上勢田西(２） ｶﾐｾｲﾀﾆｼ 飯塚市勢田 428-K-057 新規-12 ○ ○ 1,371 2 0 0 0 42 1 0 74 頴田地区

急傾斜地の崩壊 頴田小東 ｶｲﾀｼｮｳﾋｶﾞｼ 飯塚市勢田 428-K-058 新規-23 ○ 8,879 8 0 1 0 頴田小学校 399 0 0 75 頴田地区

急傾斜地の崩壊 柴車2 ｼﾊﾞｸﾙﾏ 飯塚市勢田、鹿毛馬 428-K-059 428-Ⅲ-001N ○ 7,122 0 0 0 0 2,068 0 0 76 頴田地区

急傾斜地の崩壊 牧野（１） ﾏｷﾉ 飯塚市鹿毛馬 428-K-060 新規-13 ○ 7,676 1 0 0 0 2,380 0 0 77 頴田地区

急傾斜地の崩壊 柴車3 ｼﾊﾞｸﾙﾏ 飯塚市鹿毛馬 428-K-061 428-Ⅲ-002N ○ 6,088 0 0 0 0 1,758 0 0 78 頴田地区

急傾斜地の崩壊 牧野 ﾏｷﾉ 飯塚市鹿毛馬 428-K-062 428-Ⅰ-027N ○ ○ 1,104 3 0 0 0 202 3 0 79 頴田地区

急傾斜地の崩壊 八反田2 ﾊｯﾀﾝﾀﾞ 飯塚市鹿毛馬 428-K-063 428-Ⅲ-003N ○ 2,116 0 0 0 0 349 0 0 80 頴田地区

急傾斜地の崩壊 田中（a） ﾀﾅｶ 飯塚市鹿毛馬 428-K-064 428-Ⅱ-017N、Ⅱ-018N ○ ○ 4,837 2 0 0 0 1,245 2 0 81 頴田地区

急傾斜地の崩壊 八反田-１ ﾊｯﾀﾝﾀﾞ 飯塚市鹿毛馬 428-K-065 428-Ⅱ-016N-1 ○ 2,286 2 0 0 0 614 0 0 82 頴田地区

急傾斜地の崩壊 八反田-２ ﾊｯﾀﾝﾀﾞ 飯塚市鹿毛馬 428-K-066 428-Ⅱ-016N-2 ○ ○ 846 1 0 0 0 147 1 0 83 頴田地区

急傾斜地の崩壊 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ 飯塚市鹿毛馬 428-K-067 428-Ⅰ-028N ○ ○ 992 1 0 0 0 236 1 0 84 頴田地区

急傾斜地の崩壊 古賀ノ下 ｺｶﾞﾉｼﾀ 飯塚市鹿毛馬 428-K-068 428-Ⅱ-019N ○ 945 1 0 0 0 134 0 0 85 頴田地区

急傾斜地の崩壊 六郎丸 ﾛｸﾛｳﾏﾙ 飯塚市鹿毛馬 428-K-069 428-Ⅱ-024N ○ 877 0 0 0 0 160 0 0 86 頴田地区

急傾斜地の崩壊 六郎丸（2） ﾛｸﾛｳﾏﾙ 飯塚市鹿毛馬 428-K-070 新規-27 ○ ○ 1,860 1 0 0 0 580 1 0 87 頴田地区

急傾斜地の崩壊 狩場 ｶﾘﾊﾞ 飯塚市鹿毛馬 428-K-071 428-Ⅱ-020N ○ ○ 2,702 1 0 0 0 821 1 0 88 頴田地区

急傾斜地の崩壊 東光 ﾄｳｺｳ 飯塚市鹿毛馬 428-K-072 428-Ⅱ-025N ○ ○ 3,133 1 0 0 0 1,055 1 0 89 頴田地区

急傾斜地の崩壊 涼町（3） ｽｽﾞﾏﾁ 飯塚市鹿毛馬 428-K-073 428-Ⅲ-004N ○ 1,418 0 0 0 0 253 0 0 90 頴田地区

急傾斜地の崩壊 涼町（2） ｽｽﾞﾏﾁ 飯塚市鹿毛馬 428-K-074 428-Ⅱ-021N ○ ○ 3,669 2 0 0 0 866 2 0 91 頴田地区

急傾斜地の崩壊 涼町（1）-１ ｽｽﾞﾏﾁ 飯塚市鹿毛馬 428-K-075 428-Ⅰ-029N-1 ○ ○ 1,248 1 0 0 0 359 1 0 92 頴田地区

急傾斜地の崩壊 涼町（1）-２ ｽｽﾞﾏﾁ 飯塚市鹿毛馬 428-K-076 428-Ⅰ-029N-2 ○ 761 1 0 0 0 214 0 0 93 頴田地区

急傾斜地の崩壊 ナギノ ﾅｷﾞﾉ 飯塚市鹿毛馬 428-K-077 428-Ⅱ-029N ○ 7,648 3 0 0 0 2,954 2 0 94 頴田地区

急傾斜地の崩壊 小峠 ｺﾄｳｹﾞ 飯塚市鹿毛馬 428-K-078 428-Ⅰ-022N ○ 1,106 0 0 0 0 289 0 0 95 頴田地区

急傾斜地の崩壊 小峠（1） ｺﾄｳｹﾞ 飯塚市鹿毛馬 428-K-079 428-Ⅰ-030N ○ ○ 3,770 7 0 0 0 966 4 0 96 頴田地区

急傾斜地の崩壊 小峠（３） ｺﾄｳｹﾞ 飯塚市鹿毛馬 428-K-080 新規-10 ○ 1,963 3 0 0 0 590 0 0 97 頴田地区

急傾斜地の崩壊 小峠（2） ｺﾄｳｹﾞ 飯塚市鹿毛馬 428-K-081 428-Ⅰ-023N ○ ○ 7,002 4 0 0 0 2,558 3 0 98 頴田地区

急傾斜地の崩壊 烏尾-１ ｶﾗｽｵ 飯塚市鹿毛馬 428-K-082 428-Ⅰ-032N-1 ○ 2,379 2 0 0 0 772 0 0 99 頴田地区

急傾斜地の崩壊 烏尾-２ ｶﾗｽｵ 飯塚市鹿毛馬 428-K-083 428-Ⅰ-032N-2 ○ ○ 509 1 0 0 0 93 1 0 100 頴田地区

急傾斜地の崩壊 姉ヶ谷 ｱﾈｶﾞﾀﾆ 飯塚市鹿毛馬 428-K-084 428-Ⅱ-026N ○ ○ 893 2 0 0 0 117 1 0 101 頴田地区

急傾斜地の崩壊 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ 飯塚市佐與 428-K-085 428-Ⅱ-028N ○ 1,210 1 0 0 0 85 0 0 102 頴田地区

急傾斜地の崩壊 奥ノ谷 ｵｸﾉﾀﾆ 飯塚市佐與、鯰田 428-K-086 新規-28 ○ 6,880 22 0 0 0 735 0 0 103 頴田地区

急傾斜地の崩壊 石丸（3） ｲｼﾏﾙ 飯塚市口原 428-K-089 新規-26 ○ ○ 7,039 11 0 0 0 1,929 9 0 106 頴田地区

急傾斜地の崩壊 石丸（2）-１ ｲｼﾏﾙ 飯塚市口原 428-K-090 428-Ⅱ-014N-1 ○ 941 1 0 0 0 197 0 0 107 頴田地区

急傾斜地の崩壊 石丸（2）-２ ｲｼﾏﾙ 飯塚市口原 428-K-091 428-Ⅱ-014N-2 ○ 630 0 0 0 0 97 0 0 108 頴田地区

急傾斜地の崩壊 石丸 ｲｼﾏﾙ 飯塚市口原 428-K-092 428-Ⅰ-025N ○ ○ 1,114 2 0 0 0 211 1 0 109 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大谷（1） ｵｵﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-030 428-Ⅰ-008N 4,134 11 0 0 0 0 0 0 47 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大谷（5） ｵｵﾀﾆ 飯塚市勢田 428-K-031 428-Ⅰ-010N 789 5 0 0 0 0 0 0 48 頴田地区

急傾斜地の崩壊 大城-１ ﾀﾞｲｼﾞｮｳ 飯塚市勢田 428-K-035 428-Ⅰ-020N-1 634 0 0 0 0 0 0 0 52 頴田地区

急傾斜地の崩壊 桜が丘（３） ｻｸﾗｶﾞｵｶ 飯塚市勢田 428-K-042 新規-07 652 1 0 0 0 0 0 0 59 頴田地区

急傾斜地の崩壊 新立（3） ｼﾝﾀﾂ 飯塚市勢田 428-K-046 新規-22 2,725 0 0 1 0 光ヶ丘学園 1,050 0 0 63 頴田地区

急傾斜地の崩壊 預坂（３） ﾖｻｶ 飯塚市勢田 428-K-050 428-Ⅰ-019A 2,212 4 0 0 0 0 0 0 67 頴田地区

急傾斜地の崩壊 神崎 ｶﾐｻｷ 飯塚市佐與 428-K-087 428-Ⅰ-026N 742 2 0 0 0 0 0 0 104 頴田地区

急傾斜地の崩壊 石丸（1） ｲｼﾏﾙ 飯塚市口原 428-K-088 428-Ⅰ-024A 1,319 6 0 0 0 0 0 0 105 頴田地区 
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１－１２ 道路危険箇所 

飯塚県土整備事務所管内                            令和 5年 4月現在 

道路種別 路線名 郡市 字 総合評価 危険内容 対策工法 

主地 飯塚大野城 飯塚市 高田 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 高田 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 高田 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 高田 防災カルテ 落石崩壊 落石防止鋼 

主地 飯塚大野城 飯塚市 高田 要対策 落石崩壊 落石防護棚工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 落石防止鋼 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 落石防止鋼 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 モルタル吹付け 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 要対策 落石崩壊 落石防止鋼 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 要対策 落石崩壊 落石防止鋼 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 要対策 落石崩壊 落石防止鋼 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 要対策 落石崩壊 落石防護棚工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 擁壁 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 落石防護棚 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 落石防護棚 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 落石防止棚 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 落石崩壊 吹付法枠工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 要対策 岩盤崩壊 落石防止網 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 岩盤崩壊 落石防止網 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 地すべり 
現場打法枠工 

アンカ－工 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 盛土 法面補護工 
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道路種別 路線名 郡市 字 総合評価 危険内容 対策工法 

主地 飯塚大野城 飯塚市 内住 防災カルテ 擁壁 もたれ式擁壁工 

主地 北九州小竹 飯塚市 鹿毛馬 防災カルテ 落石崩壊 法枠工 

主地 北九州小竹 飯塚市 鹿毛馬 防災カルテ 落石崩壊 法枠工 

主地 北九州小竹 飯塚市 勢田 防災カルテ 盛土 プレキャスト法枠工 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 落石崩壊 
重力擁壁 

落石防止鋼 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 落石崩壊 重力式擁壁 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 落石崩壊 法枠工 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 米山 防災カルテ 落石崩壊 
重力擁壁 

落石防護棚 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 落石崩壊 
擁壁(ブロック積み) 

ストーンガード 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 落石崩壊 コンクリート吹付け 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 落石崩壊 
重力擁壁 

落石防護棚 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 落石崩壊 モルタル吹付け 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 落石崩壊 
擁壁 

ストーンガード 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 要対策 落石崩壊 落石防止鋼 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 要対策 落石崩壊 落石防止鋼 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 要対策 落石崩壊 モルタル吹付け 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 落石崩壊 コンクリート吹付け 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 盛土 ジオグリッド 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 山口 防災カルテ 盛土 ブロック積 

主地 筑紫野筑穂 飯塚市 尾尻 防災カルテ 擁壁 裏込め注入 

一県 飯塚山田 飯塚市 上三緒 防災カルテ 落石崩壊 
吹付け取壊し 

モルタル吹付け 

一県 鶴三緒田川 飯塚市 栄町 防災カルテ 落石崩壊 厚層基材吹付け 

一県 鶴三緒田川 飯塚市 山倉 防災カルテ 落石崩壊 
吹付け取壊し 

モルタル吹付け 

一県 鶴三緒田川 飯塚市 山倉 防災カルテ 落石崩壊 モルタル吹付け 

一県 鶴三緒田川 飯塚市 高倉 防災カルテ 落石崩壊 モルタル吹付け 

一県 鶴三緒田川 飯塚市 高倉 防災カルテ 落石崩壊 モルタル吹付け 

一県 鶴三緒田川 飯塚市 高倉 要対策 落石崩壊 擁壁工 

一県 鶴三緒田川 飯塚市 高倉 要対策 擁壁 クラック樹脂注入 

一県 白川桑曲 飯塚市 桑曲 防災カルテ 落石崩壊 
吹付け取壊し 

現場打ち吹付け法枠 

一県 才田筑前内野(S)  内野 防災カルテ 落石崩壊 モルタル吹付け 

一県 才田筑前内野(S) 飯塚市 内野 防災カルテ 落石崩壊 モルタル吹付け 

一県 才田筑前内野(S) 飯塚市 内野 防災カルテ 落石崩壊 モルタル吹付け 

一県 才田筑前内野(S) 飯塚市 内野 防災カルテ 落石崩壊 モルタル吹付け 

一県 才田筑前内野(S) 飯塚市 内野 防災カルテ 落石崩壊 法枠工 

一県 才田筑前内野(S) 飯塚市 内野 防災カルテ 落石崩壊 法枠工 

一県 才田筑前内野(S) 飯塚市 内野 防災カルテ 落石崩壊 擁壁工 

一県 八木山若宮 飯塚市 八木山 防災カルテ 落石崩壊 落石防止鋼 

一県 八木山若宮 飯塚市 八木山 要対策 落石崩壊 落石防止鋼 

一県 八木山若宮 飯塚市 八木山 防災カルテ 落石崩壊 法面保護工 

一県 八木山若宮 飯塚市 八木山 要対策 落石崩壊 法面保護工 

一県 八木山若宮 飯塚市 八木山 要対策 落石崩壊 擁壁工・吹付工 

一県 八木山若宮 飯塚市 八木山 要対策 擁壁 地盤補強 

一国 ２００号 飯塚市 鯰田 防災カルテ 落石崩壊 法枠工 

一国 ２００号 飯塚市 内野 要対策 落石崩壊 ワイヤーロープ 

一国 ２００号 飯塚市 内野 防災カルテ 落石崩壊 ワイヤーロープ 

一国 ２００号 飯塚市 内野 要対策 落石崩壊 
法枠工 

ストンガード 
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道路種別 路線名 郡市 字 総合評価 危険内容 対策工法 

一国 ２００号 飯塚市 桑曲 防災カルテ 落石崩壊 ワイヤーロープ 

一国 ２００号 飯塚市 桑曲 防災カルテ 落石崩壊 
法面整形 

厚層基材吹付 

一国 ２００号 飯塚市 桑曲 防災カルテ 落石崩壊 法枠工 

一国 ２００号 飯塚市 桑曲牧ノ内 防災カルテ 落石崩壊 
のり枠工 

ストーンガード 

一国 ２００号 飯塚市 桑曲牧ノ内 要対策 落石崩壊 ストーンガード 

一国 ２００号 飯塚市 桑曲牧ノ内 要対策 落石崩壊 ストーンガード 

一国 ２００号 飯塚市 勢田 防災カルテ 盛土 アンカー工 

一国 ２００号 飯塚市 勢田 要対策 盛土 ブロック補修(石積） 

一国 ２００号 飯塚市 勢田 要対策 盛土 ブロック補修（石積） 

一国 ２００号 飯塚市 西徳前 防災カルテ 盛土 ブロック補修（石積） 

一国 ２００号 飯塚市 西徳前 防災カルテ 盛土 裏込材料・舗装工 

一国 ２００号 飯塚市 楽市 防災カルテ 盛土 盛土 

一国 ２００号 飯塚市 鯰田 防災カルテ 擁壁 アンカー工 

一国 ２００号 飯塚市 勢田 防災カルテ 
橋梁基礎 

の洗掘 

根固め工 

張ブロック工 

一国 ２００号 飯塚市 桑曲牧ノ内 防災カルテ 
橋梁基礎 

の洗掘 

根固め工 

張ブロック工 

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 
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１－１３ 山腹崩壊危険地区 

（国有林）                                  

危険地区番号 位置 保全対象 備考 

市町村 地区 市町村 大字 人家数 道路 
 

205 1 飯塚市 内野 4 国道 
 

205 2 飯塚市 内野 3 林道 
 

205 3 飯塚市 内野 1 林道 
 

205 4 飯塚市 女郎ケ原 5 国道 
 

205 5 飯塚市 庄司 5 
  

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 

 

（民有林）                                  

危険地区 

番号 
位置 

保全対象 

備考 人

家

数 

公共施設等 道路 

市町

村 
地区 市町村 大字 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 種類 

205 1 飯塚市 勢田 12 
          

市道 
  

205 2 飯塚市 勢田 20 
          

市道 
  

205 3 飯塚市 勢田 6 
             

205 4 飯塚市 勢田 9 
          

市道 
  

205 5 飯塚市 勢田 15 
          

市道 
  

205 6 飯塚市 勢田 12 
          

市道 
  

205 7 飯塚市 勢田 28 
          

市道 
  

205 8 飯塚市 勢田 10 保育所 1 
        

市道 
 

災害時配慮

者関連 

205 9 飯塚市 勢田 10 
          

市道 
  

205 10 飯塚市 勢田 22 
          

市道 
  

205 11 飯塚市 勢田 7 
          

市道 
  

205 12 飯塚市 勢田 9 
          

市道 
  

205 13 飯塚市 勢田 5 
          

市道 
  

205 14 飯塚市 勢田 13 
          

市道 
  

205 15 飯塚市 勢田 6 
          

市道 
  

205 16 飯塚市 勢田 12 
          

市道 
  

205 17 飯塚市 勢田 35 
          

市道 
  

205 18 飯塚市 勢田 8 
          

市道 
  

205 19 飯塚市 鹿毛馬 6 
          

市道 
  

205 20 飯塚市 鹿毛馬 4 
          

市道 
  

205 21 飯塚市 鹿毛馬 11 公民館 1 
        

市道 
  

205 22 飯塚市 鹿毛馬 28 公民館 1 
        

市道 
  

205 23 飯塚市 鹿毛馬 18 
          

市道 
  

205 24 飯塚市 鹿毛馬 15 
          

市道 
  

205 25 飯塚市 鹿毛馬 2 
          

市道 
  

205 26 飯塚市 綱分 6 
老人 

ホーム 
1 

介護支

援ｾﾝﾀｰ 
1 中学校 1 寺 1 

    

災害時要配

慮者関連 

205 27 飯塚市 綱分 30 
          

市道 
  

205 28 飯塚市 綱分 12 
          

市道 
  

205 29 飯塚市 入水 7 神社 1 
        

市道 
  

205 30 飯塚市 山倉 20 
          

市道 
  

205 31 飯塚市 高倉 1 
          

市道 
  

205 32 飯塚市 高倉 2 
          

市道 
  

205 33 飯塚市 高倉 1 
          

市道 
  

205 34 飯塚市 筒野 2 
          

市道 
  

205 35 飯塚市 筒野 35 
          

市道 
  

205 36 飯塚市 綱分 25 神社 1 
        

市道 
  

205 37 飯塚市 立岩 22 
教育事

務所 
1 

        
市道 

  

205 38 飯塚市 立岩 30 
          

市道 
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危険地区 

番号 
位置 

保全対象 

備考 人

家

数 

公共施設等 道路 

市町

村 
地区 市町村 大字 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 種類 

205 39 飯塚市 柏の森 16 警察署 1 
        

市道 
  

205 40 飯塚市 柏の森 9 
          

市道 
  

205 41 飯塚市 平恒 24 鉄道 1 
        

市道 
  

205 42 飯塚市 平恒 7 集会所 1 
        

市道 
  

205 43 飯塚市 楽市 150 鉄道 1 駅 1 郵便局 1 公民館 1 保育園 1 県道 市道 
災害時要配

慮者関連 

205 44 飯塚市 平塚 17 
          

市道 
  

205 45 飯塚市 平塚 15 
          

市道 
  

205 46 飯塚市 阿恵 9 
          

市道 
  

205 47 飯塚市 阿恵 2 
          

市道 
  

205 48 飯塚市 阿恵 4 
             

205 49 飯塚市 内野 17 
          

市道 
  

205 50 飯塚市 内野 12 
          

市道 
  

205 51 飯塚市 内野 13 公民館 1 
        

市道 
  

205 52 飯塚市 内野 8 
          

市道 
  

205 53 飯塚市 弥山 7 
          

県道 
  

205 54 飯塚市 弥山 40 公民館 1 
        

県道 市道 
 

205 55 飯塚市 弥山 7 
          

市道 
  

205 56 飯塚市 弥山 6 
          

市道 
  

205 57 飯塚市 弥山 
           

市道 
  

205 58 飯塚市 弥山 
           

市道 
  

205 59 飯塚市 内野 12 
          

市道 
  

205 60 飯塚市 内野 3 診療所 1 
        

市道 
  

205 61 飯塚市 内野 3 
             

205 62 飯塚市 内野 12 
          

市道 
  

205 63 飯塚市 内野 6 
          

市道 
  

205 64 飯塚市 内野 10 公民館 1 
        

市道 
  

205 65 飯塚市 内野 9 
          

市道 
  

205 66 飯塚市 内野 7 
          

市道 
  

205 67 飯塚市 内野 33 公民館 1 
        

市道 
  

205 68 飯塚市 桑曲 3 
          

県道 
  

205 69 飯塚市 桑曲 1 
          

県道 
  

205 70 飯塚市 桑曲 1 
          

市道 
  

205 71 飯塚市 桑曲 6 
          

県道 
  

205 72 飯塚市 桑曲 2 
          

市道 
  

205 73 飯塚市 桑曲 2 
          

市道 
  

205 74 飯塚市 内野 2 
          

市道 
  

205 75 飯塚市 内野 5 鉄道 1 
        

国道 
  

205 76 飯塚市 内野 2 
             

205 77 飯塚市 内野 31 公民館 1 鉄道 1 
      

国道 市道 
 

205 78 飯塚市 阿恵 10 鉄道 1 
        

市道 
  

205 79 飯塚市 阿恵 2 鉄道 1 
        

市道 
  

205 80 飯塚市 阿恵 11 神社 1 鉄道 1 
      

市道 
  

205 81 飯塚市 阿恵 26 
          

市道 
  

205 82 飯塚市 山口 3 
          

市道 
  

205 83 飯塚市 山口 11 
          

市道 
  

205 84 飯塚市 山口 7 
          

市道 
  

205 85 飯塚市 山口 7 
             

205 86 飯塚市 山口 
           

県道 
  

205 87 飯塚市 山口 6 
          

市道 
  

205 88 飯塚市 山口 6 
          

市道 
  

205 89 飯塚市 山口 6 
          

県道 市道 
 

205 90 飯塚市 山口 6 
          

市道 
  

205 91 飯塚市 山口 5 
          

市道 
  

205 92 飯塚市 山口 57 
          

県道 市道 
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危険地区 

番号 
位置 

保全対象 

備考 人

家

数 

公共施設等 道路 

市町

村 
地区 市町村 大字 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 種類 

205 93 飯塚市 山口 2 
          

県道 市道 
 

205 94 飯塚市 馬敷 30 
          

市道 
  

205 95 飯塚市 馬敷 5 
             

205 96 飯塚市 馬敷 11 
          

市道 
  

205 97 飯塚市 馬敷 3 
          

市道 
  

205 98 飯塚市 馬敷 2 
          

市道 
  

205 99 飯塚市 馬敷 2 
          

市道 
  

205 100 飯塚市 内住 30 
          

市道 
  

205 101 飯塚市 大分 97 鉄道 1 
        

県道 市道 
 

205 102 飯塚市 太郎丸 1 病院 1 
        

市道 
  

205 103 飯塚市 津原 28 
          

市道 
  

205 104 飯塚市 高田 1 
老人ホ

ーム 
1 

        
県道 

 

災害時要援

護者関連 

205 105 飯塚市 大分 40 
          

市道 
  

205 106 飯塚市 大分 22 
          

市道 
  

205 107 飯塚市 大分 12 鉄道 1 
        

市道 
  

205 108 飯塚市 大分 12 鉄道 1 
           

205 109 飯塚市 内住 1 
          

市道 
  

205 110 飯塚市 内住 15 
          

市道 
  

205 111 飯塚市 内住 2 
          

県道 
  

205 112 飯塚市 内住 10 
          

県道 
  

205 113 飯塚市 内住 12 
          

県道 
  

205 114 飯塚市 内住 10 公民館 1 
        

県道 市道 
 

205 115 飯塚市 内住 11 
          

市道 
  

205 116 飯塚市 内住 
           

県道 
  

205 117 飯塚市 内住 3 
          

県道 
  

205 118 飯塚市 内住 3 
          

市道 
  

205 119 飯塚市 内住 7 
          

市道 
  

205 120 飯塚市 舎利蔵 3 
          

市道 
  

205 121 飯塚市 高田 5 
          

市道 
  

205 122 飯塚市 高田 6 
          

県道 
  

205 123 飯塚市 高田 12 
          

県道 
  

205 124 飯塚市 高田 20 
          

市道 
  

205 125 飯塚市 高田 54 公民館 1 
        

市道 
  

205 126 飯塚市 舎利蔵 27 公民館 1 
        

市道 
  

205 127 飯塚市 舎利蔵 9 
          

市道 
  

205 128 飯塚市 安恒 18 
          

県道 市道 
 

205 129 飯塚市 明星寺 8 
          

市道 
  

205 130 飯塚市 明星寺 11 
          

市道 
  

205 131 飯塚市 大日寺 8 
          

市道 
  

205 132 飯塚市 伊川 11 
          

市道 
  

205 133 飯塚市 蓮台寺 8 
          

市道 
  

205 134 飯塚市 蓮台寺 1 
          

市道 
  

205 135 飯塚市 八木山 
           

国道 
  

205 136 飯塚市 蓮台寺 4 
          

市道 
  

205 137 飯塚市 蓮台寺 23 寺 1 
        

市道 
  

205 138 飯塚市 建花寺 13 
          

市道 
  

205 139 飯塚市 建花寺 3 
          

市道 
  

205 140 飯塚市 伊川 21 
          

市道 
  

205 141 飯塚市 相田 9 
          

市道 
  

205 142 飯塚市 相田 7 
          

市道 
  

205 143 飯塚市 相田 5 
          

市道 
  

205 144 飯塚市 川津 20 病院 1 
        

市道 
  

205 145 飯塚市 幸袋 16 
          

市道 
  

205 146 飯塚市 庄司 22 
          

市道 
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危険地区 

番号 
位置 

保全対象 

備考 人

家

数 

公共施設等 道路 

市町

村 
地区 市町村 大字 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 数量 種類 種類 

205 147 飯塚市 相田 24 
          

市道 
  

205 148 飯塚市 相田 11 
          

市道 
  

205 149 飯塚市 庄司 6 
          

市道 
  

205 150 飯塚市 庄司 3 
          

市道 
  

205 151 飯塚市 庄司 12 
          

市道 
  

205 152 飯塚市 庄司 7 
          

市道 
  

205 153 飯塚市 庄司 4 
          

市道 
  

205 154 飯塚市 庄司 5 
          

市道 
  

205 155 飯塚市 津島 11 
          

市道 
  

205 156 飯塚市 津島 32 
          

市道 
  

205 157 飯塚市 津島 29 
          

市道 
  

205 158 飯塚市 柳橋 43 
          

市道 
  

205 159 飯塚市 目尾 20 
          

市道 
  

205 160 飯塚市 八木山 6 
          

県道 
  

205 161 飯塚市 八木山 10 
          

市道 
  

205 162 飯塚市 八木山 6 
          

県道 
  

205 163 飯塚市 八木山 4 
          

市道 
  

205 164 飯塚市 八木山 1 
          

市道 
  

205 165 飯塚市 八木山 3 
          

市道 
  

205 166 飯塚市 八木山 3 
          

市道 
  

205 167 飯塚市 八木山 3 
          

国道 
  

205 168 飯塚市 八木山 11 
          

国道 市道 
 

205 169 飯塚市 八木山 1 
          

市道 
  

205 170 飯塚市 八木山 11 
          

市道 
  

205 171 飯塚市 八木山 9 
          

市道 
  

205 172 飯塚市 八木山 2 
          

国道 
  

205 173 飯塚市 八木山 5 
          

国道 市道 
 

205 174 飯塚市 八木山 21 
          

国道 
  

205 175 飯塚市 八木山 5 
          

市道 
  

205 176 飯塚市 八木山 6 
          

県道 
  

205 177 飯塚市 八木山 2 
          

市道 
  

205 178 飯塚市 八木山 2 
          

市道 
  

205 179 飯塚市 八木山 15 
          

市道 
  

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 
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１－１４ 崩壊土砂流出危険地区 

（国有林）                                   

危険地区番号 
位置 保全対象 

備考 
市町村 大字 人家数 

道路 

市町村 地区 種類 

205 1 飯塚市 内野 13 国道 
 

205 2 飯塚市 内野 72 国道 
 

205 3 飯塚市 内野 30 国道 
 

205 4 飯塚市 山口 15 
  

205 5 飯塚市 山口 10 県道 
 

205 6 飯塚市 山口 17 
  

205 7 飯塚市 馬敷 25 
  

205 8 飯塚市 大分 17 
  

205 9 飯塚市 大分 39 
  

205 10 飯塚市 内住 43 
  

205 11 飯塚市 内住 30 
  

205 12 飯塚市 内住 21 
  

205 13 飯塚市 内住 32 
  

205 14 飯塚市 八木山 60 
  

205 15 飯塚市 大日寺 100 
  

205 16 飯塚市 八木山 20 
  

205 17 飯塚市 庄司 32 
  

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 

 

（民有林）                                   

危険地区

番号 
位置 

保全対象 

備考 
人家数 

公共施設等 道路 

市町村 
地

区 
市町村 大字 種類 

数

量 
種類 

数

量 
種類 種類 

205 1 飯塚市 鹿毛馬 5 
    

市道 
  

205 2 飯塚市 鹿毛馬 4 公民館 1 
  

県道 
  

205 3 飯塚市 庄内元吉 4 
    

市道 
  

205 4 飯塚市 仁保 10 
       

205 5 飯塚市 仁保 6 陸上ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 1 野球ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 1 国道 市道 
 

205 6 飯塚市 多田 4 
    

市道 
  

205 7 飯塚市 綱分 24 
    

市道 
  

205 8 飯塚市 綱分 20 
    

市道 
  

205 9 飯塚市 山倉 7 
    

県道 市道 
 

205 10 飯塚市 入水 27 
       

205 11 飯塚市 高倉 18 
    

県道 市道 
 

205 12 飯塚市 高倉 2 
    

県道 市道 
 

205 13 飯塚市 高倉 1 
    

県道 
  

205 14 飯塚市 高倉 3 
    

県道 
  

205 15 飯塚市 筒野 
     

市道 
  

205 16 飯塚市 筒野 
     

市道 
  

205 17 飯塚市 筒野 3 
    

市道 
  

205 18 飯塚市 筒野 
     

市道 
  

205 19 飯塚市 弥山 
     

市道 
  

205 20 飯塚市 弥山 3 
    

市道 
  

205 21 飯塚市 弥山 151 公民館 1 
  

県道 
  

205 22 飯塚市 弥山 16 
    

県道 市道 
 

205 23 飯塚市 弥山 
     

市道 
  

205 24 飯塚市 平塚 25 公民館 1 
  

国道 市道 
 

205 25 飯塚市 阿恵 8 
    

市道 
  

205 26 飯塚市 内野 3 
    

市道 
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危険地区

番号 
位置 

保全対象 

備考 
人家数 

公共施設等 道路 

市町村 
地

区 
市町村 大字 種類 

数

量 
種類 

数

量 
種類 種類 

205 27 飯塚市 内野 10 
    

市道 
  

205 28 飯塚市 内野 6 
    

市道 
  

205 29 飯塚市 内野 3 
    

国道 
  

205 30 飯塚市 桑曲 4 
    

県道 
  

205 31 飯塚市 内野 5 鉄道 1 
  

国道 市道 
 

205 32 飯塚市 内野 3 
    

国道 市道 
 

205 33 飯塚市 内野 
 

鉄道 1 
  

国道 
  

205 34 飯塚市 内野 
 

鉄道 1 
  

国道 
  

205 35 飯塚市 内野 
 

鉄道 1 
  

国道 
  

205 36 飯塚市 阿恵 2 鉄道 1 福祉施設 1 国道 町道 
災害時 

要配慮者関連 

205 37 飯塚市 阿恵 19 鉄道 1 
  

国道 市道 
 

205 38 飯塚市 阿恵 10 公民館 1 
  

市道 
  

205 39 飯塚市 山口 8 
    

市道 
  

205 40 飯塚市 山口 6 
       

205 41 飯塚市 山口 6 
    

県道 
  

205 42 飯塚市 山口 8 
    

県道 
  

205 43 飯塚市 山口 
     

県道 
  

205 44 飯塚市 馬敷 4 
    

市道 
  

205 45 飯塚市 馬敷 3 
    

県道 市道 
 

205 46 飯塚市 馬敷 2 
    

市道 
  

205 47 飯塚市 馬敷 3 
    

市道 
  

205 48 飯塚市 内住 23 公民館 1 ダム 1 市道 
  

205 49 飯塚市 大分 3 
    

市道 
  

205 50 飯塚市 内住 25 鉄道 1 
  

県道 市道 
 

205 51 飯塚市 内住 11 公民館 1 消防詰所 1 県道 
  

205 52 飯塚市 内住 10 学校 1 
  

県道 
  

205 53 飯塚市 内住 10 
    

県道 
  

205 54 飯塚市 内住 1 
    

県道 
  

205 55 飯塚市 内住 
     

県道 
  

205 56 飯塚市 内住 1 
    

県道 市道 
 

205 57 飯塚市 舎利蔵 3 
    

県道 
  

205 58 飯塚市 高田 5 
    

市道 
  

205 59 飯塚市 舎利蔵 18 公民館 1 
  

県道 市道 
 

205 60 飯塚市 舎利蔵 25 
    

市道 
  

205 61 飯塚市 明星寺 13 公民館 1 
  

市道 林道 
 

205 62 飯塚市 蓮台寺 2 
    

国道 市道 
 

205 63 飯塚市 蓮台寺 2 
    

市道 
  

205 64 飯塚市 建花寺 800 
    

道路 
  

205 65 飯塚市 八木山 6 
    

県道 
  

205 66 飯塚市 八木山 6 
    

国道 
  

205 67 飯塚市 八木山 3 
    

県道 市道 
 

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 
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１－１５ 地すべり危険地区(民有林) 

 

危険地区番号 位置 
保全対象 

備  考 
人家数 

公共施設等 

道路 
市町村 地区 市町村 大字 種類 数量 

205 1 飯塚市 明星寺 12 
  

市道 
 

205 2 飯塚市 八木山 
 

  
  

205 3 飯塚市 内野 
   

林道 
 

205 4 飯塚市 舎利蔵 12 訓練所 1 市道 
 

（令和 5年 3月修正 福岡県地域防災計画災害危険箇所編による） 
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１－１６ 危険物施設 

令和 5年 4月現在 

（単位：箇所） 

区分 
地  区 

飯塚 穂波 筑穂 庄内 頴田 計 

製造所   0 0 0 0 0 0 

貯蔵所 屋内 23 3 1 6 1 34 

  屋外 0 2 0 4 0 6 

  屋外タンク 14 11 3 2 0 30 

  屋内タンク 1 0 0 0 0 1 

  地下タンク 31 11 1 2 1 46 

  簡易タンク 0 0 0 0 1 1 

  移動タンク 3 4 3 1 0 11 

  小計 72 31 8 15 3 129 

取扱所 給油 31 16 10 6 5 68 

  (自家用給油) 22 6 5 4 4 41 

  一般 19 10 1 1 1 32 

  第 1種販売 1 0 0 0 0 1 

  第 2種販売 0 0 0 0 0 0 

  小計 51 26 11 7 6 101 

合計 123 57 19 22 9 230 

指定可燃物施設      計 

  
24 18 0 2 1 45 

    内訳 可燃性固体類 0 7 0 0 0 7 

  可燃性液体類 2 0 0 0 0 2 

  合成樹脂類 19 11 0 1 1 32 

  その他 3 0 0 1 0 4 

少量危険物施設      計 188 98 45 55 21 407 

    内訳 

  

移動タンク 5 9 6 3 3 26 

移動タンク以外 183 89 39 52 18 381 

注 1）小計、合計に自家用給油取扱所は含んでいない。 

注 2）指定可燃物施設、少量危険物施設は令和 4年 4月 1日現在 

資料：飯塚地区消防本部 
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１－１７ ダ ム 

平成 20年 1月現在 

ダム名 河川 管理者 所在 
目的 

／型式 

堤高 

堤頂長 

堤体積 

流域面積 

湛水面積 

総貯水容量 

有効貯水容量 

完成 

年度 

烏尾溜池 
遠賀川水系 

庄内川 
飯塚市 勢田 

かんがい用水 

／アース 

16m 

93m 

34 千 m3 

K ㎡ 

ha 

147 千 m3 

147 千 m3 
1940 

笠城ダム 
遠賀川水系 

庄司川 
飯塚市 庄司 

かんがい用水 

／アース 

16m 

146m 

62 千 m3 

1.6K ㎡ 

ha 

399 千 m3 

364 千 m3 
1957 

切畑ダム 
遠賀川水系 

大分川 
福岡県 大分 

かんがい用水 

／アース 

38m 

140.4m 

147千m3 

2.2K ㎡ 

4ha 

361 千 m3 

336 千 m3 
1975 

久保白ダム 
遠賀川水系 

内住川 

福岡県 

飯塚市 

共同管理 

久保白 

かんがい用水、

上水道用水、 

工業用水 

／アース 

25m 

304m 

255千m3 

1.4K ㎡ 

50ha 

4164 千 m3 

4150 千 m3 
1970 
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１－１８ ため池 

平成 27年 4月現在 

番号 溜池名 所在地 番号 溜池名 所在地 

1 片峰 飯塚市西徳前 62 第 1山ノ谷 飯塚市目尾 1234 

2 勝盛 飯塚市片島１丁目 63 口ヶ坪 飯塚市目尾 567 

3 笠松 飯塚市立岩 1078 64 佐屋ノ浦 飯塚市吉北 186 

4 大谷 飯塚市柏の森 10 65 繁牟田 飯塚市吉北 214 

5 芦ヶ浦 飯塚市柏の森 14 66 足洗 飯塚市吉北 

6 三緒浦 飯塚市下三緒 38-1 67 伊尻 飯塚市大日寺 509 

7 ガンジャク 飯塚市上三緒 146 68 鳳仙 飯塚市大日寺 589 

8 馬場浦 飯塚市上三緒 580 69 長谷 飯塚市大日寺 1474 

9 神田 飯塚市上三緒 2 70 割子原 飯塚市大日寺 1554 

10 久世ヶ浦 飯塚市川島 213 71 寺ノ谷 1 飯塚市大日寺 951 

11 勝負坂 飯塚市川島 10 72 寺ノ谷 2 飯塚市大日寺 959 

12 長浦 飯塚市横田 393 73 三月田 飯塚市大日寺 942 

13 横川 飯塚市横田 552 74 大人 飯塚市大日寺 268 

14 平原 飯塚市横田 635-1 75 狐谷 飯塚市大日寺 199 

15 花瀬新堤 飯塚市伊岐須 76 猪ノ口上堤 飯塚市大日寺 1280 

16 境 飯塚市伊川 157 77 猪ノ口下堤 飯塚市大日寺 1275 

17 水洗 飯塚市伊川 139 78 膳棚 飯塚市大日寺 1062 

18 清水谷 飯塚市伊川 79 原田 飯塚市大日寺 1283 

19 安町 飯塚市伊川 849 80 井尻 飯塚市大日寺 434 

20 伊川浦 飯塚市伊川 864 81 筒口 飯塚市花瀬 489 

21 城ノ下 飯塚市伊川 1063 82 室堤 飯塚市潤野 744 

22 野間尻 飯塚市伊川 192 83 囲下堤 飯塚市潤野 575 

23   飯塚市相田 84 囲中堤 飯塚市潤野 586 

24 猿喰 飯塚市相田 747 85 囲上堤 飯塚市潤野 587 

25 池尻 飯塚市相田 779 86 宮ノ谷 飯塚市潤野 401 

26 柳ヶ浦 飯塚市相田 1211 87 宮ノ山 飯塚市潤野 391 

27 放念坊 飯塚市相田 1258 88 宮脇 飯塚市潤野 388 

28 焼ヶ堤 2 飯塚市相田 1321 89 ノケヲ 飯塚市潤野 381 

29 焼ヶ堤 1 飯塚市相田 1320 90 向野 飯塚市潤野 125 

30 石原堤 飯塚市相田 1061 91 大牟田 飯塚市潤野 932 

31 西河内下 飯塚市相田 1434 92 豊前坊上堤 飯塚市潤野 397 

32 西河内上 飯塚市相田 1431 93 豊前坊下堤 飯塚市潤野 396 

33 大山 飯塚市相田 1531 94 オシド堤 飯塚市潤野 737 

34 青色瀬 飯塚市相田 95 政右ェ門 飯塚市明星寺 1697 

35 野添 飯塚市幸袋 628-1 96 囲 飯塚市明星寺 1614 

36 城ノ腰 飯塚市幸袋 530-1 97 姿 飯塚市明星寺 

37 背戸山 飯塚市中 1157 98 カコイ 飯塚市明星寺 1568 

38 浮殿 飯塚市中 1269 99 篠振（下） 飯塚市明星寺 1314 

39 堂ノ尾 飯塚市中 1162 100 浦上堤 飯塚市明星寺 893 

40 野間 飯塚市中 1336 101 小石ヶ浦 飯塚市明星寺 983 

41 寺ノ谷 飯塚市中 717 102 浦 飯塚市明星寺 904 

42 日陽浦 飯塚市庄司 574 103 宮ノ前 飯塚市明星寺 465 

43 天瀬 飯塚市庄司 541 104 原合第 1 飯塚市明星寺 312 

44 真砂 飯塚市庄司 623 105 作造 飯塚市明星寺 1751 

45 吉ヶ谷 飯塚市庄司 1156 106 日物田 飯塚市八木山 1310-1 

46 代用 飯塚市庄司 1559 107 峠ノ谷 飯塚市八木山 1745 

47 笠城 飯塚市庄司 1508 108 甚九郎 飯塚市八木山 659 

48 第 1三十六 飯塚市庄司 1231 109 通葉山（下） 飯塚市八木山 534 

49 第 2三十六 飯塚市庄司 1238 110 通葉山（上） 飯塚市八木山 520 

50 鴨居去 飯塚市庄司 2008 111 一ノ谷 飯塚市八木山 2876 



50 

番号 溜池名 所在地 番号 溜池名 所在地 

51 中角 飯塚市庄司 182 112 萩ノ元 飯塚市八木山 354 

52 城道 飯塚市庄司 1770 113 元山 飯塚市八木山 1271 

53 梅川 飯塚市庄司 1073 114 鈴川 飯塚市建花寺 1383 

54 山ノ神 飯塚市庄司 913 115 道葉山上堤 飯塚市建花寺 518 

55 櫻田 飯塚市津島 245 116 道葉山下堤 飯塚市建花寺 515 

56 尺ノ浦 飯塚市津島 306 117 道葉山中堤 飯塚市建花寺 522 

57 子ジヶ浦 飯塚市津島 396 118 小切田 飯塚市建花寺 674 

58 第 1井ノ浦 飯塚市柳橋 868 119 古野下堤 飯塚市建花寺 1015 

59 ナマエ 飯塚市柳橋 120 古野上堤 飯塚市建花寺 1073 

60 井ノ浦第 2 飯塚市柳橋 850 121 剣貫 飯塚市建花寺 883 

61 第 2山ノ谷 飯塚市目尾 1233 122 園 飯塚市建花寺 405 

123 山中堤 飯塚市蓮台寺 399 186 献上 飯塚市椿 

124 駒浦 飯塚市蓮台寺 391 187 大門（上） 飯塚市椿 577 

125 池尻 飯塚市蓮台寺 492 188 日上 飯塚市弁分 613 

126 倉谷 飯塚市蓮台寺 734 189 今丸 飯塚市弁分 444 

127 宮ノ前下堤 飯塚市蓮台寺 376 190 カニガ坂（下） 飯塚市小正 894-1 

128 宮ノ前上堤 飯塚市蓮台寺 385 191 立野 飯塚市小正 775-1 

129 宮ノ前中堤 飯塚市蓮台寺 368 192 鋤坂 飯塚市小正 296-1 

130 巡出 飯塚市蓮台寺 918 193 カニガ坂（上） 飯塚市小正 907-1 

131 第 2上坂 飯塚市鯰田 104 194 - 飯塚市内住 

132 本坂 飯塚市鯰田 2-1 195 - 飯塚市内住 

133 五反田 飯塚市鯰田 2516 196 - 飯塚市内住 

134 梅ノ木 飯塚市鯰田 2500 197 中畑 飯塚市内住 606-2 

135 黒切 飯塚市鯰田 148 198 切畑ダム 飯塚市内住 

136 篠田 飯塚市鯰田 1572 199 土居丸 飯塚市内住 

137 柳ヶ谷 飯塚市鯰田 1516 200 - 飯塚市内住 

138 第 1上坂 飯塚市鯰田 104 201 - 飯塚市内住 

139 岩ヶ谷 飯塚市平恒 861-1 202 古屋敷 飯塚市内住 1848 

140 ブドウ 飯塚市平恒 683 203 - 飯塚市大分 

141 サコ第一 飯塚市太郎丸 263 204 - 飯塚市大分 

142 スス坂 飯塚市太郎丸 251 205 綿打 飯塚市大分 2584 

143 浦ノ谷（下） 飯塚市椋本 627 206 - 飯塚市大分 

144 西ノ浦（上） 飯塚市椋本 596 207 - 飯塚市大分 

145 西ノ浦（下） 飯塚市椋本 602-1 208 - 飯塚市大分 

146 サコ第二 飯塚市椋本 209 - 飯塚市大分 

147 観音寺 飯塚市椋本 544 210 - 飯塚市大分 

148 ソコホゲ（上） 飯塚市椋本 231 211 - 飯塚市大分 

149 ソコホゲ（中） 飯塚市椋本 227 212 - 飯塚市大分 

150 ソコホゲ（下） 飯塚市椋本 226 213 - 飯塚市大分 

151 茶ノ木浦（下） 飯塚市椋本 249 214 鶯塚 飯塚市大分 2001-2 

152 茶ノ木浦（上） 飯塚市椋本 237 215 長楽寺 飯塚市大分 1299 

153 浦ノ谷（上） 飯塚市椋本 609 216 - 飯塚市大分 

154 菰枕（上） 飯塚市久保白 217 - 飯塚市大分 

155 青利 飯塚市高田 798 218 - 飯塚市大分 

156 乱橋 飯塚市高田 1767-1 219 - 飯塚市大分 

157 桜木 飯塚市高田 1194 220 - 飯塚市山口 

158 片山 飯塚市高田 43 221 コボシキ 飯塚市馬敷 1419-1 

159 大久保 飯塚市舎利蔵 1210 222 奥畑 飯塚市馬敷 909 

160 深田 飯塚市舎利蔵 971 223 岡谷 飯塚市馬敷 1345-1 

161 釜底 飯塚市舎利蔵 792 224 中野 飯塚市馬敷 3-1 

162 城ヶ尾 飯塚市舎利蔵 1460 225 井ノ口 飯塚市馬敷 

163 平原（上） 飯塚市舎利蔵 774 226 昭和池 飯塚市馬敷 1416 
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番号 溜池名 所在地 番号 溜池名 所在地 

164 平原（下） 飯塚市舎利蔵 782 227 鳥バミ 飯塚市筑穂元吉 966 

165 松口（下） 飯塚市舎利蔵 457 228 - 飯塚市長尾 

166 松口（上） 飯塚市舎利蔵 438 229 清久 飯塚市長尾 875 

167 猪ノ口 飯塚市舎利蔵 391 230 風呂ノ谷 飯塚市長尾 1423 

168 五反田 飯塚市舎利蔵 325-2 231 - 飯塚市北古賀 

169 堀田 飯塚市舎利蔵 684 232 一ノ谷（下） 飯塚市平塚 791 

170 向山 飯塚市舎利蔵 233 大谷 飯塚市平塚 460 

171 浦ノ谷（下） 飯塚市津原 866-1 234 胴仏 飯塚市平塚 451 

172 浦ノ谷（中） 飯塚市津原 878-1 235 一ノ谷（上） 飯塚市平塚 793 

173 浦ノ谷（上） 飯塚市津原 879 236 湯ノ浦 飯塚市阿恵 1588 

174 十郎谷（上） 飯塚市津原 837 237 大谷 飯塚市阿恵 650 

175 十郎谷（下） 飯塚市津原 836 238 - 飯塚市弥山 

176 菰枕（下） 飯塚市津原 1448 239 - 飯塚市内野 

177 油田 飯塚市安恒 541 240 - 飯塚市内野 

178 大門（下） 飯塚市椿 579-1 241 - 飯塚市桑曲 

179 大門ヶ原（上） 飯塚市椿 594-1 242 池ノ谷 飯塚市高倉 779 

180 大門ヶ原（下） 飯塚市椿 592 243 上屋敷 飯塚市高倉 300 

181 ミクロ（下） 飯塚市椿 288 244 坂ノ谷 飯塚市高倉 234-1 

182 ミクロ（上） 飯塚市椿 289 245 浦ノ谷 飯塚市高倉 329 

183 スレダ第二 飯塚市椿 470-1 246 新堤 飯塚市高倉 151 

184 スレダ第一 飯塚市椿 457-1 247 土手ノ内 飯塚市高倉 457 

185 池田 飯塚市椿 248 大山上 飯塚市高倉 4 

249 大山下 飯塚市高倉 6 314 不思川 飯塚市仁保 219-1 

250 百田 飯塚市高倉 584 315 仁保貯水 飯塚市仁保 136-4 

251 カッタイ 飯塚市高倉 767 316 人形 飯塚市仁保 580 

252 丸牟田上 飯塚市筒野 122-2 317 天神 飯塚市仁保 27 

253 丸牟田中 飯塚市筒野 118 318 鬼作 飯塚市大門 66-1 

254 丸牟田下 飯塚市筒野 114 319 大谷 飯塚市大門 44 

255 長谷 飯塚市筒野 298 320 鋤坂 飯塚市大門 11 

256 小屋谷 飯塚市筒野 26 321 菰池上 飯塚市大門 61 

257 権現谷 飯塚市筒野 6 322 天神免 飯塚市庄内元吉 87 

258 新堤 飯塚市筒野 3 323 浦谷 飯塚市庄内元吉 577-8 

259 荘太郎 飯塚市筒野 2 324 綿打下 飯塚市庄内元吉 772 

260 浦山下 飯塚市筒野 131 325 綿打上 飯塚市庄内元吉 770 

261 浦山上 飯塚市筒野 129 326 寺ヶ坂 飯塚市庄内元吉 42 

262 伊山 飯塚市筒野 800 327 綿打 飯塚市庄内元吉 

263 小憎 飯塚市赤坂 571 328 有賀浦 飯塚市有井 520 

264 内堤 飯塚市赤坂 423 329 福ヶ坂 飯塚市勢田 141 

265 長堤 飯塚市赤坂 397 330 青池 飯塚市勢田 117 

266 簾石 飯塚市赤坂 875 331 島奥 飯塚市勢田 1058 

267 三軒屋 飯塚市赤坂 884-1 332 葉山谷 飯塚市勢田 1670 

268 寺室 飯塚市赤坂 333 京蓮坊 飯塚市勢田 600 

269 中村 飯塚市赤坂 564 334 楠坂 飯塚市勢田 2160 

270 若山下 飯塚市入水 164 335 倉谷 飯塚市勢田 214 

271 宮ノ谷 飯塚市入水 227 336 石丸 飯塚市口原 186 

272 坂口 飯塚市入水 258 337 円内 飯塚市佐與 2070 

273 蝦坂 飯塚市入水 43-1 338 鍋ヶ浦 飯塚市佐與 601 

274 山ノ口 飯塚市入水 81 339 観音寺 飯塚市佐與 2062 

275 中峠 飯塚市入水 428 340 大師 飯塚市佐與 2611 

276 若山 飯塚市入水 162 341 北の浦 飯塚市佐與 1646 

277 山中 飯塚市山倉 166 342 市木 飯塚市佐與 1514 

278 見正 飯塚市山倉 452 343 尾笹 飯塚市佐與 1491 
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番号 溜池名 所在地 番号 溜池名 所在地 

279 草場下 飯塚市山倉 266 344 小竹ヶ浦 飯塚市佐與 56 

280 草場上 飯塚市山倉 265 345 一ッ家 飯塚市鹿毛馬 699 

281 斧落 飯塚市山倉 62-4 346 唐松 飯塚市鹿毛馬 695 

282 松山 飯塚市綱分 282 347 古谷 飯塚市鹿毛馬 275 

283 赤松下 飯塚市綱分 315 348 烏尾 C 飯塚市鹿毛馬 74 

284 赤松上 飯塚市綱分 365 349 ナギノ 飯塚市鹿毛馬 18 

285 ナギ 飯塚市綱分 112 350 烏尾 B 飯塚市鹿毛馬 27 

286 伏尾 飯塚市綱分 26 351 烏尾 飯塚市鹿毛馬 142 

287 新堤 飯塚市綱分 41-2 352 汐井場 飯塚市鹿毛馬 148 

288 仮又 飯塚市綱分 906 353 荒牧 飯塚市鹿毛馬 412 

289 新堤 飯塚市綱分 890 354 椿山 飯塚市鹿毛馬 1978 

290 倉谷貯水 飯塚市綱分 935-1 355 清水 飯塚市鹿毛馬 1189 

291 溝野 飯塚市綱分 913 356 椎木浦 飯塚市鹿毛馬 1687 

292 関ノ山上 飯塚市綱分 464-4 357 神龍石 飯塚市鹿毛馬 1536 

293 関ノ山下 飯塚市綱分 513 358 小堤 飯塚市鹿毛馬 1455 

294 ショウケ 飯塚市綱分 558 359 狩場 飯塚市鹿毛馬 867 

295 郡太郎 飯塚市綱分 1833 360 古賀ノ下 飯塚市鹿毛馬 984 

296 立貯水 飯塚市綱分 1477-2 361 - 飯塚市鹿毛馬 

297 合ヶ坂下 飯塚市綱分 1151-1 362 - 飯塚市鹿毛馬 

298 金石上 飯塚市有安 35 363 牧龍 飯塚市鹿毛馬 

299 金石下 飯塚市有安 35 364 小峠 飯塚市鹿毛馬 796 

300 藤田 飯塚市有安 113       

301 鳥羽 飯塚市有安 892-2       

302 栗崎 飯塚市有安 587       

303 寺堤 飯塚市有安 2       

304 野黒見 飯塚市多田 311       

305 馬ノ背 飯塚市多田 17       

306 火山 飯塚市多田 1-7       

307 山ノ口 飯塚市多田 25       

308 菰 飯塚市多田       

309 長坂 飯塚市多田 350       

310 新堤 飯塚市仁保 26       

311 鳴 飯塚市仁保 25       

312 泥 飯塚市仁保 7       

313 高尾 飯塚市仁保 8-34       
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２ 設備、施設等 

２－１ 飯塚市防災行政無線 

令和 5年 4月現在 

( 移動系 ) 

 

局

種 
呼び出し名称 

出

力 

備     考 

型式 常置場所 

1 - 統制台  - 統制台 飯塚市役所 

2 ML 防災センター  5W 半固定 飯塚市防災センター 

3 ML 穂波支所  5W 半固定 穂波支所 

4 ML 筑穂支所  5W 半固定 筑穂支所 

5 ML 庄内支所  5W 半固定 庄内支所 

6 ML 頴田支所  5W 半固定 頴田支所 

7 - 遠隔制御装置  - 遠隔制御装置 飯塚市役所 

8 ML 団本指 171(団本 指令車) 171 5W 車載 飯塚市役所管内消防団 

9 MK 団本部 172(本部隊) 172 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

10 MK 飯方機 111(団本 機動隊) 111 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

11 MK 飯方一 112(団 1飯塚) 112 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

12 MK 飯方一 113(団 1徳前) 113 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

13 MK 飯方二 114(団 2鯰田) 114 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

14 MK 飯方二 115(団 2目尾) 115 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

15 MK 飯方三 116(団 3芳雄) 116 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

16 MK 飯方四 117(団 4菰田) 117 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

17 MK 飯方四 118(団 4上三緒) 118 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

18 MK 飯方五 119(団 5片島) 119 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

19 MK 飯方五 120(団 5横田) 120 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

20 MK 飯方六 121(団 6新町) 121 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

21 MK 飯方六 122(団 6相田) 122 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

22 MK 飯方七 123(団 7幸袋) 123 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

23 MK 飯方七 124(団 7庄司) 124 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

24 MK 飯方八 125(団 8潤野) 125 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

25 MK 飯方八 126(団 8坂の下) 126 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

26 MK 飯方八 127(団 8八木山) 127 2W 車携帯 飯塚市役所管内消防団 

27 MK 飯塚携 201 201 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

28 MK 飯塚携 202 202 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

29 MK 飯塚携 203 203 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

30 MK 飯塚携 204 204 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

31 MK 飯塚携 205 205 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

32 MK 飯塚携 206 206 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

33 MK 飯塚携 207 207 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

34 MK 飯塚携 208 208 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

35 MK 飯塚携 209 209 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

36 MK 飯塚携 210 210 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

37 MK 飯塚携 211 211 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

38 MK 飯塚携 212 212 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

39 MK 飯塚携 213 213 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

40 MK 飯塚携 214 214 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

41 MK 飯塚携 215 215 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

42 MK 飯塚携 216 216 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 
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局

種 
呼び出し名称 

出

力 

備     考 

型式 常置場所 

43 MK 飯塚携 217 217 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

44 MK 飯塚携 218 218 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

45 MK 飯塚携 219 219 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

46 MK 飯塚携 220 220 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

47 MK 飯塚携 221 221 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

48 MK 飯塚携 222 222 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

49 MK 飯塚携 223 223 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

50 MK 飯塚携 224 224 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

51 MK 飯塚携 225 225 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

52 MK 飯塚携 226 226 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

53 MK 飯塚携 227 227 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

54 MK 飯塚携 228 228 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

55 MK 飯塚携 229 229 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

56 MK 飯塚携 230 230 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

57 MK 飯塚携 231 231 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

58 MK 飯塚携 232 232 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

59 MK 飯塚携 233 233 2W 携帯 飯塚市役所管内消防団 

60 ML 穂方指 131(団本 指令車) 131 5W 車載 穂波支所管内 消防団 

61 MK 穂方一 132(団 1 楽市) 132 2W 車携帯 穂波支所管内 消防団 

62 MK 穂方二 133(団 2 椿) 133 2W 車携帯 穂波支所管内 消防団 

63 MK 穂方三 134(団 3 平恒) 134 2W 車携帯 穂波支所管内 消防団 

64 MK 穂方四 135(団 4 枝国) 135 2W 車携帯 穂波支所管内 消防団 

65 MK 穂方五 136(団 5 忠隈) 136 2W 車携帯 穂波支所管内 消防団 

66 MK 穂方六 137(団 6 高田) 137 2W 車携帯 穂波支所管内 消防団 

67 MK 穂携帯 241 241 2W 携帯 穂波支所管内 消防団 

68 MK 穂携帯 242 242 2W 携帯 穂波支所管内 消防団 

69 MK 穂携帯 243 243 2W 携帯 穂波支所管内 消防団 

70 MK 穂携帯 244 244 2W 携帯 穂波支所管内 消防団 

71 MK 穂携帯 245 245 2W 携帯 穂波支所管内 消防団 

72 MK 穂携帯 246 246 2W 携帯 穂波支所管内 消防団 

73 MK 穂携帯 247 247 2W 携帯 穂波支所管内 消防団 

74 MK 穂携帯 248 248 2W 携帯 穂波支所管内 消防団 

75 MK 穂携帯 249 249 2W 携帯 穂波支所管内 消防団 

76 MK 穂携帯 250 250 2W 携帯 穂波支所管内 消防団 

77 MK 筑方指 141(団本 指令車) 141 2W 車携帯 筑穂支所管内 消防団 

78 MK 筑方一 142(団 1 大分) 142 2W 車携帯 筑穂支所管内 消防団 

79 MK 筑方二 143(団 2 阿恵) 143 2W 車携帯 筑穂支所管内 消防団 

80 MK 筑方二 144(団 2 長野) 144 2W 車携帯 筑穂支所管内 消防団 

81 MK 筑方三 145(団 3 内野) 145 2W 車携帯 筑穂支所管内 消防団 

82 MK 筑携帯 261 261 2W 携帯 筑穂支所管内 消防団 

83 MK 筑携帯 262 262 2W 携帯 筑穂支所管内 消防団 

84 MK 筑携帯 263 263 2W 携帯 筑穂支所管内 消防団 

85 MK 筑携帯 264 264 2W 携帯 筑穂支所管内 消防団 

86 MK 筑携帯 265 265 2W 携帯 筑穂支所管内 消防団 

87 MK 筑携帯 266 266 2W 携帯 筑穂支所管内 消防団 

88 MK 筑携帯 267 267 2W 携帯 筑穂支所管内 消防団 
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局

種 
呼び出し名称 

出

力 

備     考 

型式 常置場所 

89 ML 筑携帯 268 268 2W 携帯 筑穂支所管内 消防団 

90 ML 筑携帯 269 269 2W 携帯 筑穂支所管内 消防団 

91 ML 筑携帯 270 270 2W 携帯 筑穂支所管内 消防団 

92 ML 庄方指 151(団本 指令車) 151 2W 車携帯 庄内支所管内 消防団 

93 ML 庄方一 152(団 1 綱分) 152 2W 車携帯 庄内支所管内 消防団 

94 ML 庄方二 153(団 2 仁保) 153 2W 車携帯 庄内支所管内 消防団 

95 ML 庄方三 154(団 3 赤坂) 154 2W 車携帯 庄内支所管内 消防団 

96 ML 庄携帯 281 281 2W 携帯 庄内支所管内 消防団 

97 ML 庄携帯 282 282 2W 携帯 庄内支所管内 消防団 

98 ML 庄携帯 283 283 2W 携帯 庄内支所管内 消防団 

99 ML 庄携帯 284 284 2W 携帯 庄内支所管内 消防団 

100 ML 庄携帯 285 285 2W 携帯 庄内支所管内 消防団 

101 ML 頴方一 161(団 1 勢田) 161 2W 車携帯 頴田支所管内 消防団 

102 ML 頴方一 162(団 2 口原) 162 2W 車携帯 頴田支所管内 消防団 

103 ML 頴方一 163(団 3 佐與) 163 2W 車携帯 頴田支所管内 消防団 

104 ML 頴方一 164(団 4 鹿毛馬) 164 2W 車携帯 頴田支所管内 消防団 

105 ML 頴携帯 291 291 2W 携帯 頴田支所管内 消防団 

106 ML 頴携帯 292 292 2W 携帯 頴田支所管内 消防団 

107 ML 頴携帯 293 293 2W 携帯 頴田支所管内 消防団 

108 ML 頴携帯 294 294 2W 携帯 頴田支所管内 消防団 

109 ML 頴携帯 295 295 2W 携帯 頴田支所管内 消防団 

110 FB 飯塚市三郡基地  10W 基地局無線機  

111 FB 飯塚市八木山基地  10W 基地局無線機  

112 FB 飯塚市内住基地  5W 基地局無線機  

113 FX 飯塚市三郡基地  10W FWA無線機  

114 FX 筑穂支所  5W FWA無線機  
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２－２ 地方通信ルート（非常通信ルート） 

令和 4年 4月現在 

 
担当部署 

ルート 

名 

伝

送 

方

法 

非常通信 

受付機関 

伝

送 

方

法 

非常通信受付機関 

伝

送 

方

法 

県担当部署 

1 防災安全課 
警察 

ルート 

使

送 
a.飯塚警察署 

無

線 
f.県警察本部 

有

線 
消防防災指導課 

2 防災安全課 
建設 

ルート 

使

送 

b.遠賀川河川事務所 

   飯塚出張所 

無

線 
g.遠賀川河川事務所 

有

線 
消防防災指導課 

3 防災安全課 
電力 

ルート 

使

送 

c.九州電力送配電㈱ 

    飯塚営業所 

無

線 
h.九州電力送配電㈱ 

無

線 
消防防災指導課 

4 防災安全課 
消防 

ルート 

使

送 
d.飯塚消防署 - i.飯塚地区消防本部 

無

線 
消防防災指導課 

5 防災安全課 
県庁 

ルート 

使

送 
e.県飯塚土木事務所 

無

線 
j. - 

無

線 
消防防災指導課 

 

〈伝送方法〉 

・「使送」（徒歩、自転車、バイク等で人が直接、情報の伝達をすること）、「無線」、「有線」 

 

〈「非常通信受付機関」の担当部署及び NTT電話番号〉 

 
担当部署 NTT 電話番号 

a. 飯塚警察署警備課 0948-21-0110 

b. 国土交通省遠賀川河川事務所飯塚出張所 0948-22-1410 

c. 九州電力送配電㈱飯塚配電事業所 0800-777-9403 

d. 飯塚消防署警防係 0948-22-7602 

e. 飯塚県土整備事務所用地課 0948-23-4111 

f. 県警察本部地域部通信指令課 092-641-4141（内 3618） 

g. 国土交通省遠賀川河川事務所 0949-22-1830 

h. 九州電力送配電㈱ 092-761-3340 

i. 飯塚地区消防本部警防課 0948-22-7600 

j.    -      - 

 

飯塚市総務部防災安全課防災係  ○NTT 電話番号（0948-22-5500） 
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２－３ 水防倉庫 

令和 5年 4月現在 

施設名 所在地 施設名 所在地 

幸袋水防倉庫 幸袋 826-10 庄内水防倉庫 綱分 802（支所内） 

鎮西水防倉庫 大日寺 593-2 頴田水防倉庫 勢田 1271-1 

穂波水防倉庫 椿 197-2 防災ｾﾝﾀｰ水防倉庫 芳雄 16-7 

筑穂水防倉庫 長尾 1238-2   

           

NO 資器材 
施設名 計 

幸袋 鎮西 穂波 筑穂 庄内 頴田 防災ｾﾝﾀｰ 
 

1 一輪車 
 

2 2 3 2 11 10 23 

2 リヤカー 
  

1 
   

1 2 

3 ボート(消防団含） 1 1 3 
 

1 2 
 

7 

4 無線機 
       

0 

5 照明灯 
       

1 

6 カケヤ 12 1 7 4 2 2 6 32 

7 タコ槌 
       

14 

8 ハンマー 2 
 

6 
 

4 
 

2 12 

9 スコップ 40 42 12 10 16 4 1 128 

10 ツルハシ 2 3 5 2 1 
  

16 

11 カキ板 1 6 1 2 6 1 
 

18 

12 ガンズメ 1 11 
     

19 

13 クワ 
 

2 2 
 

1 
  

9 

14 カマ 2 1 9 1 
 

2  34 

15 ノコギリ 
      

 4 

16 ナタ 
   

1 1 
 

 11 

17 手オノ 4 
      

7 

18 トビ口 
 

3 
 

4 4 
  

8 

19 ペンチ 
    

3 
  

3 

20 ザル、エブ 6 10 8 3 4 
 

28 56 

21 土のう袋(麻) 
 

8 
    

40 140 

22 土のう袋 40 40 100 200 800 600 100 1,655 

23 カマス 
     

30 
 

30 

24 ブルーシート 42 25 4 20 7 12 11 137 

25 杭丸太 60 6 60 5 70 15 
 

240 

26 鉄杭 20 7 30 4 30 55 110 259 

27 竹 
      

15 15 

28 板(枚） 
 

19 
     

10 

29 鉄線(Kg) 2 
 

1 
    

5 

30 ロープ(巻） 12 4 1 8 10 9 10 62 

31 縄(巻） 
  

4 2 
   

26 

32 ＰＰロープ(巻） 3 
   

5 
  

8 

33 バリケード 18 18 20 20 11 3 
 

110 

34 コーン 20 16 20 40 20 10 14 162 

35 マーカライト        0 

36 ピカチューブ 
       

0 

37 釘(Kg) 
       

0 

38 土のう 
  

200 50 200 150 500 1,000 
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２－４ 給水車及び給水タンク保有状況 

平成 27年 4月 1日現在 

種  類 
地  区 

飯塚 穂波 筑穂 庄内 頴田 

給水タンク（基） 

1.2m3 3   1  

1.0m3 2 2 1   

0.8m3 3     

0.3m3  2    

蓋付ポリバケツ(個) 60ℓ    113   

ポリタンク（個） 10ℓ  190     

 

２－５ 水道施設一覧表 
平成 27年 4月 1日現在 

地

区 
浄水場 

施設 

管理者 
所在地 

電話番号 

(0948) 
水系 水源池 

水源 

種別 

取水能力 

（m3/日） 

給水能力 

（m3/日） 
浄水方式 

飯

塚 

鯰田  
鯰田 

2109-4 
22-3399 鯰田水系 鯰田水源 表流水 13,900 13,200 高度処理 

明星寺  
明星寺 

98-3 
22-2309 明星寺水系 久保白水源 ダム水 13,000 12,350 急速ろ過 

堀池  
堀池 

332-1 
- 楽市水系 

楽市水源 

(1、3号) 
伏流水 

12,900 12,250 急速ろ過 
楽市水源 

(2、4号) 
浅井戸 

伊岐須  
伊岐須 

751 
- 

相田・伊岐

須水系 

伊岐須水源 浅井戸 休止中 休止中 休止中 

相田  
相田 

532-1 
- 相田水源 深井戸 休止中 休止中 休止中 

吉北  
吉北 

1181 
- 目尾水系 目尾水源 伏流水 1470 1,400 急速ろ過 

鯰田 

共同 
 

鯰田 

508 
21-6372 

鯰田共同水

系 
鯰田共同水源 表流水 

5,300 

(2,300) 

5,030 

 
高度処理 

筑

穂 

長尾  
長尾 

427-1 
72-1481 長尾水系 

長尾 1号井 浅井戸 

2,200 2,200 緩速ろ過 
長尾 2号井 浅井戸 

長尾 3号井 伏流水 

長尾 4号井 浅井戸 

平塚  
長尾 

297 
- 平塚水系 

平塚 1号井 浅井戸 
休止中 休止中 休止中 

平塚 2号井 浅井戸 

内野  
内野 

942-2 
- 内野水系 

内野 1号井 深井戸 
1,300 1,230 急速ろ過 

内野 2号井 深井戸 

穂

波 

太郎丸 
 

 

太郎丸 

184 
22-3019 太郎丸水系 

穂波川水源 表流水 7,600 7,220 急速ろ過 

桜木水源 浅井戸 
1,900 1,800 緩速ろ過 

楽市第 2水源 伏流水 

秋松  
秋松 

354-2 
- 秋松水系 

今吉水源 浅井戸 

4,110 3,900 急速ろ過 

古川水源 浅井戸 

高田  
高田 

627 
- 高田水系 

高田大塚水源 深井戸 

320 300 急速ろ過 高田猪ノ口 

(予備水源) 
深井戸 

庄

内 

鯰田 

共同 
 

鯰田 

508 
21-6372 

鯰田共同水

系 
鯰田共同水源 表流水 (2,000)  高度処理 

岩崎  

嘉麻市 

岩崎 

959-1 

42-1369 岩崎水系 

岩崎 3号井 浅井戸 

2,900 2,760 膜ろ過 岩崎 4号井 浅井戸 

岩崎 5号井 浅井戸 

頴

田 

鯰田 

共同 
 

鯰田 

508 
21-6372 

鯰田共同水

系 
鯰田共同水源 表流水 (1,000)  高度処理 
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２－６ 広域避難地 

令和 5年 4月現在 

名   称 管理者 所 在 地 

敷地 

面積 

収容 

可能 

人員 

電話 

番号 

想定浸水状況 

管理区間 

国 県 

穂
波
川 

遠
賀
川 

穂
波
川 

泉
河
内
川 

建
花
寺
川 (㎡) (人) (0948) 

（大規模公園・広場等）   
       

笠城ダム公園 都市計画課 庄司 14,350 4,340  - - - - 

健康の森公園 

(多目的グラウンド) 

都市計画課 

スポーツ振

興課 

吉北 120-9 8,970 2,710 21-7811 - - - - 

大将陣公園 都市計画課 楽市 11,260 3,412  - - - - 

市民公園(多目的広

場) 

都市計画課 

スポーツ振

興課 

鯰田 1560-5 17,200 5,210 23-0581 - - - - 

中央公園 

(運動場･野球場) 

都市計画課 

スポーツ振

興課 

鹿毛馬 2288 20,334 6,160 92-1034 - - - - 

勝盛公園 都市計画課 片島１丁目 4,200 1,270 22-2988 - - - - 

旌忠公園 都市計画課 鯰田 5,500 1,660  - - - - 

五穀神公園 都市計画課 菰田 2,900 870  - - - - 

高宮公園 都市計画課 伊岐須 1,300 390  - - - - 

筑穂グラウンド 
スポーツ振

興課 
長尾 1340 8,878 2,690 72-2204 - - - - 

筑穂多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
スポーツ振

興課 
大分 1985-53 17,500 5,300 29-3266 - - - - 

穂波グラウンド 
スポーツ振

興課 
平恒 1-6 2,540 760 29-3266 - - - - 

庄内グラウンド 
スポーツ振

興課 
有安 1-2 18,021 5,460 82-3344 - - - - 

（学校関係）        
    

飯塚小学校 教育委員会 西徳前 2-6 6,970 2,110 22-3026 E - - - 

片島小学校 教育委員会 片島 3丁目 8-5 7,660 2,320 22-0289 C - - C 

菰田小学校 教育委員会 菰田東 2-19-5 10,110 3,060 22-0560 B - - - 

立岩小学校 教育委員会 立岩 1176-1 9,670 2,930 22-0005 - - - - 

飯塚東小学校 教育委員会 下三緒 54 10,320 3,120 22-3267 - - - - 

伊岐須小学校 教育委員会 伊岐須 843 19,480 5,900 22-2349 - - - - 

旧潤野小学校 教育委員会 潤野 320 7,840 2,370 - - - - - 

八木山小学校 教育委員会 八木山 693-1 4,400 1,330 22-2951 - - - - 

旧蓮台寺小学校 教育委員会 蓮台寺 75 14,580 4,410 - - - - - 

鯰田小学校 教育委員会 鯰田 1263 5,340 1,610 22-3299 C - - - 

小中一貫校穂波東校 教育委員会 平恒 1021-1 9,999 3,030 

小学校

22-0579 

中学校 

22-1052 

E - - - 

旧楽市小学校 教育委員会 楽市 163-1 11,150 3,370 - D - - - 

椋本小学校 教育委員会 椋本 16-2 8,740 2,640 22-1068 - - - - 

高田小学校 教育委員会 高田 701 7,560 2,290 22-3328 - - - - 

若菜小学校 教育委員会 小正 249-2 8,680 2,630 22-0581 - - - - 

大分小学校 教育委員会 大分 1985-1 10,830 3,280 72-0106 - - - - 
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名   称 管理者 所 在 地 

敷地 

面積 

収容 

可能 

人員 

電話 

番号 

想定浸水状況 

管理区間 

国 県 

穂
波
川 

遠
賀
川 

穂
波
川 

泉
河
内
川 

建
花
寺
川 (㎡) (人) (0948) 

上穂波小学校 教育委員会 筑穂元吉 403 6,370 1,930 72-0014 - - - - 

内野小学校 教育委員会 内野 3537-1 4,150 1,250 72-0155 - - - - 

庄内小学校 教育委員会 有安 1-22 10,000 3,030 82-1202 - - - - 

飯塚第一中学校 教育委員会 新立岩 16-18 8,560 2,590 22-0553 B - - - 

飯塚第二中学校 教育委員会 柏の森 483 7,200 2,180 22-3713 B - - - 

二瀬中学校 教育委員会 伊岐須 740 14,260 4,320 22-0388 - - - D 

小中一貫校幸袋校 教育委員会 中 730-1 9,385 2,843 22-2924 - - - - 

小中一貫校飯塚鎮

西校 
教育委員会 大日寺 141 9,600 2,900 

小学校 

22-0298 

中学校 

24-4432 

- - - - 

旧飯塚第三中学校 教育委員会 鯰田 2075 1,432 4,330 - - - - - 

穂波西中学校 教育委員会 椿 250-1 15,460 4,680 22-1049 - - - - 

筑穂中学校 教育委員会 長尾 903-1 31,708 9,600 72-0103 - - - - 

庄内中学校 教育委員会 綱分 1000-1 11,470 3,470 82-1201 - - - - 

小中一貫校頴田校 教育委員会 鹿毛馬 1667-2 8,620 2,610 92-0126 - - - - 

注 1)延焼火災等からの一時的避難場所 

注 2)応援部隊や救援物資の拠点、仮設住宅建設候補地 

注 3)平常時の防災訓練の場所、備蓄基地等 

注 4)収容可能人員(人)=敷地面積(グラウンド)÷3.3㎡、第 1位切捨  

注 5)浸水想定状況は、遠賀川水系浸水想定区域図による。 

  ※想定浸水状況 A;5.0m 以上の区域､B;2.0～5.0m 未満の区域､C;1.0～2.0m 未満の区域､ 

          D;0.5～1.0m 未満の区域､E;0.5m 未満､-;該当なし 
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２－７ 指定緊急避難場所 
一覧表（風水害） 

地区名 避難予定地 
収容 

人員 
電話番号 所在地 

浸
水
想
定 

土
砂
災
害 

警
戒
区
域 

震
災
時 

飯
塚
地
区 

飯塚 

片島 

中央公民館(ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ) 1,710 22-3274 飯塚 14-67 Ｂ  ○ 

飯塚片島交流センター 170 22-2379 本町 20-17 －  ○ 

片島小学校 160 22-0289 片島 3-8-5 Ｂ  ○ 

菰田 菰田交流センター 180 23-6819 菰田東 1-7-45 －  ○ 

立岩 立岩交流センター 320 23-6000 新立岩 8-13 Ｃ  ○ 

飯塚東 飯塚東交流センター 180 23-6028 下三緒 57-86 － ○ ○ 

鯰田 

鯰田交流センター 146 22-9293 鯰田 1358-1 Ｂ  ○ 

飯塚市総合体育館 1,888 23-4500 鯰田 1560-5 －  ○ 

二瀬 

二瀬交流センター 201 22-2196 横田 809 Ｃ  ○ 

九州工業大学 500 29-7500 川津 680-4 －  ○ 

幸袋 

小中一貫校幸袋校 180 
小学校 22-0613 

中学校 22-2924 
中 730-1 －  ○ 

幸袋交流センター 160 22-1189 目尾 1020-1 Ｄ  ○ 

健康の森公園多目的施設 100 24-2355 吉北 120-6 －  ○ 

株式会社福岡ｿﾌﾄｳｪｱｾﾝﾀｰ  21-1281 幸袋 526-1 －  ○ 

鎮西 

鎮西交流センター 240 23-3396 大日寺 141 －  ○ 

旧潤野児童センター 60 － 潤野 224-1 －  ○ 

旧蓮台寺児童センター 70 － 蓮台寺 75 －  ○ 

飯塚市福祉ｾﾝﾀｰ伊川の郷  22-3007 伊川 82-45 －  ○ 

穂波地区 

穂波交流センター 390 24-7458 秋松 408 Ｃ  ○ 

忠隈住民センター 120 24-6704 忠隈 188-3 －  ○ 

穂波福祉総合センター 680 21-6330 枝国 402-100 －  ○ 

筑穂地区 筑穂交流センター 530 72-2204 長尾 1340 －   

庄内地区 

庄内交流センター 

(別館及び旧庄内保健福祉総合セ

ンター含む) 

939 82-3344 
綱分 771-1 

(綱分 791-4) 
－  ○ 

頴田地区 頴田交流センター 420 92-1034 鹿毛馬 1667-2 －  ○ 

注 1)想定浸水は、遠賀川水系浸水想定区域図による。（A：5.0ｍ以上の区域、B：3.0～5.0ｍ未満の区域、C：0.5～3.0ｍ未

満の区域、D：0.5ｍ未満の区域、－：該当なし） 

注 2)収容可能人員(人)=敷地面積(グラウンド)÷3.3㎡、第 1位切捨  
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一覧表（震災） 

地区名 避難予定地 
収容

人員 
電話番号 所在地 浸水想定 風水害時 

飯
塚
地
区 

飯塚 

片島 

中央公民館(ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ) 1,710 22-3274 飯塚 14-67 Ｂ ○ 

飯塚片島交流センター 170 22-2379 本町 20-17 － ○ 

片島小学校 160 22-0289 片島 3-8-5 Ｂ ○ 

クラブハウス川津支店  23-7529 川津 356-2 Ｃ  

菰田 
菰田小学校 290 22-0560 菰田東 2-19-5 －  

菰田交流センター 180 23-6819 菰田東 1-7-45 － ○ 

立岩 
飯塚市役所 2,690 22-5500 新立岩 5-5 Ｃ  

立岩交流センター 320 23-6000 新立岩 8-13 Ｂ ○ 

飯塚東 
飯塚東小学校 290 22-3267 下三緒 54 －  

飯塚東交流センター 180 23-6028 下三緒 57-86 － ○ 

鯰田 

鯰田交流センター 146 22-9293 鯰田 1358-1 Ｂ ○ 

鯰田小学校 240 22-3299 鯰田 1263 Ｃ  

飯塚市総合体育館 1,888 23-4500 鯰田 1560-5 － ○ 

二瀬 

二瀬交流センター 201 22-2196 横田 809 Ｃ ○ 

二瀬中学校 420 22-0388 伊岐須 740 Ｃ  

九州工業大学 500 29-7500 川津 680-4 － ○ 

幸袋 

小中一貫校幸袋校 180 
小学校 22-0613 

中学校 22-2924 
中 730-1 － ○ 

幸袋交流センター 160 22-1189 目尾 1020-1 Ｄ ○ 

健康の森公園多目的施設 100 24-2355 吉北 120-6 － ○ 

株式会社福岡ｿﾌﾄｳｪｱｾﾝﾀｰ  21-1281 幸袋 526-1 － ○ 

クラブハウス目尾支店  26-5727 目尾 362 Ｃ  

鎮西 

鎮西交流センター 240 23-3396 大日時 141 － ○ 

旧潤野児童センター 60 － 潤野 224-1 － ○ 

旧蓮台寺児童センター 70 － 蓮台寺 75 － ○ 

飯塚市福祉ｾﾝﾀｰ伊川の郷  22-3007 伊川 82-45 － ○ 

ダイナム福岡飯塚花瀬店  26-0380 花瀬 64-1 －  

穂波地区 

穂波交流センター 390 24-7458 秋松 408 Ｃ ○ 

穂波人権啓発センター 130 28-5622 太郎丸 974-1 －  

忠隈住民センター 120 24-6704 忠隈 188-3 － ○ 

穂波福祉総合センター 680 21-6330 枝国 402-100 － ○ 

クラブハウス本店  25-6662 弁分 40-3 Ｃ  

筑穂地区 筑穂支所 1,260 72-1100 長尾 1242-1 －  

庄内地区 

庄内交流センター 
(別館及び旧庄内保健福祉総合ｾﾝﾀｰ含む) 

939 82-3344 
綱分 771-1 

(綱分 791-4) 
－ ○ 

クラブハウス庄内支店  82-2889 有安 524 Ｃ  

頴田地区 
頴田交流センター 420 92-1034 鹿毛馬 1667-2 － ○ 

ダイナム福岡頴田店  92-4535 佐與 1558 Ｂ  

注 2)収容可能人員(人)=敷地面積(グラウンド)÷3.3㎡、第 1位切捨 
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２－７－２ 指定避難所 
一覧表（１） 

地区名 避難予定地 
収容

人員 
電話番号 所在地 

想
定
浸
水 

土
砂
災
害

警
戒
区
域 

風
水
害 

震
災 

飯
塚
地
区 

飯

塚

片

島 

飯塚小学校 290 22-3026 西徳前 2-6 －  ○ ○ 

飯塚コスモスコモン 3,840 21-0505 飯塚 14-66 Ｂ  ○ ○ 

中央公民館(ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ) 1,710 22-3274 飯塚 14-67 Ｂ  ○ ○ 

飯塚片島交流センター 170 22-2379 本町 20-17 －  ○ ○ 

片島小学校 160 22-0289 片島 3-8-5 Ｂ  ○ ○ 

菰

田 

菰田小学校 290 22-0560 菰田東 2-19-5 －  ○ ○ 

菰田交流センター 180 23-6819 菰田東 1-7-45 －  ○ ○ 

立

岩 

立岩小学校 290 22-0005 立岩 1176-1 －  ○ ○ 

飯塚第一中学校 410 22-0553 新立岩 16-18 Ｂ  ○ ○ 

嘉穂東高等学校 2,320 22-0071 立岩 1730-5 Ｃ  ○ ○ 

飯塚市役所 2,690 22-5500 新立岩 5-5 Ｃ  ○ ○ 

立岩交流センター 320 23-6000 新立岩 8-13 Ｃ  ○ ○ 

飯

塚

東 

飯塚東小学校 290 22-3267 下三緒 54 － ○ ○ ○ 

飯塚第二中学校 470 22-3713 柏の森 483 Ｂ  ○ ○ 

飯塚東交流センター 180 23-6028 下三緒 57-86 － ○ ○ ○ 

鯰

田 

鯰田小学校 240 22-3299 鯰田 1263 Ｂ  ○ ○ 

旧飯塚第三中学校（体育館） 410 - 鯰田 2075 －  ○ ○ 

鯰田交流センター 146 22-9293 鯰田 1358-1 Ｂ  ○ ○ 

飯塚オートレース場 5,080 22-6326 鯰田 147 －  ○ ○ 

飯塚市総合体育館 1,888 23-4500 鯰田 1560-5 －  ○ ○ 

二

瀬 

伊岐須小学校 350 22-2349 伊岐須 843 Ｃ  ○ ○ 

二瀬中学校 420 22-0388 伊岐須 740 Ｃ  ○ ○ 

二瀬交流センター 201 22-2196 横田 809 Ｃ  ○ ○ 

幸

袋 

小中一貫校幸袋校 180 
小学校 22-0613 

中学校 22-2924 
中 730-1 －  ○ ○ 

幸袋交流センター 160 22-1189 目尾 1020-1 Ｄ  ○ ○ 

健康の森公園多目的施設 100 24-2355 吉北 120-6 －  ○ ○ 

鎮

西 

旧潤野児童センター 60 - 潤野 320 －  ○ ○ 

旧蓮台寺児童センター 70 - 蓮台寺 75 －  ○ ○ 

小中一貫校飯塚鎮西校 180 
小学校 22-0298 

中学校 24-4432 大日寺 141 － 
 ○ ○ 

鎮西交流センター 150 23-3396  ○ ○ 

嘉穂高等学校 3,150 22-0231 潤野 8-12 －  ○ ○ 

注 1)想定浸水は、遠賀川水系浸水想定区域図による。（Ａ：5.0ｍ以上の区域、Ｂ：3.0～5.0ｍ未満の区域、Ｃ：0.5～3.0ｍ

未満の区域、Ｄ：0.5ｍ未満の区域、－：該当なし） 

注 2)収容可能人員(人)=敷地面積(グラウンド)÷3.3㎡、第 1位切捨  
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一覧表（２） 

地区名 避難予定地 
収容 

人員 
電話番号 所在地 想

定
浸
水 

土
砂
災
害

警
戒
区
域 

風
水
害 

震
災 

穂波地区 

若菜小学校 240 22-0581 小正 249-2 －  ○ ○ 

椋本小学校 200 22-1068 椋本 16-2 －  ○ ○ 

小中一貫校穂波東校 660 
小学校 22-0579 

中学校 22-1052 
平恒 1021-1 Ｃ 

 
○ ○ 

高田小学校（校舎） 140 22-3328 高田 701-1 － ○ ○ ○ 

穂波西中学校（校舎） 300 22-1049 椿 250-1 － ○ ○ ○ 

穂波支所 2,050 22-0380 忠隈 523 Ｂ  ○ ○ 

穂波交流センター 390 24-7458 秋松 408 Ｃ  ○ ○ 

穂波人権啓発センター 130 28-5622 太郎丸 974-1 －  ○ ○ 

忠隈住民センター 120 24-6704 忠隈 188-3 －  ○ ○ 

穂波Ｂ＆Ｇ海洋センター 320 29-3266 平恒 54-24 －  ○ ○ 

穂波体育館 640 24-2204 秋松 408 Ｃ  ○ ○ 

筑豊緊急物資輸送センター 60 26-2227 平恒 169-1 －  ○ ○ 

穂波福祉総合センター 680 21-6330 枝国 402-100 －  ○ ○ 

筑穂地区 

大分小学校 640 72-0106 大分 1985-1 －  ○ ○ 

上穂波小学校 200 72-0014 筑穂元吉 430 －  ○ ○ 

内野小学校 230 72-0155 内野 3537-1 －  ○ ○ 

筑穂中学校 410 72-0103 長尾 903-1 －  ○ ○ 

筑穂支所 1,260 72-1100 長尾 1242-1 －  ○ ○ 

筑穂交流センター 530 72-2204 長尾 1340 －  ○  

筑穂体育館 630 72-2204 長尾 1340 －  ○ ○ 

筑穂人権啓発センター 130 72-1110 大分 1543 － ○ ○ ○ 

筑穂保健福祉総合センター 800 72-3085 長尾 911-1 －  ○ ○ 

庄内地区 

庄内小学校 200 82-1202 有安 1-22 －  ○ ○ 

庄内中学校 260 82-1201 綱分 1000-1 Ｃ  ○ ○ 

庄内体育館 560 82-3344 有安 830-6 －  ○ ○ 

庄内支所 70 81-1200 綱分 802-7 －  ○ ○ 

庄内交流センター 

(別館及び旧庄内保健福祉総合ｾﾝ

ﾀｰ含む) 

939 82-3344 
綱分 771-1 

(綱分 791-4) 
－ 

 

○ ○ 

頴田地区 

小中一貫校頴田校 620 92-0126 鹿毛馬 1667-2 －  ○ ○ 

頴田交流センター 420 92-1034 鹿毛馬 1667-2 －  ○ ○ 

頴田交流センター別館 

(旧サンシャイン頴田) 
120 92-1034 鹿毛馬 1563-56 － 

 
○ ○ 

頴田高齢者福祉センター 210 92-5855 勢田 1101 －  ○ ○ 

注1) 注 1)想定浸水は、遠賀川水系浸水想定区域図による。（Ａ：5.0ｍ以上の区域、Ｂ：3.0～5.0ｍ未満の区域、Ｃ：0.5

～3.0ｍ未満の区域、Ｄ：0.5ｍ未満の区域、－：該当なし） 

注2) 収容可能人員(人)=敷地面積(グラウンド)÷3.3㎡、第 1位切捨  
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２－８ 指定福祉避難所 

                                              令和 4 年 4 月現在 

施設名 住所 電話番号 サービス種類 

想定浸水状況 土

砂

災

害

警

戒

区

域 

管理区間 

国 県 

穂
波
川 

遠
賀
川 

穂
波
川 

泉
河
内
川 

建
花
寺
川 

庄
内
川 

養護老人ホーム 

愛生苑 
飯塚市口原１０５０番地 1 

０９４９６－６

－３０００ 
養護老人ホーム － － － － －  

介護老人保健施設 

コスモス苑 
飯塚市伊川１２６２番地１ ２５－５６００ 介護老人保健施設 － － － － －  

社会保険二瀬病院老

人保健施設 
飯塚市伊川１２４３の１ ２２－２２２５ 介護老人保健施設 － － － － －  

介護老人保健施設 

ベスト・シルバー飯塚 
飯塚市新飯塚１９０３ ２２－８８８８ 介護老人保健施設 C － － － －  

介護老人保健施設 

すみれ園 
飯塚市秋松７０２番地 ２３－３３６３ 介護老人保健施設 － C － － －  

介護老人保健施設 

和泉の澤 
飯塚市勢田１８０６番地１ 

０９４９６－２

－０７００ 
介護老人保健施設 － － － － C  

特別養護老人ホーム

第二いずみ苑 
飯塚市庄司２００３番地４ ２３－５７７８ 介護老人福祉施設 － － － － －  

特別養護老人ホーム

太陽の郷 
飯塚市下三緒６９０番地 ２５－７７８９ 介護老人福祉施設 B － － － －  

特別養護老人ホーム

いいづか 
飯塚市花瀬１５７番地１ ２９－５８５０ 介護老人福祉施設 － － － － －  

特別養護老人ホーム

つばき苑 
飯塚市椿６２３番地８ ２３－２１２１ 介護老人福祉施設 － － － － －  

特別養護老人ホーム

天寿園 
飯塚市高田１６７ ２５－３４５６ 介護老人福祉施設 － － － － － ○ 

特別養護老人ホーム

はくりゅう園 
飯塚市綱分１９２番地１ ８２－２４２０ 介護老人福祉施設 － － － － －  

特別養護老人ホーム

多田の里 
飯塚市多田３０９番地１１ ２０－４０３１ 介護老人福祉施設 － － － － － ○ 

特別養護老人ホーム

本陣園 
飯塚市長尾８８４番地１ ７２－３７７７ 介護老人福祉施設 － － － － －  

飯塚市特別養護老人

ホーム筑穂桜の園 
飯塚市長尾１４２８番地１ ７２－３１２０ 介護老人福祉施設 － － － － －  

特別養護老人ホーム

くぬぎ苑 
飯塚市相田１１４番地１ ２４－８０００ 介護老人福祉施設 － － － D －  

介護老人福祉施設 

天空の杜 
飯塚市平恒１８１番地１ ２６－１１６５ 介護老人福祉施設 － － － － －  

特別養護老人ホーム

サン・ふれあい菰田 
飯塚市菰田１１５番地２ ２９－０７7０ 介護老人福祉施設 C － － － －  

特別養護老人ホーム

ことぶきの森 
飯塚市鯰田６９６番地２１ ２４－５０３０ 介護老人福祉施設 － － － － －  

光ヶ丘学園 飯塚市勢田１１９-１４ 
０９４９６－６

－２００１ 

施設入所支援・短期

入所 
－ － － － － ○ 
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施設名 住所 電話番号 サービス種類 

想定浸水状況 土

砂

災

害

警

戒

区

域 

管理区間 

国 県 

穂
波
川 

遠
賀
川 

穂
波
川 

泉
河
内
川 

建
花
寺
川 

庄
内
川 

障害者支援施設 梅

香苑 
飯塚市大日寺１２１３-１ ２５－７５００ 

施設入所支援・短期

入所 
－ － － － － ○ 

セルプちくほ 飯塚市長尾５１６-１ ７２－３１１３ 
施設入所支援・短期

入所 
－ － － － －  

笠松あんじゃ園 飯塚市有安９５９-４ ８２－０１５３ 
施設入所支援・短期

入所 
－ － － － －  

あかね園 飯塚市阿恵１６３３ ７２－０５０２ 
施設入所支援・短期

入所 
－ － － － －  

桂木とくのみ園 飯塚市建花寺９７５－１ ２９－８８００ 
施設入所支援・短期

入所 
－ － － － － ○ 

笠置寮 （穂波学園） 飯塚市庄司１１５０ ２２－３０２２ 
施設入所支援・短期

入所 
－ － － － － ○ 

大地の森 飯塚市佐與１４９７番地 2 
０９４９６－２

－５０５５ 

施設入所支援・短期

入所 
－ － － － － － 

注)浸水想定状況は、遠賀川水系浸水想定区域図による。 

※想定浸水状況 A;5.0m 以上の区域、B;2.0～5.0m 未満の区域、C;1.0～2.0m 未満の区域、 

D;0.5～1.0m 未満の区域、E;0.5m 未満、-;該当なし 
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２－８－２ 社会福祉施設 
【要配慮者利用施設】                                              令和 5 年 1 月現在 

施設名 住所 電話番号 サービス種類 

想定浸水状況 土

砂

災

害

警

戒

区

域 

管理区間 

国 県 

穂
波
川 

遠
賀
川 

穂
波
川 

泉
河
内
川 

建
花
寺
川 

庄
内
川 

ウェルケア吉原町 壱

番館 

飯塚市吉原町 11 番 21

号 
２1－７１００ 

サービス付高齢者向け

住宅 
B － － － － － 

ウェルケア吉原町 弐

番館 

飯塚市吉原町 7 番 7 号 

 
２１－８００１ 

サービス付高齢者向け

住宅 
B － － － － － 

サービス付き高齢者

住宅 風の丘 

飯塚市伊岐須 779 番地

15 
４３－９３９２ 

サービス付高齢者向け

住宅 
－ － － － － － 

サービス付き高齢者

向け住宅・春 
飯塚市長尾1425番地12 ７２－００８６ 

サービス付高齢者向け

住宅 
－ － － － － － 

地域優良賃貸住宅 

おとひめの森 
飯塚市下三緒 47 番地 1 ２６－０３０３ 

サービス付高齢者向け

住宅 
－ － － － － － 

ふみの里 飯塚市阿恵 360 番 5 ７２－００５５ 
サービス付高齢者向け

住宅 
－ － － － － － 

アップルハートリビン

グ飯塚 1 号館 
飯塚市芳雄町 6 番 9 号 ２２－３５１０ 

サービス付高齢者向け

住宅 
B － － － － － 

アップルハートリビン

グ飯塚 2 号館 
飯塚市芳雄町 6 番 2 号 ４３－８２６０ 

サービス付高齢者向け

住宅 
B － － － － － 

愛家サービス付き高

齢者向け住宅 
飯塚市潤野９４６番地１ ２９－５５６７ 

サービス付高齢者向け

住宅 
－ － － － － － 

サービス付き高齢者

向け住宅 いこいの

和泉 

飯塚市勢田 1793 番地 ９２－０６００ 
サービス付高齢者向け

住宅 
A － － － － － 

サービス付き高齢者

向け住宅こころ 
飯塚市阿恵 1155 番地 1 ７２－５０２１ 

サービス付高齢者向け

住宅 
C － － － － － 

サービス付き高齢者

向け住宅 緑結館 
飯塚市口原 1744 番地 ９６－２７３１ 

サービス付高齢者向け

住宅 
A － － － － － 

あっとほーむきこり 飯塚市口原 33 番地 5 ９６－８６０７ 
サービス付高齢者向け

住宅 
－ － － － C － 

サービス付き高齢者

向け住宅らふと勢田 2

号館 

飯塚市勢田 2593 番地

145 
９６－１６１６ 

サービス付高齢者向け

住宅 
－ － － － － － 

サービス付き高齢者

住宅あかりの里 
飯塚市横田６４３番地３１ ２１－８７００ 

サービス付高齢者向け

住宅 
－ － － － － － 

若竹荘 飯塚市秋松７０９番地４ ２５－２８００ 高齢者優良賃貸住宅 － C － － －  

すみれ荘 飯塚市秋松 709 番地 ２２－２１５０ 高齢者専用賃貸住宅 － C － － － － 

コスモス苑 飯塚市伊川１２６２番地１ ２５－５６００ 介護老人保健施設 － － － － － ○ 

社会保険二瀬病院老

人保健施設 
飯塚市伊川１２４３の１ ２２－２２２５ 介護老人保健施設 － － － － － － 

ベスト・シルバー飯塚 飯塚市新飯塚１９０３ ２２－８８８８ 介護老人保健施設 B － － － － － 
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施設名 住所 電話番号 サービス種類 

想定浸水状況 土

砂

災

害

警

戒

区

域 
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国 県 

穂
波
川 

遠
賀
川 

穂
波
川 

泉
河
内
川 

建
花
寺
川 

庄
内
川 

すみれ園 飯塚市秋松７０２番地 ２３－３３６３ 介護老人保健施設 － B － － －  

和泉の澤 飯塚市勢田１８０６番地１ ９２－０７００ 介護老人保健施設 － － － － B  

第二いずみ苑 飯塚市庄司２００３番４ ２３－５７７８ 介護老人福祉施設 － － － － － － 

太陽の郷 飯塚市下三緒６９０番地 ２５－７７８９ 介護老人福祉施設 B － － － － － 

いいづか 飯塚市花瀬１５７番地１ ２９－５８５０ 介護老人福祉施設 － － － － － － 

つばき苑 飯塚市椿６２３番地８ ２３－２１２１ 介護老人福祉施設 － － － － － － 

天寿園 飯塚市高田１６７ ２５－３４５６ 介護老人福祉施設 － － － － － ○ 

はくりゅう園 飯塚市綱分１９２番地１ ８２－２４２０ 介護老人福祉施設 － － － － － － 

多田の里 飯塚市多田３０９番地１１ ２０－４０３１ 介護老人福祉施設 － － － － － ○ 

本陣園 飯塚市長尾８８４番地１ ７２－３７７７ 介護老人福祉施設 － － － － － － 

筑穂桜の園 飯塚市長尾１４２８番地１ ７２－３１２０ 介護老人福祉施設 － － － － － － 

かいた苑 
飯塚市勢田２５９３番地６

５ 
９２－５２１１ 介護老人福祉施設 － － － － － ○ 

くぬぎ苑 飯塚市相田１１４番地１ ２４－８０００ 介護老人福祉施設 － － － D － － 

天空の杜 飯塚市平恒１８１番地 1 ２６－１１６５ 介護老人福祉施設 － D － － － － 

サミック飯塚 
飯塚市太郎丸７１２番地

１ 
４３－９４６２ 介護老人福祉施設 － － － － － － 

サン・ふれあい菰田 飯塚市菰田 115 番地 2 ２９－０７7０ 
地域密着型介護老人

福祉施設 
C － － － － － 

ことぶきの森 飯塚市鯰田６９６番地 21 ２４－５０３０ 
地域密着型介護老人

福祉施設 
－ － － － － － 

ふれあいセンター菰

田 
飯塚市菰田１４２番１ ２９－８４４８ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

ふぁみりー菰田 
飯塚市菰田西 3 丁目

9-10   
２２－５３３０ 

認知症対応型共同生

活介護 
A － － － － － 

グループホーム 陽

楽 
飯塚市庄司１０２０番地１ ２５－７２００ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

グループホーム 椿

の里 
飯塚市椿６２３番地２０ ２８－３８３９ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

グループホーム さく

ら 
飯塚市秋松７０９番地１１ ２１－２２０１ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ C － － －  
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砂

災
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内
川 

建
花
寺
川 
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内
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グループホーム え

だくに 
飯塚市枝国４３９番地 ２２－５９００ 

認知症対応型共同生

活介護 
C － － － － － 

グループホーム わ

かば 

飯塚市太郎丸４９９番地

１ 
２４－７２２２ 

認知症対応型共同生

活介護 
C － － － － － 

グループホーム ふる

さと 
飯塚市綱分８７０番地２６ ３１－１３３０ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

グループホーム ほ

ほえみ 
飯塚市長尾 928 番地 6 ７２－３７３４ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

グループホーム 福

寿草 

飯塚市北古賀７３１番地

３ 
７２－５５５８ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

グループホーム ふ

みの里 
飯塚市阿恵３６５番地７ ７２－３５００ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

グループホーム ほ

ほえみ頴田 
飯塚市勢田１７３番地３ ９２－４６２３ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

グループホーム ほ

なみ 
飯塚市枝国４３０番地２ ２３－４２２７ 

認知症対応型共同生

活介護 
C － － － － － 

グループホーム ほり

いけ 
飯塚市堀池２６８番地１ ２６－５００８ 

認知症対応型共同生

活介護 
B B － － － － 

グループホーム 鯰

田 
飯塚市鯰田１５２２番地１ ２８－００３２ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

グループホーム ひよ

り 
飯塚市上三緒１番１１ ２１－７５００ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

グループホーム ふぁ

みりー伊川 
飯塚市伊川１番１ ２３－００３２ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

グループホーム陽楽

みずゑ 
飯塚市川津８７番地３ ２４－００１０ 

認知症対応型共同生

活介護 
C － － C － － 

グリーンコープ グル

ープホーム飯塚・和 
飯塚市潤野９６７－１３ ２１－１８０１ 

認知症対応型共同生

活介護 
C － － － － － 

グループホーム 太

陽の郷 
飯塚市鯰田 516 番地 17 ２６－７７８９ 

認知症対応型共同生

活介護 
－ － － － － － 

ベターライフ・ノア２１ 飯塚市柏の森１１番地１ ２１－００２１ 介護型有料老人ホーム － － － － － － 

すまいるホーム飯塚 飯塚市横田１０番地 ２１－８６６０ 介護型有料老人ホーム － － － － － － 

すまいるホーム三緒 飯塚市上三緒４４５番地 ２８－５８５８ 介護型有料老人ホーム － － － － － － 

ふれあいホーム菰田 飯塚市菰田１３７番地８ ２９－３７７６ 介護型有料老人ホーム － － － － － － 

介護ハウス風の丘 飯塚市有井355番地107 ８２－２１２２ 介護型有料老人ホーム － － － － － － 

千代 飯塚市小正１４７番地３ ２３－８０５２ 介護型有料老人ホーム － － － － － － 

第 2 八木山の里すず

らん 

飯塚市八木山 1249 番地

1 
２３－２７１８ 介護型有料老人ホーム － － － － － － 
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太陽の郷 飯塚市鯰田 516 番地 17 ２６－７７８９ 介護型有料老人ホーム － － － － － － 

介護付有料老人ホー

ム ほほえみ 
飯塚市勢田 173 番地 3 ９２－８２２２ 介護型有料老人ホーム － － － － － － 

住宅型有料老人ホー

ム 向陽館 
飯塚市上三緒887番地1 ２１－６７７７ 住宅型有料老人ホーム C － － － － － 

すこやかの里ビラ山

内 

飯塚市下三緒 35 番地

726 
２８－５８２８ 住宅型有料老人ホーム － － － － － ○ 

ローシャルリビング飯

塚 
飯塚市上三緒 49 番地 1 ２６－３７５５ 住宅型有料老人ホーム C － － － － － 

はるの里 有料老人

ホーム 
飯塚市綱分１５６６番地１ ８２－０３８９ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

住宅型有料老人ホー

ム いこい 

飯塚市太郎丸 1036 番地

1 
３０－３７３８ 住宅型有料老人ホーム C － － － － － 

有料老人ホーム や

まびこ 
飯塚市有安 112 番地 12 ８０－１２５１ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

ひまわり園寂光 
飯塚市柏の森 13 番地

141 
２９－８８０７ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

シルバーハイムさくら 飯塚市枝国５２０番地 ２１－７７８８ 住宅型有料老人ホーム C － － － － － 

有料老人ホーム 隣

人館 
飯塚市伊川１８５番地 ２６－３０５０ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

住宅型有料老人ホー

ムみのりの丘 

飯塚市鹿毛馬 1653 番地

7 
９２－３３１１ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

住宅型有料老人ホー

ムはなみずき 
飯塚市相田 574 番地 1 ２１－８７３２ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

住宅型有料老人ホー

ムわくわく倶楽部 良

花居 

飯塚市内野 214 番地 26 ７２－３９１７ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

住宅型有料老人ホー

ムクレヨン 
飯塚市相田 615 番地 1 ２９－３５８８ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

有料老人ホームであ

い庵 
飯塚市目尾 750 番地 1 ４３－８５２５ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

悠優舘 飯塚市横田 856 番地 1 ５２－８３８９ 住宅型有料老人ホーム - - - C - － 

有料老人ホーム ウェ

ルシア 
飯塚市鯰田 516 番地 19 ２２－６０００ 介護型有料老人ホーム － － － － － － 

住宅型有料老人ホー

ムケアタウンあいあい

飯塚 

飯塚市幸袋 575 番地 12 ２６－２２６６ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

住宅型有料老人ホー

ム 舞鶴 
飯塚市横田 700 番地 1 ４３－９６６１ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

住宅型有料老人ホーム 

アフィニティーすいせん 
飯塚市伊岐須166番地6 ４３－３３４０ 住宅型有料老人ホーム － － － B － － 
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住宅型有料老人ホー

ムひより 
飯塚市上三緒 1 番地 92 ２１－７５００ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

欧州館高田 飯塚市高田 1000 番地 1 ２５－６６０６ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

高齢者優良住宅 す

ずらん 
飯塚市綱分 933 番地 7 ３１－１１１２ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

ふれあいハウス芳美 飯塚市菰田 46 番地 37 ２９－４０４０ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

ふれあいハウス芳美

Ⅱ 

飯塚市菰田東２丁目２－

１７ 
２９－４１４１ 住宅型有料老人ホーム B － － － － － 

ひまわりホーム柏の

森 
飯塚市柏の森946番地9 ２３－９０１１ 住宅型有料老人ホーム B － － － － － 

レイクヒルズ飯塚 飯塚市有安 966 番地 48 ８２－３３３３ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

シェアハウス ゆとり 飯塚市大分 1442 番地 9 ７２－３５６６ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

きんもくせい頴田 飯塚市口原 347 番地 1 ９２－５０７６ 住宅型有料老人ホーム － － － － B － 

有料老人ホーム帆風 飯塚市相田 3 番地 89 ２１－８８８０ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

住宅型有料老人ホー

ム アフィニティーつ

つじの丘 

飯塚市横田 823 番地 1 ４３－３３４０ 住宅型有料老人ホーム － － － C － － 

八木山の里すずらん 
飯塚市八木山１２７０番

地１０ 
２６－１０００ 住宅型有料老人ホーム － － － － － － 

いずみ苑 飯塚市庄司２００３－１ ２３－６００６ 軽費老人ホーム － － － － － ○ 

太陽の郷 飯塚市下三緒６９０番地 ２５－７７８９ ケアハウス B － － － － － 

あじさい園 
飯塚市大日寺５１２番地

２７３ 
２１－３３８０ ケアハウス － － － － － － 

いいづか 飯塚市花瀬１５７番地１ ２９－５８５１ ケアハウス － － － － － － 

多田の里 飯塚市多田３０９番地１１ ２０－４０３１ ケアハウス － － － － － ○ 

愛生苑 飯塚市口原 1050 番地 1 ９６－３０００ 養護老人ホーム B － － － － － 

共立病院 飯塚市横田７７０番地３ ２２－０７２５ 介護医療院 － － － C － － 

クレリハ 飯塚市伊川 602-8 52-3340 自立訓練（機能訓練） － － － － － － 

ほっと 飯塚市小正４７７－１ 29-6005 自立訓練（生活訓練） － － － － － － 

障害者支援サービス 

ウィング川津 
飯塚市川津２３２－２ 26-5680 自立訓練（生活訓練） B － － C － － 
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施設名 住所 電話番号 サービス種類 

想定浸水状況 土

砂

災

害

警

戒

区

域 

管理区間 

国 県 

穂
波
川 

遠
賀
川 

穂
波
川 

泉
河
内
川 

建
花
寺
川 

庄
内
川 

社会福祉法人飯塚市

社会福祉協議会 

筑穂支所障がい者支

援センター 

飯塚市長尾９１１－1 72-3153 生活介護 － － － － － － 

あかね園 飯塚市阿恵１６３３ 72-0502 生活介護 － － － － － － 

桂木とくのみ園 飯塚市建花寺９７５-１ 29-8800 生活介護 － － － － － ○ 

障がい福祉サービス

事業所多機能型通所

施設 和の里 

飯塚市綱分１３６９ 80-1066 生活介護 － － － － － － 

生活介護 にじいろ

smile 
飯塚市小正 167-3 43-8211 生活介護 － － － － － － 

竜王の里 飯塚市高田１１８１ 25-4533 生活介護 － － － － － － 

まごころ園 飯塚市佐與２６０３-３ 28-7700 生活介護 － － － － － － 

福祉サービス事業所 

草原 

飯塚市鯰田字水ヶ坂696

番地 26 
43-3937 生活介護 － － － － － － 

しょうがい者支援施設 

大地の森 
飯塚市佐與１４９７-２ 92-5055 生活介護 － － － － － － 

ほっと 飯塚市小正４７７－１ 29-6005 生活介護 － － － － － － 

笠置寮 飯塚市庄司１１５０ 22-3022 生活介護 － － － － － ○ 

障害者支援施設 

光ヶ丘学園 
飯塚市勢田１１９-１４ 96-2001 生活介護 － － － － － ○ 

桂木学園 飯塚市建花寺８８８-１ 25-1179 生活介護 － － － － － － 

障害者支援施設 梅

香苑 
飯塚市大日寺１２１３-１ 25-7500 生活介護 － － － － － ○ 

セルプちくほ 飯塚市長尾５１６-１ 72-3113 生活介護 － － － － － － 

コミュニティー庄の里 飯塚市有安９５９-１ 82-2115 生活介護 － － － － － － 

笠松あんじゃ園 飯塚市有安９５９-４ 82-0153 生活介護 － － － － － － 

重症心身障がいサポ

ートセンターひばり 
飯塚市有安１０２５－７ 43-4137 生活介護 － － － － － － 

こども発達療育センタ

ーテコテコ ソバニ 
飯塚市口原 1061-6 86-8276 生活介護 B － － － C － 

ぴあんた 飯塚市忠隈 71-1 22-7538 生活介護 － － － － － － 

生活介護事業所 暖 飯塚市赤坂 619-20 52-2411 生活介護 － － － － － － 
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福祉サービス事業所 

森のせいかつ 
飯塚市佐興 1497 番地 2 92-5190 生活介護 － － － － － － 

セカンドつばさ 飯塚市菰田 11-1 62-5500 生活介護 － － － － － － 

グッド デイサービス 飯塚市鯰田６４－１ 29-4112 生活介護（共生型） － － － － － － 

セルプちくほ 飯塚市長尾５１６－１ 72-3113 就労定着支援 － － － － － － 

セルプちくほ 飯塚市長尾５１６－１ 72-3113 就労移行支援(一般) － － － － － － 

障害者就労移行支援

サービス ウイング 

飯塚 

飯塚市柏の森 953-13 24-3020 就労移行支援(一般) B － － － － － 

障害者支援サービス 

ウィング川津 
飯塚市川津２３２－２ 26-5680 就労移行支援(一般) B － － C － － 

コミュニティー庄の里 飯塚市有安 959-1 82-2115 就労移行支援(一般) － － － － － － 

トライ 飯塚市鶴三緒 1418-1 42-0753 就労移行支援(一般) － － － － － － 

株式会社ｗｉｌｌ 飯塚市新飯塚 17-9 52-3155 就労移行支援(一般) B － － － － － 

ドリカムサポート 
飯塚市本町 7-26 第 1 バ

ニーズビル 2F 
43-3313 就労継続支援（A 型） C － － － － － 

サポートセンターあり

がとう 
飯塚市宮町 945-3 43-3960 就労継続支援（A 型） － － － － － ○ 

障がい福祉サービス

事業所 喜富 
飯塚市大門 369 番地 2 25-1149 就労継続支援（A 型） － － － － － － 

ワークプレイス立岩 飯塚市新立岩 1451-1 21-7577 就労継続支援（A 型） B － － － － － 

ワークプレイス庄内 飯塚市庄内元吉 324 31-0707 就労継続支援（A 型） － － － － C ○ 

楽 飯塚市伊川 460-1 21-6008 就労継続支援（A 型） － － － － － － 

ウェルビーイング サ

ービス 

飯塚市中 371-1 エンゼ

ルポート K102 号 
52-6770 就労継続支援（A 型） － － － － － － 

ワークプレイス椿 飯塚市椿 598-90 
 

43-9415 
就労継続支援（A 型） － － － － － － 

指定就労継続支援 A

型事業所ｱﾝﾌﾟﾚｽﾄ 
飯塚市潤野 8-75 28-5710 就労継続支援（Ａ型） Ｄ － － － － － 

就労継続支援施設 

ひまわりの家 
飯塚市秋松３-４ 22-3148 就労継続支援（Ａ型） Ｃ － － － － － 

あかね園 飯塚市阿恵１６３３ 72-0502 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 
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障がい福祉サービス

事業所多機能型通所

施設 和の里 

飯塚市綱分１３６９ 80-1066 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

竜王の里 飯塚市高田１１８１ 25-4533 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

桂木学園 飯塚市建花寺８８８-１ 25-1179 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

セルプちくほ 飯塚市長尾５１６-１ 72-3113 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

なのみ荘 飯塚市椿７１９－１ 25-5174 就労継続支援（Ｂ型） － － － － －  

コミュニティー庄の里 飯塚市有安９５９-４ 82-2115 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

いいづか学園 飯塚市上三緒 891-20 21-0666 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

b.. 飯塚市川津 194-2 26-7180 就労継続支援（Ｂ型） B － － － － － 

hibari café 点 飯塚市本町 13-8 43-8498 就労継続支援（Ｂ型） B － － － － － 

自立サポートセンター

かれん 
飯塚市川津 116-37 43-8416 就労継続支援（Ｂ型） B － － － － － 

Jazz が聴こえる 
飯塚市川島６２３－１プラ

イマリー新飯塚１０１ 
43-3705 就労継続支援（B 型） B － － － － － 

AII Right 
飯塚市菰田東

1-4-35-206 

090-7465-

8012 
就労継続支援（Ｂ型） B － － － － － 

BRIDGE 飯塚市宮町 13 番 35 号 
080-7187-

7922 
就労継続支援（Ｂ型） B － － － － － 

あすてっぷ 飯塚市忠隈 71-10 42-5137 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

アフェクション 飯塚市伊川 543 番地 1 
090-7878-

2513 
就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

ウォームハート 飯塚市弁分 409-6 21-3080 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

グッドアビリティ 
飯塚市堀池 153 番地 7 

堀池コーポテナント 102 
22-8801 就労継続支援（Ｂ型） B B － － － － 

はたらくっく 飯塚市花瀬 84 
080-4026-

9394 
就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

輝き 飯塚市立岩 1077-168 25-4795 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

就労継続支援 B 型事

業所 Go and 
飯塚市津島 253 番地 1 52-3712 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

就労支援センターみ

のり 
飯塚市菰田 626-1 25-1290 就労継続支援（Ｂ型） B － － － － － 

A ｔｏ Ｚ 飯塚市川津 410 番地 2 43-3537 就労継続支援（Ｂ型） C － － － － － 
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NEXT INNOVATION  飯塚市目尾 1010-1 52-3325 就労継続支援（Ｂ型） C － － － － － 

RRR 飯塚市本町 14-2 52-3942 就労継続支援（Ｂ型） C － － － － － 

なごみ 飯塚市鶴三緒 1418-1 42-0753 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

フルサポ 飯塚市横田 753-4 21-0015 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

ほっと 飯塚市小正 477-1 29-6005 就労継続支援（Ｂ型） － － － － － － 

桂木とくのみ園 飯塚市建花寺９７５-１ 29-8800 施設入所支援 － － － － － ○ 

しょうがい者支援施設 

大地の森 
飯塚市佐與１４９７-２ 92-5055 施設入所支援 － － － － － － 

笠置寮 飯塚市庄司１１５０ 22-3022 施設入所支援 － － － － － ○ 

障害者支援施設 

光ヶ丘学園 
飯塚市勢田１１９-１４ 96-2001 施設入所支援 － － － － － ○ 

障害者支援施設 梅

香苑 
飯塚市大日寺１２１３-１ 25-7500 施設入所支援 － － － － － ○ 

セルプちくほ 飯塚市長尾５１６-１ 72-3113 施設入所支援 － － － － － － 

笠松あんじゃ園 飯塚市有安９５９-４ 82-0153 施設入所支援 － － － － － － 

あかね園 飯塚市阿恵１６３３ 72-0502 施設入所支援 － － － － － － 

あかね園 飯塚市阿恵１６３３ 72-0502 短期入所 － － － － － － 

桂木とくのみ園 飯塚市建花寺９７５-１ 29-8800 短期入所 － － － － － ○ 

しょうがい者支援施設 

大地の森 
飯塚市佐與１４９７-２ 92-5055 短期入所 － － － － － － 

笠置寮短期入所事業 飯塚市庄司１１５０ 22-3022 短期入所 － － － － － ○ 

穂波学園短期入所事

業 
飯塚市庄司１１５０ 22-3022 短期入所 － － － － － － 

障害者支援施設 

光ヶ丘学園 
飯塚市勢田１１９-１４ 96-2001 短期入所 － － － － － ○ 

障害者支援施設 梅

香苑 
飯塚市大日寺１２１３-１ 25-7500 短期入所 － － － － － ○ 

セルプちくほ 飯塚市長尾５１６-１ 72-3113 短期入所 － － － － － － 

笠松あんじゃ園 飯塚市有安９５９-４ 82-0153 短期入所 － － － － － － 
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グループホーム あさ

ひの里 
飯塚市椋本 457-2 52-6820 短期入所 － － － － － － 

グループホーム第二

あさひの里 
飯塚市椋本 457-3 52-6820 短期入所 － － － － － － 

グループホーム キラ

レ 
飯塚市有安 860-1 52-6325 短期入所 － － － － － － 

福祉サービス事業所 

草原 
飯塚市鯰田 696 番地 26 43-3937 短期入所 － － － － － － 

ショートステイくぬぎ

苑 
飯塚市相田 114-1 24-8000 短期入所 － － － D － － 

コーポあかね 飯塚市阿恵 364-2 72-0502 共同生活援助 － － － － － － 

桂木の家 飯塚市伊岐須 112-21 29-8800 共同生活援助 － － － C － － 

共同生活援助幸の家 飯塚市綱分 1369 80-1066 共同生活援助 － － － － － － 

そよかぜ 飯塚市綱分 713-62 82-1350 共同生活援助 － － － － － － 

ホット館 飯塚市小正 536-1 23-6266 共同生活援助 － － － － － － 

ゆずり葉 飯塚市太郎丸 1149-1 24-8880 共同生活援助 C － － － － － 

ケアハイツわかば 飯塚市太郎丸 484-1 21-1920 共同生活援助 C C － － － － 

グループホーム「ぼく

らの家」 
飯塚市鶴三緒 1438-2 26-3057 共同生活援助 － － － － － － 

なのみ荘 飯塚市弁分 454-1 25-5174 共同生活援助 － － － － － － 

シェアハウス喜富 
飯塚市立岩 1084-1 第一

立岩ビル 107 
25-1149 共同生活援助 － － － － － － 

グループホーム群星 飯塚市鶴三緒 1392-1 21-5656 共同生活援助 B － － － － － 

グループホームあさ

ひの里 
飯塚市椋本 457-2 52-6820 共同生活援助 － － － － － － 

グループホーム第二

あさひの里 
飯塚市椋本 457-3 52-6820 共同生活援助 － － － － － － 

共同住宅健会 飯塚市幸袋 781-64 20-9019 共同生活援助 － － － － － － 

共同生活スクラムハ

ーフ 

飯塚市潤野 933-275 

A102 
21-4355 共同生活援助 － － － － － － 

グループホーム キラ

レ 
飯塚市有安 860-1 52-6325 共同生活援助 － － － － － － 

グループホームレイク

サイド 

飯塚市上三緒 1-72- 

602 
43-8061 共同生活援助 － － － － － － 
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グループホームよい

こ 
飯塚市勢田 2410-7 82-1489 共同生活援助 － － － － － － 

グループホームワン

ライフ小正 
飯塚市小正 903-132 52-3860 共同生活援助 － － － － － － 

さんあいホーム飯塚 飯塚市庄司 142-3 28-6788 共同生活援助 － － － － － － 

まどか園 飯塚市庄司 1143-5 22-3022 児童発達支援センター － － － － － ○ 

児童発達支援センタ

ー こどもの森 
飯塚市佐與 1489-2 92-3355 児童発達支援センター － － － － － － 

れいんぼう 飯塚市庄司 1150 22-3022 児童発達支援 － － － － － ○ 

社会福祉法人飯塚市社

会福祉協議会筑穂支所 

児童デイサービス 

飯塚市長尾９１１－１ 72-3153 児童発達支援 － － － － － － 

児童発達支援事業所 

ほしのこ 

飯塚市川島 879-1 エスト

A 
23-1001 児童発達支援 B － － － － － 

こどもデイサービス 

ＹＯＯＵ 
飯塚市秋松 347-7 52-6402 児童発達支援 C － － － － － 

APOLLO 本町 飯塚市本町 14-6 52-6407 児童発達支援 C － － － － － 

ポケット 飯塚市平恒 384-1 80-5516 放課後等デイサービス － － － － － － 

ひばりジュニア飯塚

ひがしがおか 
飯塚市下三緒 35-622 28-1831 放課後等デイサービス － － － － － － 

華冨(カフー) 飯塚市多田 400-24 52-2411 放課後等デイサービス － － － － － － 

放課後等デイサービ

ス りんくす 
飯塚市川津 410-3 80-7000 放課後等デイサービス － － － C － － 

福祉サービス事業所 

森のせいかつ 

飯塚市佐與字尾笹 1497

番地 2 
92-5190 放課後等デイサービス － － － － － － 

放課後等デイサービ

ス はぴねす 
飯塚市潤野 127 番地 34 80-6495 放課後等デイサービス － － － － － － 

放課後等デイサービ

ス りんくす勢田 
飯塚市勢田２５９３－３６ 80-7000 放課後等デイサービス － － － － － － 

放課後等デイサービ

ス Pucca 
飯塚市鯰田 1526-182 

080-6409-

8521 
放課後等デイサービス － － － － － － 

多機能型児童発達支

援事業所 森の子 
飯塚市佐與 1497-2 92-8388 

児童発達支援、放課後 

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

らそうむ発達支援ル

ーム らいく 
飯塚市鯰田 2425－11 43-9907 

児童発達支援、放課後 

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

ほわいとういんぐ飯塚

館 

飯塚市吉原町 1-19 サン

トノーレルビル 
22-7110 

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
B － － － － － 

子ども支援発達セン

ターにじっこ 
飯塚市西徳前 15-20 26-8700 

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
C － － － － － 
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APOLLO 飯塚市小正 404-1 43-9331 
児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

おひさま 
飯塚市鯰田 1140-2 

ソラーナ 21 
21-0777  

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
B － － － － － 

放課後等デイサービ

ス ポラリス 
飯塚市幸袋 141-17 43-8567 

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
B － － － － － 

ﾁｬｲﾙﾄﾞﾊｰﾄ 飯塚 
飯塚市有安 1025-45 

ラ・フォーレカ 1F 
43-4027 

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

りあん Kids ｽﾎﾟｰﾂｸﾗ

ﾌﾞ 
飯塚市下三緒 36-36 21-7800 

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

みらい 飯塚市菰田 11-1 62-5500 
児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

重症心身障がいサポ

ートセンターひばり 
飯塚市有安 1025-7 43-4137 

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

APOLLO 忠隈 飯塚市忠隈 36-32 43-3443 
児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
C － － － － － 

スマイリー 飯塚市相田 117-15 80-1107 
児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

児童デイサービス 

ぽっけ 
飯塚市柏の森 646-1 25-6011 

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
B － － － － － 

麦穂園 飯塚市綱分 596-3 80-3700 
児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

訪問看護併設型児童

通所支援事業所メデ

ィカルキッズ 

飯塚市片島 1-10-14 

飯塚第一ボウル1階テナ

ント棟 テナント B 号室 
52-6513 

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
C － － － － － 

良創夢発達支援ルー

ムらいく穂波店 
飯塚市弁分 15-11 43-8310 

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
C C － － － － 

グッド デイサービス 飯塚市鯰田６４－１ 29-4112 
児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

４１プラス 飯塚市鯰田 64-1 29-4112 
児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
－ － － － － － 

りあん 目尾教室 飯塚市目尾 991-1 43-8687 
児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
C － － － － － 

多機能型事業所 く

ぬぎ苑 
飯塚市相田 114-1 24-8000 

児童発達支援、放課後

等デイサービス事業所 
－ － － D － － 

注)浸水想定状況は、遠賀川水系浸水想定区域図による。 
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２－９ 医療機関 

令和 5年 4月現在 

飯塚地区 

№ 医療機関名 管理者氏名 所在地 電話番号 

1 あい内科・消化器科クリニック 斉東哲浩 飯塚市菰田西1丁目6番 24号 0948-22-0703 

2 あおぞら整形外科医院 辰元要仁 飯塚市上三緒 445番地 2 0948-26-5066 

3 青山外科医院 青山雄三 飯塚市吉原町 10番 6号 0948-22-0212 

4 鰺坂皮膚科 鰺坂義之 飯塚市菰田西2丁目7番 33号 0948-22-0236 

5 いいづかこども診療所 牟田広実 飯塚市吉原町 537番地 0948-80-5630 

6 医）社団豊永会 飯塚記念病院 豊永武一郎 飯塚市鶴三緒 1452 番地 2 0948-22-2316 

7 飯塚腎クリニック 西村  学 飯塚市片島 2-16-30 0948-21-8877 

8 飯塚東耳鼻いんこう科 大庭 哲 飯塚市柏の森 1-46 0948-43-8191 

9 ㈱麻生 飯塚病院 増本陽秀 飯塚市芳雄町 3番 83号 0948-22-3800 

10 石川クリニック 石川和史 飯塚市柏の森 92番地 103 0948-22-0019 

11 いしこ整形外科 石河利之 飯塚市片島 2-6-8 0948-52-3595 

12 医）健蘭会 石橋外科内科医院 石橋憲吾 飯塚市伊岐須 847番地 5 0948-23-0400 

13 医）大庭医院 大庭博邦 飯塚市飯塚 18番 27号 0948-22-1009 

14 医）大庭クリニック 大庭憲邦 飯塚市伊岐須 298番地 10 0948-25-5678 

15 医）岡眼科クリニック 岡  義隆 飯塚市川津 364番地 2 0948-22-5155 

16 小川内科・循環器内科 小川敏弘 飯塚市吉原町 6番 1号 

あいタウン３Ｆ 

0948-22-2010 

17 医）越智外科胃腸科医院 越智拓生 飯塚市柏の森 618番地 0948-22-9081 

18 梶原クリニック 梶原秀彦 飯塚市宮町1番 8号 0948-24-2312 

19 医）梶原内科医院 梶原健伯 飯塚市下三緒 35番地 664 0948-23-5563 

20 医）金澤整形外科クリニック 金澤三千利 飯塚市幸袋 498番地 1 0948-25-1777 

21 医）かやの森皮膚クリニック 佐野幸仁 飯塚市柏の森 432番地 5 0948-21-0370 

22 木原眼科医院 木原邦博 飯塚市伊岐須 298番地 6 0948-25-1319 

23 医）社団 親和会 共立病院 古瀬俊一郎 飯塚市横田 770番地 3 0948-22-0725 

24 心のクリニック・飯塚 豊永次郎 飯塚市菰田西 2-5-34 0948-24-1515 

25 医）洗心会 児嶋病院 兒嶋良太 飯塚市花瀬 87番 1号 0948-22-1498 

26 医）アガペ こどもクリニックもり

た 

森田  潤 飯塚市横田 649番地 10 0948-26-6650 

27 近藤医院 近藤  淳 飯塚市菰田西 1丁目 4番 3号 0948-22-2899 

28 さい医院 崔  哲洵 飯塚市菰田西2丁目1番 21号 0948-28-1401 

29 坂本医院 桑原健介 飯塚市目尾 1256 番地 14 0948-21-0076 

30 坂元クリニック 坂元伸通 飯塚市目尾 720番地 3 0948-25-1881 

31 医）佐藤眼科医院 佐藤  徳明 飯塚市新飯塚 6番 21号 0948-22-1292 

32 柴田みえこ内科・神経内科クリニ

ック 

柴田美恵子 飯塚市鶴三緒 1547-10 0948-21-0011 

33 医）下津眼科医院 下津一秀 飯塚市菰田東2丁目3番 30号 0948-22-2221 

34 社会保険 二瀬病院 八谷直樹 飯塚市伊川 1243 番地 1 0948-22-1526 

35 新飯塚駅内科 加来隆一郎 飯塚市立岩 1049 番地 11 0948-26-2018 

36 社）福岡医療団 新飯塚診療所 原口周一 飯塚市柏の森 946番地 6 0948-22-2680 

37 医）産婦人科・麻酔科 すどうク

リニック 

須藤賢次 飯塚市菰田西1丁目4番 22号 0948-22-2347 

38 医）千手医院 千手昭司 飯塚市西町4番 38号 0948-22-3363 

39 独立行政法人労働者健康福祉機

構 総合せき損センター 

前田 健 飯塚市伊岐須 550番地 4 0948-24-7500 

40 そうだレディースクリニック 荘田朋子 飯塚市新飯塚 4番 5号 0948-26-7575 

41 そばしま内科循環器科 側島淳史 飯塚市新飯塚 21番 21号 0948-26-9900 

42 医）たかた皮ふ科 高田一郎 飯塚市菰田西 1丁目 5番 4号 0948-21-3345 

43 武富内科医院 武富弘行 飯塚市飯塚 10番 22号 0948-22-6924 

44 医）田代医院 田代研児 飯塚市吉原町 2番 18号 0948-22-2748 
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45 医）社団 飯塚恵仁会 たていわ病

院 

山本克康 飯塚市立岩 1725 番地 0948-22-2611 

46 立神医院 立神高明 飯塚市菰田東1丁目10番 6号 0948-26-3225 

47 医）田中クリニック 河野雅洋 飯塚市本町 17番 12号 0948-22-3280 

48 医）田中耳鼻咽喉科医院 田中  晃 飯塚市飯塚6番 1号 0948-29-8474 

49 津川診療所 津川  信 飯塚市新飯塚 18番 12号 0948-22-1466 

50 角田整形外科医院 角田和信 飯塚市吉原町 1番 8号 0948-29-2633 

51 医）福豊会 豊永医院 豊永敬之 飯塚市吉原町 1番 9号 0948-22-5423 

52 医）中武眼科クリニック 中武純二 飯塚市西町2番 11号 0948-22-8082 

53 医）中野医院 中野逸郎 飯塚市新飯塚 5番 7号 0948-22-3283 

54 奈田クリニック 奈田勝利 飯塚市横田 325番地 1 0948-24-5080 

55 医）なかしま内科・糖尿病・腎ク

リニック 

中嶋崇文 飯塚市西町 1-4 0948-22-8811 

56 ナワタ消化器外科医院 縄田  修 飯塚市横田 334番地 0948-24-2303 

57 医）向陽会 西田内科クリニック 西田雅弘 飯塚市上三緒 889番地 1 0948-24-8555 

58 医）西原内科消化器科クリニック 西原秀一郎 飯塚市新立岩 4番 10号 0948-25-0070 

59 二宮医院 二宮  健 飯塚市潤野 855番地 0948-22-3272 

60 野見山医院 野見山祐次 飯塚市伊川 406番地 1 0948-22-8668 

61 長谷川整形外科医院 長谷川善廣 飯塚市本町 1162 番地 8 0948-23-0035 

62 医）林医院 林  俊治 飯塚市相田 262番地 3 0948-22-5333 

63 医）林田胃腸科医院 林田昌之 飯塚市片島2丁目 5番 4号 0948-22-8656 

64 医）樋口医院 樋口誠司 飯塚市横田 838番地 0948-22-1274 

65 医）ひじい小児科クリニック 肘井孝之 飯塚市川津 84番地 1 0948-21-6661 

66 ひだ内科クリニック 檜田剛 飯塚市伊川 548番地 1 0948-52-6801 

67 医）想医会 泌尿器科 Ｃ.Ｕ.クリ

ニック 

江本  純 飯塚市川津 405-1 0948-23-1249 

68 医）ふくはだ皮ふ科クリニック 福田俊平 飯塚市伊岐須 640番地 1 0948-26-2277 

69 藤井泌尿器科医院 藤井善隆 飯塚市飯塚8番 20号 0948-21-5550 

70 細川小児科内科医院 細川  清 飯塚市鯰田 1772 番地 0948-22-1088 

71 松浦医院 松浦尚志 飯塚市飯塚 19番 20号 0948-22-3657 

72 医）松岡産婦人科医院 松岡良衛 飯塚市飯塚 10番 10号 0948-24-7963 

73 松隈眼科医院 松隈  博 飯塚市吉原町 2番 2号 0948-22-0542 

74 まつなり医院 松成重之 飯塚市庄司 36番地 5 0948-22-0643 

75 医）陽山会 丸野クリニック 丸野陽一 飯塚市立岩 1308 番地 12 0948-25-0188 

76 みやじま内科・呼吸器内科クリニ

ック 
宮嶋宏之 飯塚市菰田西2丁目3番 52号 0948-23-0578 

77 三笠外科医院 三笠  茂 飯塚市中 497 番地 0948-22-2113 

78 明治記念医院 金海光夫 飯塚市川津 360番地 3 0948-25-2345 

79 医）弥永内科小児科医院 弥永保秀 飯塚市鯰田 2517 番地 201 0948-24-8680 

80 医）夢結 らそうむ内科リハビリ

テーションクリニック 

谷口英太郎 飯塚市鯰田 2219 番地 20 0948-43-3151 

81 よしかわ整形外科 吉川英一郎 飯塚市柏の森 1-1 0948-30-2009 
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穂波地区 

№ 医療機関名 管理者氏名 所在地 電話番号 

82 青山医院 青山祐彦 飯塚市高田 972番地 1 0948-22-6328 

83 医）麻生耳鼻咽喉科クリニック 麻生丈一朗 飯塚市堀池 254番地 2 0948-28-1122 

84 いいづか内科クリニック 林田実生 飯塚市楽市 309番地 8 0948-29-1666 

85 社）地域医療振興協会 飯塚市立病院 武冨  章 飯塚市弁分 633番地 1 0948-22-2980 

86 清永整形外科医院 清永寛一郎 飯塚市堀池 19番地 0948-22-3440 

87 福岡県済生会飯塚嘉穂病院 迫 康博 飯塚市太郎丸 265番地 0948-22-3740 

88 庄田整形外科 庄田孝則 飯塚市楽市 310-14 0948-30-1520 

89 医）田中医院 田中祥視 飯塚市天道 415番地 1 0948-22-1850 

90 徳永眼科医院 徳永直記 飯塚市楽市 141番地 2 0948-25-0011 

91 医）清祥会 なかおクリニック 中尾哲二 飯塚市堀池 254番地 1 0948-21-5755 

92 医）西園内科クリニック 西園久德 飯塚市小正 40番地 1 0948-24-9308 

93 医）穂波整形外科 新井貴之 飯塚市太郎丸 742番地 0948-25-0066 

94 前田眼科クリニック 前田訓志 飯塚市枝国長浦666番地48 0948-43-3558 

95 松口循環器科・内科医院 松口武行 飯塚市楽市 131番地 1 0948-26-0800 

96 三宅脳神経外科病院 三宅 仁 飯塚市楽市 243番地 11 0948-25-5052 

97 医）宮嶋医院 宮嶋靖士 飯塚市忠隈 380番地 0948-22-1477 

98 宮嶋耳鼻咽喉科 宮嶋義巳 飯塚市南尾 400番地 1 0948-28-3347 

 

筑穂地区 

№ 医療機関名 管理者氏名 所在地 電話番号 

98 医）秀和会あおやぎ内科クリニック 青栁和彦 飯塚市大分 1324 番地 4 0948-72-3230 

99 内野内科クリニック 内野利昭 飯塚市長尾 884番地 22 0948-52-6600 

100 おおつか眼科内科医院 大塚正博 飯塚市長尾 405番地 1 0948-72-2828 

101 医）塚本クリニック 塚本伝彦 飯塚市平塚 88番地 2 0948-72-4388 

 

庄内地区 

№ 医療機関名 管理者氏名 所在地 電話番号 

102 医）恵愛会 江藤外科胃腸科 江藤惠祐 飯塚市有井 355番地 83 0948-82-2381 

103 医）兼田循環器内科医院 兼田政治 飯塚市有井 355番地 12 0948-82-3456 

104 医）佐野医院 佐野幸寛 飯塚市綱分 845番地 1 0948-82-0036 

105 医）広瀬医院 廣瀬憲治 飯塚市綱分 756番地 0948-82-0027 

 

頴田地区 

№ 医療機関名 管理者氏名 所在地 電話番号 

106 医）博愛会 頴田病院 本田宜久 飯塚市口原 1061 番地 1 0948-92-2131 

107 佐藤医院 山田  真 飯塚市勢田 1286 番地 4 0948-92-0006 
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２－１０ 歯科医院 

令和 5年 4月現在 

飯塚地区 

施 設 名 所 在 地 

電話 

番号 備  考 

0948 

原歯科医院 伊岐須 296 22-3517 歯科 

医療法人正純会 花野歯科医院 伊岐須 303-1 22-8870 歯科､矯正歯科､小児歯科 

にしもと歯科医院 伊岐須 636-5 29-5005 歯科､小児歯科 

さくら歯科 横田 33-3 22-3317 歯科 

しもみお歯科医院 下三緒岡ノ浦10-10 26-7600 歯科､小児歯科 

丸林歯科医院 花瀬 172-8 23-9642 歯科 

柴田純歯科診療所 宮町 1-4 朝倉ビル 22-1130 歯科 

嶺歯科診療所 吉原町 11-12 23-0120 歯科､矯正歯科､小児歯科 

ぶん歯科クリニック 徳前 18-4 43-9636 歯科､小児歯科 

はまさき矯正歯科医院  吉原町 6-1-4F 22-8200 矯正歯科 

松本歯科医院 菰田西二丁目7-38 22-5226 歯科､小児歯科 

こもだ歯科医院 菰田西三丁目3-9 26-5001 歯科､小児歯科 

ひぐちファミリー歯科医院 幸袋 140-1 22-1281 
歯科､矯正歯科､小児歯科､

歯科口腔外科 

迫田歯科医院 潤野 57-7 25-0952 歯科､小児歯科 

佐藤歯科医院 潤野 8-18 22-2306 歯科､矯正歯科､小児歯科 

医療法人済盟会新飯塚歯科医

院 
新飯塚 13-27 22-7273 歯科､小児歯科 

倉員歯科医院 新飯塚 8-12 22-3921 歯科､矯正歯科 

飯塚ヒロ歯科口腔外科室 飯塚 18-27 080-7708-0535 歯科、歯科口腔外科 

たなか歯科医院 西町 1-7 26-5111 歯科 

岸田歯科医院 西町 2-18 24-4833 歯科 

津川歯科医院 相田 91-1 25-1193 歯科 

やまちか歯科医院 相田 259-137 28-0300 歯科､歯科口腔外科 

佐野歯科クリニック 中 321-1 25-8041 歯科 

はやま歯科医院 川津 370-4 26-8148 
歯科、歯科口腔外科、小児

歯科 

秋元歯科クリニック 川津 707-1 22-6592 
歯科、矯正歯科、小児歯科､

歯科口腔外科 

安藤歯科医院 柏の森 473-9 21-3339 歯科､矯正歯科､小児歯科 

奈田歯科医院 柏の森 520-2 24-5300 歯科､矯正歯科､小児歯科 

青山歯科医院 柏の森 92-99 26-2068 歯科､矯正歯科､小児歯科 

渕上歯科医院 片島一丁目 2-19 22-0647 歯科 

合屋歯科医院 片島二丁目 2-3 28-1322 
歯科､小児歯科､歯科口腔外

科 

山口歯科医院 本町 13-8-2F  24-6070 歯科､矯正歯科､小児歯科 

新飯塚いとう歯科クリニック 立岩 931-1 26-2786 
歯科､矯正歯科､小児歯科、

歯科口腔外科 

新飯塚いとう歯科クリニック

ケアクリニック 
立岩 1049-11 52-6605 

歯科､矯正歯科､小児歯科、

歯科口腔外科 

飯塚病院 芳雄町 3-83 22-3800 

内科､呼吸器科､消化器科､

循環器科､小児科､精神科､

神経科､神経内科､心療内

科､リウマチ科､外科､整形

外科､脳神経外科､呼吸器外

科､心臓血管外科､小児外

科､産婦人科､眼科､耳鼻咽
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施 設 名 所 在 地 

電話 

番号 備  考 

0948 

喉科､皮膚科､泌尿器科､リ

ハビリテーション科､放射

線科､麻酔科､歯科､歯科口

腔外科 

桑原歯科医院 目尾 377 24-4618 歯科､矯正歯科､小児歯科 

時枝歯科医院 立岩 1340-2 25-1215 歯科､小児歯科 

中村歯科医院 立岩 918-1 22-0304 歯科 

まるの歯科 立岩 1308-12 25-2222 歯科､小児歯科 

ハート歯科クリニックいまい 鯰田 2517-101 23-8102 歯科､矯正歯科､小児歯科 

田中歯科医院 鯰田 567-1 25-3355 歯科 

医療法人横手歯科診療所 鯰田 2396-1 28-9869 歯科､小児歯科 

山本歯科医院 鯰田 1381-1 22-6758 歯科､小児歯科 

 

穂波地区 

施 設 名 所  在  地 

電話 

番号 備    考 

0948 

浅原歯科 楽市 488-5 25-6480 歯科､小児歯科 

おおた歯科・小児歯科 楽市 620-5 26-5170 歯科､矯正歯科､小児歯科 

とりお歯科クリニック 楽市 241-3 23-1184 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 

タカノ歯科医院 枝国 464-27 21-1030 歯科 

アイ歯科医院 枝国 495-15 21-2770 
歯科､矯正歯科､小児歯科､歯科

口腔外科 

白水歯科医院 小正 124-6 25-6117 歯科､小児歯科 

浅田歯科医院 南尾 603-5 22-1460 歯科､矯正歯科､小児歯科 

渡辺歯科医院 平恒 186-1 25-2385 歯科 

中村しげお歯科医院 弁分 611-50 25-7648 歯科 

田中陽一歯科医院 弁分 137-8 28-5480 歯科 

スマイル歯科医院 堀池 447-1 28-2881 歯科､矯正歯科､小児歯科 

はやしだ歯科医院 
堀池 153-2 三好ビル

101号 
22-7422 歯科､小児歯科 

西歯科クリニック 秋松 922-1 28-4618 歯科､小児歯科 

JIN DENTAL CLINIC 弁分 162-1 52-8811 歯科､小児歯科 

 

筑穂地区 

施 設 名 所  在  地 

電話 

番号 備    考 

0948 

山本歯科医院 大分 1152-1 72-3630 歯科､小児歯科 

三原歯科医院 大分 1493-120 72-2151 歯科 

でぐち歯科医院 大分 1584-1 72-0118 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 

おおつか歯科医院 長尾 405-1 72-0895 歯科 

ぶんの歯科医院 平塚 87-1 72-2235 歯科 
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庄内地区 

施 設 名 所  在  地 

電話 

番号 備    考 

0948 

藤田歯科医院 綱分 740-7 82-3237 歯科 

たけだ歯科 赤坂 488-1 82-5388 歯科 

村山歯科医院 赤坂 498-1 82-3717 歯科､小児歯科 

みかも歯科医院 有井 334-12 82-4682 歯科､矯正歯科､小児歯科 

 

頴田地区 

施 設 名 所  在  地 

電話 

番号 備    考 

0948 

なかはら歯科診療所 口原 334-7 92-0063 歯科､小児歯科 

ほわいと歯科 口原 349-11 92-8000 
歯科､矯正歯科､小児歯科､歯科

口腔外科 
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２－１１ 保育園、届出保育施設、幼稚園、学校 

【要配慮者利用施設】                            令和 5年 1月現在 

番

号 
区分 施設名 所在地 

電話番号 

想定浸水状況 土

砂

災

害

警

戒

区

域 

管理区間 

国 県 

穂
波
川 

遠
賀
川 

穂
波
川 

泉
河
内
川 

建
花
寺
川 

庄
内
川 

(0948) 

1 公立 菰田保育所 堀池 15-9 22-0865 A - - - - - 

2 公立 楽市保育所 楽市 163 22-2235 C - - - - - 

3 公立 平恒保育所 平恒 278-2 23-6041 - - - - - - 

4 公立 筑穂保育所 筑穂元吉 645-1 72-0071 - - - - - - 

5 私立 明星保育園 柏の森 535-3 25-1545 B - - - - - 

6 私立 あじさい保育園 横田 644-4 25-0151 - - - - - - 

7 私立 あさひ保育園 川島 840-1 24-1573 C - - - - - 

8 私立 ひかる保育園 伊岐須 62-8 25-0065 - - - - - - 

9 私立 わかみず保育園 目尾 967-3 25-3222 C - - - - - 

10 私立 潤野こども園 潤野 35-6 25-5558 - - - - - - 

11 私立 飯塚保育園 堀池 131-1 22-8193 B - - - - - 

12 私立 横田保育園 横田 351-1 22-1329 - - - - - - 

13 私立 常楽寺保育園 太郎丸 772-1 23-1562 C D - - - - 

14 私立 つぼみ保育園 椋本 548-4 22-1515 - - - - -  

15 私立 常葉保育園 忠隈 50-67 24-1341 - - - - - ○ 

16 私立 ひばり保育園 小正 45-1 24-4647 - - - - - - 

17 私立 なのはな保育園 若菜 51-1 23-1188 B - - - - - 

18 私立 たけのこ保育園 阿恵 1145 72-3366 C - - - - - 

19 私立 庄内保育園 綱分 950 82-1481 - - - - - - 

20 私立 愛の光保育園 有安 702-9 82-3545 - - - - C - 

21 私立 鯰田保育園 鯰田 1363 22-1155 B - - - - - 

22 私立 飯塚東保育園 上三緒 628-1 22-3362 - - - - - - 

23 私立 つはらたんぽぽ保育園 津原 663-11 25-3393 - - - - - - 

24 私立 鎮西ひかる保育園 大日寺 593-16 22-3570 - - - - - - 

25 私立 枝国保育園 枝国 515-40 22-1709 - - - - - - 

26 私立 あいだつくしんぼ保育園 相田 99-1 22-1772 - - - C - - 

27 私立 幸袋こども園 中 513-5 22-0095 B - - - - - 

28 公立 庄内こども園 赤坂 364 82-0009 - - - - - - 

29 公立 頴田こども園 勢田 1010-1 92-6857 - - - - - - 

30 私立 飯塚記念病院託児所 鶴三緒 1452-2 22-2316 - - - - - - 

31 私立 あすかほいくえん 弁分 556-19 25-7473 - - - - - - 

32 私立 
飯塚病院院内保育

施設びーとる 
芳雄町 3-83 25-8204 C - - - - - 

33 私立 
飯塚市立病院保育室プ

チ・キッズ 
弁分 633-1 22-2980 - - - - - - 

34 私立 
きんせい幼稚舎(EQWELﾒ

ｿｯﾄﾞ実践園） 勢田 2225-3 92-6380 - - - - D - 

35 私立 FSC 託児所 幸袋 526-1-201 21-1281 - - - - - - 

36 私立 
タカハ機工（株）企業内託

児所「ﾀｶﾊｷｯｽﾞﾙｰﾑ」 有安 958-9 82-3222 - - - - - - 

37 私立 花梨保育園 庄司 1924-1 23-0007 - - - - - - 

38 私立 ゆうき保育園 柏の森 2080-3 24-1911 B - - - - - 

39 私立 くぬぎ保育園 相田 101-62 22-0838 - - - D - - 

40 私立 さくら保育園 忠隈 380 52-3737 - C - - - - 

41 私立 飯塚ﾏﾏｰ保育園 堀池 134-8 55-1818 - B - - - - 
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番

号 
区分 施設名 所在地 電話番号 

想定浸水状況 土

砂

災

害

警

戒

区

域 

管理区間 

国 県 

穂
波
川 

遠
賀
川 

穂
波
川 

泉
河
内
川 

建
花
寺
川 

庄
内
川 

42 私立 ひよこ保育園 本町 11-26 29-6622 B - - - - - 

43 私立 幸袋らぶはーと保育園 中 956-4 55-1901 B - - - - - 

44 私立 かぐらだ保育園 花瀬 91-2 24-0567 - - - - - - 

45 私立 子育てｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰくれよん 潤野 967-13 090-8297-6744 C - - - - - 

46 私立 ローシャルキッズ飯塚 上三緒 47-1 26-2850 C - - - - - 

47 私立 飯塚川津ママー保育園 川津 452-1 55-2258 C - - C - - 

48 私立 飯塚北らぶはーと保育園 鯰田 1646-6 55-2123 - - - - - - 

49 私立 ﾌﾟﾃｨｯﾄ飯塚保育園 仁保 243-3 82-0896 - - - - - - 

50 私立 愛宕幼稚園 鯰田 2578-40 24-5777 - - - - - - 

51 私立 いぎすれんげ幼稚園 伊岐須 677-3 28-8177 - - - - - - 

52 私立 さんない幼稚園 柏の森 626-1 22-2033 B - - - - - 

53 私立 了専寺白菊幼稚園 小正 93 24-7486 - - - - - - 

54 私立 飯塚聖母幼稚園 新立岩 1-11 22-0811 B - - - - - 

55 私立 
近畿大学九州短期大学

附属幼稚園 
菰田東 1-5-30 22-8640 - - - - - - 

56 私立 桜ヶ丘幼稚園 菰田東 2-4-50 22-6532 A - - - - - 

57 私立 ひまわり幼稚園 片島 2-20-22 22-3060 - - - - - - 

58 私立 和光幼稚園 本町 20-9 25-0793 C - - - - - 

59 私立 穂波幼稚園 忠隈 50-68 22-4138 - - - - - - 

60 私立 飯塚らいむ保育園 鯰田 2425-207 25-6266 - - - - - - 

61 公立 鯰田小学校 鯰田 1263  22-3299 B - - - - - 

62 公立 立岩小学校 立岩 1176-1 22-0005 - - - - - - 

63 公立 飯塚東小学校 下三緒 54 22-3267 - - - - - - 

64 公立 菰田小学校 菰田東 2 丁目 22-0560 - - - - - - 

65 公立 飯塚小学校 西徳前 2-6 22-3026 - - - - - - 

66 公立 片島小学校 片島 3丁目 8-5 22-0289 B - - - - - 

67 公立 伊岐須小学校 伊岐須 843 22-2349 - - - C - - 

68 公立 幸袋小学校 中 730-1 22-0613 - - - - - - 

69 公立 飯塚鎮西小学校 大日寺 141 22-0298 - - - - - - 

70 公立 八木山小学校 八木山 693-1 22-2951 - - - - - ○ 

71 公立 頴田小学校 鹿毛馬 1667-2 22-0613 - - - - - - 

72 公立 庄内小学校 有安 1-22 82-1202 - - - - - - 

73 公立 内野小学校 内野 3537-1 72-0155 - - - - - - 

74 公立 上穂波小学校 筑穂元吉 430 72-0014 - - - - - - 

75 公立 大分小学校 大分 1985-1 72-0106 - - - - - - 

76 公立 穂波東小学校 平恒 1021-1 22-0579 C - - - - - 

77 公立 若菜小学校 小正 249-2 22-0581 - - - - - - 

78 公立 椋本小学校 椋本 16-2 22-1068 - - - - - - 

79 公立 高田小学校 高田 701-1 22-3328 - - - - - ○ 

80 公立 飯塚第一中学校 新立岩 16-18 22-0553 B - - - - - 

81 公立 飯塚第二中学校 柏の森 483 22-3713 B - - - - - 

82 公立 二瀬中学校 伊岐須 740 22-0388 - - - C - - 

83 公立 幸袋中学校 中 730-1 22-2924 - - - - - - 

84 公立 飯塚鎮西中学校 大日寺 141 24-4432 - - - - - - 

85 公立 頴田中学校 鹿毛馬 1667-2 22-2924 - - - - - - 

86 公立 庄内中学校 綱分 1000-1 82-1201 - - - - C - 

87 公立 筑穂中学校 長尾 903-1 72-0103 - - - - - - 
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番

号 
区分 施設名 所在地 電話番号 

想定浸水状況 土

砂

災

害

警

戒

区

域 

管理区間 

国 県 

穂
波
川 

遠
賀
川 

穂
波
川 

泉
河
内
川 
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88 公立 穂波東中学校 平恒 1021-1 22-1052 C - - - - - 

89 公立 穂波西中学校 椿 250-1 22-1049 - - - - - ○ 

90 公立 嘉穂高附属中学校 潤野 8-12 22-3273 - - - - - - 

91 私立 飯塚日新館小学校 柏の森 56-9 22-0370 - - - - - - 

注)浸水想定状況は、遠賀川水系浸水想定区域図による。 

※想定浸水状況 A：5.0m 以上の区域、B：3.0～5.0m 未満の区域、C：0.5～3.0m 未満の区域、 

D：0.5m 未満の区域、- ：該当なし 

 

 

２－１２ 災害時における臨時ヘリポート 

令和 4年 4月現在 

番

号 
臨時離着陸場名 施設管理者 所在地 

備考（広さ） 

巾 mX長さ 

1 陸上自衛隊飯塚駐屯地 防衛庁 津島 282 300×200 

2 遠賀川河川敷 
国土交通省 

遠賀川河川事務所 
立岩 200×70 

3 労働福祉事業団総合せき損センター 労働福祉事業団 伊岐須 550-4 120×68 

4 遠賀川飯塚地区河川防災ステーション 
国土交通省 

遠賀川河川事務所 
芳雄町 16-7 25×20 

5 筑穂グラウンド スポーツ振興課 長尾 1340 100×80 

6 筑穂中学校 グラウンド 教育委員会教育総務課 長尾 903-1 100×80 

7 大分小学校 グラウンド 〃 大分 1985-1 120×90 

8 筑穂総合運動場 スポーツ振興課 大分 1985-1 185×100 

9 穂波総合運動場 〃 平恒 54 90×120 

10 穂波東中学校 グラウンド 教育委員会教育総務課 南尾 240 60×110 

11 若菜小学校 グラウンド 〃 若菜 249-2 60×70 

12 高田小学校 グラウンド 〃 高田 701 30×50 

13 楽市小学校 グラウンド 〃 楽市 163-1 70×60 

14 椋本小学校 グラウンド 〃 椋本 16-2 〃 

15 穂波東小学校 グラウンド 〃 平恒 1021 〃 

16 穂波西中学校 グラウンド 〃 椿 250 〃 

17 庄内中学校 グラウンド 〃 綱分 1000-1 130×60 

18 庄内小学校 グラウンド 〃 有安 1-22 90×80 

19 庄内グラウンド スポーツ振興課 有安 1-2 160×60 

20 庄内工業団地グラウンド 〃 有安 958-18 200×90 

21 頴田運動場 〃 鹿毛馬 2255 95×150 

22 筑豊緊急物資輸送センター 福岡県トラック協会 平恒 169-1 
 

23 健康の森公園多目的広場 スポーツ振興課 吉北 120-9 
 

24 庄内野球場 スポーツ振興課 有安 830-6 
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２－１３ 市有車両 

令和 4年 4月現在 

No. 所属 
保管 

場所 
登録番号 

種別/ 

用途 
形状 車名 AT/MT 備考 

1 契約 本庁 筑豊４８０い６９０１ 軽/貨物 トラック 三菱 AT   

2 契約 本庁 筑豊４８０い８１８１ 軽/トラ ダンプ 三菱 4WMT   

3 契約 本庁 筑豊４８０う２６６３ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

4 契約 本庁 筑豊４８０う２６６４ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

5 契約 本庁 筑豊４８０う２６６５ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT スピーカー 

6 契約 本庁 筑豊４８０う２６６６ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

7 契約 本庁 筑豊４８０う３２１６ 軽/貨物 箱バン スズキ AT   

8 契約 本庁 筑豊４８０う３２１７ 軽/貨物 箱バン スズキ AT スピーカー 

9 契約 本庁 筑豊４８０う３２１８ 軽/貨物 箱バン スズキ AT   

10 契約 本庁 筑豊４８０う３２１９ 軽/貨物 箱バン スズキ AT   

11 契約 本庁 筑豊４８０う３２２０ 軽/貨物 箱バン スズキ AT   

12 契約 本庁 筑豊５８０け３６３９ 軽/乗用 箱型 スバル CVT   

13 契約 本庁 筑豊５８０け３６４０ 軽/乗用 箱型 スバル CVT   

14 契約 本庁 筑豊５８０け３６４４ 軽/乗用 箱型 スバル CVT   

15 契約 本庁 筑豊５８０け３６４５ 軽/乗用 箱型 スバル CVT   

16 契約 本庁 筑豊５８０け６９５１ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

17 契約 本庁 筑豊５８０け７４１５ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

18 契約 本庁 筑豊４８０う９９３７ 軽/貨物 箱バン スズキ 4WAT スピーカー 

19 契約 本庁 筑豊４８０う９９５３ 軽/トラ ダンプ スズキ 4WMT   

20 契約 本庁 筑豊５８０す９７６４ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

21 契約 本庁 筑豊５８０す９７６５ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

22 契約 本庁 筑豊５８０そ５８３１ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

23 契約 本庁 筑豊４００す８４７７ 小/貨物 バン 日産 AT   

24 契約 本庁 筑豊３００さ７０２ 普/乗用 ワゴン 三菱 AT   

25 契約 本庁 筑豊３００て７００ 普/乗用 箱型 トヨタ AT ハイブリッド 

26 契約 本庁 筑豊３００て７０１ 普/乗用 箱型 トヨタ AT ハイブリッド 

27 契約 本庁 筑豊３００て７０３ 普/乗用 箱型 トヨタ AT ハイブリッド 

28 契約 本庁 筑豊３００て７０４ 普/乗用 箱型 トヨタ AT ハイブリッド 

29 契約 本庁 筑豊３００て２１７１ 普/乗用 ワゴン 三菱 4WAT   

30 契約 本庁 筑豊５００つ７４３ 小/乗用 ワゴン 日産 AT   

31 契約(穂) 穂波 筑豊５００つ２６５ 小/乗用 箱型 トヨタ     

32 契約(穂) 穂波 筑豊４００さ３８８２ 小/貨物 ダンプ 三菱 MT   

33 契約(筑) 筑穂 筑豊４０さ５５７３ 軽/貨物 トラック スズキ MT   

34 契約(筑) 筑穂 筑豊４８０あ１９５２ 軽/貨物 箱バン ホンダ MT   

35 契約(筑) 筑穂 筑豊４８０あ６４４４ 軽/貨物 バン スバル AT   

36 契約(筑) 筑穂 筑豊４８０う２６６２ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

37 契約(筑) 筑穂 筑豊４００さ８１８１ 小/貨物 バン 日産 AT スピーカー 

38 契約(庄) 庄内 筑豊４０た１９４０ 軽/貨物 トラック ホンダ 4WMT   

39 契約(庄) 庄内 筑豊４０た２２８３ 軽/貨物 箱バン ダイハツ AT4W   

40 契約(庄) 庄内 筑豊４８０え９６４０ 軽/貨物 箱バン ダイハツ AT4W   

41 契約(庄) 庄内 筑豊５００つ ７５１ 小/乗用 ワゴン 日産 AT スピーカー 

42 契約(頴) 頴田 筑豊４８０い２５８８ 軽/貨物 バン スズキ AT   

43 契約(頴) 頴田 筑豊４８０い６９００ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

44 契約(頴) 頴田 筑豊４８０え２５５８ 軽/貨物 箱バン ダイハツ 4WAT   

45 防災安全 本 庁                

（本部） 

筑豊８００さ２０３２ 普/特種 消防車 イスズ 4WMT   

46 防災安全 本庁 筑豊８８０あ ３９４ 軽/特種 消防車 ホンダ AT 女性分団専用 



89 

47 防災安全 本庁 筑豊８００さ４７４１ 普/特種 消防車 スバル AT 団長車 

48 防災安全 菰田 筑豊８００さ４１１６ 普/特種 消防車 トヨタ MT   

49 防災安全 相田 筑豊８００さ４３１２ 普/特種 消防車 日野     

50 防災安全 機動隊 筑豊８００さ４７０１ 普/特種 消防車 トヨタ AT   

51 防災安全 目尾 筑豊８００さ４３１１ 普/特種 消防車 日野     

52 防災安全 飯塚 筑豊８００さ４７０５ 普/特種 消防車 日野 MT   

53 防災安全 坂ノ下 筑豊８００さ４９０２ 普/特種 消防車 日野 4ＷMT   

54 防災安全 庄司 筑豊８００さ５１６７ 普/特種 消防車 日野 MT   

55 防災安全 八木山 筑豊８００さ５３６９ 普/特種 消防車 日野 MT   

56 防災安全 徳前 筑豊８３０す１０９０ 普/特種 消防車 三菱 MT   

57 防災安全 横田 筑豊８００さ２１００ 普/特種 消防車 三菱 MT   

58 防災安全 新町 

（二瀬） 

筑豊８００さ２３９３ 普/特種 消防車 イスズ MT   

59 防災安全 潤野 筑豊８００さ２６９５ 普/特種 消防車 イスズ MT   

60 防災安全 上三緒 筑豊８００さ３００３ 普/特種 消防車 イスズ MT   

61 防災安全 第三 

(新飯塚) 

筑豊８００さ３２４４ 普/特種 消防車 三菱 MT   

62 防災安全 幸袋 筑豊８００さ３４５０ 普/特種 消防車 三菱 MT   

63 防災安全 鯰田 筑豊８００さ３７４７ 普/特種 消防車 トヨタ MT   

64 防災安全 片島 筑豊８００さ４５１１ 普/特種 消防車 日野 MT   

65 穂波 第５ 筑豊８００さ４１１７ 普/特種 消防車 トヨタ MT   

66 穂波 第３ 筑豊８００さ５３６７ 普/特種 消防車 トヨタ MT   

67 穂波 指令 筑豊８００さ１０８８ 小/特種 消防車 トヨタ 4WAT   

68 穂波 第４ 筑豊８００さ５８０８ 普/特種 消防車 日野 MT   

69 穂波 第１ 筑豊８００さ２４０５ 普/特種 消防車 イスズ 4WAT   

70 穂波 第２ 筑豊８００さ３２４５ 普/特種 消防車 三菱 MT   

71 穂波 第６ 筑豊８００さ４５１２ 普/特種 消防車 日野 MT   

72 筑穂 内住 筑豊８０あ ２４６ 軽/特種 消防車 ダイハツ MT   

73 筑穂 上揚 筑豊８８０あ １１６ 軽/特種 消防車 ダイハツ MT   

74 筑穂 第 ２      

(山口） 

筑豊８８０あ ３６０ 軽/特種 消防車 ダイハツ MT   

75 筑穂 長尾 筑豊８００さ４９０３ 普/特種 消防車 日野 4WMT   

76 筑穂 内野 筑豊８００さ１６２４ 普/特種 消防車 三菱 4WMT   

77 筑穂 阿恵 筑豊８００さ２０２２ 普/特種 消防車 三菱 MT   

78 筑穂 本部 筑豊８００さ２０９２ 普/特種 消防車 トヨタ 4WAT   

79 筑穂 大分 筑豊８００さ３４５１ 普/特種 消防車 トヨタ 4WMT   

80 庄内 第３ 筑豊８００さ１７１５ 普/特種 消防車 イスズ MT   

81 庄内 第１ 筑豊８００さ２０３１ 普/特種 消防車 イスズ 4WMT   

82 庄内 支所 筑豊８００さ３８３８ 普/特種 消防車 イスズ MT 消防庁貸与品 

83 頴田 第３ 筑豊８００さ５１６６ 普/特種 消防車 日野 MT   

84 頴田 第４ 筑豊８００さ１７７８ 普/特種 消防車 三菱 MT   

85 頴田 第１ 筑豊８００さ３００２ 普/特種 消防車 イスズ MT   

86 頴田 第２ 筑豊８００さ３９６１ 普/特種 消防車 トヨタ MT   

87 財産活用 本庁 筑豊４８０き４９５６ 軽/貨物 ダンプ ダイハツ AT   

88 環境対策 クリーン 筑豊４０せ９６００ 軽/貨物 バン ダイハツ AT   

89 環境対策 クリーン 筑豊 40た 3317 軽/貨物 箱ﾊﾞﾝ スズキ AT   

90 環境対策 クリーン 筑豊４８０あ７４２９ 軽/貨物 トラック 三菱 AT   

91 環境対策 クリーン 筑豊４８０い２２８１ 軽/貨物 トラック 三菱 MT   

92 環境対策 クリーン 筑豊４８０い７４２２ 軽/貨物 トラック 三菱 MT   

93 環境対策 クリーン 筑豊４８０う３８３４ 軽/貨物 トラック 三菱 MT   

94 環境対策 クリーン 筑豊４８０か８７６２ 軽/貨物 トラック スズキ MT   

95 環境対策 クリーン 筑豊４８０き２４３７ 軽/貨物 ダンプ ダイハツ AT   
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96 環境対策 クリーン 筑豊４８０き２４３８ 軽/貨物 ダンプ ダイハツ AT   

97 環境対策 クリーン 筑豊４８０き２４３９ 軽/貨物 ダンプ ダイハツ AT   

98 環境対策 クリーン 筑豊４００さ６７２７ 小/貨物 ダンプ イスズ MT   

99 環境対策 クリーン 筑豊１００さ５８６５ 普/貨物 トラック 三菱 MT   

100 環境対策 クリーン 筑豊４００す９４７８ 小/貨物 トラック 三菱 MT   

101 環境対策 クリーン 筑豊８００さ２４９７ 普/特種 塵芥車 三菱     

102 環境対策 クリーン 筑豊８００さ３６５７ 普/特種 塵芥車 三菱 MT   

103 環境対策 クリーン 筑豊８００さ４２９５ 普/特種 塵芥車 三菱 MT   

104 環境対策 クリーン 筑豊８００さ４６７７ 普/特種 塵芥車 三菱 MT   

105 環境対策 クリーン 筑豊８００さ５８５１ 普/特種 塵芥車 三菱 AT   

106 環境対策 環境ｾﾝﾀｰ 筑豊５８０け６９５０ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

107 環境対策 環境ｾﾝﾀｰ 筑豊８００さ５４０６ 普/特種 糞尿車 三菱 AT   

108 環境対策 環境ｾﾝﾀｰ 筑豊８００さ３３４３ 普/特種 糞尿車 いすゞ MT   

109 環境対策 環境ｾﾝﾀｰ 筑豊８００さ４９００ 普/特種 糞尿車 三菱 AT   

110 農林振興 市場管理 筑豊４０そ ９７８ 軽/貨物 箱バン ダイハツ MT   

111 産学振興 本庁   筑豊５００ち３７６９ 小/乗用 箱型 トヨタ AT   

112 健幸保健課 穂波支所 筑豊４８０い２２８０ 軽/貨物 バン 三菱 AT   

113 スポーツ

振興課         

穂波支所 筑豊４８０え９５６９ 軽/貨物 トラック スズキ MT   

114 健幸保健課     穂波支所 筑豊４８０え９６４１ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

115 健幸保健課        穂波支所 筑豊４８０か２６３７ 軽/貨物 箱バン 日産 AT   

116 健幸保健課        穂波支所 筑豊４８０か６０３１ 軽/貨物 箱バン スズキ AT   

117 健幸保健課        穂波支所 筑豊４８０か６０３２ 軽/貨物 箱バン スズキ AT   

118 健幸保健課        穂波支所 筑豊５８０つ２０１０ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

119 健幸保健課        穂波支所 筑豊５８０な３９０７ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

120 健幸保健課        穂波支所 筑豊５８０ぬ７３４４ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

121 健幸保健課        穂波支所 筑豊５８０つ２７３５ 軽/乗用 箱型 三菱 AT   

122 スポーツ

振興課         

運動広場 筑豊４０こ６６５３ 軽/貨物 トラック スズキ MT   

123 医療保険 本庁 筑豊４８０あ９０６３ 軽/貨物 バン スズキ AT   

124 高齢介護 本（調査） 筑豊４８０あ６４５１ 軽/貨物 バン 三菱 AT   

125 高齢介護 本（調査） 筑豊４８０あ６４５２ 軽/貨物 バン 三菱 AT   

126 高齢介護 本（調査） 筑豊４８０あ６４５４ 軽/貨物 バン 三菱 AT   

127 高齢介護 本（調査） 筑豊４８０え９９１０ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

128 高齢介護 本（調査） 筑豊４８０え １１３ 軽/貨物 箱バン 日産 AT   

129 高齢介護 本庁 筑豊 580 さ ５７４３ 軽/乗用 ｽﾃﾜｺﾞ 三菱 AT   

130 高齢介護 本庁 筑豊 580 す９７６７ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

131 高齢介護 本庁 筑豊 580 す２３６５ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

132 社・障がい 本庁 筑豊４８０あ５２７６ 軽/貨物 バン スズキ AT   

133 社・障がい 本庁 筑豊４８０あ５２７７ 軽/貨物 バン スズキ AT   

134 子育て支援 青少年 C 筑豊 500 の ３５１７ 小/乗用 ワゴン 日産 AT   

135 子育て支援 本庁 筑豊 580 さ ４１２２ 軽/乗用 ｽﾃﾜｺﾞ 三菱 AT   

136 子育て支援 本庁 筑豊 580 さ ４１２３ 軽/乗用 ｽﾃﾜｺﾞ 三菱 AT   

137 子育て支援 本庁 筑豊 580 さ ４１２４ 軽/乗用 ｽﾃﾜｺﾞ 三菱 AT   

138 子育て支援 楽市 

保育所 

筑豊５８０け６９４４ 軽/乗用 箱型 スズキ AT   

139 子育て支援 菰田 

保育所 

筑豊 580 さ ５７３８ 軽/乗用 ｽﾃﾜｺﾞ 三菱 AT   

140 子育て支援 平恒保 筑豊 580 さ ５７３９ 軽/乗用 ｽﾃﾜｺﾞ 三菱 AT   

141 子育て支援 筑穂保 筑豊 580 さ ５７４０ 軽/乗用 ｽﾃﾜｺﾞ 三菱 AT   

142 子育て 支援 庄内     

こども園 
筑豊 580 さ ５７４１ 軽/乗用 ｽﾃﾜｺﾞ 三菱 AT   

143 子育て支援 頴田           

こども園 
筑豊 580 さ ５７４４ 軽/乗用 ｽﾃﾜｺﾞ 三菱 AT   
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144 子 育 て       

支援 
本庁 

(保育) 
筑豊４８０え６１５３ 軽/貨物 箱バン 日産 AT   

145 都市計画 本庁 筑豊 400 す５８０６ 小/貨物 ダンプ トヨタ MT   

146 都市計画 本庁 筑豊 400 せ １２６ 小/貨物 Ｗ キ ャ           

ダンプ 

イスズ AT   

147 人権・同和 立岩人権 

啓発Ｃ 
筑豊４８０う１０９２ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

148 人権・同和 立岩人権 

啓発Ｃ 
筑豊４８０い２７５２ 軽/貨物 バン 三菱 AT   

149 人権・同和 立岩人権 

啓発Ｃ 
筑豊４８０き４７３１ 軽/貨物 箱バン スズキ AT   

150 人権・同和 立岩人権 

啓発Ｃ 
筑豊５５み１９８４ 小/乗用 ワゴン トヨタ     

151 公営競技 オート 筑豊４００さ５５９４ 小/貨物 バン 日産 AT   

152 公営競技 オート 筑豊３００と４０７３ 普/乗用 ワゴン トヨタ AT   

153 学校給食 本庁 筑豊 480 う ９１５４ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

154 文 化 コミセン 筑豊 480 い７８８３ 軽/貨物 バン 三菱 AT   

155 文 化 歴史資料館 筑豊 480い６８７９ 軽/貨物 バン ダイハツ AT   

156 文 化 歴史資料館 筑豊４８０か２７１４ 軽/貨物 トラック スズキ AT   

157 文 化 歴史資料館 筑豊４００さ５３１５ 小/貨物 バン 日産 AT   

158 まちづくり            鎮西交流C 筑豊４８０う１２６９ 軽/貨物 トラック スバル AT   

159 まちづくり            立岩交流C 筑豊４８０う１２７０ 軽/貨物 トラック スバル AT   

160 まちづくり            飯塚東交 

流 C 

筑豊４８０え ４０５ 軽/貨物 トラック スバル AT   

161 まちづくり            鯰田交流C 筑豊４８０う１２７２ 軽/貨物 トラック スバル AT   

162 まちづくり            二瀬交流C 筑豊４８０う４９８１ 軽/貨物 トラック 三菱 AT   

163 まちづくり            幸袋交流C 筑豊４８０う４９８２ 軽/貨物 トラック 三菱 AT   

164 まちづくり            飯塚片島

交流 C 

筑豊４８０う４９８３ 軽/貨物 トラック 三菱 AT   

165 まちづくり            菰田交流C 筑豊４８０う４９８４ 軽/貨物 トラック 三菱 AT   

166 まちづくり            穂波交流C 筑豊４８０き４７４６ 軽/貨物 トラック 日産 AT   

167 まちづくり           穂波交流C 筑豊４８０き４９５７ 軽/貨物 箱バン スズキ AT   

168 まちづくり            筑穂交流C 筑豊４８０う３４１９ 軽/貨物 トラック スバル AT   

169 まちづくり            筑穂交流C 筑豊４０そ８６９３ 軽/貨物 箱バン ダイハツ AT   

170 まちづくり            庄内交流C 筑豊４８０う４９８５ 軽/貨物 トラック 三菱 AT   

171 まちづくり            庄内交流C 筑豊４８０え・３３１ 軽/貨物 箱バン 三菱 2WAT   

172 まちづくり            頴田交流C       筑豊４８０き２５９１ 軽/貨物 トラック スズキ     

173 まちづくり            頴田交流C       筑豊５００さ４６７７ 小/乗用 ワゴン 日産     

174 まちづくり            頴田交流C       筑豊１００さ１０４１ 普/貨物 バン 日産     

175 生涯学習 図書館係 筑豊４０そ８６９２ 軽/貨物 箱バン ダイハツ AT   

176 生涯学習 図書館係 筑豊４００さ７２５２ 小/貨物 箱バン 日産 AT   

177 生涯学習 生涯学習係 筑豊４８０え６１４７ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

178 生涯学習 生涯学習係 筑豊４８０か １３９ 軽/貨物 箱バン スズキ AT   

179 男女共同 コミセン 筑豊４８０あ１７５４ 軽/貨物 バン スバル AT   

180 土木管理 本庁 筑豊４０た５７２５ 軽/貨物 バン スバル 4WAT   

181 土木管理 本庁 筑豊４８０う３２７０ 軽/貨物 箱バン 三菱 AT   

182 土木管理 本庁 筑豊４８０え９９７３ 軽/貨物 トラック ダイハツ AT 道路パトロール 

183 土木管理 本庁 筑豊４８０う９９５４ 軽/貨物 ダンプ スズキ 4WMT   

184 土木管理 本庁 筑豊４８０き５０６１ 軽/貨物 箱バン スズキ AT 道路パトロール 

185 土木管理 本庁 筑豊４００せ ６７ 小/貨物 Wキャブ 三菱 AT   

186 土木管理 本庁 筑豊４００す６５９９ 小/貨物 ダンプ イスズ 4WMT   

187 土木管理 本庁 筑豊４００す７２３０ 小/貨物 ダンプ イスズ 4WMT   

188 土木管理 本庁 筑豊４００す７９７４ 小/貨物 Wキャブ トヨタ MT   

189 土木管理 本庁 筑豊４００せ１５０６ 小/貨物 ダンプ 三菱     

190 土木管理 本庁 筑豊８００さ４６７６ 普/特種 塵芥車 三菱 AT   
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191 教育総務 本庁 筑豊５８０え３２３８ 軽/乗用 箱型 三菱     

192 教育総務 本庁 筑豊３００て・７０２ 普/乗用 箱型 トヨタ AT ハイブリッド 

193 教育総務 穂波ﾀｸｼｰ 

(ｽｸｰﾙﾊﾞｽ) 

筑豊３００な ３８７ 普/乗用 ｽﾃﾜｺ 日産 AT   

194 教育総務 頴田 

交流Ｃ 

筑豊３００な ３８８ 普/乗用 ｽﾃﾜｺ 日産 AT   

195 市民窓口 穂波支所 筑豊４０そ １３０１ 軽/貨物 リフト スズキ     

196 経済建設 穂波支所 筑豊４０そ１１３４ 軽/貨物 箱ﾊﾞﾝ スバル 4WAT   

197 経済建設 穂波支所 筑豊４０た３３１５ 軽/貨物 バン スズキ     

198 経済建設 穂波支所 筑豊４０た３３１６ 軽/貨物 箱ﾊﾞﾝ スズキ     

199 経済建設 筑穂支所 筑豊４０さ６１３５ 軽/貨物 箱ﾊﾞﾝ ダイハツ 4WMT   

200 経済建設 筑穂支所 筑豊４０す８６８２ 軽/貨物 箱ﾊﾞﾝ スバル 4WMT   

201 経済建設 庄内支所 筑豊４８０あ１８６２ 軽/貨物 箱バン スズキ 4WAT   

202 経済建設 庄内支所 筑豊４８０う７８９６ 軽/貨物 ダンプ スズキ MT   

203 経済建設 庄内支所 筑豊４００せ１２４５ 小/貨物 ダンプ 三菱 MT   

204 経済建設 庄内支所 筑豊８８さ２４６１ 普/特種 塵芥車 イスズ MT   

205 市民窓口 頴田支所 筑豊４０そ２８６６ 軽/貨物 トラック ダイハツ     

206 経済建設 頴田支所 筑豊４８０え９９７６ 軽/貨物 バン スズキ AT   
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２－１４ 近隣火葬場 

 

令和元年 5月現在 

施設名 設置者 
構成市
町村 

所在 
設置 
年月 

処理能力 
(体/日) 

火葬炉数 

飯塚市斎場 

ふくおか県央環

境広域施設組合 

飯塚市・

嘉麻市・

桂川町・

小竹町 

大日寺 736 H4.4 13 6 基 

筑穂園 長尾 654 
S52.4 

(H10.1) 
9 3 基 

 

２－１５ ゴミ焼却施設 

令和元年 5月現在 

施設名 設置者 
構成市 
町村 

所在 
設置 
年月 

型式 
能力 
(t/日) 

飯塚市清掃工場 

ふくおか県央環境

広域施設組合 

飯塚市・

嘉麻市・

桂川町・

小竹町 

吉北 118-2 H10.4 全連 90×2炉 

ごみ燃料化センター 
嘉麻市 

岩崎 124 
H14.8 RDF 54×1炉 

桂苑 
桂川町九郎丸

275-21 
H6.4 流･准連 37×2炉 

 

２－１６ し尿処理施設 

令和元年 5月現在 

施設名 設置者 構成市町村 所在 
設置 
年月 

型式 
能力 

(kℓ /日) 

飯塚市環境センター 

ふくおか県央環境

広域施設組合 

飯塚市・ 

嘉麻市・ 

桂川町・ 

小竹町 

目尾

451-1 
H8.4 高負荷 99 

汚泥再生処理センター 
嘉麻市山

野 135-10 
H18.6 

高負荷

膜分離 
146 

穂波苑 
楽市

728-1 
H15.4 

高負荷

膜分離 
152 

 

２－１７ 資源化施設 

令和元年 5月現在 

施設名 設置者 
構成市

町村 
所在 

設置 
年月 

能力 

(t/日) 

飯塚市リサイクルプラ

ザ 
ふくおか県央

環境広域施設

組合 

飯塚市・ 

嘉麻市・ 

桂川町・ 

小竹町 

吉北 118-2 H10.4 
不燃・粗大・資源ごみ 35t/

日 

リサイクルセンター 入水 757-1 H11.4 
不燃･粗大ごみ10t/日 

資源ごみ2t/日 

 

２－１８ 最終処分場 

令和元年 5月現在 

施設名 設置者 構成市町村 所在 
設置 
年月 

埋立容量

（㎥） 

飯塚市クリーンセンタ

ー埋立処分場 ふくおか県央環境広域施

設組合 

飯塚市・ 

嘉麻市・ 

桂川町・ 

小竹町 

吉北 118-2 H10 26,800 

一般廃棄物最終処分場 入水 757-1 H11.3 40,690 
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３ 関係機関連絡先等 

３－１ 関係官公署等所在地及び電話番号一覧表 

令和 4年 4月現在 

機関名 連絡窓口 
NTT 電話 NTTFAX 防災電話

(78) 

防災 FAX 

(1-78) 
所在地 

(0948) (0948) 

飯塚市 

飯塚市役所 本庁舎 22-5500 21-2066 205-70 205-75 飯塚市新立岩 5-5 

  穂波支所 22-0380 29-5440 726-70 426-75 飯塚市忠隈 523 

  筑穂支所 72-1100 31-3101 425-70 425-75 飯塚市長尾 1242-1 

  庄内支所 82-1200 82-5223 427-70 427-75 飯塚市網分 802-7 

  頴田支所 92-2211 92-0332 428-70 428-75 飯塚市鹿毛馬 2333-4 

消防団 

飯塚市消防団 
防災安全課

内 
22-5500 25-7996 205-70 205-75 飯塚市新立岩 5-5 

消防本部  

飯塚地区消防本部   22-7600 24-5670 668-70 668-75 飯塚市菰田 52-1 

飯塚消防署   22-7602 24-5670 668-70 668-75 飯塚市菰田 52-1 

  片島分署 23-2211 22-3385     飯塚市片島 3-16-8 

  桂川分署 65-0321 65-4307     嘉穂郡桂川町九郎丸 611-1 

  嘉麻分署 57-0399 57-0700      嘉麻市大隈町 250-13 

 
桂川分署 65-0321 65-4307     嘉穂郡桂川町九郎丸 611-1 

  
岩崎出張

所 
42-0655 43-3570     嘉麻市岩崎 651 

  
庄内元吉

出張所 
82-4114 82-4116     飯塚市庄内元吉 179-1 

 
山田出張

所 
52-1285 52-0513   嘉麻市上山田 1200-1 

その他の主な消防本部 

北九州市消防局 
警防部警

防課 
093-582-3817 093-592-6898 

100-111

～114 
100-115 

北九州市小倉北区大手町

3-9 

福岡市消防局 
警防部警

防課 
092-725-6551 092-725-6606 130-71 130-75 福岡市中央区舞鶴 3-9-7 

直方市消防本部 警防課 0949-25-2303 0949-25-2308 667-70 667-75 直方市新町 2-5-10 

田川地区消防本部 警防課 0947-44-6225 0947-46-1404 669-70 669-75 田川市川宮 1570 

直方･鞍手広域市町村

圏事務組合消防本部 
警防課 0949-32-1132 0949-32-9425 670-70 670-75 宮若市宮田 16-1 

福岡県 

総務部 

 消防防災指導課 
  092-651-1111 092-643-3117 700-7022 

700-7390

～7393 
福岡市博多区東公園 7-7 

  課長 092-643-3110   700-7020   〃 

  
防災指導

係 
092-643-3113   700-7022   〃 

  消防係 092-643-3111   700-7023   〃 

  統制室 092-643-3116   700-7026   〃 

  
災害対策

本部室 
092-643-3111 092-643-3990 

700-7500 

～7504 
  〃 

防災企画課 
防災企画

係 
092-643-3112       〃 

  
防災情報

係 
092-643-3114   

700-7024 

～7025 
  〃 

総務部県民情報広報課   092-643-3101       〃 

総務部行政経営企画課   092-643-3027   700-7012   〃 

企画・地域振興部総合

政策課 
  092-643-3156   700-7032   〃 

保健医療介護部保健医

療介護総務課 
  092-622-6394   700-7042   〃 

環境部環境政策課   092-643-3354   700-7052   〃 

新社会推進部社会活動   092-643-3379   700-7092   〃 
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機関名 連絡窓口 
NTT 電話 NTTFAX 防災電話

(78) 

防災 FAX 

(1-78) 
所在地 

(0948) (0948) 

推進課 

商工部商工政策課   092-643-3413   700-7062   〃 

農林水産部農林水産政

策課 
  092-641-4665   700-7072   〃 

福祉労働部福祉総務課   092-643-3244   700-7082   〃 

県土整備部県土整備総

務課 
  092-641-4457   700-7102   〃 

県土整備部河川課   092-643-3667   700-7103 700-7396 〃 

県土整備部道路維持課   092-622-5107       〃 

県土整備部砂防課   092-643-3679       〃 

建築都市部建築都市総

務課 
  092-643-3704   700-7112   〃 

教育庁総務課   092-643-3857   700-7132   〃 

会計局会計課   092-641-3934       〃 

飯塚・直方県税事務所   21-4902 23-3806 
820-501 

(副所長) 
  

飯塚市新立岩 8-1(飯塚総

合庁舎内) 

筑豊労働者支援事務所   22-1149 22-4118     
飯塚市新立岩 8-1(飯塚総

合庁舎別館) 

田川児童相談所   0947-42-0499 0947-42-0439     田川市弓削田 188 

嘉穂・鞍手保健福祉環

境事務所 
  21-4911 24-0186 820-211   

飯塚市新立岩 8-1(飯塚総

合庁舎内) 

飯塚農林事務所   21-4951 24-1134 820-701 820-760 〃 

飯塚県土整備事務所   21-4933 25-6280 820-711 820-761 〃 

飯塚中小企業振興事務

所 
  22-3561 21-0365     飯塚市吉原町 6-12 

北部家畜保健衛生所   42-0214 42-1376     嘉麻市漆生 587-8 

警 察 

福岡県警察本部 警備課 092-641-4141   700-7202   福岡市博多区東公園 7-7 

飯塚警察署   21-0110       飯塚市柏の森 159-26 

幸袋交番   22-1465       飯塚市幸袋 827-43 

二瀬交番   22-0939       飯塚市横田 818-1 

新飯塚駅前交番   24-8650       飯塚市新飯塚 1-1 

宮町交番   22-8926       飯塚市宮町 1-36 

飯塚駅前交番   24-8649       飯塚市菰田西 1-1-6 

筑穂交番   72-0293       飯塚市長尾 366-2 

穂波交番   25-5489       飯塚市忠隈 393-7 

庄内交番   82-1210       飯塚市綱分 1668-15 

頴田交番   09496-2-1414       飯塚市口原 334-1 

自衛隊 

陸上自衛隊第4師団 司令部 092-591-1020   983-70   春日市大和町 5-12 

陸上自衛隊飯塚駐屯地 

第 3 高射

特科群第

3科 

22-7651 

(内線 286) 
      飯塚市津島 282 

航空自衛隊芦屋基地   093-223-0981       
遠賀郡芦屋町大字芦屋

1445-1 

指定行政機関 

消防庁 

応急対策

室 ( 平 日

昼) 

03-5253-7527 03-5253-7537 840-7527 840-7537 
東京都千代田区霞が関

2-1-2 

  宿直室 03-5253-7777 03-5253-7553 840-7782 840-7789   

指定地方行政機関 

九州管区警察局 
広域調整

第 2課 
092-622-5000       

福 岡 市 博 多 区 東 公 園

7-7(県警察本部内） 

福岡財務支局 総務課 092-411-7281       
福岡市博多区博多駅東

2-11-1(福岡合同庁舎 4F) 
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機関名 連絡窓口 
NTT 電話 NTTFAX 防災電話

(78) 

防災 FAX 

(1-78) 
所在地 

(0948) (0948) 

九州厚生局 総務課 092-707-1115       
福岡県福岡市博多区博多

駅前 3丁目 2-8 

九州農政局 農産課 096-211-9111       
熊本市西区春日 

2丁目 10番 1号 

九州森林管理局福岡森

林管理署 
  092-843-2100 092-851-5904     福岡市早良区百道 1-16-29 

  
筑穂森林

事務所 
72-0142 (FAX 兼用)     飯塚市長尾 1221-2 

福岡農政事務所 
農政推進

課 
090-281-8261       

福岡市中央区赤坂１丁目

８番８号 

九州経済産業局 総務課 
092-482-5405( ～

9) 
      

福岡市博多区博多駅東

2-11-1(福岡合同庁舎本館

6・7F) 

九州産業保安監督部 管理課 
092-482-5923( ～

7) 
      

福岡市博多区博多駅東

2-11-1(福岡合同庁舎本館

8F) 

九州運輸局福岡運輸支

局 
  092-673-1195 092-472-2316     

福岡市東区千早 3 丁目 10

－40 

大阪航空局福岡空港事

務所 

空港保安

防災課 
092-621-2221 092-621-3063     

福岡市博多区上臼井字屋

敷 295 

大阪航空局北九州空港

事務所 
  093-474-0204 093-473-4335     

北九州市小倉南区空港北

町 6番 

福岡管区気象台 予報課 092-725-3600 092-771-2886 981-70   福岡市中央区大濠 1-2-36 

九州総合通信局 陸上課 096-326-7857       
熊本県熊本市西区春日2丁

目 10-1 

九州地方整備局 
企画部防

災課 
092-471-6331       

福岡市博多区博多駅東

2-10-7 

福岡労働局 総務課 092-411-4861 092-473-0736     
福岡市博多区博多駅東

2-11-1 

  

飯塚労働

基準監督

署 

22-3200 22-3202     
飯塚市芳雄町 13-6 飯塚合

同庁舎 

  
ﾊﾛｰﾜｰｸ飯

塚 
24-8609 28-7599     飯塚市芳雄町 12-1 

飯塚税務署   22-6710       飯塚市芳雄町 13-6 

九州地方整備局 

遠賀川河川事務所 
調査課 0949-22-1830 0949-22-2859     直方市溝堀 1-1-1 

  
飯塚出張

所 
22-1410       飯塚市川島 729-1 

九州地方整備局 

北九州国道事務所 
  093-951-4331 093-951-4494     

北九州市小倉南区春ヶ丘

10-10 

  
筑豊維持

出張所 
22-7942       飯塚市川津 678 

指定公共機関 

九州旅客鉄道㈱ 広報課 092-474-2501       
福岡市博多区博多駅前

3-25-21 

  飯塚駅 22-0690       飯塚市菰田西 1-1 

  新飯塚駅 22-0421       飯塚市立岩 931-1 

西日本電信電話㈱ 

北九州支

店 

設備部 

災害対策

室 

093-513-9615       
福岡県北九州市小倉北区

古船場町 5番 12号 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

ﾈｯﾄﾜｰｸ事

業部災害

対策室 

03-5202-9909       

東京都千代田区大手町

2-3-1 大手町プレイスウ

エストタワー 
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機関名 連絡窓口 
NTT 電話 NTTFAX 防災電話

(78) 

防災 FAX 

(1-78) 
所在地 

(0948) (0948) 

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ 九州支社 092-717-5511       福岡市中央区渡辺通 2-6-1 

日本銀行 福岡支店 092-725-5511       福岡市中央区天神 4-2-1 

日本赤十字社 
福岡県支

部 
092-523-1171   980-70   福岡市南区大楠 3-1-1 

日本放送協会 
福岡放送

局 
092-724-2800   982-70   

福 岡 市 中 央 区 六 本 松

1-1-10 

西日本高速道路㈱ 九州支社 092-260-6111       
福岡県福岡市博多区博多

駅東 3-13-15 

日本通運㈱ 福岡支店 092-291-7126       福岡市博多区下呉服町 1-1 

  
筑豊営業

所 
22-0321       飯塚市平垣 435-78 

九州電力送配電㈱ 
飯塚配電

事業所 
0800-777-9403       飯塚市新飯塚 23-32 

日本郵便㈱ 
飯塚郵便

局 
22-7851       飯塚市本町 4-１ 

  
頴田郵便

局 
09496-2-1501       飯塚市口原 333-1 

指定地方公共機関 

西部ガス㈱ 福岡支店 092-631-0919       福岡市南区横手 1-7-1 

㈱西日本新聞社 総務部 092-711-5555       福岡市中央区天神 1-4-1 

  筑豊総局 22-3500 22-3503     飯塚市新立岩 12-9 

㈱朝日新聞 西部本社 093-563-1131       
北九州市小倉北区室町

1-1-1 

  筑豊支局 22-1730 24-3104     飯塚市新立岩 4-4 

㈱毎日新聞 西部本社 093-541-3131       
北九州市小倉北区紺屋町

13-1 

  筑豊支局 22-1630 25-1416     福岡県飯塚市新立岩４-４ 

㈱読売新聞 西部本社 092-715-4311       福岡市中央区赤坂 1-16-5 

  筑豊支局 22-2327 26-1074     飯塚市新立岩 4-4 

㈱時事通信社 福岡支社 092-741-2536       
福岡県福岡市中央区天神

２丁目１３-７  

㈳共同通信社 福岡支社 092-781-4241       
福 岡 市 中 央 区 天 神

1-4-1(西日本新聞会館内) 

日刊工業新聞社 西部支社 092-271-5713       福岡市博多区古門戸町 1-1 

ＲＫＢ毎日放送㈱ 福岡支社 092-852-6666 092-852-6663     福岡市早良区百道浜 2-3-8 

㈱テレビ西日本   092-852-5555 092-852-5616     福岡市早良区百道浜 2-3-2 

九州朝日放送㈱   092-721-1234 092-751-4574     福岡市中央区長浜 1-1-1 

㈱福岡放送   092-532-1111 092-532-3072     福岡市中央区清川 2-22-8 

㈱エフエム福岡   092-533-0807 092-713-0240     
福岡県福岡市中央区清川

1-9-19 渡辺通南ビル 

㈱TVQ 九州放送 福岡本社 092-262-0077 092-272-5906     福岡市博多区住吉 2-3-1 

㈱CROSS FM   093-551-9119 093-533-3532     
北九州市小倉北区古船場

町 9-1-1 

ﾗﾌﾞｴﾌｴﾑ国際放送㈱   092-734-5462 092-715-7610     
福岡県福岡市中央区今泉

１丁目１２-２３ 

福岡県医師会   092-431-4564 092-411-6858     

福岡市博多区博多駅南

2-9-30 福岡メディカルセ

ンタービル 4F 
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機関名 連絡窓口 
NTT 電話 NTTFAX 防災電話

(78) 

防災 FAX 

(1-78) 
所在地 

(0948) (0948) 

福岡県歯科医師会   092-771-3531 092-771-2988     福岡市中央区大名 1-12-43 

福岡県トラック協会   092-451-7878 092-472-6439     
福岡市博多区博多駅東

1-18-8 

福岡県ＬＰガス協会   092-476-3838       福岡市博多区山王 1-10-15 

近隣市町村 

嘉麻市 
防災対策

課 
42-7417 42-7098 423-70 423-75 嘉麻市岩崎 1180 番地 1 

桂川町 総務課 65-1100 65-3424 421-70 421-75 
嘉穂郡桂川町大字土居

424-1 

宮若市 総務課 0949-32-0510(代) 0949-32-9430 403-70 403-75 宮若市宮田 29-1 

小竹町 総務課 09496-2-1212 09496-2-1140 401-70 401-75 
鞍手郡小竹町大字勝野

3349 

直方市 
市民協働

課 
0949-25-2223 0949-24-3812 204-70 204-75 直方市殿町 7-1 

福智町 総務課 0947-22-0555(代) 0947-22-0782 603-70 603-75 田川郡福智町金田 937-2 

糸田町 総務課 0947-26-1231(代) 0947-26-1651 604-70 604-75 田川郡糸田町 1975-1 

田川市 
総務防災

課 
0947-44-2000(代) 0947-46-0124 206-70 206-75 田川市中央町 1-1 

篠栗町 総務課 092-947-1113 092-947-7977 342-70 342-75 
福岡県糟屋郡篠栗町中央

一丁目 1番 1号 

須恵町 総務課 092-932-1151 092-933-6579 344-70 344-75 粕屋郡須恵町大字須恵 771 

宇美町 総務課 092-932-1111 092-933-7512 341-70 341-75 糟屋郡宇美町宇美 5-1-1 

筑紫野市 総務課 092-923-1111 092-923-5391 217-70 217-75 筑紫野市二日市西 1-1-1 

筑前町 
まちづく

り課 
0946-42-6609 0946-42-2011 444-70 444-75 朝倉郡筑前町篠隈 373 

広域連合・一部事務組合 

ふくおか県央環境広域

施設組合 
  22-5911 22-5451     飯塚市楽市 728番地 1 

公共的団体・防災上重要な施設管理者 

飯塚市社会福祉協議会   23-2210 23-2262     飯塚市柏の森 956-4 

  穂波支所 29-5520 29-5522     飯塚市忠隈 522-3 

  筑穂支所 72-3085 72-3078     飯塚市長尾 911-1 

  庄内支所 82-4736 82-5301     飯塚市綱分 771-1 

  頴田支所 09496-2-5855 09496-2-5859     飯塚市勢田 1101 

飯塚医師会   22-0165 28-9107     

飯塚市吉原町１番１号 

サンメディラック飯塚２

階 

飯塚歯科医師会   22-2124 22-7554     飯塚市片島 3丁目 11-29 

飯塚薬剤師会   24-4426 24-4997     飯塚市西徳前 398-1 

福岡県薬剤師会   092-271-3791 092-281-4101     福岡市博多区住吉 2-20-15 

飯塚商工会議所   22-1007 22-0007     飯塚市吉原町 6-12 

 穂波支所 22-5382 29-5416     飯塚市忠隈 494 

 筑穂支所 72-0216 72-4264     飯塚市阿恵 6001-1 

 庄内支所 82-3155 82-3294     飯塚市綱分 789-6 

 頴田支所 09496-2-0199 09496-2-3276     飯塚市勢田 1271-1 

福岡嘉穂農協   24-7060 29-5387     飯塚市小正 319-1 

  飯塚支所 22-0885 24-4123     飯塚市川津 422 

  穂波支所 22-0344 28-6404     飯塚市忠隈 502-2 

  筑穂支所 72-0020 72-1326     飯塚市長尾 1247-1 
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機関名 連絡窓口 
NTT 電話 NTTFAX 防災電話

(78) 

防災 FAX 

(1-78) 
所在地 

(0948) (0948) 

  庄内支所 82-0195 82-1327     飯塚市綱分 802-7 

  頴田支所 92-2211 92-0332     飯塚市鹿毛馬 2333-4 

福岡県広域森林組合 飯塚支所 72-0204 72-3060     飯塚市長尾 1250-3 

福岡県道路公社   092-641-0101 092-641-0202     
福岡市博多区吉塚本町

13-50 

西鉄バス筑豊㈱   29-4060       飯塚市片島 2-19-1 

西部瓦斯株式会社  092-633-2261    福岡市博多区千代 1-17-1 

福山通運株式会社  24-5353    飯塚市川島 370-2 

佐川急便株式会社  21-3911    飯塚市横田 643-82 

ヤマト運輸株式会社  0570-200-991    飯塚市横田字大森 785-1 

西濃運輸株式会社  092-591-1671    
福 岡 市 博 多 区 井 相 田

1-1-56 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ株式会社  03-6889-2000    東京都港区海岸 1-7-1 
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【 例規、基準、応援協定等 】 
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４ 市、一部事務組合等の例規等 

４－１ 飯塚市防災会議条例 
平成 18年 3月 26日 
飯塚市条例第 166号 

(趣旨) 
第 1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 16条第 6項の規定に基づき、飯

塚市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。 
(所掌事務) 

第 2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
(1) 飯塚市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 
(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 
(3) 水防法(昭和 24年法律第 193号)第 33条の水防計画を調査審議すること。 
(4) 前 3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

(会長及び委員) 
第 3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 
2 会長は、市長をもって充てる。 
3 会長は、会務を総理する。 
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務
を代理する。 

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 
(2) 福岡県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 
(3) 福岡県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 
(5) 教育長 
(6) 消防団長及び飯塚地区消防組合消防吏員のうちから市長が委嘱する者 
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者 
(8) 学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する者 

6 委員の定数は、37人以内とする。 
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 
8 前項の委員は、再任されることができる。 
(会議の招集) 

第 4条 防災会議は、会長が招集する。 
(会議) 

第 5条 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
2 会長は、会議の議長となる。 
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
(専門委員) 

第 6条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福岡県の職員、飯塚市の職員、関係指定公共機関の職
員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命
する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。 
(幹事) 

第 7条 防災会議に幹事 72人以内を置く。 
2 幹事は、防災会議の委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員を補佐する。 
(委任) 

第 8条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、
会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 
この条例は、平成 18年 3月 26日から施行する。 
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４－２ 飯塚市防災会議委員名簿 
 

区分 関係機関 役職名 

会長 飯塚市 市長 

第１号委員 

国土交通省 遠賀川河川事務所 飯塚出張所 所長 

国土交通省 北九州国道事務所 筑豊維持出張所 所長 

国土交通省 気象庁 福岡管区気象台 次長 

第２号委員 
福岡県飯塚県土整備事務所 所長 

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 所長 

第３号委員 飯塚警察署 署長 

第４号委員 

飯塚市 企業管理者 

飯塚市 総務部長 

飯塚市 都市建設部長 

飯塚市 教育部長 

飯塚市 福祉部長 

飯塚市 福祉部次長 

飯塚市 男女共同参画推進課長 

飯塚市 飯塚片島交流センター長 

飯塚市 菰田交流センター長 

第５号委員 飯塚市教育委員会 教育長 

第６号委員 飯塚市消防団 団長 

第７号委員 

飯塚消防署 署長 

西日本電信電話㈱筑豊営業支店 支店長 

九州電力送配電㈱飯塚配電事業所 所長 

 

第８号委員 

九州旅客鉄道㈱ 新飯塚駅 駅長 

陸上自衛隊 第 3高射特科群長 

西鉄バス 筑豊㈱ 安全推進室室長 

（一社）飯塚医師会 理事 

（一社）飯塚歯科医師会 会長 

福岡嘉穂農業協同組合 
ﾘｽｸ管理課 

防犯・事故防止担当主任 

飯塚市自治会連合会 会長 

いいづか男女共同参画推進ネットワーク 広報委員 

飯塚市民生委員児童委員協議会 理事 

飯塚市社会福祉協議会 会長 

飯塚商工会議所 専務理事 

飯塚市議会 議長 

飯塚市議会 副議長 

飯塚市議会 総務委員長 

飯塚市議会 経済建設委員長 

飯塚市立病院 副看護部長 
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４－３ 飯塚市災害対策本部条例 

平成 18年 3月 26日 

飯塚市条例第 167号 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 23条第 7項の規定に基づき、飯

塚市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第 2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員

を指揮監督する。 

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるとき、又

は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。 

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事す

る。 

(部) 

第 3条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

(現地災害対策本部) 

第 4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)及び現地災害対策

本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名するも

のをもって充てる。 

2 現地本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

(委任) 

第 5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 18年 3月 26日から施行する。 
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４－４ 飯塚市災害対策本部規程 

平成 18年 3月 26日 

飯塚市訓令第 32号 

改正 H19―11、H29―11、R元-2 

(趣旨) 

第 1条 この訓令は、飯塚市災害対策本部条例(平成 18年飯塚市条例第 167号。以下「条例」とい

う。)第 5条の規定に基づき、飯塚市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 

(本部の設置) 

第 2条 本部は、飯塚市役所内に置く。 

(副本部長及び本部員) 

第 3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。 

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、企業管理者及び教育長並びに飯塚市事務分掌条例

(平成 18年飯塚市条例第 7号)に定める部長、消防団長、飯塚地区消防組合飯塚消防署長及び本部長

が必要と認める者をもって充てる。 

(H19―11、H29―11一改) 

(本部会議) 

第 4条 本部に本部会議を置く。 

2 本部会議は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び本部員をもって構成し、

災害対策に関する重要な事項について協議する。 

3 本部会議は、本部長が招集し、議長となる。 

(本部の組織) 

第 5条 条例第 3条の部に班及び係を置く。 

2 班に班長を置く。 

3 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理する。 

4 係に係長を置く。 

5 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。 

6 係に係員を置く。 

7 係員は、係の事務を処理する。 

（事務局） 

第 6条 本部に事務局を置く。 

2 事務局に事務局長、その他事務局員を置く。 

3 事務局長には、防災安全課長をもって充てる。 

4 事務局員は、防災安全課の職員をもって充てる。 

5 事務局長は、事務局の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。 

6 事務局員は、上司の命令を受け、分掌事務に従事する。 

(連絡員) 

第 7条 各部に連絡員を置く。 

2 連絡員は、部長が指名する職員をもって充てる。 

3 連絡員は、部長の命により各部所管の応急対策の実施状況その他災害対策活動に必要な情報を取

りまとめて、本部長に連絡するとともに、本部長の指令その他の連絡事項を所属の部長に伝達する

ことを任務とする。 

4 連絡員は、必要に応じて本部長の命により、本部に常駐するものとする。 
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(本部の活動態勢) 

第 8条 本部長は、災害の状況に応じ、次の区分により、活動態勢を決定し、各部長に指示するも

のとする。ただし、本部長が必要があると認めたときは、次の区分態勢によらず他の態勢を指示す

ることができる。 

(1) 注意態勢 気象業務法(昭和27年法律第165号)及び水防法(昭和24年法律第193号)に基づく

予報及び警報が発令される等災害が発生するおそれがある場合に、各部の情報連絡担当職員及び危

険箇所の警戒に当たる職員(少数の人員)が配置につき、状況によりいつでも警戒態勢に移行し得る

態勢 

(2) 警戒態勢 現に災害が発生しつつあり、かつ、相当な災害の発生が予想される場合に、各部の

所要人員が配置につき、かつ、他の者を待機させ、状況によりいつでも非常態勢に移行し得る態勢 

(3) 非常態勢 市全域にわたって大災害が発生し、若しくは発生が予想される場合又は市全域では

なくても被害が特に甚大な場合に、各部の全員が配置につき、直ちに活動し得る態勢 

2 各部長は、前項の活動態勢に応じて必要と認める人員を配備し、災害対策活動に当たらなければ

ならない。 

3 前項の規定に基づき人員を配備したときは、その状況を態勢配備報告書(別記様式)により速やか

に本部長に報告しなければならない。 

(応援のための動員) 

第 9条 各部長は、災害対策活動を実施するに当たり、他に応援を求める必要があるときは、直ち

にその旨を本部長に報告しなければならない。 

2 前項の報告があった場合は、本部長は必要に応じ所要人員を派遣するものとする。 

(事務の調整) 

第 10条 事務の執行に当たり、主管の明らかでないものについて各部相互間で定め難いときは、本

部長の定めるところによる。 

(現地災害対策本部) 

第 11条 現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)は、災害地における情報の収集及び伝達並

びに関係機関との連絡調整その他災事応急対策の迅速確実な実施を図る。 

2 現地本部は、穂波支所、筑穂支所、庄内支所、頴田支所、飯塚市防災センターその他本部長が適

当と認める場所に置く。 

3 現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)には、副本部長及び本部員のうちから、本部

長が指名する者をもって充てる。 

4 現地災害対策本部員(以下「現地本部員」という。)には、本部員及びその他の職員のうちから、

本部長が指名する者をもって充てる。 

5 現地本部の事務を処理するため、必要に応じ、現地本部に班を設け、班に班長及び班員を置くこ

とができる。 

6 班長には、現地本部員を充て、班員には班長の所属する部課に勤務する職員その他の職員をもっ

て充てる。 

7 本部長は、必要と認めるときは、現地本部長及び現地本部員に第 3項及び第 4項に規定する職員

以外の職員を臨時に充て、又は現地本部に第5項に規定する職以外の職を設けることができる。 

（事務の決裁及び文書） 

第 12条 本部における事務の決裁は、飯塚市事務決裁規程（平成 18年飯塚市訓令第 3号）の例に

より、部又は班の所管する事務についてそれぞれ部長又は班長が別表のとおり専決するものとする。 

2 本部における文書の処理は、市長の事務部局における文書の処理の例による。ただし、電話又は

口頭による要請、指示、報告その他の連絡事項は、受信者がその要旨を記録し、文書に準ずる取扱

いをするものとし、その処理に当たっては、口頭の伺いによって決裁を受けることができるほかそ
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の施行に当たっても電話又は口頭ですることができるものとし、この場合において、担当者がその

経過を記録しておかなければならない。 

(補則) 

第 13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成 18年 3月 26日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 31日 訓令第 11号) 

この訓令は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 3月 31日 訓令第 11号) 

この訓令は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和元年 8月 7日 訓令第 2号) 

この訓令は、令和元年8月 7日から施行する。 

別表 略 
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４－５ 飯塚市災害対策本部事務分掌 

注)(長)責任者  (副)副責任者 

共通事務 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興・支援時の役割 

○所管に属する防災対策に関す

ること。 

○被災者支援システムに関する

こと。 

 ○通常業務の所掌に基づく復

旧・復興事業に関すること。 

 

総括部 
（総括部長)総務部長、(副)防災危機管理監 

事務局【（長）防災安全課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○地域防災計画、業務継続計画、

初動マニュアル、水防計画の修正

に関すること。 

○自主防災組織の設立・運営支援

に関すること。 

○防災教育に関すること。 

○防災会議に関すること。 

○総合防災訓練及び個別訓練等

に関すること。 

○防災行政無線、J アラート、ワ

ンストップ防災メール等に関す

ること。 

○河川カメラの維持運営に関す

ること。 

○ハザードマップの作成に関す

ること。 

○ヘリポート適地の見直しに関

する事項 

○避難所の見直しに関する事項 

○防災に必要な器材、物資の見

積・計画 

○市 HP を活用した防災啓発に関

すること。 

○各種防災関連情報の収集に関

すること。 

○消防団に関すること。 

○消防水利に関すること。 

○飯塚地区消防組合に関するこ

と。 

○防災関連会議及び研修会への

参加及び職員への普及教育に関

すること。 

○各防災関係機関（消防、自衛隊、

河川事務所、県等）の主催する会

議・行事に関すること。 

○被災者支援システム（被災予測

等・復旧復興関連システム）に関

すること。 

○災害対策本部等の設置並びに

廃止に関すること。 

○災害対策本部等の規模の指定

に関すること。 

○本部会議等の企画・進行に関す

ること。 

○被害状況の把握・分析による被

害の拡大見積に関すること。 

○災害対応に関する防災関係機

関との連絡・調整に関すること。 

○消防団の運用に関すること。 

○市民への避難に関する情報の

判断に関すること。 

○防災行政無線等を活用した市

民に対する水防警報、避難に関す

る情報の伝達に関すること。 

○被害の拡大予測に対応するた

めの防災関係機関への役割付与

に関すること。 

○県との調整・報告に関すること

（応援の要請等） 

○復旧・復興の全般統制 

○ヘリコプター支援受け時の支

援内容の調整及び離発着場の確

保に関すること。 

○り災届出兼証明願、被害届出兼

証明書の受理及び交付について

の全体の作業の統括及び交付に

関すること。 
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総務班【（長）総務課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○職員の備蓄品の見積・計画に関

すること。 

○防災功労者の表彰に関するこ

と。 

○本庁舎自家発電装置及び電話

等の通信施設の維持管理に関す

ること。 

○本部長命令・指示の伝達に関す

ること。 

○各部の災害応急対策の把握及

び部間の調整に関すること。 

○応急復旧資材の調達に関する

調整に関すること。 

○職員用の災害備蓄品の備蓄に

関する調整に関すること。 

○防災・減災のために必要な気

象、河川水位情報、土砂災害警戒

情報等あるいは地震時の余震情

報等の収集に関すること。 

○国、県からの視察対応に関する

こと。 

○防災功労者の表彰に関するこ

と。 

○職員の備蓄品の調達・保管に関

すること。 

秘書班【(長)秘書課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

 ○本部長･副本部長の秘書､庶務

事項等に関すること。 

○市長会見資料の確認に関する

こと。 

 

 

○本部長･副本部長の秘書､庶務

事項等に関すること。 

○市長会見資料の起案作成等に

関すること。 

○被害視察等に係る本部長･副本

部長の面談･応接に関すること。 

広報班【(長)情報管理課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○マスコミ(TV局､新聞社等)、SNS

を活用した防災関連情報の市民

への情報提供 

○防災関係の取材協力 

○マスコミ(TV局、新聞社等)、SNS

を活用した市民への情報提供の

調整に関すること。 

○記者会見に関すること。 

○マスコミ(TV局、新聞社等)、SNS

を活用した市民への情報提供の

調整に関すること。 

○記者会見に関すること。 

○情報システム及び通信インフ

ラの復旧に関すること。 

車両班【(長)契約課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○車両の維持･管理 

○災害時車両配当計画の作成 

○配車計画に関すること。 

○車両等の整備調整に関するこ

と。 

○車両･燃料等の調達に関するこ

と。 

○配車計画に関すること。 

○車両等の整備調整に関するこ

と。 

○車両･燃料等の調達に関するこ

と。 

人事班【(長)人事課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○職員想定参集数及び参集率の

見積 

○BCP 発動時の受援必要職員数の

見積 

○各職員の特技の把握 

○災害対策本部職員のシフト勤

務態勢に関する立案､計画､管理

に関すること。 

○派遣職員に関する市長会との

調整に関すること。 

○受援計画の作成に関すること。 

○職員の動員及び動員記録の整

理に関すること。 

○各支所に派遣する連絡職員の

人選に関すること。 

○各部からの職員動員の追加要

請における部間調整に関するこ

と。 

○災害対策本部職員のシフト勤

務態勢に関する立案、計画、管理

に関すること。 

○災害従事職員の公務災害等に

関すること。 

○災害従事職員の健康管理に関

すること。 

○関係機関及び他自治体への職

員の派遣要請に関すること。 

○関係機関からの派遣職員の受

入及び派遣職員の身分取扱いに

関すること。 

○他自治体からの支援受け職員

の受け入れ･配置調整に関するこ

と。 
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会計班【(長)会計管理者】   

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○金銭の出納、経理に関するこ

と。 

○金銭の出納、経理に関するこ

と。 

○義援金の受け入れ及び取扱に

関すること。 

 

○金銭の出納、経理に関するこ

と。 

○義援金の受け入れ及び取扱に

関すること。 

 

情報部 
(情報部長)行政経営部長、(副)総合政策課長 

情報班【(長)総合政策課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○現地連絡員及び各支所連絡職

員の掌握 

○非常時における各連絡職員と

の連絡手段の確認 

○災害時に使用する地図の掌握 

○福岡県災害情報提供システム

の使用法の把握 

○被害状況図作成に関すること。 

○市民からの災害通報の受付に

関すること。 

○現地連絡員との調整連絡に関

すること。 

○各支所への連絡職員の派遣に

よる支所の状況把握に関するこ

と。 

○｢クロノロジーの作成｣及び｢被

害状況図の作成｣による災害対策

本部内の情報共有に関すること。 

○被害状況等の記録(写真含む)･

整理に関すること。 

 

○市民からの災害通報の受付に

関すること。 

○現地連絡員との調整連絡に関

すること。 

○各支所への連絡職員の派遣に

よる支所の状況把握に関するこ

と。 

○｢クロノロジーの作成｣及び｢被

害状況図の作成｣による災害対策

本部内の情報共有に関すること。 

○被害状況等の記録(写真含む)･

整理に関すること。 

パトロール班【(長)税務課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○国河川･県河川の重要水防箇所

巡視(年 1回)への参加 

○福岡県災害情報提供システム

の使用法の把握 

 

○本部長の指示に基づく河川、水

害危険箇所等のパトロールに関

すること。 

○本部長の指示に基づく河川、水

害危険箇所等のパトロールに関

すること。 

財政班【(長)財政課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○災害発生時の予算計画に関す

ること。 

○国、県の各種支援制度の把握 

○災害に関する応急費、災害対策

本部費の予算措置に関すること。 

○災害救助法の適用申請に関す

ること。 

○災害救助法適用に関連する各

種帳簿作成に係る各部への指示

及びこれらの整理に関すること。 

 

 

○災害に関する応急費、災害対策

本部費の予算措置に関すること。 

○災害救助法の適用申請に関す

ること。 

○災害救助法適用に関連する各

種帳簿作成に係る各部への指示

及びこれらの整理に関すること。 

管財班【(長)財産活用課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○総括部総務班計画係と調整し､

物資調達･出納･保管･配分計画の

作成。 

○職員の備蓄品の調達及び出納

保管及び配分に関すること。 

○防災に必要な器材､物資の調達

及び出納保管､配分等に関するこ

と。 

○職員の備蓄品の調達及び出納

保管及び配分に関すること。 

○公有財産の応急修理及び復旧

に関すること。 

○防災に必要な器材､物資の調達

及び出納保管､配分等に関するこ

と。 

○職員の備蓄品の調達及び出納

保管及び配分に関すること。 

○公有財産の応急修理及び復旧

に関すること。 
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避難所部 
(避難所部長)市民協働部長、(副) 市民活動支援課長 

避難所班【(長)市民活動支援課長、まちづくり推進課長、地域公共交通対策課長、人権･同和政策課長、

健幸保健課長、スポーツ振興課長、男女共同参画推進課長、感染対策室主幹】 

避難所係(まちづくり推進課、人権･同和政策課､健幸保健課、スポーツ振興課、感染対策室) 

※総務課､社会･障がい者福祉課、各支所 
平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○避難所運営マニユアルに関す

ること。 

○避難所開設及び運営に関する

こと。 

○物資集配拠点の開設に関する

こと。 

○避難所開設及び運営に関する

自主防災組織との調整。 

○避難所の見直しへの協力に関

すること。 

○自主防災組織の運営協力に関

すること。 

○市公共施設及びその他の施設

管理者等からの避難状況報告の

把握･報告に関すること。 

○避難所及び物資集配拠点の開

設に関すること。 

○避難者の収容記録の作成及び

避難所の運営支援に関すること。 

○避難所運営組織が構成される

迄の避難所運営に関すること。 

○避難者による避難所運営組織

の構成支援に関すること。 

○避難所運営本部からの要望の

受付､要望に係る関係部署との調

整、及び要望への回答に関するこ

と。 

○避難所における災害時要配慮

者相談窓口及び被災者相談窓口

の開設･運営に関すること。 

○避難所における食料の需要調

査、調達、供給､保管に関するこ

と。 

○生活必需物資等供給協定企業

への物資供給依頼等に関する避

難者の支援及び情報交換等に関

すること。 

○避難者に対する情報の提供に

関すること。 

○避難所への救援物資、協力者等

の受入れに関すること。 

○避難所での広報に関すること。 

○避難所におけるコミユニテイ

の構築に関すること。 

○市公共施設及びその他の施設

管理者等からの避難状況報告の

把握･報告に関すること。 

○避難所及び物資集配拠点の開

設に関すること。 

○避難者の収容記録の作成及び

避難所の運営支援に関すること。 

○避難所運営組織が構成される

迄の避難所運営に関すること。 

○避難者による避難所運営組織

の構成支援に関すること。 

○避難所運営本部からの要望の

受付､要望に係る関係部署との調

整、及び要望への回答に関するこ

と。 

○避難所における災害時要配慮

者相談窓口及び被災者相談窓口

の開設･運営に関すること。 

○避難所における食料の需要調

査、調達、供給､保管に関するこ

と。 

○生活必需物資等供給協定企業

への物資供給依頼等に関する避

難者の支援及び情報交換等に関

すること。 

○避難者に対する情報の提供に

関すること。 

○避難所への救援物資、協力者等

の受入れに関すること。 

○避難所での広報に関すること。 

○避難所におけるコミユニテイ

の構築に関すること。 

物資配給係(地域公共交通対策課) 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○避難所における食料の備蓄に

関すること。 

○避難所の運営に必要な物資の

確保及び配分に関すること。 

○被災民に対する臨時物資配給

所の開設に関すること。 

○応急対策従事者に対する物資

の配給に関すること。 

○避難所の運営に必要な物資の

確保及び配分に関すること。 

○被災民に対する臨時物資配給

所の開設に関すること。 

○応急対策従事者に対する物資

の配給に関すること。 

避難所ケア係(男女共同参画推進課)  

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○男女共同参画に関わる防災研

修に関すること。 

○男女共同参画関連諸団体との

災害時の協力要領の調整に関す

○避難所での性別の違いに関わ

る問題、子育て家庭･障がい者･高

齢者等が直面する課題等に関す

る配慮施策の推進に関すること。 

○避難所での性別の違いに関わ

る問題、子育て家庭･障がい者･高

齢者等が直面する課題等に関す

る配慮施策の推進に関すること。 
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ること。 ○避難所運営本部との連携･情報

交換による DV等や暴力行為の兆

候の早期発見及び対処に関する

こと。 

○避難所で必要とする事案が出

た場合に各班へ通報 

○避難所運営本部との連携･情報

交換による DV等や暴力行為の兆

候の早期発見及び対処に関する

こと。 

○避難所で必要とする事案が出

た場合に各班へ通報 

 

避難支援部 
(避難支援部長)福祉部長、(副)福祉部次長 
避難支援班【(長)高齢介護課長､(副)社会･障がい者福祉課長､子育て支援課長、保育課長】 

高齢介護障がい者係（高齢介護課、社会・障がい者福祉課） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○避難行動要支援者台帳の作

成・更新に関すること。 

○避難行動要支援者の個別計画

の作成に関すること。 

○避難所における避難行動要支

援者収容スペースに関すること。 

○福祉避難所に関すること。 

○被災者支援システム(避難行動

要支援者関連システム)に関する

こと。 

○障がい者､高齢者等災害時避難

行動要支援者への情報提供に関

すること。 

○障がい者､高齢者等災害時避難

行動要支援者の安否確認に関す

ること。 

○障がい者､高齢者等災害時避難

行動要支援者の避難支援に関す

ること。 

○寝具の確保及び配分に関する

こと。 

○避難所開設に伴う福祉施設の

開閉及び管理に関すること。 

○福祉避難所の設置･運営に関す

ること。 

○避難行動要支援者に係る安否

情報の収集･伝達に関すること。 

○福祉避難所へ移送する市民の

選定(スクリーニング)。 

○要支援者の相談窓口の設置に

関すること。 

○障がい者､高齢者等災害時避難

行動要支援者への情報提供に関

すること。 

○障がい者､高齢者等災害時避難

行動要支援者の安否確認に関す

ること。 

○障がい者､高齢者等災害時避難

行動要支援者の避難支援に関す

ること。 

○寝具の確保及び配分に関する

こと。 

○避難所開設に伴う福祉施設の

開閉及び管理に関すること。 

○福祉避難所の設置･運営に関す

ること。 

○避難行動要支援者に係る安否

情報の収集･伝達に関すること。 

○福祉避難所へ移送する市民の

選定(スクリーニング)。 

○要支援者の相談窓口の設置に

関すること。 

こども･保育所係(子育て支援課、保育課) 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○保育士又は幼児に対する防災

教育に関すること。 

○こども園、幼稚園、保育所に在

園する児童の避難等に関するこ

と。 

○施設の被害調査及び管理に関

すること。 

○こども園、幼稚園、保育所等に

在園する児童･保護者等の安否情

報の収集･伝達に関すること。 

○こども園､幼稚園､保育所に在

園する児童の避難等に関するこ

と。 

○施設の被害調査及び管理に関

すること。 

○こども園､幼稚園､保育所等に

在園する児童･保護者等の安否情

報の収集･伝達に関すること。 

民地調査班【(長)生活支援課長】(生活支援課) 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○福岡県災害情報提供システム

の使用法の把握。 

○被災者支援システム(倒壊家屋

管理システム)に関すること。 

○被害状況調査(写真撮影､指定

項目の情報収集)に関すること。 

○被災者台帳等の整備に関する

こと。 

○必要に応じ公共施設部の応急

危険度判定及びり災証明書発行

の為の被害状況調査､協力 

 

○被害状況調査(写真撮影､指定

項目の情報収集)に関すること。 

○被災者台帳等の整備に関する

こと。 

○必要に応じ公共施設部の応急

危険度判定及びり災証明書発行

の為の被害状況調査､協力。 
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環境対策部 
（環境対策部長）市民環境部長、(副)医療保険課長 
医療班【(長)医療保険課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○救護所設置計画に関すること。 

○医療及び助産に関すること。 

○医療班の編成及び派遣の計画

に関すること。 

○医療関係機関、団体等の調整に

関すること。 

○パンデミック事態対処計画に

関すること。 

○避難所での心理療法や心理カ

ウンセラー施策の計画･実施に関

すること。 

○心的外傷後ストレス障害

(PTSD)の対応等保健衛生に関す

ること。 

○保健衛生に関すること。 

○食品衛生及び食中毒に関する

こと。 

○医療器具、医薬品、衛生材料等

の斡旋確保に関すること。 

○保健センター施設の警備に関

すること。 

○傷病者等の受入れ態勢の整備

及び医療情報の収集･伝達に関す

ること。 

○救護所設置に関すること。 

○医療及び助産に関すること。 

○医療班の編成及び派遣に関す

ること。 

○医療関係機関、団体等の派遣要

請及び連絡に関すること。 

○傷病者の輸送に関すること。 

○医療機関等からの傷病者発生

状況等の把握に関すること。 

○感染症の予防に関すること。 

○避難所での心理療法や心理カ

ウンセラー施策の計画･実施に関

すること。 

○心的外傷後ストレス障害

(PTSD)の対応等保健衛生に関す

ること。 

○保健衛生に関すること。 

○食品衛生及び食中毒に関する

こと。 

○医療器具、医薬品、衛生材料等

の斡旋確保に関すること。 

○被災地､避難所等の衛生状態の

把握､衛生状態改善策に関するこ

と。 

○保健センター施設の警備に関

すること。 

○傷病者等の受入れ態勢の整備

及び医療情報の収集･伝達に関す

ること。 

○引取人のない又は身元不明の

遺体の処理に関すること。 

○福祉避難者へ移送する市民の

選定の協力(スクリーニング協

力) 

○救護所設置に関すること。 

○医療及び助産に関すること。 

○医療班の編成及び派遣に関す

ること。 

○医療関係機関、団体等の派遣要

請及び連絡に関すること。 

○傷病者の輸送に関すること。 

○医療機関等からの傷病者発生

状況等の把握に関すること。 

○感染症の予防に関すること。 

○避難所での心理療法や心理カ

ウンセラー施策の計画･実施に関

すること。 

○心的外傷後ストレス障害

(PTSD)の対応等保健衛生に関す

ること。 

○保健衛生に関すること。 

○食品衛生及び食中毒に関する

こと。 

○医療器具、医薬品、衛生材料等

の斡旋確保に関すること。 

○被災地、避難所等の衛生状態の

把握､衛生状態改善策に関するこ

と。 

○保健センター施設の警備に関

すること。 

○傷病者等の受入れ態勢の整備

及び医療情報の収集･伝達に関す

ること。 

○引取人のない又は身元不明の

遺体の処理に関すること。 

○福祉避難者へ移送する市民の

選定の協力(スクリーニング協

力) 

清掃班 【(長)環境整備課長、(副)環境対策課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○指定避難所における仮設ﾄｲﾚ設

置計画に関すること。 

○遺体の安置･埋葬火葬計画に関

すること。 

○犬･猫等の死体処理計画に関す

ること。 

○災害廃棄物の処理計画に関す

ること。 

○災害廃棄物の処理等に関する

協定に基づく公益社団法人福岡

県産業廃棄物協会との調整に関

する事項。 

○被災者支援システム(犠牲者･

○防疫に関すること。 

○し尿､塵芥等の処理及び仮設便

所の設置に関すること。３ 遺体

の安置･埋葬火葬に関すること。 

○犬､猫等の死体処理に関するこ

と。 

○災害廃棄物の処理に関するこ

と。 

○災害ゴミ集積施設､災害ゴミ処

分施設の管理に関すること。 

○災害ゴミを広域で処理する場

合の対象となる市町村との業務

要領の調整に関すること。 

○防疫に関すること。 

○し尿､塵芥等の処理及び仮設便

所の設置に関すること。３ 遺体

の安置･埋葬火葬に関すること。 

○犬､猫等の死体処理に関するこ

と。 

○災害廃棄物の処理に関するこ

と。 

○災害ゴミ集積施設､災害ゴミ処

分施設の管理に関すること。 

○災害ゴミを広域で処理する場

合の対象となる市町村との業務

要領の調整に関すること。 
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遺族管理システム)に関するこ

と。 

○災害ゴミ集積施設､災害ゴミ処

分施設の管理に関すること。 

○災害ゴミを広域で処理する場

合の対象となる市町村との業務

要領の調整に関すること。 

現地対策班 【(長)市民課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○自治会長を通じての情報収集･

伝達の調整に関すること。 

○災害ボランティア本部との連

絡･調整に関すること。 

○自治会長（自主防災組織）を通

じての情報収集･伝達に関するこ

と。 

○現地災害対策班設置場所周辺

の被害情報の収集伝達に関する

こと。 

○災害ボランティア本部の設

置・運営の要請に関すること。 

○災害ボランティア本部との連

絡･調整に関すること。 

○災害現場においての各部、班と

の協力及び本部との連絡に関す

ること。 

○被災地に必要な救援物資及び

生活物資の需要調査に関するこ

と。 

○自治会長（自主防災組織）を通

じての情報収集･伝達に関するこ

と。 

○現地災害対策班設置場所周辺

の被害情報の収集伝達に関する

こと。 

○災害ボランティア本部との連

絡･調整に関すること。 

○災害現場においての各部､班と

の協力及び本部との連絡に関す

ること。 

○被災地に必要な救援物資及び

生活物資の需要調査に関するこ

と。 

 

被災者支援部 
（被災者支援部長）経済部長、（副）経済政策推進室長、公営競技事業所長 

被災者支援班【（長）農林振興課長】 

被災者支援係（経済政策推進室、農業委員会事務局） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○避難所班と調整し被災者相談

窓口設置避難所の選定 

 

○工業団地等災害（有害物質の漏

洩等防止を含む）に関すること。 

○被災者総合相談窓口の開設・運

営及び他の相談窓口との調整に

関すること。 

○復旧・復興支援の全般調整に関

すること。 

○工業団地等災害（有害物質の漏

洩等防止を含む）に関すること。 

  

農林係（農林振興課） 

平常時の役割 平常時の役割 平常時の役割 

○農林関係に関する復旧計画の

作成 

○農作物の病虫害防除に関する

こと。 

○家畜伝染病の防疫に関するこ

と。 

○家畜飼料の補給対策に関する 

こと。  

○農林に関する被害状況の把握 

○国・県への要望事項の整理 

○り災農作物の技術対策及び指

導に関すること。 

○農作物の病虫害防除に関する

こと。 

○家畜伝染病の防疫に関するこ

と。 

○家畜飼料の補給対策に関する

こと。 

 

○り災農作物の技術対策及び指

導に関すること。 

○農作物の病虫害防除に関する

こと。 

○家畜伝染病の防疫に関するこ

と。 

○家畜飼料の補給対策に関する

こと。 
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市場管理事務所係（農業振興課（市場管理事務所）） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○災害時の流通統制計画の作成

に関すること。 

○市場の管理に関すること。 

○総括部事務局との調整に基づ

く流通の統制に関すること。 

○市場の管理に関すること。 

○総括部事務局との調整に基づ

く流通の統制に関すること。 

外国人支援班【（長）国際政策課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○外国人に対する防災研修の支

援に関すること。 

○外国人に対する防災訓練に関

すること。 

○外国人に対する防災啓発活動 

○各種防災情報の翻訳・通訳支援 

○外国人等に対し発行する証明

書等に関すること。 

○外国人の避難誘導に関するこ

と。 

○避難所における外国人への支

援に関すること。 

○外国人被災者の相談窓口の開  

設。 

○外国人被災者の支援に関する

こと。 

避難誘導班【（長）商工観光課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○商工観光に関する復旧計画の

作成 

○災害危険地域の現地における

避難誘導 

○商工観光に関する被害状況の

把握 

○国・県への要望事項の整理 

○事業所の被害状況の把握と復

旧・復興支援に関すること。 

物資受援班 【（長）特産品振興・ふるさと応援課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○支援物資の受け入れ候補地の

選定に関する事項。 

○受援計画に関すること。 

○支援物資の受け入れ､配分及び

保管の準備に関すること。 

○支援物資の受け入れ､配分及び

保管に関すること。 

公営競技班【（長）公営競技事業所副所長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○オートレース場施設に関する

復旧計画の作成 

○オートレース場施設の被害調

査及び総括部事務局への報告に

関すること。 

○来客者等の避難誘導に関する

こと。 

○オートレース場を避難所等と

して利用する場合の運営協力に

関すること。 

○オートレース場施設の復旧に

関すること。 

 

公共施設部 
(公共施設部長)都市建設部長、(副)都市建設部次長 
公共土木班【(長)土木管理課長、(副)土木建設課長、建設政策課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○各排水機場の維持･管理 ○各排水機場の操作管理に関す

ること。 

○各排水機場の操作管理に関す

ること。 

水門係(土木管理課(兼)、土木建設課(兼))  

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○各水門管理者の把握及び指導 ○土木管理課所管の各水門の操

作管理に関すること。 

○土木管理課所管の各水門の操

作管理に関すること。 

樋門(樋管)パトロール係(土木管理課(兼)、土木建設課(兼)) 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○樋門(樋管)管理者の把握及び

指導 

○樋門(樋管)のパトロールに関

すること。 

○樋門(樋管)の被害調査及び写

真記録に関すること。 

○樋門(樋管)の被害調査及び写

真記録に関すること。 
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道路係(土木管理課(兼)) 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○道路･橋梁の整備・維持･管理に

関すること。 

○道路・橋梁の応急復旧計画に関

すること。 

○緊急車両優先道路の見積に関

すること。 

○災害時の緊急対策等に関する

協定の締結に関すること。 

○総務班との調整に基づく道路､

橋梁の交通規制に関すること。 

○国県道の交通規制情報に関す

ること。 

○道路､橋梁の応急修理及び復旧

に関すること。 

○道路､橋梁の共通事務に関する

こと。 

○障害物及び瓦喋の除去に関す

ること。 

 

○道路､橋梁の応急修理及び復旧

に関すること。 

○道路､橋梁の共通事務に関する

こと。 

○障害物及び瓦喋の除去に関す

ること。 

河川係(土木建設課(兼)、土木管理課(兼)) 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○国又は県に指定されていない

中小河川の危険箇所の把握及び

避難判断基準の策定に関するこ

と。 

○河川･水路の共通事務に関する

こと。 

○河川･水路の共通事務に関する

こと。 

鉱害係(土木建設課(兼)、土木管理課(兼)) 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○鉱害地の状況把握に関するこ

と。 

○鉱山災害(ボタ山含む)の応急

対策に関すること。 

○鉱害地の共通事務に関するこ

と。 

○鉱山災害(ボタ山含む)の応急

対策に関すること。 

○鉱害地の共通事務に関するこ

と。 

都市計画班【(長)都市計画課長)】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○指定緊急避難場所の指定への

協力に関すること。 

○支援部隊集結地の選定への協

力に関すること。 

 

○都市計画に属する施設(公園､

緑地及び市民広場)の共通事務に

関すること。 

○都市計画に属する施設(公園､

緑地及び市民広場)の共通事務に

関すること。 

農林班【(長)農業土木課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○農業関連の各水門及び各排水

機場の操作員の把握及び指導。 

○他地域災害の農業被害に関す

る教訓事項の把握。 

○ため池等を含む農業関係施設

の共通事務に関すること。 

○ため池氾濫時の避難判断基準

の策定に関すること。 

○ため池ハザードマップの作成

に関すること。 

 

○農業関連の各水門及び各排水

機場の操作管理に関すること。 

○ため池等を含む農業関係施設

の警戒巡視に関すること。 

○農業関連施設の被害状況の写

真記録に関すること。 

○その他農業災害に関すること。 

○農業関連の各水門及び各排水

機場の操作管理に関すること。 

○ため池等を含む農業関係施設

の共通事務に関すること。 

○農業関連施設の被害状況の写

真記録に関すること。 

○その他農業災害に関すること。 

建築住宅班【(長)建築課長、(副)住宅課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○市営住宅等の共通事務に関す

ること。 

○建築物等の耐震化に関するこ

と。 

○応急仮設住宅建設候補地台帳

の整備に関すること。 

○市営住宅等の共通事務に関す

ること。 

○応急仮設住宅の用地選定及び

建設に関すること。 

○応急仮設住宅及び公営住宅等

への入居者斡旋に関すること。 

○市営住宅等の共通事務に関す

ること。 

○応急仮設住宅の用地選定、建設

及び維持管理に関すること。 

○応急仮設住宅及び公営住宅等

への入居者斡旋に関すること。 
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○応急危険度判定の計画に関す

ること。 

○被災者支援システム(仮設住宅

管理システム)に関すること。 

○被災建築物及び被災宅地の応

急危険度判定に関すること。 

○被災建築物及び被災宅地の応

急危険度判定に関すること。 

 

議会部 
(議会部長)議会事務局長、(副)議会事務局次長 

議会班【(長)議会事務局次長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○議員の防災研修の調整に関す

ること。 

○議員の防災計画に関すること。 

○議会関係等への情報提供及び

連絡調整に関すること。 

○議員との調整に関すること。 

○議会関係等への情報提供及び

連絡調整に関すること。 

○議員との調整に関すること。 

 

教育対策部 
（教育対策部長）教育部長、(副)教育総務課長 

教育総務班【(長)教育総務課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○教育施設の開閉及び管理(警備

含む)の調整に関すること。 

○教育機関に対する災害に関す

る通報連絡に関すること。 

○教育施設等の被害調査､写真記

録及び報告に関すること。 

○教育再開に必要な教育施設･教

育備品等の確保に関すること。 

○教育施設の開閉及び管理(警備

含む)に関すること。 

○教育再開に必要な教育施設･教

育備品等の確保に関すること。 

○教育施設の開閉及び管理(警備

含む)に関すること。 

○児童･生徒等の保健管理に関す

ること。 

○児童･生徒への就学援助(学用

品等の給付含む)に関すること。 

○施設被害調査及び管理に関す

ること。 

学校避難所班【(長)学校給食課長、(副)文化課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○小中学校における防災教育に

関すること。 

○児童･生徒の避難計画及び避難

訓練に関すること。 

○被災後の教育要領(応急的教

育)の計画に関すること。 

○小･中学校避難所開設計画の作

成に関すること。 

○生徒用備蓄食料品の確保に関

すること。 

○炊き出し訓練に関すること。 

○児童クラブ入所児童の避難等

に関すること。 

○児童クラブに在所する児童･保

護者の避難訓練に関すること。 

○教育中に被災した場合の、児

童･生徒の避難に関すること。 

○教職員の協力要請に関するこ

と。 

○児童クラブ入所児童の避難等

に関すること。 

○施設被害調査及び管理に関す

ること。 

○児童クラブに在所する児童･保

護者の安否情報の収集･伝達に関

すること。 

○教育施設等を避難所として開

設した場合の避難所班との調整

に基づく避難所開設･運営に関す

ること。 

○避難所における災害時要配慮

者相談窓口及び被災者相談窓口

の開設･運営に関すること。 

○被災後の応急的教育のための

教育実施者、学校給食用品の確保

及び学校給食用品の管理に関す

ること。 

○応急的教育の計画･実施に関す

ること。 

○小･中学校において避難所を開

設した場合の、避難所班や避難所

運営本部との調整に基づく避難

所開設･運営支援に関すること。 

○学校における避難所の避難所

運営組織が構成される迄の避難

所運営に関すること。 

○炊き出しに関すること。 

○児童クラブ入所児童の避難等

に関すること。 

○児童クラブに在所する児童･保

護者の安否情報の収集･伝達に関

すること。 

上下水道部 
（上下水道部長）企業局次長、(副)上水道課長 

水道総務班【(長)企業管理課長】 
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水道総務係(企業管理課) 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○上下水道業務全般の調整に関

すること。 

○上下水道関係の広報に関する

こと。 

○上下水道復旧資材及び貯水タ

ンク･水缶･貯水容器等の調達に

関すること。 

○上下水道部に係る業務のため

の配車計画等の車両管理に関す

ること。 

○給水所の開設のための給水車･

水タンクの調達･支援受けに関す

ること。 

○上下水道業務全般の調整に関

すること。 

○上下水道の被害調査、写真記録

及び総務班への報告に関するこ

と。 

○部内の人員の掌握に関するこ

と。 

○上下水道関係の広報に関する

こと。 

○上下水道復旧資材及び貯水タ

ンク･水缶･貯水容器等の調達に

関すること。 

○上下水道部に係る業務のため

の配車計画等の車両管理に関す

ること。 

○給水所の開設のための給水車･

水タンクの調達･支援受けに関す

ること。 

 

○上下水道業務全般の調整に関

すること。 

○上下水道の被害調査､写真記録

及び総務班への報告に関するこ

と。 

○部内の人員の掌握に関するこ

と。 

○上下水道関係の広報に関する

こと。 

○上下水道復旧資材及び貯水タ

ンク･水缶･貯水容器等の調達に

関すること。 

○上下水道部に係る業務のため

の配車計画等の車両管理に関す

ること。 

○給水所の開設のための給水車･

水タンクの調達･支援受けに関す

ること。 

水道業務係(企業管理課) 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○公共上下水道全般の修繕依頼

等の受付及び取りまとめに関す

ること。 

○公共上下水道全般の修繕依頼

等の受付及び取りまとめに関す

ること。 

○公共上下水道全般の修繕依頼

等の受付及び取りまとめに関す

ること。 

水道対策班【(長)上水道課長、(副)下水道課長】 

上水道対策係（上水道課） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○上水道施設の安全性の強化に

関すること。 

○上水道の応急修理及び計画復

旧に関すること。 

○浄水・配水施設の巡回警備に関

すること。 

○上水道の被害調査、写真記録及

び総務班への報告に関すること。 

○上水道の応急修理及び計画復

旧に関すること。 

○上水道の計画復旧における復

旧指導に関すること。 

○浄水・配水施設の巡回警備に関

すること。 

○上水道の被害調査、写真記録及

び総務班への報告に関すること。 

○上水道の応急修理及び計画復

旧に関すること。 

○上水道の計画復旧における復

旧指導に関すること。 

○浄水・配水施設の巡回警備に関

すること。 

下水道対策係（下水道課） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○下水道施設の安全性の強化に

関すること。 

○公共下水道の応急修理及び計

画復旧に関すること。 

○下水道施設の巡回警備に関す

ること。 

○公共下水道の被害調査、写真記

録及び総務班への報告に関する

こと。 

○公共下水道の応急修理及び計

画復旧に関すること。 

○公共下水道の計画復旧におけ

る復旧指導に関すること。 

○下水道施設の巡回警備に関す

ること。 

 

○公共下水道の被害調査、写真記

録及び総務班への報告に関する

こと。 

○公共下水道の応急修理及び計

画復旧に関すること。 

○公共下水道の計画復旧におけ

る復旧指導に関すること。 

○下水道施設の巡回警備に関す

ること。 

浄水係（上水道課） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○浄水・配水施設の施設管理に関

すること。 

○浄水・配水施設の施設管理に関

すること。 

○浄水・配水施設の施設管理に関

すること。 
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○配水池の水量管理に関するこ

と。 

○配水池の水量管理に関するこ

と。 

○久保白ダム関連施設の被害調

査及び復旧に関すること。 

 

○配水池の水量管理に関するこ

と。 

○久保白ダム関連施設の被害調

査及び復旧に関すること。 

水質保全係（上水道課） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○水質保全に関すること。 ○災害時における水質保全に関

すること。 

 

○水質保全に関すること。 

給水係（上水道課） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○断水地域の調査に関すること。 

○断水地区の給水計画に関する

こと。 

○給水所による給水運営に関す

ること。 

○給水車の運用に関すること。 

○断水地域の調査に関すること。 

○断水地区の給水計画に関する

こと。 

○給水所による給水運営に関す

ること。 

○給水車の運用に関すること。 

 

○断水地域の調査に関すること。 

○断水地区の給水計画に関する

こと。 

○給水所による給水運営に関す

ること。 

○給水車の運用に関すること。 

終末処理場係（下水道課） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○終末処理場の維持・管理に関す

ること。 

○終末処理場被災時の計画に関

すること。 

○終末処理場の被害調査、写真記

録及び総務班への報告に関する

こと。 

○終末処理場の応急修理及び計

画復旧に関すること。 

○終末処理場の計画復旧におけ

る復旧指導に関すること。 

○終末処理場被災時の代替処置

に関すること。 

 

支所対策部 
穂波・筑穂・庄内・頴田支所対策部長（支所長） 

支所総括班【(長)市民窓口課長(兼)】 

総務係(各支所市民窓口課) 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○職員の動員計画に関すること。 

○災害応急対策のための調整及

び災害応急対策の取りまとめに

関すること。 

○支所管轄エリアにおける気象、

地震及び河川情報等の収集及び

本部への報告に関すること。 

○本庁との連絡途絶時の地区内

市民への避難に関する情報の判

断に関すること。 

○地区内における防災行政無線

の維持管理協力に関すること。 

○市民からの災害情報の受付に

関すること。 

○自治会の自主防災活動の協力

に関すること。 

○自治会長への連絡・通報に関す

ること。 

○防災功労者の候補者の推薦に

○本庁災害対策本部長命令の伝

達及び同本部長への報告に関す

ること。 

○職員の動員配備に関すること。 

○支所災害対策本部の設置に関

すること。 

○災害応急対策のための調整及

び災害応急対策の取りまとめに

関すること。 

○支所管轄エリアにおける気象、

地震及び河川情報等の収集及び

本部への報告に関すること。 

○本庁との連絡途絶時の地区内

市民への避難に関する情報の判

断に関すること。 

○地区内市民に対する水防警報、

避難に関する情報等の伝達及び

災害広報に関すること。 

○地区内市民に対する高齢者等

○地区内の被災者相談に関する

こと。 

○り災届出兼証明書、被害届出兼

証明書の受理及び交付に関する

こと。 

○本庁の行う支所管内の復旧・復

興業務の協力に関すること。 
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関すること。 避難、避難指示の周知に関するこ

と。 

○地区内に対する防災行政無線

の放送に関すること。 

○市民からの災害情報の受付（災

害受信票の記入）に関すること。 

○被害状況の把握・分析による被

害の拡大見積に関すること。 

○本庁災害対策本部との調整・報

告に関すること（応援の要請、緊

急措置実施の要請、被害状況等の

報告）。 

○地区内の災害記録及び被災現

地の写真記録等の資料の本庁へ

の提出に関すること。 

○本庁災害対策本部からの視察

対応依頼に基づく視察者への状

況説明に関すること。 

○自治会長への連絡・通報に関す

ること。 

○本庁との連絡途絶時の地区内

における避難所の開設指示 

○開設状況の把握・報告に関する

こと。 

○地区内における避難誘導に関

すること。 

○防災功労者の候補者の推薦に

関すること。 

○地区内被災地における緊急的

対応が必要な状況での対応に関

すること。 

調査・パトロール係（各支所市民窓口課） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○国・県指定河川の重要水防箇所

巡視（年 1回）の協力に関するこ

と。 

○広報車又は消防団方面隊を活

用した警報や避難情報の周知徹

底に関すること。 

○本庁災害対策本部河川等パト

ロール班との調整に基づき、地区

内において次のことを行う。 

・河川・水害等危険箇所等のパト

ロールに関すること。 

・地震発生時等の被害状況情報資

料の収集、支所災害対策部への報

告に関すること。 

・広報車又は消防団方面隊を活用

した警報や避難情報の周知徹底

に関すること。 

・本庁災害対策本部が行う民家・

民有地の被害状況調査支援に関

すること。 

・本庁災害対策本部が行う土砂崩

れ・崖崩れに関する調査の支援に

関すること。 

○本庁の行う支所管内の復旧・復

興業務の協力に関すること。 

 

支援係（市民窓口課） 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○避難所の備蓄に対する協力に

関すること。 

○本庁災害対策本部避難支援部

避難所班及び支援班との調整に

○本庁の行う支所管内の復旧・復

興業務の協力に関すること。 
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○避難所における避難行動要支

援者スペースの確保協力に関す

ること。 

より、地区内において、次のこと

を行う。 

・避難所における寝具その他生活

必需品の配分に関すること。 

・障がい者、高齢者等災害時要配

慮者の支援に関すること。 

・避難所の衛生状態の把握に関す

ること。 

 

支所対策班【(長)経済建設課長】 

平常時の役割 災害（準備室～対策本部）時の役割 復旧・復興時の役割 

○水門の操作管理に関すること。 

○土砂災害危険箇所の調査への

協力に関すること。 

 

○本庁災害対策本部公共施設部

公共土木班との調整により、地区

内において、次のことを行う。 

・水門の操作管理に関すること。 

・河川等の被害状況調査及び写真

記録に関すること。 

・道路、橋梁等の被害調査・記録、

交通統制及び応急修理に関する

こと。 

・河川、水路の被害調査・記録及

び応急修理に関すること。 

・市営住宅等の応急修理及び被害

調査に関すること。 

・農業関係施設の被害調査に関す

ること。 

・支所管内の被災現場の確認支援 

○本庁の行う支所管内の復旧・ 

復興業務の協力に関するこ 

と。 
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４－６ 飯塚市消防団の組織等に関する規則 

平成 18年 3月 26日 

飯塚市規則第 205号 

改正 H18－238、H22－9、H22－26、H23－37 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、消防組織法(昭和 22年法律第 226号)第 18条第 2項及び第 23条第 2項の規定

に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。 

(H18―238 一改) 

(組織) 

第 2条 消防団は、消防団本部及び方面隊をもって組織する。 

2 消防団本部は、団本部、分団(隊)、部(分隊)及び班をもって組織する。 

3 方面隊は、分団(隊)、部(分隊)及び班をもって組織する。 

4 方面隊は方面隊本部を置くことができる。 

5 分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。 

6 消防団員は、飯塚市内に居住し、又は通勤若しくは通学する者とする。 

(H22―9一改) 

(消防団本部の位置及び事務) 

第 3条 消防団本部は、飯塚市総務部防災安全課に置く。 

2 消防団本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 消防団員の身分に関すること。 

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。 

(3) 教育訓練に関すること。 

(4) 消防団の諸計画に関すること。 

(5) 会計及び経理に関すること。 

(6) 設備、資材及び物品の管理に関すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項 

(方面隊の事務) 

第 4条 方面隊は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 消防団員の身分に関すること。 

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。 

(3) 設備、資材及び物品の管理に関すること。 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、方面隊長が必要と認める事項 

(階級) 

第 5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。 

(H22―9全改) 

(職名及び職務) 

第 6条 消防団に団長、副団長、方面隊長、分団長、隊長、副分団長、副隊長、部長、副部長(筑穂

方面隊に限る。)、班長及び団員の職を置く。 

2 消防団員の職別の職務及び階級は、次の表のとおりとする。 

職 職 務 階 級 

団 長 消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。 団 長 

副団長 
団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 
副団長 

方面隊長 
団長の命を受け、当該方面隊の事務を掌理し、所属の団員

を指揮監督する。 
方面隊長 
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職 職 務 階 級 

分団長 

隊 長 

上司の命を受け、所属する分団(隊)の事務を掌理し、所属

の団員を指揮監督する。 
分団長 

副分団長

副隊長 

分団長若しくは隊長を補佐し、当該長に事故があるとき、

又は欠けたときは、その職務を代理する。 
副分団長 

部 長 上司の命を受け、所属する部(分隊)の事務をつかさどる。 部 長 

副部長 
部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 
班 長 

班 長 上司の命を受け、所属する班の事務をつかさどる。 班 長 

団 員 上司の命を受け、消防事務に従事する。 団 員 

3 消防団員の所属及び職別の定員は、別表第 2のとおりとする。ただし、各方面隊の現員が定員に

満たない場合は、定員と現員の差の人数を限度に、消防団本部本部隊の定員にもって充てること

ができる。 

4 団長及び副団長に共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長の指定する者が団長

の職務を代理する。 

(H22―9一改) 

(名誉団長) 

第 6条の 2 前条に定めるもののほか、消防団に栄誉職として、飯塚市消防団名誉団長(以下「名誉

団長」という。)を置くことができる。 

2 前項の名誉団長は、消防団長として永年にわたり消防防災活動に尽力し、公共の福祉の増進に特

に功労のあった者として市長が認めたものとする。 

(H22―26追加) 

(設備及び資材の設置及び保管) 

第 7条 別に定めるところにより消防団に必要な設備及び資材(以下「設備等」という。)を設置す

る。 

2 設備等は、団長が保管する。 

3 貸与品は、服務以外これを使用し、又は他人に貸与してはならない。 

4 機械器具その他設備等は、常に整備し、職務以外に使用してはならない。 

5 設備等を損傷し、又は亡失したときは、団長は、その事由を付して市長に届け出なければならな

い。 

6 故意又は重大な過失により設備等を損傷し、又は亡失した者に対しては、市長は、その損害を賠

償させることができる。 

(文書及び簿冊) 

第 8条 消防団は、消防団に関する文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならな

い。 

(訓練) 

第 9条 団長は、消防の本質と責務とを自覚し、人格を磨き、実力を養い、公正かつ能率的に職務

を遂行し得るよう定期的に教養訓練を行わなければならない。 

(表彰) 

第 10条 消防団員又は消防協力者については、次の場合に表彰することができる。 

(1) 災害の予防、警戒及び防ぎょ又は人命の救護について特段の功績があった場合 

(2) 防災思想の普及又は消防施設の整備等について特に功労があった場合 

2 前項の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

(H22―9一改) 

(服制) 
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第 11条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和 25年国家公安委員会告示第 1号)によるもの

とする。 

(H22―9一改) 

附 則 

この規則は、平成 18年 3月 26日から施行する。 

附 則(平成 18年 10月 13 日 規則第 238号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 22年 3月 19日 規則第 9号) 

この規則は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年 4月 1日 規則第 26号) 

この規則は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 4月 1日 規則第 37号) 

この規則は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 6月 27日 規則第 34号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 27年 3月 26日 規則第 12号) 

この規則は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

別表第 1(第 2条関係) 

(H22―9全改) 

消防団本部 

分団別 区 域 

本部隊 飯塚市の全域 

女性分団 飯塚市の全域 

 

飯塚方面隊 

分団別 区 域 
本部機動隊 この表の第1分団から第8分団までの区域 
第1分団 飯塚、西町、宮町、本町、吉原町、東徳前、西徳前、徳前 
第2分団 鯰田、目尾、吉北 
第3分団 新立岩、新飯塚、芳雄町、柏の森、川島、立岩 
第4分団 菰田、菰田東、菰田西、鶴三緒、上三緒、下三緒 

第5分団 
片島一丁目、片島二丁目、片島三丁目、川津、横田、伊岐須のうち井手浦、尾畑、 

台の下 
第6分団 伊岐須(井手浦、尾畑、台の下を除く。)、相田、伊川 
第7分団 幸袋、中、庄司、柳橋、津島 
第8分団 潤野、明星寺、大日寺、蓮台寺、建花寺、花瀬、八木山 

 

穂波方面隊 

分団名 区域名 
第1分団 楽市、楽市東区、天道、太郎丸一区、大陣 
第2分団 太郎丸二区、椋本、安恒、椿、弁分、秋松西、振興、弁分彼岸原 

第3分団 
忠営、忠営二区、忠営三区、南尾、南尾二区、南尾迎坂、神の浦、神の浦々田、平恒、

平恒新町、平恒本町、平恒中野、平恒原口、忠隈宮下町、忠隈北区 

第4分団 
小正一区、小正二区、小正三区、若菜、枝国一区、枝国二区、枝国三区、小正浦の原、

小正高畑、日鉄枝国 
第5分団 堀池、堀池東、秋松、忠隈一区、忠隈二区、松ケ瀬、忠隈浦田、忠隈泉町 
第6分団 久保白、津原、見田、舎利蔵、本谷、高田 
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筑穂方面隊 

名 称 区 域 
第1分団 大分、黒石、鶯塚、内住本村、切畑、大野、久保山、氷屋 
第2分団 阿恵、長尾、馬敷、山口、筑穂元吉、北古賀、平塚、栄町、浦田 
第3分団 三町、弥山、上揚、下揚、桑曲 

 

庄内方面隊 

名 称 区 域 
第1分団 本村、赤松、立、栄町、旭町、大坪、持田、安丸、若草、関の台 

第2分団 
藤田、有安、多田、仁保、柿田、あさひ台、大門、庄内元吉、有井、有井二、有井三、

鳥羽、雇用促進住宅 
第3分団 高倉、筒野、赤坂、新町一、新町二、簾石、入水、山倉、勝島 

 

頴田方面隊 

名 称 区 域 
第1分団 勢田 
第2分団 口原 
第3分団 佐与 
第4分団 鹿毛馬 

 

別表第 2(第 6条関係) 

(H23―37全改) 

消防団本部 83人 

所 属 

職 

計 
団 長 副団長 

隊 長 

分団長 

副隊長 

副分団長 
部 長 班 長 団 員 

団本部 1 2      3 

本部隊   1 1 5 10 23 40 

女性分団   1 1 1 6 31 40 

合 計 1 2 1 1 6 12 60 83 

 

飯塚方面隊 359人 

所 属 

職 

計 
方面隊長 

隊 長 

分団長 

副隊長 

副分団長 
部 長 班 長 団 員 

方面隊長 1      1 

本部機動隊  1 1 1 4 9 16 

第1分団  1 1 2 8 33 45 

第2分団  1 1 2 8 29 41 

第3分団  1 1 1 4 16 23 

第4分団  1 1 2 8 31 43 

第5分団  1 1 2 8 26 38 

第6分団  1 1 2 8 24 36 

第7分団  1 1 2 8 33 45 

第8分団  1 3 3 12 53 71 

合 計 1 9 10 17 68 254 359 
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穂波方面隊 241人 

所 属 
職 

計 
方面隊長 分団長 副分団長 部 長 班 長 団 員 

方面隊長 1      1 

第1分団  1 1 1 7 30 40 

第2分団  1 1 1 7 30 40 

第3分団  1 1 1 7 30 40 

第4分団  1 1 1 7 30 40 

第5分団  1 1 1 7 30 40 

第6分団  1 1 1 7 30 40 

合 計 1 6 6 6 42 180 241 

 
筑穂方面隊 338人 

所 属 
職 

計 
方面隊長 分団長 副分団長 部 長 副部長 班 長 団 員 

方面隊長 1       1 

第1分団  1 1 5 5 20 52 84 

第2分団  1 1 9 9 37 113 170 

第3分団  1 1 5 5 20 51 83 

合 計 1 3 3 19 19 77 216 338 

 
庄内方面隊 152人 

所 属 
職 

計 
方面隊長 分団長 副分団長 部 長 班 長 団 員 

方面隊長 1      1 

第1分団  1 1 2 6 39 49 

第2分団  1 1 2 6 41 51 

第3分団  1 1 2 6 41 51 

合 計 1 3 3 6 18 121 152 

 
頴田方面隊 113人 

所 属 
職 

計 
方面隊長 分団長 副分団長 部 長 班 長 団 員 

方面隊長 1      1 

第1分団  1 1 3 3 20 28 

第2分団  1 1 3 3 20 28 

第3分団  1 1 3 3 20 28 

第4分団  1 1 3 3 20 28 

合 計 1 4 4 12 12 80 113 

 
総計 1,286 
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４－７ 飯塚市火入れに関する条例 

平成 18年 3月 26日 

飯塚市条例第 182号 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、本市の森林又は森林の周囲 1キロメートルの範囲内にある土地における火入

れに関し、森林法(昭和 26 年法律第 249 号。以下「法」という。)第 21 条の許可の手続そ

の他必要な事項を定めるものとする。 

(許可の申請) 

第 2条 法第 21条第 1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)

は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の 7 日前ま

でに、火入許可申請書(様式第 1 号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の

設備の位置を示す見取図 

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は

管理者の承諾書 

(3) 申請者が、請負契約又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請

負契約書又は委託契約書の写し 

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を

定め、申請書に明示しなければならない。 

(許可の要件) 

第 3条 市長は、当該申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をして

はならない。 

(1) 火入れの目的が、法第 21条第 2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。 

(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備計画、火入予定期間における気象状況の見通し等から

みて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。 

(許可証の交付等) 

第 4 条 市長は、火入れの許可をするときは、法第 21 条第 1 項の規定に基づき、第 8 条から第 15

条まで及び第16条第4項の規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施

を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可証(様

式第 2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。 

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した火入不許可通知書(様

式第 3号)を申請者に交付するものとする。 

(許可後における指示) 

第 5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、

法第21条の規定に基づき火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要

な指示を火入差止書(様式第 4号)により行うことができる。 

(許可の対象期間) 

第 6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき 14日以内とする。 

(許可の対象面積) 

第 7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。た

だし、火入地を 1 ヘクタール以下に区画し、その 1 区画に火入れを行い、完全に消火した

ことを確認してから次の 1 区画の火入れを行う場合にあっては、市長はこれを超えて許可

をすることができる。 
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(火入れの通知) 

第 8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う日の前日までに、火

入れの場所及び日時を火入届出書(様式第 5号)により市長に通知しなければならない。 

(許可証の返納) 

第 9条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速や

かに市長に許可証を返納しなければならない。 

(火入責任者の義務) 

第 10条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければな

らない。 

2 火入責任者は、火入れに際し、許可証を携帯しなければならない。 

3 火入責任者は、次条に定める防火の設備及び第 12条に定める火入従事者の配置が適正になさ

れ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしては

ならない。 

(防火帯の設置) 

第 11条 火入責任者は、火入地の周囲に幅 7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるそ

の上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については 10 メートル以上)の防火

帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにし

なければならない。 

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、

その設置を省略することができる。 

(火入従事者) 

第 12条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に

従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。 

(1) 0.5 ヘクタールまでは 10人以上 

(2) 0.5 へクタールを超える場合にあっては、10人にその超える面積 0.1ヘクタールにつき 1

人を加えて得た人数以上 

2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。 

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を

火入れの現場から退去させてはならない。 

(火入れの方法) 

第 13条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、

風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方

に向かって行わなければならない。 

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。 

(火入れの中止) 

第 14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても強風注意報、異常乾燥注意報

又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。 

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又

は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなけれ

ばならない。 

(緊急連絡体制の整備) 

第 15条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防署長に連絡すること

のできる体制を確保しておかなければならない。 
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(消防署長への通知等) 

第 16条 市長は、火入れの許可を行った場合には、火入(許可)通知書(様式第 6号)により消防署長

にその旨通知するものとする。 

2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地

に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。 

3 市長は、必要と認めるときは、当該職員を火入れに立ち会わせることができる。 

4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなけれ

ばならない。 

(手数料) 

第 17条 市長は、火入れ申請 1件につき 500円の許可手数料を徴収するものとする。 

(委任) 

第 18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18年 3月 26日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市火入れに

関する条例(昭和 60年飯塚市条例第 17号。次項において「合併前の飯塚市条例」という。)、穂

波町火入れに関する条例(昭和 59 年穂波町条例第 1号)、筑穂町火入れに関する条例(昭和 59 年

筑穂町条例第 2号)、庄内町火入れに関する条例(昭和 59 年庄内町条例第 19号)又は頴田町火入

れに関する条例(昭和59年頴田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の飯塚市条例の規定による手数料については、なお合

併前の飯塚市条例の例による。 

 

以下、様式省略 
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４－８ 飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例 

平成 18年 3月 26日 

飯塚市条例第 120号 

改正 H23－31 

目次 

第 1章 総則(第 1条・第 2条) 

第 2章 災害弔慰金の支給(第 3条―第 8条) 

第 3章 災害障がい見舞金の支給(第 9条―第 11条) 

第 4章 災害援護資金の貸付け(第 12条―第 15条) 

第 5章 雑則(第 16条) 

附則 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48年法律第 82号。以下「法」という。)

及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和 48年政令第 374号。以下「令」という。)の規

定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行

い、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に災害障がい見舞金の支給を行い、

並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって

市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。 

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。 

第 2章 災害弔慰金の支給 

(災害弔慰金の支給) 

第 3条 市は、市民が令第 1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)

により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第 4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第 3条第 2項の遺族の範囲とし、その順位は、次

に掲げるとおりとする。 

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除

く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。 

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹

がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしてい

た者)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。 

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖

父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父

母を後にする。 
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3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前 2項の規定により難いときは、前 2項の規定に

かかわらず、第 1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。 

4 前 3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が 2人以上あるときは、そ

の 1人に対してした支給は全員に対しなされたものとみなす。 

(H23―31一改) 

(災害弔慰金の額) 

第 5条 災害により死亡した者 1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてそ

の死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合

にあっては 500 万円とし、その他の場合にあっては 250万円とする。ただし、死亡者がその死亡

に係る災害に関し既に次章に規定する災害障がい見舞金の支給を受けている場合は、これらの額

から当該支給を受けた災害障がい見舞金の額を控除した額とする。 

(死亡の推定) 

第 6条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第 4条の規定

によるものとする。 

(支給の制限) 

第 7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(2) 令第 2条に規定する場合 

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が

支給を不適当と認めた場合 

(支給の手続) 

第 8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところに

より支給を行うものとする。 

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。 

第 3章 災害障がい見舞金の支給 

(災害障がい見舞金の支給) 

第 9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したとき

を含む。)に法別表に掲げる程度の障がいがあるときは、当該住民(以下「障がい者」という。)

に対し、災害障がい見舞金の支給を行うものとする。 

(災害障がい見舞金の額) 

第 10条 障がい者 1人当たりの災害障がい見舞金の額は、当該障がい者が災害により負傷し、又は

疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては 250

万円とし、その他の場合にあっては 125万円とする。 

(準用規定) 

第 11条 第 7条及び第 8条の規定は、災害障がい見舞金について準用する。 

第 4章 災害援護資金の貸付け 

(災害援護資金の貸付け) 

第 12条 市は、令第 3条に掲げる災害により法第 10条第 1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市

民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものと

する。 

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10条第 1項に規定する要件に該当するものでなけ

ればならない。 

(災害援護資金の限度等) 

第 13条 災害援護資金の 1災害における 1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害
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の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)

があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね 3分の 1以上である損害(以下「家財

の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150 万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250 万円 

ウ 住居が半壊した場合 270 万円 

エ 住居が全壊した場合 350 万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150 万円 

イ 住居が半壊した場合 170 万円 

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250 万円 

エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350 万円 

(3) 第 1号ウ又は前号イ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存

部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270 万円」とあるのは「350

万円」と、「170万円」とあるのは「250 万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み

替えるものとする。 

2 災害援護資金の償還期間は 10年とし、措置期間はそのうち 3年(令第 7条第 2項括弧書の場合は

5年)とする。 

(利率) 

第 14条 災害援護資金は、措置期間中は無利子とし、措置期間経過後はその利率を延滞の場合を除

き年 3パーセントとする。 

(償還等) 

第 15条 災害援護資金は、年賦償還とする。 

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上

償還をすることができる。 

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第 13条第 1項、令

第 8条から第 12条までの規定によるものとする。 

第 5章 雑則 

(委任) 

第 16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18年 3月 26日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 49

年飯塚市条例第22号)、穂波町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年穂波町条例第611号)、

筑穂町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 50年筑穂町条例第 19号)、庄内町災害弔慰金の支

給等に関する条例(昭和 49 年庄内町条例第 18 号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 49

年頴田町条例第 13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相

当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成 23年 12月 27 日 条例第 31号) 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第 4条第 1項の規定は、平成 23年 3月 11日以後に

生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。 
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４－９ 飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

平成 18年 3月 26日 

飯塚市規則第 88号 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成 18年飯塚市条例第 120号。以

下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第 2章 災害弔慰金の支給 

(支給の手続) 

第 2条 市長は、条例第 3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を

行った上災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日 

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況 

(3) 死亡者の遺族に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(必要書類の提出) 

第 3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明

書を提出させるものとする。 

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとす

る。 

第 3章 災害障がい見舞金の支給 

(支給の手続) 

第 4条 市長は、条例第 9条の規定により災害障がい見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の

調査を行った上災害障がい見舞金の支給を行うものとする。 

(1) 障がい者の氏名、性別及び生年月日 

(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況 

(3) 障がいの種類及び程度に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(必要書類の提出) 

第 5条 市長は、本市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負

傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。 

2 市は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48 年法律第 82 号)別表に規

定する障がいを有することを証明する医師の診断書(様式第 1号)を提出させるものとする。 

第 4章 災害援護資金の貸付け 

(借入れの申込み) 

第 6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」と

いう。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第 2 号。以下「借入

申込書」という。)を市長に提出しなければならない。 

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

(4) 保証人となるべき者に関する事項 
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(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額

を記載した診断書 

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっ

ては前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申

込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月 1日から起算して 3月を経

過する日までに提出しなければならない。 

(調査) 

第 7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の

被害状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

(貸付けの決定) 

第 8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨の決定をしたときは、貸付金の金額、償

還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第 3 号)を借入申込者に

交付するものとする。 

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸付けしない旨を決定したときは、災害援護資金貸付

不承認決定通知書(様式第 4号)により借入申込者に通知するものとする。 

(借用書の提出) 

第 9条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、保証人の連署した災害援護

資金借用書(様式第 5 号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証

人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。 

(貸付金の交付) 

第 10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。 

(償還の完了) 

第 11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添

えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 

(繰上償還の申出) 

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。 

(償還金の支払猶予) 

第 13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、

猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第 7 号)を

市長に提出しなければならない。 

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と

認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第 8号)を当該借受人に交付するものとする。 

3 市長は、支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第 9 号)に

より当該借受人に通知するものとする。 

(違約金の支払免除) 

第 14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払

免除申請書(様式第 10号)を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支

払免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第 11 号)を当該借受人に交付する

ものとする。 
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3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨の決定をしたときは、違約金支払免除不承認通知書

(様式第 12号)により当該借受人に通知するものとする。 

(償還免除) 

第 15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還

免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項

を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第 13 号)を市長に提出しなければならない。 

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 

(1) 借受人の死亡を証する書類 

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなった

ことを証する書類 

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第

14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

4 市長は、償還の免除を認めない旨の決定をしたときは、災害援護資金償還免除不承認通知書

(様式第 15号)により当該償還免除申請者に通知するものとする。 

(督促) 

第 16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとす

る。 

(氏名又は住所の変更届等) 

第 17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じた

ときは、借受人は、速やかに、その旨を市長に氏名等変更届(様式第 16号)を提出しなけれ

ばならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨

を届け出るものとする。 

第 5章 雑則 

(補則) 

第 18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障がい見舞金の支給並びに災害援護資

金の貸付けの手続について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 18年 3月 26日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

(昭和 50年飯塚市規則第 4号)、穂波町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和 49年穂波

町規則第6号)、筑穂町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和50年筑穂町規則第1号)、

庄内町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和58年庄内町規則第1号)又は災害弔慰金の

支給等に関する条例施行規則(昭和49年頴田町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行

為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

以下、様式（第 1号～第１６号、参考)省略 
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４－１０ 被害想定箇所における避難指示等の発令基準と現況 

 

【水害】記入例：現況編 ○：基準に到達した場合（時刻を付記） 

区分 

【警戒レベル 3】高齢者等避難 

発令基準① 発令基準② ※下記条件を満たす場合 

現況 指定河川 
洪水予報 

水位観測 
河川監視 
カメラ 

雨量 その他 

庄司川流域地区 
⑤柳橋・庄司地区 
⑥幸袋郵便局地区 

遠賀川上流
部に、はん
濫注意情報
が発表され
た時 

（川島） 
はん濫注意水
位に達し、避
難判断水位に
到達すること
が見込まれる
時 

庄司川 
量水標「０」超
過 

小河原・川島 
2 時間 100 ミリ
見込 

排水路の溢水
予想 

 

遠賀川水系椎の木川流域
地区 
⑦椎の木川地区 

椎の木川 
量水標「０」超
過 

川島・頴田 
2 時間 100 ミリ
見込 

 
 

遠賀川水系三緒浦川・新
川流域地区 
⑧学頭排水機場地区 
⑨新川地区 

新川 
溢水予想 

飯塚・嘉穂 
2 時間 100 ミリ
見込 

三緒浦川 
溢水予想 

 

熊添川流域地区 
⑪飯塚駅西地区 

熊添川 
量水標「０」超
過 

 

 

明星寺川流域地区 
⑩明星寺川地区 

(秋松橋) 
はん濫注意水
位に達し、避
難判断水位に
到達すること
が見込まれる
時 

明星寺川 
量水標「０」超
過 

内野・小河原 
2 時間 100 ミリ
見込 

 

穂波川流域地区 
⑫秋松西地区 
⑬楽市地区 
⑭平垣地区 
⑮天道地区 

西秋松川 
溢水予想 

側溝溢れ 
道路冠水予想 

 

鹿毛馬川・庄内川流域地
区 
⑯北勢田・上勢田地区 

庄内川 
(宮前橋) 
はん濫注意水
位に達し、避
難判断水位に
到達すること
が見込まれる
時 

 頴田 
2 時間 100 ミリ
見込 

 

建花寺川・大日寺地区 
①二瀬地区 
②片島・西川津地区 
③相田川地区 
④大日寺川地区 

(井手浦橋) 
はん濫注意水
位に達し、避
難判断水位に
到達すること
が見込まれる
時 

建花寺川 
量水標「０」超
過 

小河原 
2 時間 100 ミリ
見込 

相田川 
溢水予想 

 

大日寺川 
溢水予想 

 

上記以外の箇所 
（遠賀川決壊時２ｍ以
上浸水予定地区：遠賀川
河川事務所資料） 

遠賀川上流
部に、はん
濫注意情報
が発表され
た時 

(井手浦橋) 
はん濫注意水
位に達し、避
難判断水位に
到達すること
が見込まれる
時 

各支流河川 
量水標「３」超
過 

 その他支流河
川 
溢水 

 

 
※ただし、「台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした避難指示の発令等に着目したタイムライン（防災
行動計画）」（R3.6 飯塚市策定）に基づき、台風の接近・上陸が伴う場合においては「水防団待機水位」
に到達した時点で高齢者等避難を発令する。 
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【水害】記入例：現況編 ○：基準に到達した場合（時刻を付記） 

区分 

【警戒レベル 4】避難指示 
【警戒レベル 5】
緊急安全確保 

発令基準①  発令基準② ※下記条件を満たす場合 

現況 発令基準 現況 指定河川 
洪水予報 

水位観測 
河川監視 
カメラ 

雨量 その他 

庄司川流域
地区 
⑤柳橋・庄司
地区 
⑥幸袋郵便
局地区 

遠 賀 川 上
流部に、は
ん 濫 警 戒
情 報 が 発
表 さ れ た
時 

（川島） 
避難判断水位
に達し、はん
濫危険水位に
到達すること
が見込まれる
時 

庄司川 
量水標「３」超
過 

小河原・川島 
2時間110ミリ超
過見込 
又は記録的短時
間大雨情報発表 

排 水 路 の
溢水 

 

①遠賀川
上流部に
はん濫危
険情報が
発表され
た時 
 
②はん濫
危険水位
に到達し
その後、
更に水位
の上昇が
見込まれ
る時 
 
③各排水
機場運転
停止水位
到達が予
想された
時 
 
④遠賀川
穂波川に
溢水・異
常が発見
された時 
 
⑤支流河
川の破堤
が発生し
た時 

 

遠賀川水系椎
の木川流域地
区 
⑦椎の木川
地区 

椎の木川 
量水標「３」超
過 

川島・頴田 
2時間110ミリ超
過見込 
又は記録的短時
間大雨情報発表 

 

  

遠賀川水系
三緒浦川・新
川流域地区 
⑧学頭排水
機場地区 
⑨新川地区 

新川 
溢水 

飯塚・嘉穂 
2時間110ミリ超
過見込 
又は記録的短時
間大雨情報発表 

三緒浦川 
溢水 

 
 

 

熊添川流域
地区 
⑪飯塚駅西
地区 

熊添川 
量水標「３」超
過 

 

 

 

明星寺川流
域地区 
⑩明星寺川
地区 

(秋松橋) 
避難判断水位
に達し、はん
濫危険水位に
到達すること
が見込まれる
時 

明星寺川 
量水標「３」超
過 

内野・小河原 
2 時間 110 ミリ
超過見込 
又は記録的短
時間大雨情報
発表 

 

穂波川流域
地区 
⑫秋松西地
区 
⑬楽市地区 
⑭平垣地区 
⑮天道地区 

西秋松川 
溢水 

側溝溢れ 
道路冠水 

 
 

 

鹿毛馬川・庄
内川流域地
区 
⑯北勢田・上
勢田地区 

庄内川 
(宮前橋) 
避難判断水位
に達し、はん
濫危険水位に
到達すること
が見込まれる
時 

 頴田 
2時間110ミリ超
過見込 
又は記録的短時
間大雨情報発表 

庄内川 
北 勢 田 地
区 
溢水 

 
 
 

 

建花寺川・ 
大日寺地区 
①二瀬地区 

 (井手浦橋) 
避難判断水位
に達し、はん

建花寺川 
量水標「３」超
過 

小河原 
2時間110ミリ超
過見込 

相田川 
溢水 
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区分 

【警戒レベル 4】避難指示 
【警戒レベル 5】
緊急安全確保 

発令基準①  発令基準② ※下記条件を満たす場合 

現況 発令基準 現況 指定河川 
洪水予報 

水位観測 
河川監視 
カメラ 

雨量 その他 

②片島・西川
津地区 
③相田川地
区 
④大日寺川
地区 

濫危険水位に
到達すること
が見込まれる
時 

又は記録的短時
間大雨情報発表 

大日寺川 
溢水 

 
 

 

上記以外の
箇所 

（遠賀川決
壊時２ｍ以
上浸水予定
地区：遠賀川
河川事務所
資料） 

遠 賀 川 上
流部に、は
ん 濫 危 険
情 報 が 発
表 さ れ た
時 

  

記録的短時間
大雨情報発表 

各 排 水 機
場 運 転 停
止 水 位 到
達予想 

   

遠賀川、穂
波 川 に 溢
水・異常が
発 見 さ れ
た時 

  支流河川 
破堤 

   

 

 

＜特記事項＞ 

記録的短時間 

大雨情報 

近隣の市町村（特に河川の上流域）で記録的短時間大雨情報【時間雨量 110mm 以上】が

発表された場合、短時間で急激に河川水位が上昇する可能性が高いため影響を受けると

予想される時は、避難指示を発令する。 

情報入手先 
福岡県 

河川防災情報： 

http://www.kasen.pref.fukuoka.lg.jp/bousai/index.html 

飯塚県土整備事務所 

福岡管区気象台 気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/jma/index.html 
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【土砂災害】記入例：現況編 ○：基準に到達した場合（時刻を付記） 

該当地区 

【警戒レベル 3】 
高齢者等避難 

【警戒レベル 4】避難指示 
【警戒レベル 5】 
緊急安全確保 

発令基準 現況 発令基準 現況 発令基準 現況 

① 幸袋中
地区 

（１） 
大雨警報(土
砂災害)が発
表され、かつ
土砂災害危険
度情報(スネ
ークライン)
がレベル２に
達し、１時間
後にレベル３
に達すると見
込まれるとき 
 
（２） 
数時間後に避
難経路等の事
前通行規制等
の基準値に達
することが想
定される場合 
 
（３） 
強い降雨を伴
う台風等が夜
間から明け方
に接近・通過
することが予
想される場合 

 

（１） 
警戒レベル4
相当情報が
発表され、記
録的短時間
大雨情報発
表 
 
（２） 
大雨警報（土
砂災害）が発
表され、かつ
土砂災害危
険度情報(ス
ネークライ
ン)がレベル
３に達し、２
時間後も引
き続きレベ
ル３にある
と見込まれ
るとき 
（３） 
土砂災害警
戒情報が発
表され、かつ
土砂災害の
兆候が明確
なとき 

小河原・川島 
２時間 110 ミ
リ超過見込 

 

（１） 
人命に影響を
及ぼすような
土砂災害が発
生したとき 

 

②相田・新
相田地区 

内野・小河原 
２時間 110 ミ
リ超過見込 

  

③八木山・
蓮台寺・建
花寺地区 

  

④明星寺・
舎利蔵地区 

  

⑤天道地区 
川島・平嘉穂 
２時間 110 ミ
リ超過見込 

  

⑥鶯塚・氷
屋地区 

内野 
２時間 110 ミ
リ超過見込 

  

⑦内住地区 
  

⑧阿恵・下
揚地区 

  

⑨内野・弥
山地区 

  

⑩庄内元吉
地区 

平嘉穂・頴田 
２時間 110 ミ
リ超過見込 

  

⑪勢田地区 
頴田 
２時間 110 ミ
リ超過見込 

  

⑫小峠地区 
  

土砂災害警
戒区域 

想定箇所に準
じる 

 
想定箇所に
準じる 

全区域 
2時間110ミリ
超過見込 

   

 

＜特記事項＞ 

記録的短時間 

大雨情報 

近隣の市町村で記録的短時間大雨情報【時間雨量 110mm 以上】が発表された場合、雨雲

の移動等に伴い影響を受けると予想される時は、避難指示を発令する。 

情報入手先 
福岡県 

土砂災害危険度情報： 

http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/dosya/index.html 

飯塚県土整備事務所 

福岡管区気象台 気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/jma/index.html 

【土砂災害】 

＜想定される事態＞ 

災害形態 想定される事態 種 別 箇所数 

土砂災害 

土石流 
土砂災害警戒区域 251 箇所 

うち土砂災害特別警戒区域 226 箇所 

急傾斜地の崩壊 
土砂災害警戒区域 676 箇所 

うち土砂災害特別警戒区域 621 箇所 
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地滑り 
土砂災害警戒区域  1箇所 

うち土砂災害特別警戒区域  0箇所 

合 計 
土砂災害警戒区域 928 箇所 

うち土砂災害特別警戒区域 847 箇所 
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５ 国、県の例規、基準等 

５－１ 注意報及び警報の種類並びに発表の基準 

 

福岡管区気象台から発表される注意報・警報等のうち、本市の防災活動に利用される主なものは次のと

おりである。 

区分 種類 発表基準 解説 

注意報 

大雨 

（浸水害） 表面雨量指数  15 
大雨によって、災害が

起こるおそれがある

場合にその旨を注意

して行う予報。 
（土砂災害） 土壌雨量指数 108 

洪水 

〇流域雨量指数基準 
穂波川流域=24.9,泉河内川流域=10.9,山口川流域=6.9, 

内住川流域=10.5,碇川流域=6.4,建花寺川流域=10.4, 

明星寺川流域=7.5,庄内川流域=6.1,鹿毛馬川流域=7.7, 

八木山川流域=7.9,庄司川流域=5.9,畑川流域=4.5 

〇複合基準＊1 
遠賀川流域=(14,22.9),穂波川流域=(8,24.9), 

泉河内川流域=(13,8.7),碇川流域=(8,5.1), 

建花寺川流域=(8,9),明星寺川流域=(8,5.6), 

庄内川流域=(8,6.1),鹿毛馬川流域=(8,6.5), 

庄司川流域=(8,5.9) 

〇指定河川洪水予報による基準 
遠賀川上流部［川島］ 

洪水によって、災害が

起こるおそれがある

場合にその旨を注意

して行う予報。 

警報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数  24 

大雨によって、重大な

災害の起こるおそれ

がある旨を警告して

行う予報。 
（土砂災害） 土壌雨量指数 162 

洪水 

〇流域雨量指数基準 
穂波川流域=31.2,泉河内川流域=13.7,山口川流域=8.7, 

内住川流域=13.2,碇川流域=8.1,建花寺川流域=13, 

明星寺川流域=9.4,庄内川流域=9.4,鹿毛馬川流域=9.7, 

八木山川流域=9.9,庄司川流域=7.4,畑川流域=5.7 

〇複合基準＊1 
遠賀川流域=(14,25.8),碇川流域=(12,5.7), 

建花寺川流域=(12,10),明星寺川流域=(12,6.2), 

庄内川流域=(12,7.5),鹿毛馬川流域=(12,7.2), 

庄司川流域=(12,7.3) 

〇指定河川洪水予報による基準 
遠賀川上流部［川島］ 

洪水によって、重大な

災害の起こるおそれ

がある旨を警告して

行う予報。 

暴風 平均風速 20ｍ/ｓ以上 

暴風によって、重大な

災害の起こるおそれ

がある旨を警告して

行う予報。 

記録的短時間大雨情報 Ｒ1＝110  

土砂災害警戒情報 ２時間後までに土砂災害警戒情報の発

表基準線を超えると予測される場合 

 

＊1（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

土壌雨量指数：降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中にたまっている雨水の量を

示す指数。数値は基準の最低値を示す。 

表面雨量指数：短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標で、降った雨が地表面

にどれだけ溜まっているかを示す指数。 

流域雨量指数：降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域･時刻に存在する流

域の雨水の量をします指数。 
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５－２ 気象庁震度階級解説関連表 

平成 21年 3月 31日改定 

（１）人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度 
階級 

人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、
地震計には記録される。 

－ － 

１ 
屋内で静かにしている
人の中には、揺れをわず
かに感じる人がいる。 

－ － 

２ 

屋内で静かにしている
人の大半が、揺れを感じ
る。眠っている人の中に
は、目を覚ます人もい
る｡  

電灯などのつり下げ物が、わずかに
揺れる。 

－ 

３ 

屋内にいる人のほとん
どが、揺れを感じる。歩
いている人の中には、揺
れを感じる人もいる。眠
っている人の大半が、目
を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てること
がある。 

電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩
いている人のほとんど
が、揺れを感じる。眠っ
ている人のほとんどが、
目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大きく揺
れ､棚にある食器類は音を立てる。
座りの悪い置物が、倒れることがあ
る。 

電線が大きく揺れる。自動車を運
転していて、揺れに気付く人がい
る。 

５ 弱 
大半の人が、恐怖を覚
え、物につかまりたいと
感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく揺
れ､棚にある食器類、書棚の本が落
ちることがある。座りの悪い置物の
大半が倒れる。固定していない家具
が移動することがあり、不安定なも
のは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちる
ことがある。電柱が揺れるのがわ
かる。道路に被害が生じることが
ある｡ 

５ 強 

大半の人が、物につかま
らないと歩くことが難
しいなど、行動に支障を
感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、落ち
るものが多くなる。テレビが台から
落ちることがある。固定していない
家具が倒れることがある。 

窓ガラスが割れて落ちることが
ある。補強されていないブロック
塀が崩れることがある。据付けが
不十分な自動販売機が倒れるこ
とがある。自動車の運転が困難と
なり、停止する車もある。 

６ 弱 
立っていることが困難
になる。 

固定していない家具の大半が移動
し、倒れるものもある｡ドアが開か
なくなることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落
下することがある。 

６ 強 立っていることができ
ず、はわないと動くこと
ができない。揺れにほん
ろうされ、動くこともで
きず、飛ばされることも
ある。 

固定していない家具のほとんどが
移動し、倒れるものが多くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落
下する建物が多くなる。補強され
ていないブロック塀のほとんど
が崩れる。 

７ 
固定していない家具のほとんどが
移動したり倒れたりし、飛ぶことも
ある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､落
下する建物がさらに多くなる。補
強されているブロック塀も破損
するものがある。 
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（２）木造建物（住宅）の状況 

震度 

階級 

木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５ 弱 － 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあ

る。 

５ 強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

６ 弱 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられる

ことがある。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 

瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒

れるものもある。 

６ 強 
壁などにひび割れ・亀裂がみられることが

ある。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くな

る。 

傾くものや、倒れるものが多くなる。 

７ 
壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 

まれに傾くことがある。 
傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注 1）木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高
い傾向があり、概ね昭和 56年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57年（1982 年）以降には耐震性が
高い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代
が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握
することができる。 
（注 2）この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁（ラ
ス、金網下地を含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が
剥離し、落下しやすくなる。 
（注 3）木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008 年）
岩手・宮城内陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。  

 

（３）鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度 

階級 

鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５ 強 － 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が入ることがある。 

６ 弱 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割

れ・亀裂が入ることがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が多くなる。 

６ 強 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割

れ・亀裂が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X状のひ

び割れ・亀裂がみられることがある。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。 

７ 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割

れ・亀裂がさらに多くなる。 

1階あるいは中間階が変形し、まれに傾く

ものがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X状のひ

び割れ・亀裂が多くなる。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多く

なる。 

（注 1） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和
56年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、
構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いとい
うだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することが
できる。 
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（注 2） 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れ
がみられることがある。  

 

（４）地盤・斜面等の状況 

震度 

階級 
地盤の状況 斜面等の状況 

５ 弱 
亀裂※1や液状化※2が生じること

がある。 
落石やがけ崩れが発生することがある。 

５ 強 

６ 弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６ 強 
大きな地割れが生じることがあ

る。 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生する

ことがある※3。 
７ 

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面か

らの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の

土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることが

ある。また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 

 

（５）ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで

遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まること

がある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、 

高速道路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、

運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全

確認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネ

ット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふ

くそう）が起こることがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れが

あった地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用

伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 

地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全

のため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがあ

る。 

※震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止

することがある。  
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（６）大規模構造物への影響 

長周期地震動※

による超高層ビ

ルの揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に

比べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期

地震動に対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の

弱いＯＡ機器などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場

所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクのス

ロッシング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる

現象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがあ

る。 

大規模空間を有

する施設の天井

等の破損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に

大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落

することがある。 

※規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平

野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。  
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５－３ 火災・災害等即報要領 
昭和５９年１０月１５日 

消防災第２６７号消防庁長官 

改正 平成 ６年１２月 消防災第２７９号 

平成 ７年 ４月 消防災第 ８３号 

平成 ８年 ４月 消防災第 ５９号 

平成 ９年 ３月 消防情第 ５１号 

平成１２年１１月 消防災第 ９８号 

消防情第１２５号 

平成１５年 ３月 消防災第 ７８号 

消防情第 ５６号 

平成１６年 ９月 消防震第 ６６号 

平成２０年 ９月 消防応第１６６号 

平成２４年 ５月 消防応第１１１号 

平成２９年 ２月 消防応第 １１号 

平成３１年 ４月 消防応第 ２８号 

令和 元年 ６月 消防応第 １２号 

 

第１ 総則 

１ 趣旨 

この要領は、消防組織法（昭和 22年法律第 226 号）第 40条の規定に基づき消防庁長官が

求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及び方法を定め

るものとする。 

（参考） 

消防組織法第４０条 

 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消

防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。 

 

２ 火災・災害等の定義 

「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。 

なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火災報告

取扱要領（平成 6年 4月 21日付消防災第 100 号）」、「災害報告取扱要領（昭和 45年 4月 10

日付消防防第 246号）」、「救急事故等報告要領（平成 6年 10月 17日付消防救第 158 号）」の

定めるところによる。 

 

３ 報告手続 

（1） 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（（1）において「火災等」という。）が発

生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消防の事務を

処理する一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一部事務組合又は広

域連合を含む。以下第１から第３までにおいて同じ。）は、火災等に関する即報を都道府

県を通じて行うものとする。 

ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生した地域

の属する市町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急業務、救助活

動、事故の処理等）を行った市町村が異なる場合には、当該火災等について主として応急

措置を行った市町村又はこれらの火災等があったことについて報告を受けた市町村が都道

府県を通じて行うものとする。 

（2） 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合には、当該災害が発生した地域の属

する市町村は、災害に関する即報を都道府県に報告するものとする。 
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（3） 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、市町村

からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報を消防庁に報

告を行うものとする。 

（4） 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、第一

報を都道府県に加え、消防庁に対しても、報告するものとする。この場合において、消防

庁長官から要請があった場合については、市町村は第一報後の報告についても、引き続き

消防庁に対しても行うものとする。 

（5） 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したとき、原則として、覚知後 30 分以内で

可能な限り早く、分かる範囲で、その第一報を報告するものとし、以後、各即報様式に定

める事項について、判明したもののうちから逐次報告するものとする。都道府県は、市町

村からの報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに、市町村からの報告を

待たずして情報を入手したときには、直ちに消防庁に対して報告を行うものとする。 

 

４ 報告方法及び様式 

火災・災害等の即報に当たっては、（1）の区分に応じた様式に記載し、ファクシミリ等に

より報告するものとする。また、画像情報を送信することができる地方公共団体は（2）によ

り被害状況等の画像情報の送信を行うものとする。 

ただし、消防機関等への通報が殺到した場合等において、迅速性を確保するため、様式に

よることができない場合には、この限りではない。また、電話による報告も認められるもの

とする。 

（1） 様式 

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 

特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る事故、

原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

なお、火災（爆発を除く。）については、第１号様式、特定の事故については、第２号

様式により報告すること。 

イ 救急・救助事故即報・・・・・第３号様式 

救急事故及び救助事故を対象とする。ただし、火災等即報を行うべき火災及び特定の

事故については、省略すること。 

ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア火災等

即報、イ救急・救助事故即報を省略することができる。ただし、消防庁長官から特に求

められたものについては、この限りではない。 

（2） 画像情報の送信 

地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公共団体

（応援団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生したときは、

高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛星車載局等を用いて速やかに被害

状況等の画像情報を送信するものとする。 

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等 

ウ 報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い火災・災害等 

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

 

５ 報告に際しての留意事項 

（1） 「第２ 即報基準」及び「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等か判断に迷

う場合には、できる限り広く報告するものとする。 
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（2） 市町村又は都道府県は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な

火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収

集に特に配意し、迅速な報告に努めるものとする。 

（3） 各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等と密接な連

絡を保つものとする。 

（4） 市町村が都道府県に報告できない場合にあっては、一時的に報告先を消防庁に変更す

るものとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようになった後は、都道府

県に報告するものとする。 

（5） （1）から（5）までにかかわらず、地震等により、消防機関への通報が殺到した場合、

その状況を市町村は直ちに消防庁及び都道府県に対し報告するものとする。 

 

第２ 即報基準 
火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 

 

１ 火災等即報 

(1)  一般基準 

火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそれが

ある場合を含む。）について報告すること。 

1）死者３人以上生じたもの 

2）死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

(2)  個別基準 

次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項

に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告する

こと。 

ア 火災 

ア）建物火災 

1）特定防火対象物で死者の発生した火災 

2）高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者

等が避難したもの 

3）「適マーク」を交付した防火対象物の火災（複合用途防火対象物で「適マーク」対

象外の部分からの出火を含む。） 

4）大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災 

5）建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災 

6）損害額１億円以上と推定される火災 

イ）林野火災 

1）焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

2）空中消火を要請したもの 

3）住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの 

ウ）交通機関の火災 

船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの 

1）航空機火災 

2）タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災 

3）トンネル内車両火災 

4）列車火災 

エ）その他 

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上特に

参考となるもの 

（例示） 
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・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

1）危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

（例示） 

・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の

火災又は爆発事故 

2）危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

3）特定事業所内の火災(1)以外のもの。） 

ウ 危険物等に係る事故 

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という。）を

貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの（イの石油

コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

（例示） 

1）死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

2）負傷者が５名以上発生したもの 

3) 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に被害

を及ぼしたもの 

4）５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

5）海上、河川への危険物等流出事故 

6）高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい事故 

エ 原子力災害等 

1）原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線の漏

えいがあったもの 

2）放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬

中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

3）原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156号）第 10条の規定により、原子

力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったも

の 

4）放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏

えいがあったもの 

オ  その他特定の事故 

可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故であって、社会的に影響度が高いと認められる

もの 

（3）社会的影響基準 

（1）一般基準、（2）個別基準に該当しない災害・事故であっても、報道機関に取り上げ

られる等、社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

 

２  救急・救助事故即報 

救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故（該当するおそれがある場合を

含む。）について報告すること。 

1）死者５人以上の救急事故 

2）死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

3）要救助者が５人以上の救助事故 

4）覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要した救助事故 

5）その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的影響度

が高いことが判明した時点での報告を含む） 

（例示） 

・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

・バスの転落による救急・救助事故 
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・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

・消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る救急・救助事故 

・不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において発生し

た救急・救助事故 

・全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域において

同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握されるべき救急・

救助事故 

 

３  武力攻撃災害即報 

次の災害等（該当するおそれがある場合を含む。）についても、上記２と同様式を用いて報

告すること。 

1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第 112

号）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人

の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

2) 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法

律（平成 15 年法律第 79 号）第２５条第１項に規定する緊急対処事態、すなわち、武力

攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為

が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態 

 

４  災害即報 

災害即報については、次の基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）につ

いて報告すること。 

（1）一般基準 

1）災害救助法の適用基準に合致するもの 

2）都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

3）災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微であっても、

全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

（2）個別基準 

ア 地震 

地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震度４以上を記録したもの 

イ 津波 

津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

ウ 風水害 

1）崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

2）河川の溢水、破堤又は高潮等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

3) 強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

エ 雪害 

1）雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

2）道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

オ 火山災害 

1）噴火警報（火口周辺）が発表され、入山規制又は通行規制等を行ったもの 

2）火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

（3）社会的影響基準 

（1）一般基準、（2）個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取り上げられる等、

社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

 

第３ 直接即報基準 
市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当する

おそれがある場合を含む。）については、直接消防庁に報告するものとする。 
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１ 火災等即報 

ア 交通機関の火災 

第２の１の（２）のアのウ）に同じ。 

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

第２の１の（２）のイ 1)、2)に同じ。 

ウ 危険物等に係る事故（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

1）第２の１の（２）のウ１）、２）に同じ 

2）危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周

辺で、５００㎡程度以上の区域に影響を与えたもの 

3）危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するも

の 

① 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

② ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

4）市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の

避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

5）市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

エ 原子力災害 

第２の１の（２）のエに同じ。 

オ ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

カ 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの

（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。 

 

２ 救急・救助事故即報 

死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

1）列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

2）バスの転落等による救急・救助事故 

3）ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

4）映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

5）その他報道機関に取り上げられる等、社会的影響度が高いもの 

 

３ 武力攻撃災害即報 

第２の３の 1)、2)に同じ。 

 

４ 災害即報 

ア 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問

わない。） 

イ 第２の４の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの 

 

第４ 記入要領 
第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それぞ

れの報告要領（「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）の定

めるところによる。 

＜火災等即報＞ 

１ 第 1号様式（火災） 

（1）火災種別 

 火災の種別は、「建物火災」「林野火災」「車両火災」「船舶火災」「航空機火災」及び「そ

の他の火災」とし、欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 
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（2）消防活動状況 

 当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要請及び

消防機関による応援活動の状況についても記入すること。 

（3）救急・救助活動の状況 

 報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記入する

こと（消防機関等による応援活動の状況を含む。）。 

（4）災害対策本部等の設置状況 

 当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策

本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時を記入すること。 

（5）その他参考事項 

 次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入すること。 

1） 死者３人以上生じた火災 

ア 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の概要 

ア）建物等の用途、構造及び環境 

イ）建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理状況並び

に予防査察の経過 

イ 火災の状況 

ア）発見及び通報の状況 

イ）避難の状況 

2） 建物火災で個別基準の 5)又は 6)に該当する火災 

ア）発見及び通報の状況 

イ）延焼拡大の理由 

ア 消防事情  イ 都市構成  ウ 気象条件  エ その他 

ウ）焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

エ）り災者の避難保護の状況 

オ）都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含む。） 

3） 林野火災 

ア）火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

※必要に応じて図面を添付する。 

イ）林野の植生 

ウ）自衛隊の派遣要請、出動状況 

エ）空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数等） 

４） 交通機関の火災 

ア）車両、船舶、航空機等の概要 

イ）焼損状況、焼損程度 

 

２ 第２号様式（特定の事故） 

（1）事故名（表頭）及び事故種別 

特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲む

こと。 

（2）事業所名 

「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入するこ

と。 

（3）特別防災区域 

発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50年法律第 84号。以下この項で「法」

という。）第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、当該地区名を記入す

ること。また、法第２条第４号に規定する第一種事業所にあっては、「レイアウト第一種」、

「第一種」のいずれかを、同条第５号に規定する第二種事業所は「第二種」を、その他の事
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業所は「その他」を○で囲むこと。 

（4）覚知日時及び発見日時 

「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が当該事

故を発見した日時を記入すること。 

（5）物質の区分及び物質名 

事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名を記入

すること。なお、当該物質が消防法（昭和 23年法律第 186 号）で定める危険物である場合

には、危険物の類別及び品名について記入すること。 

（6）施設の区分 

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

（7）施設の概要 

「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記入する

こと。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等の別）に

ついても記入すること。 

（8）事故の概要 

事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 

（9）消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の応急対策

の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による応援活動

の状況についても記入すること。 

（10）災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本

部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること 

（11）その他参考事項 

以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

(例) 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

（12）原子力災害等の場合 

ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に読み替

えること。 

イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、「汚染者」

に区分して記入すること。 

ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況を記

入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定められてい

る場合には、当該通報の内容を併せて報告すること。 

＜救急・救助事故即報＞ 

３  第３号様式（救急・救助事故） 

（1）事故災害種別 

「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

（2）事故等の概要 

「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。 

（3）死傷者等 

ア 「負傷者」には、急病人等を含む。 

イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。 

（4）救助活動の要否 

救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

（5）要救護者数（見込） 

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、未だ救

助されていない者の数を記入すること。 
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また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

（6）消防・救急・救助活動状況 

出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属消防本

部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活動の状況

について記入すること。 

（7）災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策

本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。 

（8）その他参考事項 

以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

（例） 

・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

・避難の指示の状況 

・避難所の設置状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

 

＜災害即報＞ 

４  第４号様式 

1）第４号様式―その１（災害概況即報）  

災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の当初の段階で被害

状況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第一報で、死傷者の有無、火災、津波

の発生の有無等を報告する場合）には、本様式を用いること 

（1）災害の概況 

ア 発生の場所、発生日時 

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。 

イ 災害種別概況 

（ア）風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土

石流等の概況 

（イ）地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概況 

（ウ）雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

（エ）火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況 

（オ）その他これらに類する災害の概況 

（2）被害の状況 

当該災害により生じた被害の状況について、判明している事項を具体的に記入すること。

その際特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこと。 

（3）応急対策の状況 

当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合

にはその設置及び解散の日時を記入するとともに、市町村（消防機関を含む。）及び都道

府県が講じた応急対策について記入すること。 

なお、震度６弱以上（東京２３区については、震度５強以上）の地震の場合は、１１９

番通報件数についても概数を記入すること。 

（例） 

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

・避難の指示の状況 

・避難所の設置状況 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

2）第４号様式―その２（被害状況即報） 

（1）各被害欄 



 

154 

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額につい

ては、省略することができる。 

なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点における断

水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

（2）災害対策本部等の設置状況 

当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策

本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。 

（3）災害救助法適用市町村名 

市町村毎に、適用日時を記入すること。 

（4）備考欄 

備考欄には次の事項を記入すること。 

ア 災害の発生場所 

災害を生じた市町村名又は地域名 

イ 災害の発生日時 

被害を生じた日時又は期間 

ウ 災害の種類、概況 

台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の見通し等 

エ 応急対策の状況 

市町村（消防機関を含む。）及び都道府県が講じた応急対策について記入すること。 

なお、震度６弱以上（東京２３区については、震度５強以上）の地震の場合は、１１

９番通報件数についても概数を記入すること。 

（例） 

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

・避難の指示の状況 

・避難所の設置状況 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

・災害ボランティアの活動状況 

 

以下、各号の様式は省略 
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５－４ 福岡県災害調査報告実施要綱 

 

制定 昭和３９年 ５月２１日 

改正 平成  ６年 ４月 １日 

平成１０年 ４月 １日 

（趣 旨） 

第１ この要網は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第５３条の規定による報告及び

他関係法令又は各省（庁）の要請等により、災害が発生した場合における被害状況を迅速かつ、

的確に把握し、もって災害地域の災害応急対策を行うため必要な調査報告事項等について定め

るものとする。 

（定 義） 

第２ この要網において「災害」とは、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害をいう。 

（総括事務） 

第３ この災害状況の調査についての総括事務は、次に揚げる区分により行うものとする。 

１ 災害対策本部が設置されないとき、又は設置されるまでの間は、総務部消防防災安全課にお

いて行う。 

２ 災害対策本部が設置されたときは、総合指令部（総括班）において行う。 

（報告責任者） 

第４ 災害時における事務のふくそうをさけるため、市長村長及び関係出先機関の長はあらかじめ

報告責任者（この場合「災害報告主任」という。）及び副主任を定めておくものとする。 

（報告すべき災害） 

第５ 市町村長から知事に報告すべき災害はおおむね次のとおりとする。 

１ 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

２ 県又は市町村が災害対策本部を設置したもの。 

３ 災害が最初は軽微であっても今後拡大発展するおそれのあるもの、又は２市町村以上にまた

がるもので、１の市町村における被害は軽微であっても全県的に見た場合に同一災害で大きな

被害を生じているもの。 

４ 災害による被害に対し、国又は県の特別の財政援助を要するもの。 

５ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て報告の必要があると認められるもの。 

（報告及び提出部数） 

第６ 市町村長、関係出先機関の長及び本庁関係各部長は、災害による被害状況を次に揚げる区分

により知事（又は災害対策本部長）に報告するものとし、被害の判定基準は別表１によるものと

する。 

１ 即 報 

災害の発生に際し、死傷者、住家等の被害が発生し、又は避難が行われた場合にあっては、

ただちに災害概況即報（様式第１号）を防災行政無線又は電話（ファクシミリを含む。）をもっ

て報告するものとする。 

以後、新たに被害が発生したとき、又は増大した場合はその都度遅滞なく様式第１号を提出

するものとする。 

前記報告のほか、判明した被害状況については様式第２号に揚げる事項を速やかに報告する

ものとし、以後にあっては毎日、下記に定める時間までに報告するものとする。 
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なお、被害件数等は「累計数」として取り扱うものとする。 

区  分 報 告 時 間 

市 町 村 長        10 時 00分 15 時 00分 

出先機関の長        10 時 30分 15 時 30分 

各  部  長        11 時 00分 16 時 00分 

２ 詳  報 

災害発生後市町村長にあっては５日以内に、関係出先機関の長にあっては７日以内に、それ

ぞれの関係機関に様式第２号又は様式第３号を提出するものとし、関係各部長は関係出先機関

の長からの報告を受けた後、速やかに同様式に揚げる事項を知事（又は災害対策本部長）に提

出するものとする。 

３ 確定報告 

 応急対策を終了したとき、又は災害対策本部を解散した日から１５日以内に様式第２号又は様

式第３号を前項に準じて提出しなければならない。 

 確定報告は、即報及び詳報をもって報告した被害状況の総括的なものであって、その被害の実

態を把握するために必要な証明書、現地写真、図面その他必要な資料を添付するものとする。 

４ 提出部数 

(1) 出先機関の長は、各様式とも２部作成し関係部長に提出するものとする。 

(2) 各部長は、１部を知事（対策本部長）又は総務部長に提出するものとする。 

 なお、市町村長が出先機関を経由せず直接関係部長あて報告するものにあっては、出先機

関の長に準じ２部提出するものとする。 

（報告の順序） 

第７ 市町村長、関係出先機関の長及び関係各部長の行う災害被序によるものとする。 

 但し、応急対策等のため急を要すると認められるときは、これによらないことができる。 

１ 市町村長の報告 

(1) 災害概況及び被害状況即報 

    （様式第１号・様式第２号の１） 

 

(2) 被害状況確定報告 

     （様式第２号の１） 

 

 

 

(3) 社会福祉施設関係被害即報 

   （様式第２号の２） 

 

(4) 保健環境関係被害即報・詳報・確定報告 

市町村 保健福祉環境事務所 

市町村 地方本部 警戒本部・対策本部 消防防災安全課 

 

【地方本部未設置時】 【本部未設置時】 

市町村 

 

警戒本部・対策本部 消防防災安全課 

【本部未設置時】 
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（様式第２号の３、様式第３号の１） 

 

(5) 商工業関係被害即報・詳報・確定報告 

   （様式第２号の４、様式第３号の２） 

 

(6) 農業関係被害即報・詳報・確定報告 

     （様式第２号の５、様式第３号の３～１５） 

 

(7) 林業関係被害即報・詳報・確定報告 

     （様式第２号の６、７、８、９、１０） 

 

(8) 水産関係被害即報・詳報・確定報告 

     （様式第２号の１１、１２） 

 

(9) 土木関係被害即報・詳報・確定報告 

     （様式第２号の１３、様式第３号の１６） 

 

(10) 建築都市関係被害即報・詳報・確定報告 

     （様式第２号１４、１５、様式第３号の１７） 

 

 

 

 

市町村 保健福祉環境事務所 

政令市・大牟田市 保健福祉部 

市町村 商工事務所 

農林事務所 市町村 

市町村 農林事務所 

市町村 海洋技術センター 

市町村 土木事務所 

市町村 土木事務所 

福岡土木事務所管内市町村 建築都市部 

流域下水道事務所 
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(11) 教育関係被害即報・詳報・確定報告 

     （様式第２号の１６） 

 

２ 出先機関の長の報告 

 市町村から報告を受けた出先機関の長は、速やかに関係部長に報告するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各部長の報告 

(1)  各部長は、出先機関の長からの報告を受けた後、速やかにその状況を書面をもって知事（又

は災害対策本部長）に報告するものとする。 

(2)  被害額については、様式第４号により報告するものとする。 

(3)  災害対策本部が設置されないときは、災害ごとに様式第２号の１及び様式第４号を総務部長

（消防防災安全課）に報告するものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

  

市町村 教育事務所 

関係部長 知事(本部長) 

総務部長 

保健福祉環境事務所 

教育事務所 

商工事務所 

農林事務所 

流域下水道事務所 

海洋技術センター 

土木事務所 



 

159 

５－５ 被害の判定基準 
 

 (その１)        （福岡県地域防災計画より抜すい：福岡県災害調査報告実施要綱 別表１） 

被害区分  備  考 

人 

的 

被 

害 

死   者 
 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確

認できないが、死亡したことが確実な者とする。 

 

行方不明者 
 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者と

する。 

重 傷 者 
 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

る者のうち１ヶ月以上の治療を要する見込みのものとする。 

軽 傷 者 
 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要の

ある者のうち１ヶ月未満で治療できる見込みのものとする。 

住 
 
 

家 
 
 

被 
 
 

害 

住   家 
 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家

であるかどうかを問わない。 

 

全   壊 

 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊もしくは流失し

た部分の床面積が、その住家の延べ面積の７０％以上に達したも

の、または住家の主要構造物の被害額がその住家の時価の５０％

以上に達した程度のものとする。 

半   壊 

 住家の損壊が甚だしいが補修すれば元通りに使用できるもの

で、具体的には損壊部分が、その住家の延べ面積の２０％以上７

０％未満のもの、または住家の主要構造部の被害額がその住家の

時価の２０％以上５０％未満のものとする。 

一 部 損 壊 

 全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要と

する程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のご

く小さなものは除く。 

床 上 浸 水 

 住家の床より上に浸水したもの、及び全壊・半壊には該当しな

いが土砂竹林のたい積により、一時的に居住することができない

ものとする。 

床 下 浸 水 床上浸水にはいたらない程度に浸水したものとする。 

非
住
家
被
害 

非 住 家  

 住家以外の建物で、この報告中他の被害箇所項目に属さないも

のとする。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は

住家とする。 
非住家被害

は全壊、又は

半壊のものの

みを記入する

ものとする。 

公 共 建 物 
 例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用、又は公共の用

に供する建物とする。 

そ の 他  公共建物以外の倉庫・土蔵・車庫等の建物とする。 

そ

の

他 

田 の 流 出 

埋   没 

田の耕土が流出し、又は砂利等のたい積のため耕作が不能にな

ったものとする。 

 

畑 の 流 出 

埋 没 及 び 

畑 の 冠 水 

 田の例に準じて取り扱うものとする。 

文 教 施 設 
 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾

学校、養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

道   路 
 道路法〈昭和 27年法律第 180号〉第 2条第 1項に規定する道路

のうち、橋りょうを除いたものとする。 
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(その２)         （福岡県地域防災計画より抜すい：福岡県災害調査報告実施要綱 別表１） 

被害区分  備  考 

そ

の

他 

橋 り ょ う 道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 
 

河   川 

河川法〈昭和39年法律第 167号〉が適用され、もしくは準用さ

れる河川もしくは、その他の河川、又はこれらのものの維持管理

上必要な堤防・護岸・水利・床止その他の施設、もしくは沿岸を

保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

港   湾 

港湾法〈昭和25年法律第 218号〉第 2条第 5号に規定する水域

施設・外かく施設・けい留施設、または港湾の利用及び管理上重

要な臨港交通施設とする。 

砂   防 

砂防法(明治30年法律第29号)第 1条に規定する砂防施設,同法

第 3 条の規定によって同法が準用される砂防のための施設、又は

第 3条の 2の規定によって天然の河岸とする。 

清 掃 施 設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄 道 不 通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被 害 船 舶 

 ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で船体が没し、航行不

能となったもの及び流出し、所在が不明になったもの並びに修理

しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 

航空機被害 
 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空

機、滑空機、飛行船等の機器が被害を受けたものとする。 

電 話 災害により、通信不能となった電話の回線数とする。 

電   気 
災害により停電した戸数のうち、最も多く停電した時点におけ

る戸数とする。 

水   道 
上水道または簡易水道で断水している戸数のうち、最も多く断

水した時点における戸数とする。 

ガ   ス 
 一般ガス事業または簡易ガス事業で供給停止となっている戸数

のうち、最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブロック塀  倒壊したブロック塀、又は石塀の箇所数とする。 

り 災 世 帯 

 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を

維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。例えば寄宿

舎、下宿、その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を

営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また同一

家屋の親子、夫婦であっても生活が別であれば分けて扱うものと

する。 

住居の一部

破損及び床

下浸水の被

害世帯は含

まない。 

り 災 者 り災者世帯の構成員とする。  
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（その３）        （福岡県地域防災計画より抜すい：福岡県災害調査報告実施要綱 別表１） 

被害区分  備 考 

被

害

金

額 

公 立 文 教 

施 設 
 公立の文教施設とする。 

 

農 林 水 産 

施 設 

 農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

（昭和 25年法律第 169号）による補助対象となる施設をいい、具

体的には農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び協同利用

施設とする。 

公 共 土 木 

施 設 

 公共土木施設災害復旧事業国庫負担法（昭和 26年法律第 97号）

による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川・海

岸・砂防施設・林地荒廃防止施設・道路・港湾及び漁港とする。 

そ の 他 の 

公 共 施 設 

 公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施

設をいい、例えば庁舎・児童館・都市施設等の公用または公共の

用に供する施設とする。 

災害中間年

報及び災害年

報の被害金額

の 記 入 方 法 

 公立文教施設、水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施

設については査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッ

コ外書きとするものとする。 

公共施設被

害 市 町 村 

 公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公

共施設の被害を受けた市町村とする。 

農 産 被 害 
 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス

農作物等の被害とする。 

林 産 被 害 
 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の

被害とする。 

畜 産 被 害 
 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の

被害とする。 

水 産 被 害 
 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁

船等の被害とする。 

商 工 被 害 
 建物以外の商工被害で例えば工業原材料商品、生産機械器具等

とする。 
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５－６ 福岡県災害救助法施行細則 

昭和 40年 8月 31日 

福岡県規則第４４号 

福岡県災害救助法施行細則を制定し、ここに公布する。 

福岡県災害救助法施行細則 

福岡県災害救助法施行細則(昭和 35年福岡県規則第 120号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第１条 この規則は、災害救助法(昭和 22年法律第 118号。以下「法」という。)の実施について、

災害救助法施行令(昭和 22 年政令第 225 号。以下「政令」という。)及び災害救助法施行規

則(昭和 22年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第 1号。以下「省令」と

いう。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

第２条 削除 

(平 13規則 33) 

(救助実施区域の告示) 

第３条 知事は、法第2条の規定による救助(以下「救助」という。)を開始したときは、速やかに

当該救助を適用する市町村の地域を告示するものとする。(平 13規則 33・一部改正) 

(市町村長の緊急処置) 

第４条 市町村長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、

法第 30条第 2項の規定に基づき救助に着手することができる。(平 13規則 33・一部改正) 

(救助の組織) 

第４条の２ 災害救助に関する事務を処理するため、保健福祉部に災害救助部(以下「部」という。)

を置く。 

2 部に部長及び副部長を置き、部長には保健福祉部長を、副部長には保健福祉部次長をもって充

てる。 

3 部に別表第 1の上欄に掲げる班を置き、同表の下欄に掲げる区域を管轄させる。 

4 班に班長及び班員を置き、班長には別表第 1の中欄に掲げる組織の長の職にある者をもって充

て、班員には同表の中欄に掲げる組織に所属する職員をもって充てる。 

(昭 47規則 55・追加、平 10規則 19・一部改正) 

(救助の程度、方法及び期間) 

第５条 政令第 9条第 1項の規定による救助の程度、方法及び期間は、別表第 2のとおりとする。 

2 前項の規定により難い特別の事情があるときは、別に定めるところによるものとする。 

(昭 46規則 71・昭 47規則 55・昭 48規則 64・平 13規則 33・一部改正) 

(物資の収用等の場合の公用令書等) 

第６条 省令第 1条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、次の各号に掲

げるとおりとする。 

一 公用令書(様式第 3号から様式第 3号の 4まで) 

二 公用変更令書(様式第 4号) 

三 公用取消令書(様式第 5号) 

2 知事は、前項第 1号の公用令書を交付する時は、共生物件台帳(様式第 6号)に、これを登録す

るものとする。 

3 第 1項第 2号または第 3号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳

に、その理由を詳細に記録し、公用変更令書にあつては、変更事項を記録しなければならない。 

第７条 削除 

(平 13規則 33) 

(物資の収用等の引渡時における所有者等の立会い) 
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第８条 省令第 2条第 3項の規定により、当該職員が収用又は使用すべき物資の引渡しを受け受領

調書(様式第 7号)を作成しようとするときは、その物資の所有者又は権限に基づいてその物

資を占有する者の立ち会いの下で行わなければならない。ただし、やむをえない場合におい

ては、この限りでない。(平 13規則 33・平 19規則 21・一部改正) 

(損失補償請求書) 

第９条 省令第 3条の規定により、損失補償請求書(様式第 8号)の提出があつたとき及びこれに基

づき損失の補償を行ったときは、第6条第 2項の強制物件台帳に所要の事項を記録するもの

とする。 

(平 13規則 33・一部改正) 

(従事命令の場合の公用令書等) 

第１０条 省令第 4条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、次の各号に掲げるとおりと

する。 

一 公用令書(様式第 9号) 

二 公用取消令書(様式第 10号) 

2 前項第 1 号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳(様式第 11 号)に、これを登録する

ものとする。 

3 第 1項第 2号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に、その理由を詳細に記録し

てこれを抹消しなければならない。 

(協力命令の場合の様式等) 

第１１条 法第２５条に規定する救助に関する業務に協力させる者には、協力令書(様式第 12 号)

を交付するものとする。ただし、そのいとまがないときはこの限りでない。 

2 前項の協力令書を交付するときは、救助協力者台帳(様式第 13 号)に、これを登録するものと

する。 

第１２条 削除 

(平 13規則 33) 

(従事命令に従事できない場合の届出) 

第１３条 省令第 4条第 2項の規定による届出に当たり添付する書類は、次のものとする。 

一 負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書 

二 天災その他の避けられない事故により従事することができない場合においては、市町村長、

警察官その他適当な公務員の証明書 

(平 13規則 33・一部改正) 

(実費弁償の程度) 

第１４条 政令第 11条の規定による実費弁償の方法及び程度は、別表第 3のとおりとする。 

(昭 46規則 71・昭 47規則 55・一部改正) 

(実費弁償請求書の様式) 

第１５条 省令第 5条に規定する実費弁償請求書は、様式第 14号による。 

(立入検査証) 

第１６条 法第 27条第 4項の規定により、当該職員が立入検査にあたって、携帯する証票は様式第

15号による。(昭 50規則 59・平 19規則 21・一部改正) 

第１７条 削除 

(平 13規則 33) 

(扶助金支給申請書の様式等) 

第１８条 省令第 6条第 1項の規定による扶助金支給申請書は様式第 18号による。 

2 前項の扶助金申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書の提出に当たり、添付す

る書類は次のものとする。 

一 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得るこ
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とができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書

類及び証明書等 

二 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治ゆまでの見込期間等に関する医師

の意見書 

3 前条第 3項の規定は、省令第 6条第 2項の扶助金支給申請書及び前項の扶助金申請書の処理に

ついて準用する。 

(平 13規則 33・一部改正) 

(知事の権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合の通知) 

第１９条 知事は、法第30条第 1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部

を市町村長が行うこととするときは、様式第 19号により政令第 23条第 1項の規定による通

知を行うものとする。(平 13規則 33・全改) 

(繰替支弁) 

第２０条 法第 44条の規定による市町村長の救助の実施に要する費用は、市町村において一時繰替

支弁をするものとする。(平 13規則 33・一部改正) 

(繰替支弁金請求書及び提出期限) 

第２１条 市町村長は、前条の規定により一時繰替支弁をしたときは、救助に関する業務の完了後

60日以内に次の各号に掲げる書類を知事に提出するものとする。 

一 災害救助費繰替支弁金請求書(様式第 21号及び第 21号の 2) 

二 救助業務に要した経費算出内訳(様式第 22号) 

三 決定報告による被害状況調(様式第 24号) 

四 災害救助費繰替支弁状況調(様式第 25号) 

五 歳入歳出予算書抄本及び支払証拠書類の写 

2 市町村長は、前条に規定する費用について、概算払を受けようとするときは災害救助費繰替支

弁金概算払請求書(様式第 26号)を、精算を行うときは災害救助費繰替支弁金精算請求書(様式第

27号)に前項第 2号から 5号までに掲げる書類を添付して、知事に提出するものとする。 

(昭 47規則 79・昭 50規則 59・平 13規則 33・一部改正) 

第２２条及び第２３条 削除 

(平 13規則 33) 

(災害救助基金台帳) 

第２４条 法第 37条の規定に基づき設置した福岡県災害救助基金に係る収入及び支出については、

福岡県災害救助基金台帳(様式第 43号及び様式第 44号)に記載し、常時その状況を明らかに

するものとする。(昭 43規則 7・追加、昭 45規則 67・旧第 24条繰上、昭 47規則 79・旧第

23条繰下・一部改正、昭 50規則 59・一部改正) 

(補則) 

第２５条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

(昭 45規則 76・追加、昭 47規則 79・旧第 24条繰下・一部改正) 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和 40年 4月 1日から適用する。 

(災害救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の程度等の廃止) 

 ～省略～ 

 附 則(平成 24年規則第 28号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

以下、別表第 1、様式は省略 
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５－７ 災害救助法による救助内容 

 

別表第二(第五条)（その１） 福岡県災害救助法施行細則  平 25・一部改正 

 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

一 避難所の供

与 
(1) 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を収容する

ものとする。 

(2) 学校、公民館等既存建物の利用を原則とするが、これら適当な建物

を得難いときは、野外に仮小屋を設置し、又は天幕の設営により実施す

る。 

(3) 避難所の設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管

理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使

用謝金、借上費又は購入費及び光熱水費並びに仮設便所等の設置費と

し、次の額の範囲内とする。ただし、福祉避難所（高齢者、障害者等(以

下「高齢者等」という。)であって避難所での生活において特別な配慮

を必要とする者をいう。）を設置した場合は、当該特別な配慮のために

必要となる当該地域における通常の実費を加算できるものとする。 

(基本額) 

避難所設置費 一人一日当たり 300円 

 (加算額) 

冬期(十月～三月)の燃料費 別に定める額 

(4) 避難所を開設できる期間は、災害発生の日から七日以内とする。 

二 応急仮設住

宅の供与 
(1) 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であつて、自

らの資力では住家を得ることができない者を収容するものとする。 

(2) 一戸当たりの規模は、29.7平方メートルを基準とし、その設置のた

め支出できる費用は、2,401,000円以内とする。 

(3) 応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内に概ね五十戸以上設

置した場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置できること

とし、一施設当たりの規模及びその設置のために支出できる費用は、(2)

の規定にかかわらず別に定める。 

(4)  老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者

等であつて日常の生活上特別な配慮を要する複数の者を収容する施設

(以下「福祉仮設住宅」という。)を応急仮設住宅として設置することが

できる。 

(5) 応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室の借上げを実施し、

これらに収容することができる。 

(6) 応急仮設住宅の設置については、災害発生の日から二十日以内に着

工し、速やかに設置しなければならない。 

(7) 応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法(昭和二

十五年法律第二百一号)第八十五条第三項による期限内(最高二年以内)

とする。 
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別表第二(第五条)（その２） 福岡県災害救助法施行細則  平 24規則 28・一部改正 

 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

三 たき出しその

他による食品

の給与及び飲

料水の供給 

(1) たき出しその他による食品の給与 

ア 避難所に収容された者、住家に被害を受けて炊事のできない者及び

住宅に被害を受け一時縁故地等へ避難する必要のある者に対して行

うものとする。 

イ 被災者が直ちに食することができる現物によるものとする。 

ウ たき出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用

は、主食、副食及び燃料等の経費とし、一人一日当たり1,010円以内

とする。 

エ たき出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の

日から七日以内とする。ただし、被災者が一時縁故地等へ避難する場

合においては、この期間内に三日分以内を現物により支給することが

できるものとする。 

(2) 飲料水の供給 

ア 災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行うもの

とする。 

イ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費のほ

か、給水及び浄水に必要な機械器具の借上費、修繕費、燃料費並びに

薬品及び資材費とし、当該地域における通常の実費とする。 

ウ 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とす

る。 

四 被服、寝具そ

の他生活必需

品の給与又は

貸与 

(1) 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水(土砂のたい積等

により一時的に居住することができない状態となつたものを含む。)若

しくは船舶の遭難等により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を

そう失又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行う

ものとする。 

(2) 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもつて

行うものとする。 

ア 被服、寝具及び身のまわり品 

イ 日用品 

ウ 炊事用具及び食器 

エ 光熱材料 

(3) 生活必需品の給与又は貸与のため支出できる費用は、季別及び世帯

区分により一世帯当たり次の額の範囲内とする。なお、季別は、災害発

生の日をもつて決定する。 

ア 住家の全壊、全焼又は流失による被害を受けた世帯 

 

 

 

 

 

 

季別 期間 一人世帯 二人世帯 三人世帯 四人世帯 五人世帯 

六人以上一人

を増すごとに

加算する額 

夏季 四月～九月 17,200円 22,200円 32,700円 39,200円 49,700円 7,300円 

冬季 十月～三月 28,500円 36,900円 51,400円 60,200円 75,700円 10,400円 
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別表第二(第五条)（その３） 福岡県災害救助法施行細則  平 25・一部改正 

 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

  イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水(土砂のたい積等により一時的に居

住することができない状態となつたものを含む。)により被害を受け

た世帯 

 

 

 

 

 

(4) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から

十日以内に完了しなければならない。 

五 医療及び助産 (1) 医療 

ア 災害のため医療の途を失つた者に対して、応急的に処置するものと

する。 

イ 医療は、救護班によつて行う。ただし、急迫した事情があり、やむ

を得ない場合においては、病院又は診療所(あん摩マッサージ指圧師、

はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及

び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に規定するあん摩マッサ

ージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)

を含む。)において医療(施術者が行うことのできる範囲の施術を含

む。)を行うことができるものとする。 

ウ 医療は、次の範囲内にて行う。 
(ア) 診療 
(イ) 薬剤又は治療材料の支給 
(ウ) 処置、手術その他の治療及び施術 
(エ) 病院又は診療所への収容 
(オ) 看護 

エ 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、

治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療

所による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術者による

場合は協定料金の額以内とする。 

オ 医療を実施できる期間は、災害発生の日から十四日以内とする。 

(2) 助産 

ア 災害発生の日以前又は以後の七日以内に分べんした者であつて、災害

のため助産の途を失つたものに対して行うものとする。 

イ 助産は、次の範囲内において行う。 
(ア) 分べんの介助 
(イ) 分べん前及び分べん後の処置 
(ウ) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

ウ 助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛生

材料等の実費とし、助産師による場合は慣行料金の二割引以内の額と

する。 

エ 助産を実施できる期間は、分べんした日から七日以内とする。 

季別 期間 一人世帯 二人世帯 三人世帯 四人世帯 五人世帯 

六人以上一人

を増すごとに

加算する額 

夏季 四月～九月 5,600円 7,600円 11,400円 13,800円 17,400円 2,400円 

冬季 十月～三月 9,100円 12,000円 16,800円 19,900円 25,300円 3,300円 
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別表第二(第五条)（その４） 福岡県災害救助法施行細則  平 24規則 28・一部改正 

 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

六 被災者の救出 (1) 災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不

明状態にある者を捜索し、救出するものとする。 

(2) 被災者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機

械器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域にお

ける通常の実費とする。 

(3) 被災者の救出を実施できる期間は、災害発生の日から三日以内とす

る。 

七 被災した住宅

の応急修理 
(1) 災害のため住家が半壊又は半焼し、自らの資力では応急修理をする

ことができない者に対して行うものとする。 

(2) 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物

をもつて行うものとし、その修理のため支出できる費用は、一世帯当た

り520,000円以内とする。 

(3) 災害にかかつた住宅の応急修理は、災害発生の日から一箇月以内に

完了しなければならない。 

八 生業に必要な

資金の貸与 
(1) 住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手段を失つた世帯

に対して行うものとする。 

(2) 生業を営むために必要な機械器具、資材等を購入するための費用に

充てるものであつて、生業の見込みの確実な具体的事業計画があり、償

還能力のある者に対して貸与するものとする。 

(3) 生業に必要な資金として貸与できる金額は、次の額の範囲内とする。 

ア 生業費 一件当たり 30,000円 

イ 就職支度費 一件当たり 15,000円 

(4) 生業に必要な資金の貸与には、次の条件を付するものとする。 

ア 貸与期間 二年以内 

イ 利子 無利子 

(5) 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から一箇月以内に完了し

なければならない。 
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別表第二(第五条)（その５） 福岡県災害救助法施行細則  平 25・一部改正 

 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

九 学用品の給与 (1) 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水(土砂のたい積等
により一時的に居住することができない状態となつたものを含む。)によ
り学用品をそう失又はき損し、就学上支障のある小学校児童(盲学校、

ろう

聾
学校及び養護学校(以下「特殊教育諸学校」という。)の小学部児童を含
む。以下同じ。)、中学校生徒(中等教育学校の前期課程及び特殊教育諸
学校の中学部生徒を含む。以下同じ。)及び高等学校等生徒(高等学校(定
時制の課程及び通信制の課程を含む。)、中等教育学校の後期課程(定時
制の課程及び通信制の課程を含む。)、特殊教育諸学校の高等部、高等専
門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。)に対して行う
ものとする。 

(2) 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内にお
いて現物をもつて行うものとする。 
ア 教科書 
イ 文房具 
ウ 通学用品 

(3) 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とする。 
ア 教科書代 
(ア) 小学校児童及び中学校生徒 

教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二
号)第二条第一項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育
委員会に届け出、又はその承認を受けて使用するものを給与するた
めの実費 

(イ) 高等学校等生徒 
正規の授業で使用する教材を給与するための実費 

イ 文房具及び通学用品費 
小学校児童 一人当たり 4,100円 
中学校生徒 一人当たり 4,400円 
高等学校等生徒 一人当たり 4,800円 

(4) 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については一箇月以内、そ
の他の学用品については十五日以内に完了しなければならない。 

十 埋葬 (1) 災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行う
ものとする。 

(2) 原則として、棺又は棺材等の現物をもつて次の範囲内において行う。 
ア 棺(附属品を含む。) 
イ 埋葬又は火葬(賃金職員等雇上費を含む。) 
ウ 骨つぼ及び骨箱 

(3) 埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人201,000円、小人
160,800円以内とする。 

(4) 埋葬は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならない。 

十

一 
死体の捜索 (1) 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情によりすで

に死亡していると推定される者に対して行うものとする。 
(2) 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械
器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域におけ
る通常の実費とする。 

(3) 死体の捜索は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならない。 
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別表第二(第五条)（その６） 福岡県災害救助法施行細則  平 25・一部改正 

 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

十

二 
死体の処理 (1) 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋

葬を除く。)を行うものとする。 

(2) 死体の処理は、次の範囲内において行う。 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

イ 死体の一時保存 

ウ 検案 

(3) 検案は、原則として救護班によつて行う。 

(4) 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによる。 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり3,300

円以内とする。 

イ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存建

物を利用する場合にあっては当該施設の借上費について通常の実費

とし、既存建物を利用できない場合にあっては一体当たり五、〇〇〇

円以内とする。ただし、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の

経費が必要な場合は、当該地域における通常の実費を加算できるもの

とする。 

ウ 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内

とする。 

(5) 死体の処理は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならない。 

十

三 
災害によつて
住居又はその
周辺に運ばれ
た土石、竹木
等で日常生活
に著しい支障
を及ぼしてい
るもの(以下
「障害物」と
いう。)の除去

(1) 居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物

が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自ら

の資力をもつてしては、当該障害物を除去することができない者に対し

て行うものとする。 

(2) 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除

去のため必要な機械器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等

雇上費等とし、一世帯当たり133,900円以内とする。 

(3) 障害物の除去は、災害発生の日から十日以内に完了しなければなら

ない。 

十

四 
応急救助のた

めの輸送費及

び賃金職員等

雇上費 

(1) 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲

は、次に掲げる場合とする。 
ア 被災者の避難 
イ 医療及び助産 
ウ 被災者の救出 
エ 飲料水の供給 
オ 死体の捜索 
カ 死体の処理 
キ 救済用物資の整理配分 

(2) 救援のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域に

おける通常の実費とする。 

(3) 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該

救助の実施が認められる期間以内とする。 
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６ 応援協定等 

６－１ 応援協定等一覧 

協 定 名 協 定 先 
締結年月日 

(改訂年月日) 
備  考 

福岡県消防相互応援協定 
福岡県内の市町村及び、消防の
一部事務組合及び消防を含む一
部事務組合 

H1.3.25 

(R2.3.11) 
全ての災害 

災害時における福岡県市町村間
の相互応援に関する基本協定 

福岡県内の市町村 H17.4.1 全ての災害 

二市一町消防相互応援協定 飯塚市、嘉麻市、桂川町 H19.8.1 全ての災害 

筑豊地区常備消防相互応援協
定 

直方市、飯塚地区、田川地区、
直方鞍手広域 

S47.10.16 

（S54.3.1） 
全ての災害 

飯塚地区消防組合、筑紫野大宰
府消防組合消防相互応援協定 

飯塚地区、筑紫野大宰府 S62.11.1 全ての災害 

飯塚地区消防組合、粕屋南部消
防組合消防相互応援協定 

飯塚地区、粕屋南部 S63.10.17 全ての災害 

甘木・朝倉広域市町村圏事務組
合、飯塚地区消防組合消防相互
応援協定 

飯塚地区、甘木朝倉広域 H6.12.1 全ての災害 

救急医療用ヘリコプター離着陸
場に関する覚書 

医療法人財団池友会 H21.6.23 全ての災害 

災害に係る情報発信等に関する
協定 

ヤフー株式会社 H26.3.11 全ての災害 

筑豊緊急物資輸送センターの使
用に関する協定 

公益社団法人 福岡県トラック協
会 

H25.8.24 全ての災害 

災害時の緊急救援物資輸送に関
する協定 

公益社団法人 福岡県トラック協
会 

H25.8.24 全ての災害 

災害時における生活必需物資等
の協定に関する特別協定 

株式会社コメリ H24.5.17 全ての災害 

災害時における生活必需物資等
の協定に関する特別協定 

麻生芳雄商事株式会社 
株式会社飯塚井筒屋 
イオン九州株式会社 
エフコープ生活協同組合 
嘉穂無線株式会社 
株式会社新生堂薬局 
株式会社ナフコ 
株式会社ハローデイ 
株式会社トライアルカンパニー 

H20.12.24 全ての災害 
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協 定 名 協 定 先 
締結年月日 

(改訂年月日) 
備  考 

河川管理者による水防管理団体
が行う水防のための活動への協
力に関する確認 

国土交通省  遠賀川河川事務
所 

H25.7.11 全ての災害 

飯塚市における大規模な災害時
の応援に関する協定 

国土交通省  九州地方整備局 H23.8.24 大規模災害 

災害時におけるボランティア活動
に関する協定 

社会福祉法人  飯塚市社会福
祉協議会 

H20.10.20 全ての災害 

避難所施設利用に関する協定 福岡県立嘉穂高等学校 H26.11.26 全ての災害 

避難所施設利用に関する協定 福岡県立嘉穂東高等学校 H26.11.26 全ての災害 

風水災害時の緊急対策等に関
する協定 

飯塚市  指名業者  108 社 H28.6.1 全ての災害 

災害時における地図製品等の

供給等に関する協定 
株式会社ゼンリン H27.4.28 全ての災害 

特設公衆電話の設置・利用に

関する協定 

西日本電信電話株式会社北九

州支店 
H27.9.25 全ての災害 

災害時における物資供給に関

する協定 
株式会社エムオーテック H27.10.14 全ての災害 

災害廃棄物の処理等に関する

協定 

公益社団法人 福岡県産業廃

棄物協会 
H29.10.1 全ての災害 

災害発生時における福祉避難

所の設置運営に関する協定 
市内 27施設 H29.11.24 全ての災害 

災害時における電気設備等機

能復旧に関する協定書 
飯塚電気工事業協同組合 H30.1.22 全ての災害 

災害時における避難所施設利

用等に関する協定 
国立大学法人九州工業大学 H30.3.7 全ての災害 

防災啓発情報等に関する協定

書 
ＮＴＴタウンページ株式会社 H30.3.19 全ての災害 

災害時の医療救護活動に関す

る協定書 
一般社団法人飯塚医師会 H30.3.26 全ての災害 

防災パートナーシップに関す

る協定 
九州朝日放送株式会社 H31.1.30 全ての災害 

災害時における避難所施設利

用等に関する協定 

株式会社福岡ソフトウェアセ

ンター 
H31.2.14 全ての災害 

災害時における避難所施設利

用等に関する協定 
株式会社 GOLD SEA HOLDINGS H31.3.15 震災 
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協 定 名 協 定 先 
締結年月日 

(改訂年月日) 
備  考 

災害時における避難所施設利

用等に関する協定 

社会福祉法人 飯塚市社会福

祉協議会 
H31.3.20 全ての災害 

災害時における無人航空機を

活用した支援活動等に関する

協定 

株式会社 iZMA H31.3.25 全ての災害 

災害時における避難所施設利

用等に関する協定 
近畿大学九州短期大学 R1.7.31 

風水害 

その他事故災害 

災害時における協力に関する

協定 

一般社団法人 全日本冠婚葬

祭互助協会 
R1.11.28 全ての災害 

災害時における災害廃棄物の

収集運搬に関する協定 
飯塚市清掃事業協同組合 R2.7.2 全ての災害 

災害時における資機材供給に

関する協定 
株式会社アクティオ R2.11.25 全ての災害 

災害時における避難場所利用

等に関する協定 
株式会社ダイナム R3.11.29 震災 

災害時における資機材供給に

関する協定 
太陽建機レンタル株式会社 R4.3.22 全ての災害 

災害時における資機材供給に

関する協定 
株式会社ナガワ R4.3.23 全ての災害 

災害時における生活必需物資等
の協定に関する特別協定 

株式会社ゆめマート R4.4.1 全ての災害 

災害時における支援物資の受入
及び配送等に関する協定 

佐川急便株式会社 R4.6.24 全ての災害 

遭難事故防止に向けた相互連
携・協力に関する包括連携 

株式会社ヤマップ R4.8.11 遭難事故 

災害時における電気自動車によ
る電力供給に関する協定 

龍王ガス株式会社 R5.1.27 全ての災害 
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【 各種様式 】 
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７ 職員の参集 

７－１ 参集記録票 

 

○参集後に各自が班単位で記入すること 

 

整理番号          

■災害対策班名                   班  

 

■場 所                        ■報告日時  年  月  日  時  分現在 

NO 氏  名 参 集 時 間 自 宅 等 の 状 況 

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  

  月   日   時   分  
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７－２ 参集途上の被災状況記録票 

 

  ○参集後に各自で記入し、班長へ提出すること          整理番号        

■報告者氏名               ■災害対策班名          班 

■参集報告 

 ○参集日時     年  月  日  時  分 
 

 

■見聞情報（参集時に見聞きした情報） 

 

   

 ○自宅付近の状況   

 ○道路の状況   

 ○建物被害の状況   

 ○救助者の有無   

 ○火災の発生状況   

 ○その他気づいたこと   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

■地図・略図      火災や人命に関わる場合は、直接担当班に連絡する  
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８ 情報の収集・伝達 

８－１ 被害発生状況連絡票 

 

被 害 発 生 状 況 連 絡 票               

受 付 

日 時 

  年  月  日 

     時  分 

被 災 者
ま た は
通報者 

住所          電話（   ） 

氏名 

被 害 

発 生 

場 所 

 

被 

 

害 

 

状 

 

況 

 

記 

録 

者 

             班 

氏名 

送付先 
     年  月  日  時  分 

                 班 
送 付 

日 時 

関 

 

係 

 

班 

 

処 

 

置 

 

記 

 

録 

 

本 

部 

解 

散 

後 

の 

対 

応 
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８－２ 災害箇所一覧表 
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８－３ り災台帳 

り  災  台  帳 

  (表)                                                          （整理番号第  号） 

り災場所                             番地 家屋所有者                         番地 

  

飯塚市                   番           号 飯塚市                   番     号 

 住 所                              番地  避難所 

   

 飯塚市                        番     号  

り 

 

 

 

災 

 

 

 

者 

 
続 

柄 

 
性 

別 

 
職業又は 

学 年 別     

現     況 
 

 氏   名 生年月日 その他 

   健在 軽傷 重傷 死亡  

１           

２           

３           

４           

５           

６           

７           

８           

９           

10           

り 

災 

状 

況 

住 

家 

□／壊（焼）     □ 床上浸水     □ 借家 
そ 

の 

他 

の 

事 

項 

 

                                  □ 間借  

□／流 失      □ 床下浸水     □ 自宅  

家 

財 

□／壊（焼）    □／き損 

 

□／流 失 

 

 

 

調査員の意見 

避難所収容 応急仮設住宅 炊き出し その他 

□ 要 □ 要 □ 要 
 

□ 否 □ 否 □ 否 

   

り 災  平成     年       月   日    時   分   調査員の職・氏名 

   

   

調 査  平成      年       月   日    時   分 印 
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 (裏） 

月・日 物 資 交 付 及 び 援 護 状 況 認印 

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   

・   
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８－４ 人的被害報告 

 

人 的 被 害 報 告 

発信日時 月   日   時   分 受信日時 月   日   時   分 

発信機関 班 発 信 者  

受信機関 班 受 信 者  

情 

報 

源 

住民     消防団    行政区 確 
 

認 
済（どこで）         警 察 

その他（             ） 未              その他 

発 
 
 

生 

日 時     月       日       時       分 

場 所  

原 因  

状  況 

・被害者の 

住所氏名 

・年令等 

 

対応措置  

死 者 行方不明者 負  傷  者 

人 人 
重 傷 人 

計 

人 

軽 傷 人 

この情報は 

第          号 

未発表 その他            で記者発表  済 

（           ） 
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８－５ 住家被害報告 

 

住 家 被 害 報 告 

発信日時 月   日   時   分 受信日時 月   日   時   分 

発信機関 班 発 信 者  

受信機関 班 受 信 者  

情 

報 

源 

住民     消防団    行政区 確 
 

認 
済（どこで）         警 察 

その他（             ） 未              その他 

発 
 
 

生 

日 時     月       日       時       分 

場 所  

原 因  

状  況 

・住居者名 

・避難状況 

 

全壊 半壊 一部破壊 床上浸水 床下浸水 

棟 棟 棟 棟 棟 

世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 

人 人 人 人 人 

この情報は 

第          号 

未発表 その他            で記者発表  済 

（           ） 
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８－６ その他被害報告 

 

その他 

道路・橋梁・河川・砂防・がけ崩れ・ 

非住家・田畑・文教施設・病院・水道・ 

電気・電話・その他（        ） 
の被害報告 

発信日時 月   日   時   分 受信日時 月   日   時   分 

発信機関 班 発 信 者  

受信機関 班 受 信 者  

情 

報 

源 

住民     消防団    行政区 確 
 

認 
済（どこで）         警 察 

その他（             ） 未              その他 

発 
 
 

生 

日 時 月       日       時       分 

場 所  

原 因  

状  況 

・路線、河川名等 

・被災延長、崩土

量等 

・被災の状況 

・規制内容 

・復旧見込 

 

対応措置  

この情報は 

第          号 

未発表 その他            で記者発表  済 

（           ） 
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８－７ 火災・災害等即報要領（様式） 
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８－８ 福岡県災害調査報告実施要綱（様式） 

様式第１号 

 報告日時 年  月  日  時  分 

〔災 害 概 況 即 報〕 市町村名  

 報告者名  

 

災害名                       （第  報） 

（市町村→地方本部→県本部） 

災 

害 

の 

概 

要 

発生場所  発生日時 月  日  時  分 

 

被 

害 

の 

状 

況 

死傷者 
死 者 人 不明   人 

住 家 
全壊    棟 一部破損   棟 

負傷者 人 計   人 半壊    棟 床上浸水   棟 

 

応 

急 

対 

策 

の 

状 

況 

 避  難  状  況 

勧告・指示      

自 主 の 別      
日時 地区名 避難先 人員 

     

以下、省略 
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９ 応援要請 

９－１ 自衛隊災害派遣要請依頼書 

                                  文書番号 

                                   年  月  日 

   

     福 岡 県 知 事     殿 

   

                           飯塚市長          印 

 

自衛隊の災害派遣要請について 

   

   災害対策基本法第６８条の２に基づき、下記のとおり自衛隊の災害派遣方を要請します。 

   

 

記 

   

  １ 災害の情況及び派遣を要請する事由 

   (1) 災害の状況 

   

   

   (2) 派遣を要請する事由 

   

   

 

  ２ 派遣を希望する期間 

      年  月  日（  時  分）から災害応急対策の実施が終了するまでの間 

   

 

  ３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

   (1) 活動希望区域 

   

   

   (2) 活動内容 

   

   

 

  ４ その他参考となるべき事項 
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９－２ 自衛隊災害派遣撤収依頼書 

 

                                  文書番号 

                                   年  月  日 

   

     福 岡 県 知 事          殿 

   

                            飯塚市長         印 

   

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について 

   

       年  月  日付第     号により自衛隊の災害派遣を要請しましたが、災害応

急対策作業が一応完了しましたので、下記のとおり撤収方お願いいたします。 

   

記 

   

 １ 撤収要請日時        年  月  日  時  分 

  

   

 ２ 派遣された部隊 

 

 ３ 派遣人員及び従事作業の内容 

 

 ４ その他参考事項 
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９－３ 九州地方整備局災害時応援要請依頼書 

 

別紙－１ 

                                                        文 書 番 号             

                                                        平成  年  月  日 

 

 

国土交通省九州地方整備局長 殿 

 

 

                                                       飯 塚 市 長 

 

 

 

 

大規模な災害時の応援について（要請） 

 

「飯塚市における大規模な災害時の応援に関する協定書」第４条に基づき、下記のとおり応援を

要請します。 

 

１ 期間 

 

 

２ 場所 

 

 

３ 要請内容 

 

 

４ その他 
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１０ 避難所 

１０－１ 避難者カード 

避難所
ひ な ん じ ょ

利用者
り よ う し ゃ

登録票
とうろくひょう

 表面 避難所名  
受付番号 

 

記
き

入日
にゅうび

 年   月   日(   ) 記入者
きにゅうしゃ

氏名
し め い

  

住
じゅう

 所
しょ

 
〒    −       
 
 

自治会
じ ち か い

・ 
町内会名
ちょうないかいめい

 
 

自宅
じ た く

の 
被害
ひ が い

状 況
じょうきょう

 

全壊
ぜんかい

 / 半壊
はんかい

 / 一部
い ち ぶ

損壊
そんかい

 
全焼
ぜんしょう

 / 半焼
はんしょう

 / 床上
ゆかうえ

浸水
しんすい

 
流 出
りゅうしゅつ

/その他(     ) 
電
でん

 話
わ

 （     ）    − 

携帯
けいたい

電話
で ん わ

 （     ）    − 

ＦＡＸ （     ）    − 

滞在
たいざい

を 
希望
き ぼ う

する 
場所
ば し ょ

 

□避難所
ひ な ん じ ょ

 
□テント(避難所敷地内に設営) 
□車

しゃ

両
りょう

(避難所敷地内に駐車) 
□避難所

ひ な ん じ ょ

以外
い が い

の場所
ば し ょ

 
  (自宅

じ た く

 / 他(     )) 

メール      ＠ 

他
ほか

の 
連絡先
れんらくさき

 
(親戚
しんせき

など) 

〒    − 
 
（     ）    − 

避難所
ひなんじょ

を利用
り よ う

する人
ひと

 
(避難所
ひなんじょ

以外
い が い

の場所
ば し ょ

に滞在
たいざい

する人
ひと

も記入
きにゅう

) 
けがや病気

びょうき

・ 障
しょう

がい・アレルギ
ーの有無

う む

、妊 娠 中
にんしんちゅう

、使用
し よ う

できる
言語
げ ん ご

など、特
とく

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

なこと 

運営
うんえい

に 協 力
きょうりょく

 
できること 

(特技
と く ぎ

・免許
めんきょ

) 

必
かなら

ず確
かく

認
にん

！ 
安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

 
への対応

たいおう

※ 氏名
し め い

 生年
せいねん

月日
が っ ぴ

・年齢
ねんれい

 性別
せいべつ

 

世
帯

せ

た

い

主
ぬ
し 

ふりがな 明/大/昭/平/⻄暦 
  年   月  日 
(     歳) 

 
  公

こう

 開
かい

 
・ 

非公開
ひ こ う か い

  

ご
家
族

か

ぞ

く 

ふりがな 明/大/昭/平/⻄暦 
  年   月  日 
(     歳) 

 
  公 開 

・ 
非公開  

ふりがな 明/大/昭/平/⻄暦 
  年   月  日 
(     歳) 

 
  公 開 

・ 
非公開  

ふりがな 明/大/昭/平/⻄暦 
  年   月  日 
(     歳) 

 
  公 開 

・ 
非公開  

ペットの 
状 況

じょうきょう

 
□飼

か

っていない 
□飼

か

っている→右欄へ 
種類
しゅるい

(頭数
とうすう

) □同伴
どうはん

希望
き ぼ う

(ペット台 帳
だいちょう

に記入) 
□置

お

き去
ざ

り  □行方
ゆ く え

不明
ふ め い

 
自家用車
じ か よ う し ゃ

(避難所
ひなんじょ

に
駐 車
ちゅうしゃ

する場合
ばあい

) 
車種
しゃしゅ

 
 

色
いろ

 
 

ナンバー 
 

●世帯

せたい

(家族

かぞく

)ごとに記 入

きにゅう

して、総 合

そうごう

受 付

うけつけ

に 提 出

ていしゅつ

してください。 

●ご記 入

きにゅう

いただいた 情 報

じょうほう

は、 食 料

しょくりょう

や物資

ぶっし

の 配 給

はいきゅう

や健 康

けんこう

管理

かんり

などの支援

しえん

を 行

おこな

うため、避難所

ひなんじょ

運 営

うんえい

のために必 要

ひつよう

最 低 限

さいていげん

の範囲

はんい

で 共 有

きょうゆう

します。また飯塚市

いいづかし

災 害

さいがい

対 策

たいさく

本部

ほんぶ

にも 提 供

ていきょう

し、被災者

ひさいしゃ

支援

しえん

のために飯塚市

いいづかし

が作 成

さくせい

する「被災者

ひさいしゃ

台 帳

だいちょう

」にも利用

りよう

します。 

※ 住 所

じゅうしょ

（○○ 町

ちょう

○○丁 目

ちょうめ

まで）と氏名

しめい

、ふりがなについては、被 災 者

ひさいしゃ

の安否

あんぴ

確 認

かくにん

について問

と

い合

あ

わせがあった場合

ばあい

に使用

しよう

しますので、原 則

げんそく

公 開

こうかい

とするよう 御 協 力

ごきょうりょく

をお願

ねが

いします。 

この様式を使う場合は、表面と裏面を両面コピーしてください。 
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避難所利用者登録票 裏面：運営側(受付担当)記入用 

＜登録時＞ 
●運営側（受付担当）は、記入者とともに表面の記載を確認する。 

・安否確認への対応（公開・非公開）個人ごとに○がついているか。 
・けがや病気、障がい、アレルギーの有無、妊娠中、使用できる言語

（または日本語が理解できるか）など、とくに配慮が必要なことは
あるか。 

  →詳細を聞き取ったら↓「本人からの申告・聞き取り事項」に記
入 

 ●受け入れ先 

受け入れ先 
（滞在先） 

場所 
□避難所 

□テント（避難所敷地内に設営） 

□車 両（避難所敷地内に設営） 

□避難所以外の場所（ 自宅 / その他（         ）） 

組名  

本人からの申告・聞き取り事項など 
 

 

＜転出・退出後＞ 
「退所届」受付後に記入し、「退所届」と合わせてファイルに綴じること 

退所届 
受付日      年     月    日（   ） 

受付番号  
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１０－２ 避難者名簿 

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

/ /

: :

避難者名簿
登録票の
受付番号

入所日
入所時間

公開 ・

氏名
(世帯主に○)

退所日
退所時間

退所届の
番号

・ 非公開

受け入れ先
（滞在先）

安否確認
への対応

メモ（特に配慮
が必要なこと）

組名

非公開

公開 ・ 非公開

公開

避難所名

・

公開 ・

非公開

公開 ・ 非公開

公開 ・ 非公開

公開

公開 非公開

公開 ・ 非公開

・ 非公開

公開 ・ 非公開

公開 ・ 非公開

公開 ・ 非公開

公開 ・ 非公開

公開 ・ 非公開

公開 ・ 非公開

・ 非公開

・ 非公開

公開

公開

公開 ・ 非公開

公開 ・

非公開

公開 ・ 非公開
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１０－３ 避難所運営記録 

 

 

避 難 所 運 営 記 録 

 

年  月  日  時  分現在 受信日時 月  日  時  分 

発信機関 避難所 発信者      

受信機関  受信者      

避 難 者 数 

男 女 計 備   考 

人 人 人  

（運営状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問題点・要望等） 
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１０－４ 物品の受払簿（避難所用） 

 

（              ）避難所 

受取日 

払出 
品 名 受入数 払出数 現在数 扱 者 

備  考 

（払出先等） 
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１０－５ 避難所設置及び収容状況 
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１１ 救助・医療 

１１－１ 行方不明者名簿 
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１１－２ 医療救護所開設状況報告 
 

医療救護所開設状況報告              
 

年  月  日  時  分現在 受信日時 月  日  時  分 

発信機関 部 発 信 者      

受信機関 部 受 信 者      

場  所  

従事者数 
軽 症 中毒症 重 傷 計 

左のうち 

医 師 看護婦 その他 計 要搬送者 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 

状 

 

 

 

況 

 

執 

っ 

て 

い 

る 

措 

置 

 

処 

 

理 

 

状 

 

況 
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１２ 緊急輸送 

１２－１ 緊急通行車両事前届出書 

 

 



 

203 

１２－２ 緊急車両以外の車両通行止め標示 

 

別記様式第２（災害対策基本法施行規則第５条関係）  

 

 

備考 １ 色彩は、文字、緑線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白色とする。 

   ２ 緑線及び区分線の太さは、１センチメートルとする。 

   ３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

   ４ 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の 

     寸法の２倍まで拡大し、又は図示の寸法の２分の１まで縮小することができる。 

1.51.51.
5

1

12
0

8
8

8
62

31
1.
5

1.5 1.5

64

45
ﾟ

8

2

4

60

災害対策基本法

に基づく

車両通行止

区
域

又
は

区
間

期
間

対
象
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１２－３ 緊急通行車両通行標章 

 

別記様式第３（災害対策基本法施行規則第６条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 色彩は、記号を黄色、緑及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、 

    「有効期限」、「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、 

    月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。 

   ２ 記号の部分に、表面の画線が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

   ３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 
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１２－４ 緊急通行車両確認証明書 

 

別記様式第４（災害対策基本法施行規則第６条関係）  

 

 

第   号 

 

年  月  日 

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書  

知   事     

 

公安委員会     

 

番号票に表示され

ている番号 
 

車両の用途（緊急

輸送を行う車両に

あっては、輸送人

員又は品名） 

 

使用者 

住 所 
 

（   ）   局    番 

氏 名  

通行日時  

通行経路 
出 発 地 目 的 地 

  

備  考  

備考 用紙は日本工業規格Ａ５とする 

 

印 

印 
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１２－５ 物品の受払簿（物資集配拠点用） 

 

集配拠点 

品  名 単位呼称 

受取日 
払出日 

納入元 受入数 払出数 現在数 払出先等 
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１３ 遺体の処理・埋葬 

１３－１ 遺体処理票 

遺 体 処 理 票 

[ 飯塚市 ] 

災 害 遺 体 番 号 第          号 

死

亡

者 

氏 名  

住 所  

遺 骨 処 理 番 号 第          号 

焼 骨 日 時 場 所  

引

取

人 

氏 名  

住 所  

死亡者との関係  

引 取 年 月 日        年    月    日 

遺

留

品 

処 理 番 号 第          号 

保 管 所  

備 考 

納 骨 場 所  
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１３－２ 遺留品処理票 

遺 留 品 処 理 票 

[ 飯塚市 ] 

災 害 遺 体 番 号 第          号 

死

亡

者 

氏 名  

住 所  

主 な 遺 留 品  

引

取

人 

氏 名  

住 所  

死亡者との関係  

引 取 年 月 日        年    月    日 

遺

留

品 

処 理 番 号 第          号 

保 管 所  

備 考 

遺留品保管場所  
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１４ 市民生活の安定 

１４－１ 罹災証明書交付申請書 

（宛先）飯 塚 市 長 

罹災証明交付申請書 
 

     年  月  日 

 

 申請者住所                                 

 

 申請者氏名（自署）              電話番号           
 

 被災物件との関係 

 １．居住世帯主  ２．世帯主以外の居住者  ３．物件の所有者 

 ４．代理人（委任状が必要）  ５．その他（         ） 

 

罹 災 日  令和   年    月    日 

被災物件 

の所在地 
飯塚市 

被害状況  

使用目的 

及び 

必要枚数 

使用目的 必要枚数 

 枚 

 枚 

 枚 

その他  

【自己判定方式にて交付を希望する場合】 

□ 「準半壊に至らない（一部損壊）」という調査結果に同意します。 
※自己判定方式の場合、持参いただいた写真で被害判定を行うため、実地調査を行いません。 
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１４－２ り災証明書 

第 － 号

□ □ □ □ □ □

（一部損壊）

□床上浸水　　□床下浸水

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用している建物

　 のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）

上記のとおり相違ないことを証明します。

被災住家※の
所在地

準半壊

　　　年　　　月　　　日の　　　　　　　　　　　　による

罹 　災 　証 　明 　書

全壊 大規模半壊 中規模半壊

罹災原因

申請者住所
（申請者が世帯主と

異なる場合のみ記載）

申請者氏名
（申請者が世帯主と

異なる場合のみ記載）

世帯主住所

世帯主氏名

住家※の被害の
程度

浸水区分

準半壊に至らない半壊

備　　考

住家以外の被害

月

飯塚市長

年 日
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１４－３ 被害届出兼証明書 

（宛先）飯 塚 市 長 

被害届出証明交付申請書 
下記のとおり、被害があったので届け出ます。 

     年   月   日 

届  出  者 

住   所  

氏  名（自署） 

（事業所名・代表者） 
 

電話番号  

（    ） 

被害物件 

の所有者 

住   所   

氏   名    

被 害 場 所  飯塚市  

被 害 日 年    月    日 

被 害 原 因  

被  害  の 

状      況 

 

使用目的 

及び 

必要枚数 

使用目的 必要枚数 

 枚 

 枚 

 枚 

 

第       号 

被害届出証明書 
上記のとおり、届出があったことを証明します。 

      年     月     日 

飯塚市長   
 

※この証明は、災害対策基本法第 2 条に規定する災害により受けた被害のうち、罹災証明の対

象事項でなく市の調査確認が出来ていない被害について、本人の届出があったことを証明す

るものです。 
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１４－４ 義援金品受領書 

 

 

 

 

義 援 金 品 受 領 書 
 

 

No.      

 

 

 

金 額  ￥                   

 

 

品  名 数 量 備  考 

   

   

   

   

   

 

 

 

以上のとおり受領致しました。 

ご好意に厚く御礼申し上げます。 

 

年   月   日 

 

 

                   様  

 

 

 

飯塚市災害対策本部長 

飯塚市長          印 
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１４－５ 避難行動要支援者名簿等 
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同意を得るための様式例 

フリガナ  

氏 名  

生年月日  性別   男  ・  女 

住 所  

避難支援等を必要

とする事由 

□介護保険の認定を受けている  要介護状態区分： 

□手帳所持           障害名：（          ）等級： 

□その他 

【特記事項】 

電話番号  ＦＡＸ番号  

携帯電話番号  メールアドレス  

※同意いただいた場合、  の欄に障害名等を記載し、避難支援等関係者に提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同意の意思について、変更の申出がない限り自動継続とします。  

※避難行動要支援者情報を作成するため、避難支援等関係者が訪問調査を行いますので、その際は御協力く 

 ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 避難行動要支援者は、避難支援者への情報提供に同意することにより、避難支援者（地域等）か

ら災害発生時における避難行動の際の支援を受ける可能性が高まりますが、避難支援者自身や家族

などの安全が前提のため、同意によって、災害時の避難行動の支援が必ずなされることを保証する

ものではなく、また、避難支援者は、法的な責任や義務を負うものではありません。 

 

 上記の内容を理解し、避難の支援、安否の確認、その他の生命又は身体を災害から保護をうける

ために、上記内容（氏名、生年月日、性別、住所、障害種別等の内容、連絡先等）及び障害名や病

名等を、市防災計画に定める避難支援等関係者に提供することに、 

 

□ 同意します 

□ 趣旨を十分理解した上で、同意しません 

□ 同意するかしないかを判断するために、市からの詳細な説明を求め  

  ます 

 

平成  年  月  日 氏名              
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個別計画の様式例 

 

 

避難時に配慮しな

くてはならない事

項 

 

 

 

 

（あてはまるものすべてに□） 

□立つことや歩行ができない  □音が聞こえない（聞き取りにくい） 

□物が見えない（見えにくい） □言葉や文字の理解がむずかしい 

□危険なことを判断できない  □顔を見ても知人や家族とわからない 

□その他 

 

同居家族等 
 

 

緊急時の連絡先 

① 

フリガナ  

氏名(団体名）  

住所  

連絡先 

電話番号１：         電話番号２： 

メールアドレス： 

その他： 

緊急時の連絡先 
② 

フリガナ  

氏名(団体名）  

住所  

連絡先 

電話番号１：         電話番号２： 

メールアドレス： 

その他： 

【特記事項】 

 

 

(普段いる部屋、寝室

の位置） 

(不在の時の目印、避

難済みの目印）など 
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避難支援者情報 

① 

フリガナ  

氏名 
(団体名及び代表者） 

 

住所  

連絡先 

電話番号１：         電話番号２： 

メールアドレス： 

その他： 

避難支援者情報 
② 

フリガナ  

氏名 
(団体名及び代表者） 

 

住所  

連絡先 

電話番号１：         電話番号２： 

メールアドレス： 

その他： 

 

 

避難場所等情報 ※位置・経路・移動するまでの注意すべき事項など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年 月  日 

上記避難支援等関係者に提供した情報について、記載内容に誤りがないことを確認するとともに、 

市に報告することを了承します。 

                   氏名                 
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